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【本調査研究で用いた用語等】 

 

・子ども   児童福祉法における「児童」と同義で、「満 18 歳に満たない者」をいう。

なお、調査対象市区町村によっては「満 18 歳まで」としているところ

もある。 

・児童厚生員 現行の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（38 条）では、児童館 

職員を「児童の遊びを指導する者」としているが、本調査では、児童館 

ガイドラインに倣い、「児童厚生員」として記載している。 

 

・放課後児童クラブ  児童福祉法における「放課後児童健全育成事業」を指す。 

 

ただし、調査対象事例の独自性を担保するため、当該自治体で使用されている表現を優

先して記載している場合がある。 

 







第１章 調査研究の目的と方法 

 
 
１．調査研究の目的 
 

児童館は児童福祉法に基づく児童福祉施設である。この児童館は現在、4,637 館存在し

ている（平成 28 年 10 月 1 日現在、厚生労働省「社会福祉施設等調査」）。国は、平成 23

年 3 月に、地域における子どもの遊びの環境の充実と健全育成の推進を目的として、「児童

館ガイドライン」を作成し、その中で児童福祉法 40 条に基づく児童館の理念を、今日の社

会状況にあわせて発展させ、職員の専門性を向上させて活動内容を地域の期待に応じるも

のにしていく必要があることも示している。 

近年、児童健全育成に関連する施策は、子ども・子育て支援新制度の「地域子ども・子

育て支援事業」や「放課後子ども総合プラン」などにより大きく変化している。また、平

成 23 年 3 月に作成された「児童館ガイドライン」の見直しの時期を迎えており、これまで

児童館が持つ機能に加えて、ソーシャルワークを展開する拠点として活動することが期待

されている。 

本研究会は、地域の社会的ニーズに対する重要な役割を担っている児童館の取組を質問

紙調査、ヒアリング調査により収集、分析・検証し、好事例集の作成や地域のネットワー

ク形成方法等を提案することを目的として行った。その際、調査研究会は平成 28 年度厚生

労働省 子ども・子育て支援推進調査研究事業として行われた調査研究（植木信一「地域

の児童館が果たすべき機能および役割に関する調査研究」2017,一般財団法人児童健全育成

推進財団」）の成果を踏まえて行った。 

平成 28 年度の調査研究は、「全国児童館実態調査（小型児童館・児童センター）」およ

び「全国大型児童館実態調査」を実施すると共に、今日的福祉課題等の対応において児童

館を効果的に活用している自治体の取組を検証するため、10 か所の児童館等へのヒアリン

グ調査を行い、「福祉的な課題に対応可能な児童館機能が必要であり、地域のニーズを把握

するための包括的な相談窓口としての機能が求められていること」「児童厚生員は多様な社

会資源とつなぐマネジメント能力が必要であること」等を提言している。この調査研究か

らは、「児童館で地域の子育てニーズを把握する取組を行っているのは、61.1％。具体的な

方法としては半数以上の児童館でアンケート調査の実施、関係機関会議への参画すること

で把握していた」「児童館の要保護児童対策地域協議会への参画は、29.8％に留まっている」

等のことが明らかになった。 

これらのことを踏まえ、今年度は、児童館の今日的な福祉課題へ対応する実態、ならび

に対応を可能とするネットワーク構築に焦点をしぼって、調査研究を実施することとする。 
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２．調査研究の方法（事業の実施内容） 

 本調査研究の目的に基づいて、以下の調査を行った。 

（１）児童館質問紙調査 

   平成 28 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「地域の児童館が果たすべき機能及

び役割に関する調査研究」により実施した『全国児童館実態調査（小型児童館・児童

センター対象）』の回答の中から、相談対応の件数の高さや児童虐待の発見・対応、子

どもの貧困対策に取り組む児童館を抽出し、質問紙郵送調査を実施した。調査項目は、

地域ニーズの把握方法・対応方法、ニーズ対応への課題、関係機関との連携の内容・

課題、児童館の状況などである。 

 

・調査対象客体数：平成 28 年度に実施した『全国児童館実態調査（小型児童館・児童 

センター）』を母集団とし、社会的ニーズに対応する事業実施が想

定される児童館 2,348 箇所 

・調査対象者：児童館長、児童厚生員等（児童館の運営状況や活動内容の詳細につい

て熟知する方） 

・調査方法：質問紙郵送調査 

・回収方法：郵送 

 

（２）児童館ヒアリング調査 

今日的な福祉課題、社会的ニーズの把握を行い、効果的に児童館で対応策を講じて

いる、あるいはネットワーク構築を行っている自治体、包括的な支援活動を展開して

いる児童館等を対象とし、ヒアリング調査を実施した。ヒアリング先の選定にあたっ

ては、研究員からの情報や関係機関からの資料、先行研究も参考にし、平成 28 年度の

全国児童館実態調査ならびに先述（１）の質問紙調査の回答結果を基にして選考した。 

ヒアリング調査の実施にあたっては、活動実践の状況、支援内容、児童館の活用可

能性、汎用性等を中心に研究会において調査内容を検討し決定した。好事例集を作成

することも考慮しながらヒアリングシートを作成し、効率よく訪問あるいは招聘して

行った。 

 

・調査対象客体数：抽出した自治体、児童館・児童センター 計８か所 

・調査対象者：行政担当者・児童館職員等 

・調査方法：ヒアリング（訪問６ヶ所、招聘２ヶ所） 

 

  ヒアリング項目は半構造化面接とし、構造化された項目は、研究会にて検討し、事前

に対応者に送付して実施した。 
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  ヒアリングと合わせて、児童館視察を行った。これはヒアリング内容の妥当性を検証

することや、研究員が先駆的取り組み事例や日頃の児童館活動の様子に触れることに

より、調査内容を深めることを目的としたものである。 

   ヒアリング結果は、好事例集（本報告書第３章部分）としてまとめた。 

 

３．調査における倫理面への配慮 

 本研究における倫理面への配慮は、一般財団法人児童健全育成推進財団の定める「研究

倫理に関する基本方針」ならびに「プライバシーポリシー(個人情報取扱方針)」に沿った

上で、下記の通り行った。 

（１）ヒアリング調査及び研究員による報告は、事前に、調査及び報告の趣旨とヒアリン

グ及び報告の内容について説明を行い、同意を得て実施した。ヒアリング結果の報

告の資料は、提供者の同意を得て掲載することとした。 

（２）アンケート調査は、調査結果を調査者が当初設定した目的以外に使用されないよう

配慮した。 

（３）報告書作成に際しては、利用者データや事例などについて研究倫理上必要な手続き

を経ていること及び記述においてプライバシーが侵害されないようにすることに留

意した。 

 

４．調査研究の体制 

 「児童館研究会」（表１－１）を設置し、検討を重ねた。研究会の下部組織としてワーキ

ンググループを設置した。 

表１－１ 児童館研究会 

氏名 所属 

＜主任研究員＞ 

  大竹 智 

 

＜研究員＞ 

熊澤 桂子 

○友川  礼 

○野澤 義隆 

○藤高 直之 

前城 充 

○阿南 健太郎 

＜事務局＞ 

尾崎  豊 

○長谷川 万記 

 

 

立正大学 社会福祉学部 教授 

 

 

東京教育専門学校 専任講師 

松山東雲短期大学 講師 

東京都市大学 人間科学部 講師 

白梅学園大学 保育科 助教 

沖縄県南風原町役場 民生部こども課 課長 

一般財団法人 児童健全育成推進財団 部長 

 

一般財団法人 児童健全育成推進財団 課長 

一般財団法人 児童健全育成推進財団 係長 

 

（敬称略、○はワーキンググループメンバー） 
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第２章 質問紙調査の結果 

 

１．調査の方法・内容と回収結果 

（１）調査対象 

平成 28 年度の調査研究の一環として実施した「全国児童館実態調査（小型児童館・児

童センター対象）」の回答の中から、「地域の子育て支援ニーズを把握している」と回答の

あった児童館に加え、社会的ニーズに対応する事業実施が想定される施設として、相談の

対応をしている、要保護児童地域対策協議会に加入していると回答した児童館(2,348 ヶ

所)を対象とした。 

 

（２）調査方法 

 質問紙の郵送配布により行った。回収方法は、郵送（回答用紙を返信用封筒に同封し、

返送）である。 

 

（３）調査基準、調査期間等 

 ①調査基準：平成 27～29 年度の活動・事業を対象 

 ②調査期間：平成 29 年 10 月 27 日～平成 29 年 11 月 17 日 

 

（４）調査内容 

 ①調査名：児童館による地域ニーズへの対応に関する調査 

 ②調査項目 

  児童館を対象にして、児童館の運営状況や館長の配置状況を問う設問、地域ニーズの

把握や対応に関する設問、関係者・関係機関との連携に関する設問等１３項目を設定し

た。児童館実態調査と重なる質問を極力減らすようにしている。研究テーマは「社会的

ニーズ」と表記しているが、児童館の実状を鑑みて検討した結果、質問紙調査では「地

域ニーズ」という言葉に置き換えている。 

設問の詳細は、以下の通りである。 

 

問１． 児童館の概要（児童館名、児童館所轄部局、児童館の活動、市町村での位置づ

け、回答者について） 

問２． 館長について（職務形態、勤務形態、館長としての通年の職歴、児童厚生員と

しての通年職歴、児童館に勤務する直前の職業、児童福祉・教育に関する国家

資格・関係資格、地域で兼任する社会的役職・役割） 

問３． 児童館での地域ニーズの把握の有無 

問４． 各地域ニーズのうち、児童館において最も重点的に対応している支援について 
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問５． 問４で回答された地域ニーズに対する活動方法について 

問６． 問４で回答された地域ニーズの把握方法、対象実施者について 

問７． 地域ニーズへの有効な取り組みとなっている児童館での特徴的な活動や成功し

ている活動、評価されている活動について 

問８． 今後、児童館が地域ニーズに対応するために必要なことや必要なものは何か 

問９． 地域ニーズへの対応と関係者・関係機関の連携内容について 

問 10．児童館と社会資源との連携上の課題は何か 

問 11．児童館が地域ネットワークを構築する際、工夫していることは何か 

問 12．地域ニーズに対応する活動を推進するために連携している関係者・関係機関に

ついて 

問 13．児童館のある地域の状況について 

 

（５）回収結果 

 ①回収件数：1,811 件（対象客体数：2,348 件） 

 ②回収方法：紙媒体（郵送を基本とし、締め切り間近の一部は FAX を用いた） 

 ③回収率：77.1% 

 ④集計作業 

集計作業は、数的データを中心とした分析を行った。単純集計による結果をまとめると

ともに、各項目間についてクロス集計を行い、それらの結果から分析と考察を行った。 

 なお、必要に応じて「平成 28 年度全国児童館実態調査」結果と、本調査の回答データを

紐付け、クロス集計を行った。 
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２．集計結果（単純集計） 

 

（１）児童館、館長の概要【問１】 

 回答された児童館の概要は次の通りである。 

① 児童館所轄部局（表２－２－１） 

児童館を所轄（所管）している部局は、子育て支援系（65.3％）が多かった。 

 

表２－２－１．児童館を所轄する部局 

 

件
数 

子
育
て

支
援
系 

青
少
年

育
成
系 

福
祉
民

生
系 

教
育
委

員
会 

そ
の
他 

無
回
答 

N=1811 1183 173 146 84 179 46 

% 65.3 9.6 8.1 4.6 9.9 2.5 

 

② 児童館の活動（表２－２－２） 

児童館の活動の中で、自由来館と放課後児童クラブ事業に着目したところ、「自由来

館と放課後児童クラブが半々」（45.0％）が多かった。 

 

表２－２－２．児童館の活動 
 

件
数 

自
由
来
館
の
み
の 

児
童
館 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を

主
体
と
す
る
児
童
館 

自
由
来
館
と
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
が
半
々 

そ
の
他 

無
回
答 

N=1811 682 137 815 152 25 

% 37.7 7.6 45.0 8.4 1.4 

 

③ 市町村での位置づけ（表２－２－３） 

当該児童館が市（区）町村における中核的（基幹型）施設であるかを聞いたところ、

「特になし」（42.0％）が多かった。 
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表２－２－３．市（区）町村における児童館の位置づけ 

件
数 

中
核
的
（
基
幹

型
）
な
児
童
館 

特
に
な
し 

そ
の
他 

無
回
答 

N=1811 582 760 253 216 

% 32.1 42.0 14.0 11.9 

 

④ 館長の職務・勤務の状況【問２】 

館長の職務形態（表２－２－４）は「専任」(64.3％)が多かった。 

 

   表２－２－４．館長の職務形態 

件
数 

専
任 

兼
任 

無
回
答 

N=1811 1165 607 39 

% 64.3 33.5 2.2 

 

兼任している先は、自治体の所管課長、運営法人（社会福祉協議会等）の代表者や事

務局長、あるいは他の児童館・児童センターとの兼務という回答が多かった。 

また、館長の勤務形態（表２－２－５）は、「常勤」(80.1%)が多かった。「非常勤」(15.2％)

の勤務日数は、平均３.２日であった。 

 

   表２－１－５．館長の勤務形態 

 

件
数 

常
勤 

非
常
勤 

無
回
答 

N=1811 1450 276 85 

% 80.1 15.2 4.7 

 

⑤ 館長の職歴（表２－２－６） 

館長の職歴は、現在「１・２年目」（36.5％）が多く、その平均は５.０年であった。 
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   表２－２－６．館長の職歴 

件
数 

１
・
２
年
目 

３
・
４
年
目 

５
・
６
年
目 

６
・
７
年
目 

８
・
９
年
目 

１
０
年
目 

１
１
年
目
以
上 

無
回
答 

N=1811 662 425 212 143 102 62 204 82 

% 36.5 23.5 11.7 7.9 5.7 3.4 11.3 4.5 

 

⑥ 児童厚生員としての経験（表２－２－７） 

館長の児童厚生員としての勤務経験は「なし」（54.8％）が「あり」を上回った。「あ

り」の館長の児童厚生員としての通年職歴を聞いたところ、平均 16.4 年であった。 

 

  表２－２－７．館長の児童厚生員としての勤務経験 

件
数 

な
し 

あ
り 

無
回
答 

N=1811 993 719 99 

% 54.8 39.7 5.5 

 

⑦ 地域で兼任する社会的役職・役割（表２－２－８） 

館長が地域で兼任する社会的役職・役割は次の通りであった。「その他」が多く、学

校・幼稚園・保育園の評議員、子ども・子育て会議委員などが多く見られた。 

 

表２－２－８．地域で兼任する社会的役職・役割 

件
数 

主
任
児

童
委
員 

民
生
児

童
委
員 

Ｐ
Ｔ
Ａ 

母
親
ク

ラ
ブ 

保
護
司 

教
育
委

員 

そ
の
他 

無
回
答 

N=1811 13 25 20 31 7 8 447 1260 

％ 0.7 1.4 1.1 1.7 0.4 0.4 24.7 69.6 

 
（２）地域ニーズのうち、児童館において最も重点的に対応している支援について【問４】

（表２－２－９） 
 研究会が設定した児童館が対応していると思われる地域ニーズ８項目について、最も重

点的に対応している支援（活動）について回答を得たところ、「障がいや疾病・疾患の配慮

が必要な子どもの支援」（32.0％）、「その他」（20.4％）の順となった。その他の回答例と

しては、子育て支援や孤立した子育て家庭への支援が多く、そのほか放課後等の留守家庭

児童支援が見られた。 
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表２－１－９．児童館が最も重点的に対応している地域ニーズ 

件 
 

 
 

 

数 

障
が
い
や
疾
病
・
疾
患
の
配
慮
が

必
要
な
子
ど
も
の
支
援 

生
活
困
窮
状
態
の
子
ど
も
や
親
の

支
援 

虐
待
（
ネ
グ
レ
ク
ト
含
む
）
が
疑

わ
れ
る
子
ど
も
や
家
庭
の
支
援 

外
国
籍
な
ど
日
本
以
外
の
文
化
を

も
つ
子
ど
も
の
支
援 

ひ
と
り
親
家
庭
の
子
ど
も
の
支
援 

不
登
校
の
子
ど
も
の
支
援 

学
習
支
援
や
学
習
環
境
を
必
要
と

す
る
子
ど
も
の
支
援 

非
行
傾
向
の
子
ど
も
の
支
援 

そ
の
他 

無 

回 

答 

N=1811 580 48 227 24 241 47 131 26 370 117 

% 32.0 2.7 12.5 1.3 13.3 2.6 7.2 1.4 20.4 6.5 

 
（３）ニーズへの活動方法【問５】（表２－２－10） 

最も重点的に対応しているニーズへの活動方法について、複数回答で聞いたところ、「見

守り」（73.0％）、「相談対応（対面）」（60.3％）の順となった。 

 

表２－２－10.重点的に対応している地域ニーズへの活動方法 

件 
 

数 

ケ
ー
ス
会
議 

相
談
対
応
（
電
話
）

相
談
対
応
（
対
面
）

見
守
り 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ

（
訪
問
活
動
） 

行
事
・
事
業
の 

実
施 

職
員
の
技
術
／ 

知
識
の
習
得 

そ
の
他 

無 

回 

答 

N=1694 667 482 1021 1236 46 647 772 234 30 

% 39.4 28.5 60.3 73.0 2.7 38.2 45.6 13.8 1.8 

 
（４）地域ニーズに対応するための必要なこと・もの【問８】（表２－２－11） 
 地域ニーズに対応するために必要なことやものについて聞いたところ、「自治体や関係機

関・団体等との情報共有」（68.2％）、「児童館の地域社会での位置づけ」（64.6％）の順と

なった。 
 表２－２－11．地域ニーズに対応するために必要なこと・もの 

 

件 
 

 
 

 

数 

児
童
館
の
地
域
社
会
で
の 

位
置
づ
け 

地
域
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る 

人
員
の
加
算 

地
域
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る 

直
接
的
な
支
援
技
術 

自
治
体
や
関
係
機
関
・
団
体
等
と

の
情
報
共
有 

児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
充
実 

予
算
の
充
実 

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
な

ど
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
参
加 

地
域
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
地
域

資
源
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力 

そ
の
他 

無 
 

回 
 

答 

N=1811 1170 847 876 1235 444 693 549 794 67 40 

% 64.6 46.8 48.4 68.2 24.5 38.3 30.3 43.8 3.7 2.2 
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（４）連携上の課題【問 10】（表２－２－12） 
 児童館が地域ニーズに対応するために他機関との連携する際の課題について聞いたとこ

ろ、「当事者（親・家族）の理解、意思」（50.7％）、「職員の人数や勤務体制」（49.8％）の

順となった。 

 
表２－２－12．連携上の課題 

 

件 
 

 
 

 

数 

社
会
資
源
と
の
情
報
共
有
、 

守
秘
義
務 

当
事
者
（
子
ど
も
）
の 

意
見
表
明
・
理
解 

上
司
・
職
員
の
理
解 

当
事
者
（
親
・
家
族
）
の 

理
解
、
意
思 

つ
な
ぐ
こ
と
の
で
き
る
地
域
の

社
会
資
源
・
サ
ー
ビ
ス
が
な
い 

行
政
（
担
当
者
）
の
理
解 

職
員
の
技
術
・
知
識 

職
員
の
人
数
や
勤
務
体
制 

そ 

の 

他 

無 
 

回 
 

答 

N=1811 804 495 172 918 152 337 783 901 42 133 

% 44.4 27.3 9.5 50.7 8.4 18.6 43.2 49.8 2.3 7.3 

 
 これ以外の項目については、クロス集計で詳述する。なお、全ての単純集計結果は巻末

に収録した。 
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３．集計結果（クロス集計） 

 

 (１)各児童館の所轄部局[問１②]と地域ニーズ[問３]の把握状況 

 各児童館の所轄部局と地域ニーズの把握状況を表２－３－１に示す。各地域ニーズの把

握状況について、ニーズの有無は確認していない（以下、ニーズ未確認）、ニーズがない、

ニーズがあるの３件法で答えを求めたところ、ニーズがあるとの回答は、障がいや疾病・

疾患の配慮が必要な子どもの支援（以下、障がい等をもつ子ども）は 1,221（70.4％）、生

活困窮状態の子どもや親の支援（以下、生活困窮家庭）は 612（35.4％）、虐待（ネグレク

ト含む）が疑われる子どもや家庭の支援（以下、虐待家庭）は 824（47.7％）、外国籍など

日本以外の文化をもつ子どもの支援（以下、外国籍家庭）は 633（36.7％）、ひとり親家庭

の子どもの支援（以下、ひとり親家庭）は 1,126（64.9％）、不登校の子どもの支援（以下、

不登校の子ども）は 661（38.3％）、学習支援や学習環境を必要とする子どもの支援（以下、

学習支援等）は 781（45.2％）、非行傾向の子どもの支援（以下、非行傾向の子ども）は 491

（28.5％）、その他は 211（45.9％）であった。 

 児童館所轄部局は、子育て支援系と福祉民生系を「福祉系」、青少年育成系と教育委員会

を「教育系」と表記する。本調査における所轄部局の構成比は、福祉系が約 75％、教育系

が約 15％、その他が約 10％であった。 

本調査では、児童館所轄部局によって地域ニーズの把握状況に大幅な差異は認められな

かった。 
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表２－３－１－(1) 児童館所轄部局と地域ニーズの関係 

（障がい等をもつ子ども、生活困窮家庭、虐待家庭） 

 

 

表２－３－１－(2) 児童館所轄部局と地域ニーズの関係 

（外国籍家庭、ひとり親家庭、不登校の子ども） 

 

 

 

福祉系 教育系 その他 合計

N 295 44 41 380
% 77.6% 11.6% 10.8% 21.9%
N 102 14 17 133
% 76.7% 10.5% 12.8% 7.7%
N 911 191 119 1,221
% 74.6% 15.6% 9.7% 70.4%
N 1,308 249 177 1,734
% 75.4% 14.4% 10.2% 100.0%
N 593 141 83 817
% 72.6% 17.3% 10.2% 47.3%
N 251 22 26 299
% 83.9% 7.4% 8.7% 17.3%
N 458 87 67 612
% 74.8% 14.2% 10.9% 35.4%
N 1,302 250 176 1,728
% 75.3% 14.5% 10.2% 100.0%
N 466 115 67 648
% 71.9% 17.7% 10.3% 37.5%
N 209 17 30 256
% 81.6% 6.6% 11.7% 14.8%
N 628 118 78 824
% 76.2% 14.3% 9.5% 47.7%
N 1,303 250 175 1,728
% 75.4% 14.5% 10.1% 100.0%

児童館所轄部局

障がい等をもつ子ども

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

虐待家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

生活困窮家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

福祉系 教育系 その他 合計

N 525 137 74 736
% 71.3% 18.6% 10.1% 42.7%
N 288 28 38 354
% 81.4% 7.9% 10.7% 20.5%
N 484 85 64 633
% 76.5% 13.4% 10.1% 36.7%
N 1,297 250 176 1,723
% 75.3% 14.5% 10.2% 100.0%
N 343 95 43 481
% 71.3% 19.8% 8.9% 27.7%
N 108 10 10 128
% 84.4% 7.8% 7.8% 7.4%
N 860 143 123 1,126
% 76.4% 12.7% 10.9% 64.9%
N 1,311 248 176 1,735
% 75.6% 14.3% 10.1% 100.0%
N 519 122 69 710
% 73.1% 17.2% 9.7% 41.2%
N 285 27 41 353
% 80.7% 7.6% 11.6% 20.5%
N 496 101 64 661
% 75.0% 15.3% 9.7% 38.3%
N 1,300 250 174 1,724
% 75.4% 14.5% 10.1% 100.0%

外国籍家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

ひとり親家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

児童館所轄部局

不登校の子ども

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計
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表２－３－１－(3) 児童館所轄部局と地域ニーズの関係 

（学習支援、非行傾向の子ども、その他） 

 

 

(２)各児童館における重点的地域ニーズ[問４]と児童館所轄部局[問１②]の関係 

 重点的地域ニーズと児童館所轄部局の関係を表２－３－２に示す。重点的地域ニーズと

児童館所轄部局の関係は、すべての所轄部局において障がい等をもつ子どもを最も重点的

地域ニーズとしていることがわかる。しかし、次点以降では若干の差異が見られた。 

福祉系部局の次点はその他となっており、ひとり親家庭、虐待家庭、学習支援、生活困

窮家庭、不登校の子ども、外国籍家庭、非行傾向の子どもの順となった。 

 教育系部局の次点は学習支援となっており、その他、虐待家庭、ひとり親家庭、不登校

の子ども、非行傾向の子ども、生活困窮家庭、外国籍家庭の順となった。 

  

福祉系 教育系 その他 合計

N 519 107 68 694
% 74.8% 15.4% 9.8% 40.2%
N 205 20 26 251
% 81.7% 8.0% 10.4% 14.5%
N 577 123 81 781
% 73.9% 15.7% 10.4% 45.2%
N 1,301 250 175 1,726
% 75.4% 14.5% 10.1% 100.0%
N 614 152 89 855
% 71.8% 17.8% 10.4% 49.6%
N 309 27 41 377
% 82.0% 7.2% 10.9% 21.9%
N 376 72 43 491
% 76.6% 14.7% 8.8% 28.5%
N 1,299 251 173 1,723
% 75.4% 14.6% 10.0% 100.0%
N 154 14 18 186
% 82.8% 7.5% 9.7% 40.4%
N 51 4 8 63
% 81.0% 6.3% 12.7% 13.7%
N 154 29 28 211
% 73.0% 13.7% 13.3% 45.9%
N 359 47 54 460
% 78.0% 10.2% 11.7% 100.0%

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

その他

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

児童館所轄部局

非行傾向の子ども

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

学習支援

ニーズ未確認
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表２－３－２ 重点的地域ニーズと児童館所轄部局の関係 

 

 

(３)各児童館の地域ニーズの把握状況[問３]と活動内容[問１③]の関係 

児童館の地域ニーズの把握状況と活動内容の関係を表２－３－３に示す。児童館の地域

ニーズの把握状況と活動内容の関係は、全ての地域ニーズにおいて自由来館と放課後児童

クラブが半々である児童館が最も高い割合で、ニーズがあると認識していることがわかる。 

また、自由来館のみの児童館では、不登校の子ども及び非行傾向の子どもを除き、ニー

ズの有無を確認していないが、ニーズがあるを上回っている結果となった。 

  

福祉系 教育系 その他 合計

N 434 88 46 568

% 76.4% 15.5% 8.1% 100.0%

N 40 1 5 46

% 87.0% 2.2% 10.9% 100.0%

N 175 31 18 224

% 78.1% 13.8% 8.0% 100.0%

N 20 2 2 24

% 83.3% 8.3% 8.3% 100.0%

N 180 20 37 237

% 75.9% 8.4% 15.6% 100.0%

N 29 13 3 45

% 64.4% 28.9% 6.7% 100.0%

N 75 46 9 130

% 57.7% 35.4% 6.9% 100.0%

N 18 6 2 26

% 69.2% 23.1% 7.7% 100.0%

N 276 34 46 356

% 77.5% 9.6% 12.9% 100.0%

N 1,247 241 168 1,656

% 75.3% 14.6% 10.1% 100.0%
合計

児童館所轄部局

障がい等をもつ子ども

生活困窮家庭

虐待家庭

外国籍家庭

ひとり親家庭

不登校の子ども

学習支援

非行傾向の子ども

その他
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表２－３－３ 地域ニーズと活動内容の関係 

 

 

  

自由来館のみ
の児童館

放課後児童クラブ
を主体とする児童館

自由来館と放課後
児童クラブが半々

その他 合計

N 204 12 133 36 385

% 53.0% 3.1% 34.5% 9.4% 22.0%
N 70 16 46 6 138
% 50.7% 11.6% 33.3% 4.3% 7.9%

N 391 106 627 106 1230
% 31.8% 8.6% 51.0% 8.6% 70.2%
N 665 134 806 148 1,753
% 37.9% 7.6% 46.0% 8.4% 100.0%

N 317 53 374 79 823
% 38.5% 6.4% 45.4% 9.6% 47.1%
N 105 37 135 26 303

% 34.7% 12.2% 44.6% 8.6% 17.3%
N 237 45 297 42 621
% 38.2% 7.2% 47.8% 6.8% 35.5%
N 659 135 806 147 1,747

% 37.7% 7.7% 46.1% 8.4% 100.0%
N 255 55 286 58 654
% 39.0% 8.4% 43.7% 8.9% 37.4%

N 89 33 113 26 261
% 34.1% 12.6% 43.3% 10.0% 14.9%
N 316 47 407 62 832

% 38.0% 5.6% 48.9% 7.5% 47.6%
N 660 135 806 146 1,747
% 37.8% 7.7% 46.1% 8.4% 100.0%
N 297 52 325 65 739

% 40.2% 7.0% 44.0% 8.8% 42.4%
N 110 40 177 33 360
% 30.6% 11.1% 49.2% 9.2% 20.7%

N 254 42 300 47 643
% 39.5% 6.5% 46.7% 7.3% 36.9%
N 661 134 802 145 1,742
% 37.9% 7.7% 46.0% 8.3% 100.0%

N 241 16 186 39 482
% 50.0% 3.3% 38.6% 8.1% 27.5%
N 77 11 34 10 132

% 58.3% 8.3% 25.8% 7.6% 7.5%
N 344 108 588 100 1140
% 30.2% 9.5% 51.6% 8.8% 65.0%

N 662 135 808 149 1,754
% 37.7% 7.7% 46.1% 8.5% 100.0%
N 256 57 334 67 714
% 35.9% 8.0% 46.8% 9.4% 41.0%

N 123 42 165 27 357
% 34.5% 11.8% 46.2% 7.6% 20.5%
N 280 36 302 54 672

% 41.7% 5.4% 44.9% 8.0% 38.6%
N 659 135 801 148 1,743
% 37.8% 7.7% 46.0% 8.5% 100.0%
N 295 45 293 67 700

% 42.1% 6.4% 41.9% 9.6% 40.1%
N 117 26 92 18 253
% 46.2% 10.3% 36.4% 7.1% 14.5%

N 248 64 418 62 792
% 31.3% 8.1% 52.8% 7.8% 45.4%
N 660 135 803 147 1,745

% 37.8% 7.7% 46.0% 8.4% 100.0%
N 321 75 393 76 865
% 37.1% 8.7% 45.4% 8.8% 49.7%
N 126 40 176 37 379

% 33.2% 10.6% 46.4% 9.8% 21.8%
N 210 20 234 34 498
% 42.2% 4.0% 47.0% 6.8% 28.6%

N 657 135 803 147 1,742
% 37.7% 7.7% 46.1% 8.4% 100.0%
N 51 20 101 18 190
% 26.8% 10.5% 53.2% 9.5% 40.4%

N 26 11 21 6 64
% 40.6% 17.2% 32.8% 9.4% 13.6%
N 91 10 96 19 216

% 42.1% 4.6% 44.4% 8.8% 46.0%
N 168 41 218 43 470
% 35.7% 8.7% 46.4% 9.1% 100.0%

児童館の活動

障がい等をもつ子ども

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

虐待家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

生活困窮家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

ひとり親家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

外国籍家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

学習支援

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

不登校の子ども

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

その他

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

非行傾向の子ども

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計
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 (４)各児童館の重点的地域ニーズ[問４]と活動内容[問１③]の関係 

児童館の重点的地域ニーズと活動内容の関係を表２－３－４に示す。児童館の重点的地

域ニーズと活動内容の関係は、障がい等をもつ子ども・外国籍家庭・ひとり親家庭・学習

支援の４点の課題については、自由来館と放課後児童クラブが半々の児童館が最も多く課

題と認識していた。一方で、生活困窮家庭・虐待家庭・不登校の子ども・非行傾向の子ど

も・その他の５点については、自由来館のみの児童館が最も多く課題として認識している

ことがわかる。 

 

表２－３－４ 活動内容と重点的地域ニーズの関係 

 

 

(５)各児童館において重点的に対応している地域ニーズ[問４]と活動方法[問５]の関係 

  児童館の重点的地域ニーズと活動方法の関係を表２－３－５に示す。児童館の重点的

地域ニーズと活動方法の関係では、障がい等をもつ子どもを除いた全ての地域ニーズに対

して、見守りが最も多い活動方法であった。また、全体的には、相談対応（対面）が比較

的多く、次いでケース会議や職員の技術/知識の習得も地域ニーズによって多い活動が見

られた。 

なお、障がい等をもつ子どもは、相談対応（対面）が最も多く、見守り、職員の技術/

知識の習得、ケース会議と続いた。 

一方、アウトリーチ（訪問活動）はすべての地域ニーズにおいて 10％未満であった。 

自由来館のみ
の児童館

放課後児童クラブを主
体とする児童館

自由来館と放課後児
童クラブが半々

その他 合計

N 141 53 327 47 568

% 24.8% 9.3% 57.6% 8.3% 100.0%

N 30 2 11 4 47

% 63.8% 4.3% 23.4% 8.5% 100.0%

N 115 8 90 11 224

% 51.3% 3.6% 40.2% 4.9% 100.0%

N 10 2 11 1 24

% 41.7% 8.3% 45.8% 4.2% 100.0%

N 56 29 133 20 238

% 23.5% 12.2% 55.9% 8.4% 100.0%

N 29 2 14 2 47

% 61.7% 4.3% 29.8% 4.3% 100.0%

N 44 11 66 9 130

% 33.8% 8.5% 50.8% 6.9% 100.0%

N 13 2 9 2 26

% 50.0% 7.7% 34.6% 7.7% 100.0%

N 176 20 121 51 368

% 47.8% 5.4% 32.9% 13.9% 100.0%

N 614 129 782 147 1,672

% 36.7% 7.7% 46.8% 8.8% 100.0%
合計

児童館の活動

障がい等をもつ子ども

生活困窮家庭

虐待家庭

外国籍家庭

ひとり親家庭

不登校の子ども

学習支援

非行傾向の子ども

その他
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表２－３－５－(1) 重点的地域ニーズと活動方法の関係 

（ケース会議、相談対応(電話)、相談対応(対面)、見守り） 

 

 

表２－３－５－(2) 重点的地域ニーズと活動方法の関係 

（アウトリーチ(訪問活動)、行事・事業の実施、職員の技術/知識の習得、その他） 

 

 

（６）各児童館における地域ニーズへの活動方法[問５]と把握方法・実施対象者[問６]と

の関係 

児童館の地域ニーズへの活動方法と把握方法・実施対象者との関係を表２－３－６に示

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 307 273 580 177 403 580 421 159 580 420 160 580

% 52.9% 47.1% 100.0% 30.5% 69.5% 100.0% 72.6% 27.4% 100.0% 72.4% 27.6% 100.0%

N 23 25 48 12 36 48 31 17 48 40 8 48

% 47.9% 52.1% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0% 64.6% 35.4% 100.0% 83.3% 16.7% 100.0%

N 143 84 227 84 143 227 142 85 227 203 24 227

% 63.0% 37.0% 100.0% 37.0% 63.0% 100.0% 62.6% 37.4% 100.0% 89.4% 10.6% 100.0%

N 4 20 24 5 19 24 12 12 24 21 3 24

% 16.7% 83.3% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 87.5% 12.5% 100.0%

N 68 172 240 75 165 240 150 90 240 202 38 240

% 28.3% 71.7% 100.0% 31.3% 68.8% 100.0% 62.5% 37.5% 100.0% 84.2% 15.8% 100.0%

N 13 34 47 12 35 47 26 21 47 35 12 47

% 27.7% 72.3% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0% 55.3% 44.7% 100.0% 74.5% 25.5% 100.0%

N 30 101 131 20 111 131 37 94 131 74 57 131

% 22.9% 77.1% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0% 28.2% 71.8% 100.0% 56.5% 43.5% 100.0%

N 11 15 26 7 19 26 12 14 26 23 3 26

% 42.3% 57.7% 100.0% 26.9% 73.1% 100.0% 46.2% 53.8% 100.0% 88.5% 11.5% 100.0%

N 68 273 341 90 251 341 190 151 341 218 123 341

% 19.9% 80.1% 100.0% 26.4% 73.6% 100.0% 55.7% 44.3% 100.0% 63.9% 36.1% 100.0%

667 997 1,664 482 1,182 1,664 1,021 643 1,664 1,236 428 1,664

40.1% 59.9% 100.0% 29.0% 71.0% 100.0% 61.4% 38.6% 100.0% 74.3% 25.7% 100.0%

非行傾向の子ども

その他

合計

生活困窮家庭

虐待家庭

外国籍家庭

ひとり親家庭

不登校の子ども

学習支援

ケース会議 相談対応（電話） 相談対応（対面） 見守り

障がい等をもつ子ども

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 13 567 580 165 415 580 357 223 580 88 492 580

% 2.2% 97.8% 100.0% 28.4% 71.6% 100.0% 61.6% 38.4% 100.0% 15.2% 84.8% 100.0%

N 4 44 48 25 23 48 17 31 48 4 44 48

% 8.3% 91.7% 100.0% 52.1% 47.9% 100.0% 35.4% 64.6% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0%

N 14 213 227 44 183 227 94 133 227 35 192 227

% 6.2% 93.8% 100.0% 19.4% 80.6% 100.0% 41.4% 58.6% 100.0% 15.4% 84.6% 100.0%

N 0 24 24 7 17 24 6 18 24 4 20 24

% 0.0% 100.0% 100.0% 29.2% 70.8% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0%

N 2 238 240 90 150 240 82 158 240 18 222 240

% 0.8% 99.2% 100.0% 37.5% 62.5% 100.0% 34.2% 65.8% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 3 44 47 9 38 47 15 32 47 6 41 47

% 6.4% 93.6% 100.0% 19.1% 80.9% 100.0% 31.9% 68.1% 100.0% 12.8% 87.2% 100.0%

N 3 128 131 79 52 131 50 81 131 33 98 131

% 2.3% 97.7% 100.0% 60.3% 39.7% 100.0% 38.2% 61.8% 100.0% 25.2% 74.8% 100.0%

N 1 25 26 3 23 26 10 16 26 0 26 26

% 3.8% 96.2% 100.0% 11.5% 88.5% 100.0% 38.5% 61.5% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 6 335 341 225 116 341 141 200 341 46 295 341

% 1.8% 98.2% 100.0% 66.0% 34.0% 100.0% 41.3% 58.7% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0%

46 1,618 1,664 647 1,017 1,664 772 892 1,664 234 1,430 1,664

2.8% 97.2% 100.0% 38.9% 61.1% 100.0% 46.4% 53.6% 100.0% 14.1% 85.9% 100.0%

ひとり親家庭

不登校の子ども

学習支援

非行傾向の子ども

その他

合計

職員の技術／知識の習得 その他

障がい等をもつ子ども

生活困窮家庭

虐待家庭

外国籍家庭

アウトリーチ（訪問活動） 行事・事業の実施
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す。児童館の地域ニーズへの活動方法と把握方法・実施対象者との関係は、全ての活動方

法において地域ニーズの把握方法が日常場面における口頭での聞き取りが最も多かった。

また、活動方法によって若干の前後はあるものの地域ニーズを把握するうえで聞き取りの

対象者となるのは、保護者が最も多く、次いで小学生、保育所・学校等の関係者の順であ

ることが多かった。これは、地域ニーズの把握方法が日常場面における口頭での聞き取り

が最も多いことから、児童館の主な利用者であることが多い乳幼児から小学生とその保護

者及び彼らとの関係が近い保育所・学校等の関係者から地域ニーズを把握していることが

わかる。 

 

表２－３－６－(1) 地域ニーズへの活動方法（ケース会議）と把握方法・実施対象者との関係 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 494 615 1,109 159 153 312 151 158 309

% 76.4% 69.4% 72.3% 31.7% 29.8% 30.7% 53.5% 41.7% 46.7%

N 153 271 424 342 361 703 131 221 352

% 23.6% 30.6% 27.7% 68.3% 70.2% 69.3% 46.5% 58.3% 53.3%

N 647 886 1,533 501 514 1,015 282 379 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 234 260 494 60 52 112 102 89 191

% 36.2% 29.3% 32.2% 12.0% 10.1% 11.0% 36.2% 23.5% 28.9%

N 413 626 1,039 441 462 903 180 290 470

% 63.8% 70.7% 67.8% 88.0% 89.9% 89.0% 63.8% 76.5% 71.1%

N 647 886 1,533 501 514 1,015 282 379 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 529 661 1,190 315 264 579 202 265 467

% 81.8% 74.6% 77.6% 62.9% 51.4% 57.0% 71.6% 69.9% 70.7%

N 118 225 343 186 250 436 80 114 194

% 18.2% 25.4% 22.4% 37.1% 48.6% 43.0% 28.4% 30.1% 29.3%

N 647 886 1,533 501 514 1,015 282 379 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 359 303 662 310 223 533 30 15 45

% 55.5% 34.2% 43.2% 61.9% 43.4% 52.5% 10.6% 4.0% 6.8%

N 288 583 871 191 291 482 252 364 616

% 44.5% 65.8% 56.8% 38.1% 56.6% 47.5% 89.4% 96.0% 93.2%

N 647 886 1,533 501 514 1,015 282 379 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 240 162 402 241 123 364 19 10 29

% 37.1% 18.3% 26.2% 48.1% 23.9% 35.9% 6.7% 2.6% 4.4%

N 407 724 1,131 260 391 651 263 369 632

% 62.9% 81.7% 73.8% 51.9% 76.1% 64.1% 93.3% 97.4% 95.6%

N 647 886 1,533 501 514 1,015 282 379 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 252 220 472 169 108 277 21 18 39

% 38.9% 24.8% 30.8% 33.7% 21.0% 27.3% 7.4% 4.7% 5.9%

N 395 666 1,061 332 406 738 261 361 622

% 61.1% 75.2% 69.2% 66.3% 79.0% 72.7% 92.6% 95.3% 94.1%

N 647 886 1,533 501 514 1,015 282 379 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 17 29 46 50 60 110 43 75 118

% 2.6% 3.3% 3.0% 10.0% 11.7% 10.8% 15.2% 19.8% 17.9%

N 630 857 1,487 451 454 905 239 304 543

% 97.4% 96.7% 97.0% 90.0% 88.3% 89.2% 84.8% 80.2% 82.1%

N 647 886 1,533 501 514 1,015 282 379 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

民生児童委員などの地域の
子育て支援者

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計

保育所・学校等の関係者

該当

非該当

合計

福祉・保健・医療等の
専門施設・機関の関係者

該当

非該当

合計

中学生・高校生世代

該当

非該当

合計

保護者

該当

非該当

合計

日常場面における口頭での
聞き取り

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート

小学生

該当

非該当

合計
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表２－３－６－(2) 地域ニーズへの活動方法（相談対応（電話））と 

把握方法・実施対象者との関係 

 

 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 370 739 1,109 129 183 312 125 184 309

% 80.6% 68.8% 72.3% 37.5% 27.3% 30.7% 53.0% 43.3% 46.7%

N 89 335 424 215 488 703 111 241 352

% 19.4% 31.2% 27.7% 62.5% 72.7% 69.3% 47.0% 56.7% 53.3%

N 459 1,074 1,533 344 671 1,015 236 425 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 190 304 494 49 63 112 74 117 191

% 41.4% 28.3% 32.2% 14.2% 9.4% 11.0% 31.4% 27.5% 28.9%

N 269 770 1,039 295 608 903 162 308 470

% 58.6% 71.7% 67.8% 85.8% 90.6% 89.0% 68.6% 72.5% 71.1%

N 459 1,074 1,533 344 671 1,015 236 425 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 414 776 1,190 223 356 579 180 287 467

% 90.2% 72.3% 77.6% 64.8% 53.1% 57.0% 76.3% 67.5% 70.7%

N 45 298 343 121 315 436 56 138 194

% 9.8% 27.7% 22.4% 35.2% 46.9% 43.0% 23.7% 32.5% 29.3%

N 459 1,074 1,533 344 671 1,015 236 425 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 284 378 662 234 299 533 17 28 45

% 61.9% 35.2% 43.2% 68.0% 44.6% 52.5% 7.2% 6.6% 6.8%

N 175 696 871 110 372 482 219 397 616

% 38.1% 64.8% 56.8% 32.0% 55.4% 47.5% 92.8% 93.4% 93.2%

N 459 1,074 1,533 344 671 1,015 236 425 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 178 224 402 165 199 364 15 14 29

% 38.8% 20.9% 26.2% 48.0% 29.7% 35.9% 6.4% 3.3% 4.4%

N 281 850 1,131 179 472 651 221 411 632

% 61.2% 79.1% 73.8% 52.0% 70.3% 64.1% 93.6% 96.7% 95.6%

N 459 1,074 1,533 344 671 1,015 236 425 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 202 270 472 126 151 277 18 21 39

% 44.0% 25.1% 30.8% 36.6% 22.5% 27.3% 7.6% 4.9% 5.9%

N 257 804 1,061 218 520 738 218 404 622

% 56.0% 74.9% 69.2% 63.4% 77.5% 72.7% 92.4% 95.1% 94.1%

N 459 1,074 1,533 344 671 1,015 236 425 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 15 31 46 14 96 110 31 87 118

% 3.3% 2.9% 3.0% 4.1% 14.3% 10.8% 13.1% 20.5% 17.9%

N 444 1,043 1,487 330 575 905 205 338 543

% 96.7% 97.1% 97.0% 95.9% 85.7% 89.2% 86.9% 79.5% 82.1%

N 459 1,074 1,533 344 671 1,015 236 425 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

民生児童委員などの地域の
子育て支援者

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計

保育所・学校等の関係者

該当

非該当

合計

福祉・保健・医療等の
専門施設・機関の関係者

該当

非該当

合計

中学生・高校生世代

該当

非該当

合計

保護者

該当

非該当

合計

日常場面における口頭での
聞き取り

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート

小学生

該当

非該当

合計
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表２－３－６－(3) 地域ニーズへの活動方法（相談対応（対面））と 

把握方法・実施対象者との関係 

 

 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 695 414 1,109 209 103 312 211 98 309

% 71.8% 73.3% 72.3% 30.2% 32.0% 30.7% 48.6% 43.2% 46.7%

N 273 151 424 484 219 703 223 129 352

% 28.2% 26.7% 27.7% 69.8% 68.0% 69.3% 51.4% 56.8% 53.3%

N 968 565 1,533 693 322 1,015 434 227 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 316 178 494 78 34 112 130 61 191

% 32.6% 31.5% 32.2% 11.3% 10.6% 11.0% 30.0% 26.9% 28.9%

N 652 387 1,039 615 288 903 304 166 470

% 67.4% 68.5% 67.8% 88.7% 89.4% 89.0% 70.0% 73.1% 71.1%

N 968 565 1,533 693 322 1,015 434 227 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 833 357 1,190 446 133 579 327 140 467

% 86.1% 63.2% 77.6% 64.4% 41.3% 57.0% 75.3% 61.7% 70.7%

N 135 208 343 247 189 436 107 87 194

% 13.9% 36.8% 22.4% 35.6% 58.7% 43.0% 24.7% 38.3% 29.3%

N 968 565 1,533 693 322 1,015 434 227 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 477 185 662 396 137 533 37 8 45

% 49.3% 32.7% 43.2% 57.1% 42.5% 52.5% 8.5% 3.5% 6.8%

N 491 380 871 297 185 482 397 219 616

% 50.7% 67.3% 56.8% 42.9% 57.5% 47.5% 91.5% 96.5% 93.2%

N 968 565 1,533 693 322 1,015 434 227 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 289 113 402 277 87 364 25 4 29

% 29.9% 20.0% 26.2% 40.0% 27.0% 35.9% 5.8% 1.8% 4.4%

N 679 452 1,131 416 235 651 409 223 632

% 70.1% 80.0% 73.8% 60.0% 73.0% 64.1% 94.2% 98.2% 95.6%

N 968 565 1,533 693 322 1,015 434 227 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 336 136 472 202 75 277 28 11 39

% 34.7% 24.1% 30.8% 29.1% 23.3% 27.3% 6.5% 4.8% 5.9%

N 632 429 1,061 491 247 738 406 216 622

% 65.3% 75.9% 69.2% 70.9% 76.7% 72.7% 93.5% 95.2% 94.1%

N 968 565 1,533 693 322 1,015 434 227 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 24 22 46 71 39 110 59 59 118

% 2.5% 3.9% 3.0% 10.2% 12.1% 10.8% 13.6% 26.0% 17.9%

N 944 543 1,487 622 283 905 375 168 543

% 97.5% 96.1% 97.0% 89.8% 87.9% 89.2% 86.4% 74.0% 82.1%

N 968 565 1,533 693 322 1,015 434 227 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

民生児童委員などの地域の
子育て支援者

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計

保育所・学校等の関係者

該当

非該当

合計

福祉・保健・医療等の
専門施設・機関の関係者

該当

非該当

合計

中学生・高校生世代

該当

非該当

合計

保護者

該当

非該当

合計

日常場面における口頭での
聞き取り

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート

小学生

該当

非該当

合計
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表２－３－６－(4) 地域ニーズへの活動方法（見守り）と把握方法・実施対象者との関係 

 

 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 901 208 1,109 249 63 312 250 59 309

% 78.4% 54.2% 72.3% 32.1% 26.4% 30.7% 50.1% 36.4% 46.7%

N 248 176 424 527 176 703 249 103 352

% 21.6% 45.8% 27.7% 67.9% 73.6% 69.3% 49.9% 63.6% 53.3%

N 1,149 384 1,533 776 239 1,015 499 162 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 406 88 494 91 21 112 159 32 191

% 35.3% 22.9% 32.2% 11.7% 8.8% 11.0% 31.9% 19.8% 28.9%

N 743 296 1,039 685 218 903 340 130 470

% 64.7% 77.1% 67.8% 88.3% 91.2% 89.0% 68.1% 80.2% 71.1%

N 1,149 384 1,533 776 239 1,015 499 162 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 887 303 1,190 441 138 579 355 112 467

% 77.2% 78.9% 77.6% 56.8% 57.7% 57.0% 71.1% 69.1% 70.7%

N 262 81 343 335 101 436 144 50 194

% 22.8% 21.1% 22.4% 43.2% 42.3% 43.0% 28.9% 30.9% 29.3%

N 1,149 384 1,533 776 239 1,015 499 162 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 545 117 662 448 85 533 32 13 45

% 47.4% 30.5% 43.2% 57.7% 35.6% 52.5% 6.4% 8.0% 6.8%

N 604 267 871 328 154 482 467 149 616

% 52.6% 69.5% 56.8% 42.3% 64.4% 47.5% 93.6% 92.0% 93.2%

N 1,149 384 1,533 776 239 1,015 499 162 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 328 74 402 315 49 364 22 7 29

% 28.5% 19.3% 26.2% 40.6% 20.5% 35.9% 4.4% 4.3% 4.4%

N 821 310 1,131 461 190 651 477 155 632

% 71.5% 80.7% 73.8% 59.4% 79.5% 64.1% 95.6% 95.7% 95.6%

N 1,149 384 1,533 776 239 1,015 499 162 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 396 76 472 234 43 277 31 8 39

% 34.5% 19.8% 30.8% 30.2% 18.0% 27.3% 6.2% 4.9% 5.9%

N 753 308 1,061 542 196 738 468 154 622

% 65.5% 80.2% 69.2% 69.8% 82.0% 72.7% 93.8% 95.1% 94.1%

N 1,149 384 1,533 776 239 1,015 499 162 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 33 13 46 50 60 110 90 28 118

% 2.9% 3.4% 3.0% 6.4% 25.1% 10.8% 18.0% 17.3% 17.9%

N 1,116 371 1,487 726 179 905 409 134 543

% 97.1% 96.6% 97.0% 93.6% 74.9% 89.2% 82.0% 82.7% 82.1%

N 1,149 384 1,533 776 239 1,015 499 162 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

民生児童委員などの地域の
子育て支援者

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計

保育所・学校等の関係者

該当

非該当

合計

福祉・保健・医療等の
専門施設・機関の関係者

該当

非該当

合計

中学生・高校生世代

該当

非該当

合計

保護者

該当

非該当

合計

日常場面における口頭での
聞き取り

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート

小学生

該当

非該当

合計
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表２－３－６－(5) 地域ニーズへの活動方法（アウトリーチ（訪問活動））と 

把握方法・実施対象者との関係 

 

 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 41 1,068 1,109 12 300 312 9 300 309

% 89.1% 71.8% 72.3% 31.6% 30.7% 30.7% 56.3% 46.5% 46.7%

N 5 419 424 26 677 703 7 345 352

% 10.9% 28.2% 27.7% 68.4% 69.3% 69.3% 43.8% 53.5% 53.3%

N 46 1,487 1,533 38 977 1,015 16 645 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 34 460 494 6 106 112 6 185 191

% 73.9% 30.9% 32.2% 15.8% 10.8% 11.0% 37.5% 28.7% 28.9%

N 12 1,027 1,039 32 871 903 10 460 470

% 26.1% 69.1% 67.8% 84.2% 89.2% 89.0% 62.5% 71.3% 71.1%

N 46 1,487 1,533 38 977 1,015 16 645 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 43 1,147 1,190 23 556 579 12 455 467

% 93.5% 77.1% 77.6% 60.5% 56.9% 57.0% 75.0% 70.5% 70.7%

N 3 340 343 15 421 436 4 190 194

% 6.5% 22.9% 22.4% 39.5% 43.1% 43.0% 25.0% 29.5% 29.3%

N 46 1,487 1,533 38 977 1,015 16 645 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 36 626 662 29 504 533 4 41 45

% 78.3% 42.1% 43.2% 76.3% 51.6% 52.5% 25.0% 6.4% 6.8%

N 10 861 871 9 473 482 12 604 616

% 21.7% 57.9% 56.8% 23.7% 48.4% 47.5% 75.0% 93.6% 93.2%

N 46 1,487 1,533 38 977 1,015 16 645 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 27 375 402 28 336 364 0 29 29

% 58.7% 25.2% 26.2% 73.7% 34.4% 35.9% 0.0% 4.5% 4.4%

N 19 1,112 1,131 10 641 651 16 616 632

% 41.3% 74.8% 73.8% 26.3% 65.6% 64.1% 100.0% 95.5% 95.6%

N 46 1,487 1,533 38 977 1,015 16 645 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 33 439 472 19 258 277 1 38 39

% 71.7% 29.5% 30.8% 50.0% 26.4% 27.3% 6.3% 5.9% 5.9%

N 13 1,048 1,061 19 719 738 15 607 622

% 28.3% 70.5% 69.2% 50.0% 73.6% 72.7% 93.8% 94.1% 94.1%

N 46 1,487 1,533 38 977 1,015 16 645 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 3 43 46 2 108 110 2 116 118

% 6.5% 2.9% 3.0% 5.3% 11.1% 10.8% 12.5% 18.0% 17.9%

N 43 1,444 1,487 36 869 905 14 529 543

% 93.5% 97.1% 97.0% 94.7% 88.9% 89.2% 87.5% 82.0% 82.1%

N 46 1,487 1,533 38 977 1,015 16 645 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

日常場面における口頭での
聞き取り

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート

小学生

該当

非該当

合計

保育所・学校等の関係者

該当

非該当

合計

福祉・保健・医療等の
専門施設・機関の関係者

該当

非該当

合計

中学生・高校生世代

該当

非該当

合計

保護者

該当

非該当

合計

民生児童委員などの地域の
子育て支援者

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計
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表２－３－６－(6) 地域ニーズへの活動方法（行事・事業の実施）と 

把握方法・実施対象者との関係 

 

 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 423 686 1,109 150 162 312 163 146 309

% 70.6% 73.4% 72.3% 34.2% 28.1% 30.7% 54.7% 40.2% 46.7%

N 176 248 424 289 414 703 135 217 352

% 29.4% 26.6% 27.7% 65.8% 71.9% 69.3% 45.3% 59.8% 53.3%

N 599 934 1,533 439 576 1,015 298 363 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 230 264 494 65 47 112 108 83 191

% 38.4% 28.3% 32.2% 14.8% 8.2% 11.0% 36.2% 22.9% 28.9%

N 369 670 1,039 374 529 903 190 280 470

% 61.6% 71.7% 67.8% 85.2% 91.8% 89.0% 63.8% 77.1% 71.1%

N 599 934 1,533 439 576 1,015 298 363 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 498 692 1,190 276 303 579 226 241 467

% 83.1% 74.1% 77.6% 62.9% 52.6% 57.0% 75.8% 66.4% 70.7%

N 101 242 343 163 273 436 72 122 194

% 16.9% 25.9% 22.4% 37.1% 47.4% 43.0% 24.2% 33.6% 29.3%

N 599 934 1,533 439 576 1,015 298 363 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 253 409 662 202 331 533 21 24 45

% 42.2% 43.8% 43.2% 46.0% 57.5% 52.5% 7.0% 6.6% 6.8%

N 346 525 871 237 245 482 277 339 616

% 57.8% 56.2% 56.8% 54.0% 42.5% 47.5% 93.0% 93.4% 93.2%

N 599 934 1,533 439 576 1,015 298 363 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 177 225 402 151 213 364 10 19 29

% 29.5% 24.1% 26.2% 34.4% 37.0% 35.9% 3.4% 5.2% 4.4%

N 422 709 1,131 288 363 651 288 344 632

% 70.5% 75.9% 73.8% 65.6% 63.0% 64.1% 96.6% 94.8% 95.6%

N 599 934 1,533 439 576 1,015 298 363 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 205 267 472 132 145 277 24 15 39

% 34.2% 28.6% 30.8% 30.1% 25.2% 27.3% 8.1% 4.1% 5.9%

N 394 667 1,061 307 431 738 274 348 622

% 65.8% 71.4% 69.2% 69.9% 74.8% 72.7% 91.9% 95.9% 94.1%

N 599 934 1,533 439 576 1,015 298 363 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 24 22 46 74 36 110 44 74 118

% 4.0% 2.4% 3.0% 16.9% 6.3% 10.8% 14.8% 20.4% 17.9%

N 575 912 1,487 365 540 905 254 289 543

% 96.0% 97.6% 97.0% 83.1% 93.8% 89.2% 85.2% 79.6% 82.1%

N 599 934 1,533 439 576 1,015 298 363 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

民生児童委員などの地域の
子育て支援者

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計

保育所・学校等の関係者

該当

非該当

合計

福祉・保健・医療等の
専門施設・機関の関係者

該当

非該当

合計

中学生・高校生世代

該当

非該当

合計

保護者

該当

非該当

合計

日常場面における口頭での
聞き取り

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート

小学生

該当

非該当

合計
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表２－３－６－(7) 地域ニーズへの活動方法（職員の技術/知識の習得）と 

把握方法・実施対象者との関係 

 

 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 579 530 1,109 175 137 312 181 128 309

% 79.6% 65.8% 72.3% 32.7% 28.5% 30.7% 50.4% 42.4% 46.7%

N 148 276 424 360 343 703 178 174 352

% 20.4% 34.2% 27.7% 67.3% 71.5% 69.3% 49.6% 57.6% 53.3%

N 727 806 1,533 535 480 1,015 359 302 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 256 238 494 65 47 112 118 73 191

% 35.2% 29.5% 32.2% 12.1% 9.8% 11.0% 32.9% 24.2% 28.9%

N 471 568 1,039 470 433 903 241 229 470

% 64.8% 70.5% 67.8% 87.9% 90.2% 89.0% 67.1% 75.8% 71.1%

N 727 806 1,533 535 480 1,015 359 302 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 604 586 1190 321 258 579 264 203 467

% 83.1% 72.7% 77.6% 60.0% 53.8% 57.0% 73.5% 67.2% 70.7%

N 123 220 343 214 222 436 95 99 194

% 16.9% 27.3% 22.4% 40.0% 46.3% 43.0% 26.5% 32.8% 29.3%

N 727 806 1,533 535 480 1,015 359 302 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 421 241 662 346 187 533 30 15 45

% 57.9% 29.9% 43.2% 64.7% 39.0% 52.5% 8.4% 5.0% 6.8%

N 306 565 871 189 293 482 329 287 616

% 42.1% 70.1% 56.8% 35.3% 61.0% 47.5% 91.6% 95.0% 93.2%

N 727 806 1,533 535 480 1,015 359 302 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 249 153 402 235 129 364 19 10 29

% 34.3% 19.0% 26.2% 43.9% 26.9% 35.9% 5.3% 3.3% 4.4%

N 478 653 1,131 300 351 651 340 292 632

% 65.7% 81.0% 73.8% 56.1% 73.1% 64.1% 94.7% 96.7% 95.6%

N 727 806 1,533 535 480 1,015 359 302 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 299 173 472 171 106 277 25 14 39

% 41.1% 21.5% 30.8% 32.0% 22.1% 27.3% 7.0% 4.6% 5.9%

N 428 633 1,061 364 374 738 334 288 622

% 58.9% 78.5% 69.2% 68.0% 77.9% 72.7% 93.0% 95.4% 94.1%

N 727 806 1,533 535 480 1,015 359 302 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 21 25 46 29 81 110 54 64 118

% 2.9% 3.1% 3.0% 5.4% 16.9% 10.8% 15.0% 21.2% 17.9%

N 706 781 1,487 506 399 905 305 238 543

% 97.1% 96.9% 97.0% 94.6% 83.1% 89.2% 85.0% 78.8% 82.1%

N 727 806 1,533 535 480 1,015 359 302 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

民生児童委員などの地域の
子育て支援者

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計

保育所・学校等の関係者

該当

非該当

合計

福祉・保健・医療等の
専門施設・機関の関係者

該当

非該当

合計

中学生・高校生世代

該当

非該当

合計

保護者

該当

非該当

合計

日常場面における口頭での
聞き取り

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート

小学生

該当

非該当

合計
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表２－３－６－(8) 地域ニーズへの活動方法（その他）と把握方法・実施対象者との関係 

 

 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 136 973 1,109 46 266 312 46 263 309

% 61.8% 74.1% 72.3% 29.3% 31.0% 30.7% 58.2% 45.2% 46.7%

N 84 340 424 111 592 703 33 319 352

% 38.2% 25.9% 27.7% 70.7% 69.0% 69.3% 41.8% 54.8% 53.3%

N 220 1,313 1,533 157 858 1,015 79 582 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 72 422 494 16 96 112 29 162 191

% 32.7% 32.1% 32.2% 10.2% 11.2% 11.0% 36.7% 27.8% 28.9%

N 148 891 1,039 141 762 903 50 420 470

% 67.3% 67.9% 67.8% 89.8% 88.8% 89.0% 63.3% 72.2% 71.1%

N 220 1,313 1,533 157 858 1,015 79 582 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 190 1,000 1,190 110 469 579 56 411 467

% 86.4% 76.2% 77.6% 70.1% 54.7% 57.0% 70.9% 70.6% 70.7%

N 30 313 343 47 389 436 23 171 194

% 13.6% 23.8% 22.4% 29.9% 45.3% 43.0% 29.1% 29.4% 29.3%

N 220 1,313 1,533 157 858 1,015 79 582 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 80 582 662 61 472 533 5 40 45

% 36.4% 44.3% 43.2% 38.9% 55.0% 52.5% 6.3% 6.9% 6.8%

N 140 731 871 96 386 482 74 542 616

% 63.6% 55.7% 56.8% 61.1% 45.0% 47.5% 93.7% 93.1% 93.2%

N 220 1,313 1,533 157 858 1,015 79 582 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 60 342 402 53 311 364 4 25 29

% 27.3% 26.0% 26.2% 33.8% 36.2% 35.9% 5.1% 4.3% 4.4%

N 160 971 1,131 104 547 651 75 557 632

% 72.7% 74.0% 73.8% 66.2% 63.8% 64.1% 94.9% 95.7% 95.6%

N 220 1,313 1,533 157 858 1,015 79 582 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 61 411 472 39 238 277 7 32 39

% 27.7% 31.3% 30.8% 24.8% 27.7% 27.3% 8.9% 5.5% 5.9%

N 159 902 1,061 118 620 738 72 550 622

% 72.3% 68.7% 69.2% 75.2% 72.3% 72.7% 91.1% 94.5% 94.1%

N 220 1,313 1,533 157 858 1,015 79 582 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 11 35 46 50 60 110 16 102 118

% 5.0% 2.7% 3.0% 31.8% 7.0% 10.8% 20.3% 17.5% 17.9%

N 209 1,278 1,487 107 798 905 63 480 543

% 95.0% 97.3% 97.0% 68.2% 93.0% 89.2% 79.7% 82.5% 82.1%

N 220 1,313 1,533 157 858 1,015 79 582 661

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

民生児童委員などの地域の
子育て支援者

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計

保育所・学校等の関係者

該当

非該当

合計

福祉・保健・医療等の
専門施設・機関の関係者

該当

非該当

合計

中学生・高校生世代

該当

非該当

合計

保護者

該当

非該当

合計

日常場面における口頭での
聞き取り

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート

小学生

該当

非該当

合計
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（７）各児童館において重点的地域ニーズ[問４]と把握方法・実施対象者[問６]の関係 

児童館の重点的地域ニーズの把握方法と実施対象者の関係を表２－３－７に示す。児童

館の重点的地域ニーズの把握方法と実施対象者の関係は、すべての地域ニーズにおいて小

学生を対象とした場合（表２－３－７－(1)）は、日常場面における口頭での聞き取りが最

も多かった。なお、該当数は少ないものの外国籍家庭と不登校の子どもに対しては、質問

紙によるアンケートも実施されている割合が他のニーズと比べると高いことがわかる。 

次に、中学生・高校生世代を対象とした場合（表２－３－７－(2)）は、小学生を対象と

した場合に比べると質問紙によるアンケートで地域ニーズを把握する割合が増えている。 

保護者を対象とした場合（表２－３－７－(3)）は、日常場面における口頭での聞き取り

に加え、質問紙によるアンケートも高い割合で実施されていることがわかる。 

保育所・学校等の関係者を対象とした場合（表２－３－７－(4)）は、すべての地域ニー

ズにおいて構造化された聞き取りが最も多く、次に日常場面における口頭での聞き取りか

ら地域ニーズの把握を行っていることがわかる。一方で、質問紙によるアンケートはいず

れに地域ニーズにおいても把握方法としては少ないことがわかる。 

福祉・保健・医療等の専門施設・機関の関係者を対象とした場合（表２－３－７－(5)）

は、すべての地域ニーズにおいて構造化された聞き取りが最も多かった。 

民生委員・児童委員などの地域の子育て支援者を対象とした場合（表２－３－７－(6)）

は、障がい等をもつ子ども・生活困窮家庭・虐待家庭・ひとり親家庭・学習支援は日常場

面における口頭での聞き取りが多く、外国籍家庭・不登校の子供・非行傾向の子どもにつ

いては、構造化された聞き取りが高い割合となった。 
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表２－３－７－(1) 重点的に対応している地域ニーズと把握方法・実施対象者の関係 

（小学生） 

 

 

表２－３－７－(2) 重点的に対応している地域ニーズと把握方法・実施対象者の関係 

（中学生・高校生世代） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 356 203 559 103 298 401 107 130 237

% 63.7% 36.3% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0% 45.1% 54.9% 100.0%

N 43 5 48 9 23 32 11 8 19

% 89.6% 10.4% 100.0% 28.1% 71.9% 100.0% 57.9% 42.1% 100.0%

N 189 34 223 52 99 151 43 35 78

% 84.8% 15.2% 100.0% 34.4% 65.6% 100.0% 55.1% 44.9% 100.0%

N 14 9 23 5 9 14 6 4 10

% 60.9% 39.1% 100.0% 35.7% 64.3% 100.0% 60.0% 40.0% 100.0%

N 177 39 216 52 94 146 53 51 104

% 81.9% 18.1% 100.0% 35.6% 64.4% 100.0% 51.0% 49.0% 100.0%

N 28 11 39 8 15 23 9 4 13

% 71.8% 28.2% 100.0% 34.8% 65.2% 100.0% 69.2% 30.8% 100.0%

N 97 23 120 38 44 82 28 17 45

% 80.8% 19.2% 100.0% 46.3% 53.7% 100.0% 62.2% 37.8% 100.0%

N 22 3 25 4 5 9 2 5 7

% 88.0% 12.0% 100.0% 44.4% 55.6% 100.0% 28.6% 71.4% 100.0%

N 184 99 283 42 116 158 51 98 149

% 65.0% 35.0% 100.0% 26.6% 73.4% 100.0% 34.2% 65.8% 100.0%

N 1,110 426 1,536 313 703 1,016 310 352 662

% 72.3% 27.7% 100.0% 30.8% 69.2% 100.0% 46.8% 53.2% 100.0%

その他

合計

虐待家庭

外国籍家庭

ひとり親家庭

不登校の子ども

学習支援

非行傾向の子ども

日常場面における
口頭での聞き取り

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート

障がい等をもつ子ども

生活困窮家庭

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 104 455 559 30 371 401 53 184 237

% 18.6% 81.4% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0% 22.4% 77.6% 100.0%

N 24 24 48 5 27 32 10 9 19

% 50.0% 50.0% 100.0% 15.6% 84.4% 100.0% 52.6% 47.4% 100.0%

N 117 106 223 25 126 151 30 48 78

% 52.5% 47.5% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0% 38.5% 61.5% 100.0%

N 9 14 23 3 11 14 5 5 10

% 39.1% 60.9% 100.0% 21.4% 78.6% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0%

N 47 169 216 8 138 146 29 75 104

% 21.8% 78.2% 100.0% 5.5% 94.5% 100.0% 27.9% 72.1% 100.0%

N 25 14 39 6 17 23 7 6 13

% 64.1% 35.9% 100.0% 26.1% 73.9% 100.0% 53.8% 46.2% 100.0%

N 40 80 120 12 70 82 17 28 45

% 33.3% 66.7% 100.0% 14.6% 85.4% 100.0% 37.8% 62.2% 100.0%

N 19 6 25 0 9 9 2 5 7

% 76.0% 24.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 28.6% 71.4% 100.0%

N 110 173 283 24 134 158 39 110 149

% 38.9% 61.1% 100.0% 15.2% 84.8% 100.0% 26.2% 73.8% 100.0%

N 495 1,041 1,536 113 903 1,016 192 470 662

% 32.2% 67.8% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0% 29.0% 71.0% 100.0%

学習支援

非行傾向の子ども

その他

合計

障がい等をもつ子ども

生活困窮家庭

虐待家庭

外国籍家庭

ひとり親家庭

不登校の子ども

日常場面における
口頭での聞き取り

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート
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表２－３－７－(3) 重点的に対応している地域ニーズと把握方法・実施対象者の関係 

（保護者） 

 

 

表２－３－７－(4) 重点的に対応している地域ニーズと把握方法・実施対象者の関係 

（保育所・学校等の関係者） 

 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 460 99 559 273 128 401 172 65 237

% 82.3% 17.7% 100.0% 68.1% 31.9% 100.0% 72.6% 27.4% 100.0%

N 32 16 48 14 18 32 14 5 19

% 66.7% 33.3% 100.0% 43.8% 56.3% 100.0% 73.7% 26.3% 100.0%

N 158 65 223 63 88 151 42 36 78

% 70.9% 29.1% 100.0% 41.7% 58.3% 100.0% 53.8% 46.2% 100.0%

N 21 2 23 11 3 14 8 2 10

% 91.3% 8.7% 100.0% 78.6% 21.4% 100.0% 80.0% 20.0% 100.0%

N 161 55 216 73 73 146 79 25 104

% 74.5% 25.5% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 76.0% 24.0% 100.0%

N 23 16 39 7 16 23 6 7 13

% 59.0% 41.0% 100.0% 30.4% 69.6% 100.0% 46.2% 53.8% 100.0%

N 83 37 120 45 37 82 34 11 45

% 69.2% 30.8% 100.0% 54.9% 45.1% 100.0% 75.6% 24.4% 100.0%

N 16 9 25 5 4 9 5 2 7

% 64.0% 36.0% 100.0% 55.6% 44.4% 100.0% 71.4% 28.6% 100.0%

N 238 45 283 88 70 158 107 42 149

% 84.1% 15.9% 100.0% 55.7% 44.3% 100.0% 71.8% 28.2% 100.0%

N 1,192 344 1,536 579 437 1,016 467 195 662

% 77.6% 22.4% 100.0% 57.0% 43.0% 100.0% 70.5% 29.5% 100.0%

ひとり親家庭

不登校の子ども

学習支援

非行傾向の子ども

その他

合計

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート

障がい等をもつ子ども

生活困窮家庭

虐待家庭

外国籍家庭

日常場面における
口頭での聞き取り

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 275 284 559 221 180 401 23 214 237

% 49.2% 50.8% 100.0% 55.1% 44.9% 100.0% 9.7% 90.3% 100.0%

N 22 26 48 20 12 32 0 19 19

% 45.8% 54.2% 100.0% 62.5% 37.5% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 105 118 223 84 67 151 8 70 78

% 47.1% 52.9% 100.0% 55.6% 44.4% 100.0% 10.3% 89.7% 100.0%

N 10 13 23 8 6 14 0 10 10

% 43.5% 56.5% 100.0% 57.1% 42.9% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 93 123 216 88 58 146 1 103 104

% 43.1% 56.9% 100.0% 60.3% 39.7% 100.0% 1.0% 99.0% 100.0%

N 16 23 39 13 10 23 1 12 13

% 41.0% 59.0% 100.0% 56.5% 43.5% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0%

N 46 74 120 38 44 82 4 41 45

% 38.3% 61.7% 100.0% 46.3% 53.7% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0%

N 10 15 25 5 4 9 2 5 7

% 40.0% 60.0% 100.0% 55.6% 44.4% 100.0% 28.6% 71.4% 100.0%

N 85 198 283 56 102 158 6 143 149

% 30.0% 70.0% 100.0% 35.4% 64.6% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0%

N 662 874 1,536 533 483 1,016 45 617 662

% 43.1% 56.9% 100.0% 52.5% 47.5% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

その他

合計

虐待家庭

外国籍家庭

ひとり親家庭

不登校の子ども

学習支援

非行傾向の子ども

日常場面における
口頭での聞き取り

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート

障がい等をもつ子ども

生活困窮家庭
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表２－３－７－(5) 重点的に対応している地域ニーズと把握方法・実施対象者の関係 

（福祉・保健・医療等の専門施設・機関の関係者） 

 

 

 

表２－３－７－(6) 重点的に対応している地域ニーズと把握方法・実施対象者の関係 

（民生児童委員などの地域の子育て支援者） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 160 399 559 147 254 401 17 220 237

% 28.6% 71.4% 100.0% 36.7% 63.3% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%

N 14 34 48 15 17 32 0 19 19

% 29.2% 70.8% 100.0% 46.9% 53.1% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 94 129 223 86 65 151 5 73 78

% 42.2% 57.8% 100.0% 57.0% 43.0% 100.0% 6.4% 93.6% 100.0%

N 6 17 23 4 10 14 0 10 10

% 26.1% 73.9% 100.0% 28.6% 71.4% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 46 170 216 47 99 146 2 102 104

% 21.3% 78.7% 100.0% 32.2% 67.8% 100.0% 1.9% 98.1% 100.0%

N 6 33 39 6 17 23 0 13 13

% 15.4% 84.6% 100.0% 26.1% 73.9% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 16 104 120 13 69 82 0 45 45

% 13.3% 86.7% 100.0% 15.9% 84.1% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 2 23 25 3 6 9 2 5 7

% 8.0% 92.0% 100.0% 33.3% 66.7% 100.0% 28.6% 71.4% 100.0%

N 58 225 283 43 115 158 3 146 149

% 20.5% 79.5% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0%

N 402 1,134 1,536 364 652 1,016 29 633 662

% 26.2% 73.8% 100.0% 35.8% 64.2% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0%

学習支援

非行傾向の子ども

その他

合計

障がい等をもつ子ども

生活困窮家庭

虐待家庭

外国籍家庭

ひとり親家庭

不登校の子ども

日常場面における
口頭での聞き取り

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 156 403 559 93 308 401 15 222 237

% 27.9% 72.1% 100.0% 23.2% 76.8% 100.0% 6.3% 93.7% 100.0%

N 21 27 48 12 20 32 1 18 19

% 43.8% 56.3% 100.0% 37.5% 62.5% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0%

N 93 130 223 55 96 151 6 72 78

% 41.7% 58.3% 100.0% 36.4% 63.6% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0%

N 5 18 23 5 9 14 1 9 10

% 21.7% 78.3% 100.0% 35.7% 64.3% 100.0% 10.0% 90.0% 100.0%

N 75 141 216 35 111 146 4 100 104

% 34.7% 65.3% 100.0% 24.0% 76.0% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0%

N 18 21 39 12 11 23 1 12 13

% 46.2% 53.8% 100.0% 52.2% 47.8% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0%

N 23 97 120 15 67 82 1 44 45

% 19.2% 80.8% 100.0% 18.3% 81.7% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0%

N 7 18 25 4 5 9 2 5 7

% 28.0% 72.0% 100.0% 44.4% 55.6% 100.0% 28.6% 71.4% 100.0%

N 74 209 283 46 112 158 8 141 149

% 26.1% 73.9% 100.0% 29.1% 70.9% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0%

N 472 1,064 1,536 277 739 1,016 39 623 662

% 30.7% 69.3% 100.0% 27.3% 72.7% 100.0% 5.9% 94.1% 100.0%

ひとり親家庭

不登校の子ども

学習支援

非行傾向の子ども

その他

合計

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート

障がい等をもつ子ども

生活困窮家庭

虐待家庭

外国籍家庭

日常場面における
口頭での聞き取り
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表２－３－７－(7) 重点的に対応している地域ニーズと把握方法・実施対象者の関係 

（その他） 

 

 

 

（８）各児童館における地域ニーズの把握状況[問３]とニーズ対応への課題[問８] 

との関係 

 児童館の地域ニーズの把握状況と地域ニーズに対応するために必要なもの・こと（ニー

ズ対応への課題）との関係を表２－３－８に示す。児童館の地域ニーズの把握状況とニー

ズ対応への課題との関係は、全ての地域ニーズと課題において、ニーズがある場合は課題

の該当割合が最も高かった。また、課題のうち、全ての地域ニーズにおいて、自治体や関

係機関・団体等との情報共有が 70％を超える割合で最も多く、次いで児童館の地域社会で

の位置づけとなっていた。 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 15 544 559 51 350 401 33 204 237

% 2.7% 97.3% 100.0% 12.7% 87.3% 100.0% 13.9% 86.1% 100.0%

N 1 47 48 2 30 32 4 15 19

% 2.1% 97.9% 100.0% 6.3% 93.8% 100.0% 21.1% 78.9% 100.0%

N 4 219 223 7 144 151 19 59 78

% 1.8% 98.2% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 24.4% 75.6% 100.0%

N 1 22 23 2 12 14 2 8 10

% 4.3% 95.7% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0%

N 8 208 216 12 134 146 16 88 104

% 3.7% 96.3% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0% 15.4% 84.6% 100.0%

N 1 38 39 1 22 23 2 11 13

% 2.6% 97.4% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0% 15.4% 84.6% 100.0%

N 0 120 120 1 81 82 3 42 45

% 0.0% 100.0% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0% 6.7% 93.3% 100.0%

N 0 25 25 1 8 9 1 6 7

% 0.0% 100.0% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0%

N 16 267 283 33 125 158 38 111 149

% 5.7% 94.3% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0%

N 46 1,490 1,536 110 906 1,016 118 544 662

% 3.0% 97.0% 100.0% 10.8% 89.2% 100.0% 17.8% 82.2% 100.0%

その他

合計

虐待家庭

外国籍家庭

ひとり親家庭

不登校の子ども

学習支援

非行傾向の子ども

日常場面における
口頭での聞き取り

構造化された聞き取り 質問紙によるアンケート

障がい等をもつ子ども

生活困窮家庭
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表２－３－８－(1) 各地域ニーズの把握状況とニーズ対応への課題との関係 

（障がい等をもつ子ども） 

 

  

ニーズ未確認 ニーズがない ニーズがある 合計

N 233 79 844 1,156
% 61.8% 59.8% 68.5% 66.4%
N 144 53 389 586
% 38.2% 40.2% 31.5% 33.6%
N 377 132 1,233 1,742

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 144 48 642 834
% 38.2% 36.4% 52.1% 47.9%
N 233 84 591 908
% 61.8% 63.6% 47.9% 52.1%

N 377 132 1,233 1,742

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
N 133 48 678 859
% 35.3% 36.4% 55.0% 49.3%
N 244 84 555 883
% 64.7% 63.6% 45.0% 50.7%

N 377 132 1,233 1,742
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 237 82 898 1,217
% 62.9% 62.1% 72.8% 69.9%
N 140 50 335 525
% 37.1% 37.9% 27.2% 30.1%

N 377 132 1,233 1,742

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 64 26 345 435
% 17.0% 19.7% 28.0% 25.0%
N 313 106 888 1,307
% 83.0% 80.3% 72.0% 75.0%

N 377 132 1,233 1,742
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 148 48 486 682
% 39.3% 36.4% 39.4% 39.2%
N 229 84 747 1,060
% 60.7% 63.6% 60.6% 60.8%

N 377 132 1,233 1,742

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 83 23 437 543
% 22.0% 17.4% 35.4% 31.2%

N 294 109 796 1,199

% 78.0% 82.6% 64.6% 68.8%

N 377 132 1,233 1,742

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 115 42 624 781
% 30.5% 31.8% 50.6% 44.8%
N 262 90 609 961
% 69.5% 68.2% 49.4% 55.2%

N 377 132 1,233 1,742

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
N 8 2 57 67
% 2.1% 1.5% 4.6% 3.8%
N 369 130 1,176 1,675
% 97.9% 98.5% 95.4% 96.2%

N 377 132 1,233 1,742
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

地域ニーズに対応できる
直接的な支援技術

該当

非該当

合計

自治体や関係機関・団体等
との情報共有

該当

非該当

合計

児童館の地域社会での
位置づけ

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応する
人員の加算

該当

非該当

合計

要保護対策地域協議会など
地域ネットワークへの参加

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応できる
地域資源のコーディネート力

該当

非該当

合計

児童館ガイドラインの
充実

該当

非該当

合計

予算の充実

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計
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表２－３－８－(2) 各地域ニーズの把握状況とニーズ対応への課題との関係 

（生活困窮家庭） 

 

 

ニーズ未確認 ニーズがない ニーズがある 合計

N 504 187 462 1,153

% 62.0% 61.9% 74.5% 66.5%

N 309 115 158 582

% 38.0% 38.1% 25.5% 33.5%

N 813 302 620 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 354 122 355 831

% 43.5% 40.4% 57.3% 47.9%

N 459 180 265 904

% 56.5% 59.6% 42.7% 52.1%

N 813 302 620 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 393 134 330 857

% 48.3% 44.4% 53.2% 49.4%

N 420 168 290 878

% 51.7% 55.6% 46.8% 50.6%

N 813 302 620 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 565 194 458 1,217

% 69.5% 64.2% 73.9% 70.1%

N 248 108 162 518

% 30.5% 35.8% 26.1% 29.9%

N 813 302 620 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 191 64 177 432

% 23.5% 21.2% 28.5% 24.9%

N 622 238 443 1,303

% 76.5% 78.8% 71.5% 75.1%

N 813 302 620 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 275 109 295 679

% 33.8% 36.1% 47.6% 39.1%

N 538 193 325 1,056

% 66.2% 63.9% 52.4% 60.9%

N 813 302 620 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 216 66 260 542

% 26.6% 21.9% 41.9% 31.2%

N 597 236 360 1,193

% 73.4% 78.1% 58.1% 68.8%

N 813 302 620 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 331 113 336 780

% 40.7% 37.4% 54.2% 45.0%

N 482 189 284 955

% 59.3% 62.6% 45.8% 55.0%

N 813 302 620 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 20 5 42 67

% 2.5% 1.7% 6.8% 3.9%

N 793 297 578 1,668

% 97.5% 98.3% 93.2% 96.1%

N 813 302 620 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

児童館の地域社会での
位置づけ

該当

非該当

合計

自治体や関係機関・団体等
との情報共有

該当

非該当

合計

児童館ガイドラインの
充実

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応する
人員の加算

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応できる
直接的な支援技術

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応できる
地域資源のコーディネート力

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計

予算の充実

該当

非該当

合計

要保護対策地域協議会など
地域ネットワークへの参加

該当

非該当

合計
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表２－３－８－(3) 各地域ニーズの把握状況とニーズ対応への課題との関係 

（虐待家庭） 

 

 

  

ニーズ未確認 ニーズがない ニーズがある 合計

N 375 173 602 1,150

% 58.5% 66.8% 72.1% 66.3%

N 266 86 233 585

% 41.5% 33.2% 27.9% 33.7%

N 641 259 835 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 286 100 445 831

% 44.6% 38.6% 53.3% 47.9%

N 355 159 390 904

% 55.4% 61.4% 46.7% 52.1%

N 641 259 835 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 288 117 452 857

% 44.9% 45.2% 54.1% 49.4%

N 353 142 383 878

% 55.1% 54.8% 45.9% 50.6%

N 641 259 835 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 429 173 613 1,215

% 66.9% 66.8% 73.4% 70.0%

N 212 86 222 520

% 33.1% 33.2% 26.6% 30.0%

N 641 259 835 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 146 58 229 433

% 22.8% 22.4% 27.4% 25.0%

N 495 201 606 1,302

% 77.2% 77.6% 72.6% 75.0%

N 641 259 835 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 221 92 365 678

% 34.5% 35.5% 43.7% 39.1%

N 420 167 470 1,057

% 65.5% 64.5% 56.3% 60.9%

N 641 259 835 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 151 59 332 542

% 23.6% 22.8% 39.8% 31.2%

N 490 200 503 1,193

% 76.4% 77.2% 60.2% 68.8%

N 641 259 835 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 236 104 440 780

% 36.8% 40.2% 52.7% 45.0%

N 405 155 395 955

% 63.2% 59.8% 47.3% 55.0%

N 641 259 835 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 14 6 46 66

% 2.2% 2.3% 5.5% 3.8%

N 627 253 789 1,669

% 97.8% 97.7% 94.5% 96.2%

N 641 259 835 1,735

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

地域ニーズに対応できる
直接的な支援技術

該当

非該当

合計

自治体や関係機関・団体等
との情報共有

該当

非該当

合計

児童館の地域社会での
位置づけ

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応する
人員の加算

該当

非該当

合計

要保護対策地域協議会など
地域ネットワークへの参加

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応できる
地域資源のコーディネート力

該当

非該当

合計

児童館ガイドラインの
充実

該当

非該当

合計

予算の充実

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計
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表２－３－８－(4) 各地域ニーズの把握状況とニーズ対応への課題との関係 

（外国籍家庭） 

 

 

  

ニーズ未確認 ニーズがない ニーズがある 合計

N 456 228 465 1,149

% 62.7% 63.3% 72.1% 66.3%

N 271 132 180 583

% 37.3% 36.7% 27.9% 33.7%

N 727 360 645 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 334 156 338 828

% 45.9% 43.3% 52.4% 47.8%

N 393 204 307 904

% 54.1% 56.7% 47.6% 52.2%

N 727 360 645 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 352 146 354 852

% 48.4% 40.6% 54.9% 49.2%

N 375 214 291 880

% 51.6% 59.4% 45.1% 50.8%

N 727 360 645 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 501 236 476 1,213

% 68.9% 65.6% 73.8% 70.0%

N 226 124 169 519

% 31.1% 34.4% 26.2% 30.0%

N 727 360 645 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 198 71 163 432

% 27.2% 19.7% 25.3% 24.9%

N 529 289 482 1,300

% 72.8% 80.3% 74.7% 75.1%

N 727 360 645 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 268 136 277 681

% 36.9% 37.8% 42.9% 39.3%

N 459 224 368 1,051

% 63.1% 62.2% 57.1% 60.7%

N 727 360 645 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 217 87 234 538

% 29.8% 24.2% 36.3% 31.1%

N 510 273 411 1,194

% 70.2% 75.8% 63.7% 68.9%

N 727 360 645 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 298 138 341 777

% 41.0% 38.3% 52.9% 44.9%

N 429 222 304 955

% 59.0% 61.7% 47.1% 55.1%

N 727 360 645 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 13 8 46 67

% 1.8% 2.2% 7.1% 3.9%

N 714 352 599 1,665

% 98.2% 97.8% 92.9% 96.1%

N 727 360 645 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

児童館の地域社会での
位置づけ

該当

非該当

合計

自治体や関係機関・団体等
との情報共有

該当

非該当

合計

児童館ガイドラインの
充実

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応する
人員の加算

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応できる
直接的な支援技術

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応できる
地域資源のコーディネート力

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計

予算の充実

該当

非該当

合計

要保護対策地域協議会など
地域ネットワークへの参加

該当

非該当

合計
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表２－３－８－(5) 各地域ニーズの把握状況とニーズ対応への課題との関係 

（ひとり親家庭） 

 

 

  

ニーズ未確認 ニーズがない ニーズがある 合計

N 252 69 831 1,152

% 53.6% 53.5% 72.6% 66.1%

N 218 60 313 591

% 46.4% 46.5% 27.4% 33.9%

N 470 129 1,144 1,743

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 181 56 598 835

% 38.5% 43.4% 52.3% 47.9%

N 289 73 546 908

% 61.5% 56.6% 47.7% 52.1%

N 470 129 1,144 1,743

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 198 52 609 859

% 42.1% 40.3% 53.2% 49.3%

N 272 77 535 884

% 57.9% 59.7% 46.8% 50.7%

N 470 129 1,144 1,743

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 312 80 829 1221

% 66.4% 62.0% 72.5% 70.1%

N 158 49 315 522

% 33.6% 38.0% 27.5% 29.9%

N 470 129 1,144 1,743

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 111 25 299 435

% 23.6% 19.4% 26.1% 25.0%

N 359 104 845 1,308

% 76.4% 80.6% 73.9% 75.0%

N 470 129 1,144 1,743

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 137 52 497 686

% 29.1% 40.3% 43.4% 39.4%

N 333 77 647 1,057

% 70.9% 59.7% 56.6% 60.6%

N 470 129 1,144 1,743

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 112 23 407 542

% 23.8% 17.8% 35.6% 31.1%

N 358 106 737 1,201

% 76.2% 82.2% 64.4% 68.9%

N 470 129 1,144 1,743

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 168 35 579 782

% 35.7% 27.1% 50.6% 44.9%

N 302 94 565 961

% 64.3% 72.9% 49.4% 55.1%

N 470 129 1,144 1,743

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 8 4 55 67

% 1.7% 3.1% 4.8% 3.8%

N 462 125 1,089 1,676

% 98.3% 96.9% 95.2% 96.2%

N 470 129 1,144 1,743

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

地域ニーズに対応できる
直接的な支援技術

該当

非該当

合計

自治体や関係機関・団体等
との情報共有

該当

非該当

合計

児童館の地域社会での
位置づけ

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応する
人員の加算

該当

非該当

合計

要保護対策地域協議会など
地域ネットワークへの参加

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応できる
地域資源のコーディネート力

該当

非該当

合計

児童館ガイドラインの
充実

該当

非該当

合計

予算の充実

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計
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表２－３－８－(6) 各地域ニーズの把握状況とニーズ対応への課題との関係 

（不登校の子ども） 

 

 

  

ニーズ未確認 ニーズがない ニーズがある 合計

N 438 229 480 1,147

% 62.2% 64.1% 71.5% 66.2%

N 266 128 191 585

% 37.8% 35.9% 28.5% 33.8%

N 704 357 671 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 316 139 376 831

% 44.9% 38.9% 56.0% 48.0%

N 388 218 295 901

% 55.1% 61.1% 44.0% 52.0%

N 704 357 671 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 344 146 365 855

% 48.9% 40.9% 54.4% 49.4%

N 360 211 306 877

% 51.1% 59.1% 45.6% 50.6%

N 704 357 671 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 481 234 496 1,211

% 68.3% 65.5% 73.9% 69.9%

N 223 123 175 521

% 31.7% 34.5% 26.1% 30.1%

N 704 357 671 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 184 60 190 434

% 26.1% 16.8% 28.3% 25.1%

N 520 297 481 1,298

% 73.9% 83.2% 71.7% 74.9%

N 704 357 671 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 239 127 314 680

% 33.9% 35.6% 46.8% 39.3%

N 465 230 357 1,052

% 66.1% 64.4% 53.2% 60.7%

N 704 357 671 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 178 85 276 539

% 25.3% 23.8% 41.1% 31.1%

N 526 272 395 1,193

% 74.7% 76.2% 58.9% 68.9%

N 704 357 671 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 271 128 378 777

% 38.5% 35.9% 56.3% 44.9%

N 433 229 293 955

% 61.5% 64.1% 43.7% 55.1%

N 704 357 671 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 13 11 43 67

% 1.8% 3.1% 6.4% 3.9%

N 691 346 628 1,665

% 98.2% 96.9% 93.6% 96.1%

N 704 357 671 1,732

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

児童館の地域社会での
位置づけ

該当

非該当

合計

自治体や関係機関・団体等
との情報共有

該当

非該当

合計

児童館ガイドラインの
充実

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応する
人員の加算

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応できる
直接的な支援技術

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応できる
地域資源のコーディネート力

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計

予算の充実

該当

非該当

合計

要保護対策地域協議会など
地域ネットワークへの参加

該当

非該当

合計
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表２－３－８－(7) 各地域ニーズの把握状況とニーズ対応への課題との関係 

（学習支援等） 

 

 

  

ニーズ未確認 ニーズがない ニーズがある 合計

N 421 163 567 1,151

% 60.8% 64.7% 71.9% 66.4%

N 272 89 222 583

% 39.2% 35.3% 28.1% 33.6%

N 693 252 789 1,734

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 301 93 438 832

% 43.4% 36.9% 55.5% 48.0%

N 392 159 351 902

% 56.6% 63.1% 44.5% 52.0%

N 693 252 789 1,734

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 320 96 439 855

% 46.2% 38.1% 55.6% 49.3%

N 373 156 350 879

% 53.8% 61.9% 44.4% 50.7%

N 693 252 789 1,734

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 456 161 597 1,214

% 65.8% 63.9% 75.7% 70.0%

N 237 91 192 520

% 34.2% 36.1% 24.3% 30.0%

N 693 252 789 1,734

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 171 49 215 435

% 24.7% 19.4% 27.2% 25.1%

N 522 203 574 1,299

% 75.3% 80.6% 72.8% 74.9%

N 693 252 789 1,734

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 220 89 370 679

% 31.7% 35.3% 46.9% 39.2%

N 473 163 419 1,055

% 68.3% 64.7% 53.1% 60.8%

N 693 252 789 1,734

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 170 45 325 540

% 24.5% 17.9% 41.2% 31.1%

N 523 207 464 1,194

% 75.5% 82.1% 58.8% 68.9%

N 693 252 789 1,734

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 265 81 433 779

% 38.2% 32.1% 54.9% 44.9%

N 428 171 356 955

% 61.8% 67.9% 45.1% 55.1%

N 693 252 789 1,734

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 24 7 36 67

% 3.5% 2.8% 4.6% 3.9%

N 669 245 753 1,667

% 96.5% 97.2% 95.4% 96.1%

N 693 252 789 1,734

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

地域ニーズに対応できる
直接的な支援技術

該当

非該当

合計

自治体や関係機関・団体等
との情報共有

該当

非該当

合計

児童館の地域社会での
位置づけ

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応する
人員の加算

該当

非該当

合計

要保護対策地域協議会など
地域ネットワークへの参加

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応できる
地域資源のコーディネート力

該当

非該当

合計

児童館ガイドラインの
充実

該当

非該当

合計

予算の充実

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計
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表２－３－８－(8) 各地域ニーズの把握状況とニーズ対応への課題との関係 

（非行傾向の子ども） 

 

 

  

ニーズ未確認 ニーズがない ニーズがある 合計

N 534 233 380 1,147

% 62.6% 61.8% 76.0% 66.3%

N 319 144 120 583

% 37.4% 38.2% 24.0% 33.7%

N 853 377 500 1,730

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 382 156 290 828

% 44.8% 41.4% 58.0% 47.9%

N 471 221 210 902

% 55.2% 58.6% 42.0% 52.1%

N 853 377 500 1,730

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 413 159 283 855

% 48.4% 42.2% 56.6% 49.4%

N 440 218 217 875

% 51.6% 57.8% 43.4% 50.6%

N 853 377 500 1,730

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 604 246 364 1,214

% 70.8% 65.3% 72.8% 70.2%

N 249 131 136 516

% 29.2% 34.7% 27.2% 29.8%

N 853 377 500 1,730

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 199 77 156 432

% 23.3% 20.4% 31.2% 25.0%

N 654 300 344 1,298

% 76.7% 79.6% 68.8% 75.0%

N 853 377 500 1,730

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 295 131 251 677

% 34.6% 34.7% 50.2% 39.1%

N 558 246 249 1,053

% 65.4% 65.3% 49.8% 60.9%

N 853 377 500 1,730

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 239 80 222 541

% 28.0% 21.2% 44.4% 31.3%

N 614 297 278 1,189

% 72.0% 78.8% 55.6% 68.7%

N 853 377 500 1,730

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 351 147 280 778

% 41.1% 39.0% 56.0% 45.0%

N 502 230 220 952

% 58.9% 61.0% 44.0% 55.0%

N 853 377 500 1,730

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 21 12 33 66

% 2.5% 3.2% 6.6% 3.8%

N 832 365 467 1,664

% 97.5% 96.8% 93.4% 96.2%

N 853 377 500 1,730

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

児童館の地域社会での
位置づけ

該当

非該当

合計

自治体や関係機関・団体等
との情報共有

該当

非該当

合計

児童館ガイドラインの
充実

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応する
人員の加算

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応できる
直接的な支援技術

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応できる
地域資源のコーディネート力

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計

予算の充実

該当

非該当

合計

要保護対策地域協議会など
地域ネットワークへの参加

該当

非該当

合計
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表２－３－８－(9) 各地域ニーズの把握状況とニーズ対応への課題との関係 

（その他） 

 

  

ニーズ未確認 ニーズがない ニーズがある 合計

N 117 42 156 315

% 62.9% 68.9% 71.2% 67.6%

N 69 19 63 151

% 37.1% 31.1% 28.8% 32.4%

N 186 61 219 466

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 97 21 113 231

% 52.2% 34.4% 51.6% 49.6%

N 89 40 106 235

% 47.8% 65.6% 48.4% 50.4%

N 186 61 219 466

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 83 25 114 222

% 44.6% 41.0% 52.1% 47.6%

N 103 36 105 244

% 55.4% 59.0% 47.9% 52.4%

N 186 61 219 466

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 127 35 155 317

% 68.3% 57.4% 70.8% 68.0%

N 59 26 64 149

% 31.7% 42.6% 29.2% 32.0%

N 186 61 219 466

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 31 16 65 112

% 16.7% 26.2% 29.7% 24.0%

N 155 45 154 354

% 83.3% 73.8% 70.3% 76.0%

N 186 61 219 466

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 66 27 106 199

% 35.5% 44.3% 48.4% 42.7%

N 120 34 113 267

% 64.5% 55.7% 51.6% 57.3%

N 186 61 219 466

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 45 13 81 139

% 24.2% 21.3% 37.0% 29.8%

N 141 48 138 327

% 75.8% 78.7% 63.0% 70.2%

N 186 61 219 466

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 73 20 106 199

% 39.2% 32.8% 48.4% 42.7%

N 113 41 113 267

% 60.8% 67.2% 51.6% 57.3%

N 186 61 219 466

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 7 1 23 31

% 3.8% 1.6% 10.5% 6.7%

N 179 60 196 435

% 96.2% 98.4% 89.5% 93.3%

N 186 61 219 466

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

その他

該当

非該当

合計

要保護対策地域協議会など
地域ネットワークへの参加

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応できる
地域資源のコーディネート力

該当

非該当

合計

児童館ガイドラインの
充実

該当

非該当

合計

予算の充実

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応できる
直接的な支援技術

該当

非該当

合計

自治体や関係機関・団体等
との情報共有

該当

非該当

合計

児童館の地域社会での
位置づけ

該当

非該当

合計

地域ニーズに対応する
人員の加算

該当

非該当

合計
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（９）各児童館において重点的に対応している地域ニーズ[問４]とニーズ対応への課題[問

８]との関係 

 児童館における重点的地域ニーズとニーズ対応への課題との関係を表２－３－９に示す。

児童館における重点的地域ニーズと課題との関係は、生活困窮家庭及び非行傾向の子ども

以外の地域ニーズにおいて、児童館の地域社会での位置づけ（表２－３－９－(1)）と自治

体や関係機関・団体等との情報共有（表２－３－９－(2)）のいずれかが最も課題として認

識されていることがわかる。 

 生活困窮家庭は、児童館の地域社会での位置づがけ 34（70.8％）と最も多く、次いで地

域ニーズに対応する人員の加算及び地域ニーズに対応できる直接的な支援技術がともに

31（64.6％）であった。 

 非行傾向の子どもは、地域ニーズに対応する人員の加算が 16（64．0％）と最も多く、次

いで児童館の地域社会での位置づけが 15（60.0％）であった。 

 

表２－３－９－(1) 重点的に対応している各地域ニーズと課題との関係 

 

 

 

 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 375 200 575 291 284 575 322 253 575

% 65.2% 34.8% 100.0% 50.6% 49.4% 100.0% 56.0% 44.0% 100.0%

N 34 14 48 31 17 48 31 17 48

% 70.8% 29.2% 100.0% 64.6% 35.4% 100.0% 64.6% 35.4% 100.0%

N 164 63 227 103 124 227 114 113 227

% 72.2% 27.8% 100.0% 45.4% 54.6% 100.0% 50.2% 49.8% 100.0%

N 13 11 24 12 12 24 12 12 24

% 54.2% 45.8% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0%

N 160 78 238 106 132 238 109 129 238

% 67.2% 32.8% 100.0% 44.5% 55.5% 100.0% 45.8% 54.2% 100.0%

N 28 19 47 14 33 47 16 31 47

% 59.6% 40.4% 100.0% 29.8% 70.2% 100.0% 34.0% 66.0% 100.0%

N 91 39 130 77 53 130 77 53 130

% 70.0% 30.0% 100.0% 59.2% 40.8% 100.0% 59.2% 40.8% 100.0%

N 15 10 25 16 9 25 14 11 25

% 60.0% 40.0% 100.0% 64.0% 36.0% 100.0% 56.0% 44.0% 100.0%

N 241 122 363 153 210 363 144 219 363

% 66.4% 33.6% 100.0% 42.1% 57.9% 100.0% 39.7% 60.3% 100.0%

N 1,121 556 1,677 803 874 1,677 839 838 1,677

% 66.8% 33.2% 100.0% 47.9% 52.1% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0%

その他

合計

虐待家庭

外国籍家庭

ひとり親家庭

不登校の子ども

学習支援

非行傾向の子ども

児童館の地域社会での
位置づけ

地域ニーズに対応する
人員の加算

地域ニーズに対応できる
直接的な支援技術

障がい等をもつ子ども

生活困窮家庭
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表２－３－９－(2) 重点的に対応している各地域ニーズと課題との関係 

 

 

表２－３－９－(3) 重点的に対応している各地域ニーズと課題との関係 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 428 147 575 173 402 575 198 377 575

% 74.4% 25.6% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0% 34.4% 65.6% 100.0%

N 30 18 48 14 34 48 29 19 48

% 62.5% 37.5% 100.0% 29.2% 70.8% 100.0% 60.4% 39.6% 100.0%

N 175 52 227 63 164 227 91 136 227

% 77.1% 22.9% 100.0% 27.8% 72.2% 100.0% 40.1% 59.9% 100.0%

N 16 8 24 8 16 24 12 12 24

% 66.7% 33.3% 100.0% 33.3% 66.7% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0%

N 163 75 238 47 191 238 92 146 238

% 68.5% 31.5% 100.0% 19.7% 80.3% 100.0% 38.7% 61.3% 100.0%

N 31 16 47 11 36 47 16 31 47

% 66.0% 34.0% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0% 34.0% 66.0% 100.0%

N 96 34 130 27 103 130 67 63 130

% 73.8% 26.2% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 51.5% 48.5% 100.0%

N 14 11 25 5 20 25 12 13 25

% 56.0% 44.0% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 48.0% 52.0% 100.0%

N 221 142 363 72 291 363 144 219 363

% 60.9% 39.1% 100.0% 19.8% 80.2% 100.0% 39.7% 60.3% 100.0%

N 1,174 503 1,677 420 1,257 1,677 661 1,016 1,677

% 70.0% 30.0% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0% 39.4% 60.6% 100.0%

学習支援

非行傾向の子ども

その他

合計

障がい等をもつ子ども

生活困窮家庭

虐待家庭

外国籍家庭

ひとり親家庭

不登校の子ども

自治体や関係機関・団体等
との情報共有

児童館ガイドラインの充実 予算の充実

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 198 377 575 284 291 575 17 558 575

% 34.4% 65.6% 100.0% 49.4% 50.6% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 23 25 48 22 26 48 0 48 48

% 47.9% 52.1% 100.0% 45.8% 54.2% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 116 111 227 131 96 227 9 218 227

% 51.1% 48.9% 100.0% 57.7% 42.3% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0%

N 5 19 24 10 14 24 1 23 24

% 20.8% 79.2% 100.0% 41.7% 58.3% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0%

N 70 168 238 94 144 238 9 229 238

% 29.4% 70.6% 100.0% 39.5% 60.5% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0%

N 10 37 47 16 31 47 1 46 47

% 21.3% 78.7% 100.0% 34.0% 66.0% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0%

N 46 84 130 65 65 130 2 128 130

% 35.4% 64.6% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 7 18 25 16 9 25 2 23 25

% 28.0% 72.0% 100.0% 64.0% 36.0% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0%

N 59 304 363 127 236 363 24 339 363

% 16.3% 83.7% 100.0% 35.0% 65.0% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0%

N 534 1,143 1,677 765 912 1,677 65 1,612 1,677

% 31.8% 68.2% 100.0% 45.6% 54.4% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0%

ひとり親家庭

不登校の子ども

学習支援

非行傾向の子ども

その他

合計

地域ニーズに対応できる
地域資源の

コーディネート力
その他

障がい等をもつ子ども

生活困窮家庭

虐待家庭

外国籍家庭

要保護対策地域協議会など
地域ネットワークへの参加
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（10）各児童館の設置・運営形態と社会資源との連携課題[問 10]の関係 

各児童館の設置・運営形態と社会資源との連携課題の関係を表２－３－10 に示す。なお、

各児童館の設置・運営形態については、平成 28 年度「全国児童館実態調査（小型児童館・

児童センター）」のデータをひもづけして集計に使用した。各児童館の設置・運営形態と社

会資源との連携課題の関係は、公設公営の児童館は当事者（親・家族）の理解、意思のみ

該当が非該当を上回っている（表２－３－10－(2)）。公設民営の児童館は、当事者（親・

家族）の理解、意思に加え、職員の人数や勤務体制（表２－３－10－(3)）を課題として認

識していることがわかる。民設民営の児童館は、社会資源との情報共有、守秘義務だけが

非該当を該当が上回る結果となった（表２－３－10－(1)）。 

 

表２－３－10－(1) 設置・運営形態と社会資源との連携課題の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公設公営 公設民営 民設民営 その他 合計

N 340 430 34 0 804

% 42.3% 53.5% 4.2% 0.0% 47.9%

N 362 481 30 1 874

% 41.4% 55.0% 3.4% 0.1% 52.1%

N 702 911 64 1 1,678

% 41.8% 54.3% 3.8% 0.1% 100.0%

N 192 283 20 0 495

% 38.8% 57.2% 4.0% 0.0% 29.5%

N 510 628 44 1 1,183

% 43.1% 53.1% 3.7% 0.1% 70.5%

N 702 911 64 1 1,678

% 41.8% 54.3% 3.8% 0.1% 100.0%

N 64 104 4 0 172

% 37.2% 60.5% 2.3% 0.0% 10.3%

N 638 807 60 1 1,506

% 42.4% 53.6% 4.0% 0.1% 89.7%

N 702 911 64 1 1,678

% 41.8% 54.3% 3.8% 0.1% 100.0%

当事者（子ども）の
意見表明・理解

該当

非該当

合計

上司・職員の理解

該当

非該当

合計

設置・運営の形態

社会資源との
情報共有、守秘義務

該当

非該当

合計
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表２－３－10－(2) 設置・運営形態と社会資源との連携課題の関係 

 

 

表２－３－10－(3) 設置・運営形態と社会資源との連携課題の関係 

 

 

（11）各児童館における各地域ニーズに対する関係者・関係機関との連携内容[問９] 

児童館における各地域ニーズに対する関係者・関係機関との連携内容を表２－３－11 に

示す。児童館における各地域ニーズに対する関係者・関係機関との連携内容は、全ての地

域ニーズにおいて関係者（地域住民等）及び関係機関（公的機関・非営利組織等）との情

報提供・共有が連携内容の中で最も割合が高かった。その中でも、障がい等をもつ子ども

（表２－３－11(2)）に対して、関係機関との情報提供・共有が 1,248（68.9％）と最も高

く、次いでひとり親家庭（表２－３－11(1)）に対しての関係機関との情報提供・共有が 968

公設公営 公設民営 民設民営 その他 合計

N 356 527 34 1 918

% 38.8% 57.4% 3.7% 0.1% 54.7%

N 346 384 30 0 760

% 45.5% 50.5% 3.9% 0.0% 45.3%

N 702 911 64 1 1,678

% 41.8% 54.3% 3.8% 0.1% 100.0%

N 53 88 11 0 152

% 34.9% 57.9% 7.2% 0.0% 9.1%

N 649 823 53 1 1,526

% 42.5% 53.9% 3.5% 0.1% 90.9%

N 702 911 64 1 1,678

% 41.8% 54.3% 3.8% 0.1% 100.0%

N 120 197 19 1 337

% 35.6% 58.5% 5.6% 0.3% 20.1%

N 582 714 45 0 1,341

% 43.4% 53.2% 3.4% 0.0% 79.9%

N 702 911 64 1 1,678

% 41.8% 54.3% 3.8% 0.1% 100.0%

設置・運営の形態

行政（担当者）の理解

該当

非該当

合計

当事者（親・家族）の
理解、意思

該当

非該当

合計

つなぐことのできる
地域の社会資源・
サービスがない

該当

非該当

合計

公設公営 公設民営 民設民営 その他 合計

N 330 422 30 1 783

% 42.1% 53.9% 3.8% 0.1% 46.7%

N 372 489 34 0 895

% 41.6% 54.6% 3.8% 0.0% 53.3%

N 702 911 64 1 1,678

% 41.8% 54.3% 3.8% 0.1% 100.0%

N 345 528 28 0 901

% 38.3% 58.6% 3.1% 0.0% 53.7%

N 357 383 36 1 777

% 45.9% 49.3% 4.6% 0.1% 46.3%

N 702 911 64 1 1,678

% 41.8% 54.3% 3.8% 0.1% 100.0%

N 11 30 1 0 42

% 26.2% 71.4% 2.4% 0.0% 2.5%

N 691 881 63 1 1,636

% 42.2% 53.9% 3.9% 0.1% 97.5%

N 702 911 64 1 1,678

% 41.8% 54.3% 3.8% 0.1% 100.0%

設置・運営の形態

職員の人数や勤務体制

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計

職員の技術・知識

該当

非該当

合計
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（53.5％）であった。 

一方で、すべての地域ニーズにおいて関係者（地域住民等）との連携を行っていない（非

該当）が連携を行っている（該当）の割合を上回っている結果となった。 

 

表３－11－１－(1) 各地域ニーズに対する関係者・関係機関との連携内容 

 

  

情報提供・
共有

助言・相談
事業への
協働参画

物資・場所
の提供

情報提供・
共有

助言・相談
事業への
協働参画

物資・場所
の提供

N 876 619 177 224 1,248 820 189 235 253

% 48.4% 34.2% 9.8% 12.4% 68.9% 45.3% 10.4% 13.0% 14.0%

N 841 1,098 1,540 1,493 469 897 1,528 1,482 1,464

% 46.4% 60.6% 85.0% 82.4% 25.9% 49.5% 84.4% 81.8% 80.8%

N 94 94 94 94 94 94 94 94 94

% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2%

N 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 523 335 83 118 791 428 97 122 735

% 28.9% 18.5% 4.6% 6.5% 43.7% 23.6% 5.4% 6.7% 40.6%

N 1,153 1,341 1,593 1,558 885 1,248 1,579 1,554 941

% 63.7% 74.0% 88.0% 86.0% 48.9% 68.9% 87.2% 85.8% 52.0%

N 135 135 135 135 135 135 135 135 135

% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%

N 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 718 439 69 97 1123 649 106 126 444

% 39.6% 24.2% 3.8% 5.4% 62.0% 35.8% 5.9% 7.0% 24.5%

N 980 1,259 1,629 1,601 575 1,049 1,592 1,572 1,254

% 54.1% 69.5% 90.0% 88.4% 31.8% 57.9% 87.9% 86.8% 69.2%

N 113 113 113 113 113 113 113 113 113

% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2%

N 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

生活困窮家庭

該当

非該当

NA

合計

虐待家庭

該当

非該当

NA

合計

関係者(地域住民等)との連携内容 関係機関(公的機関・非営利組織等)との連携内容

実施して
いない

障がい等をもつ子ども

該当

非該当

NA

合計
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表２－３－11－(2) 各地域ニーズに対する関係者・関係機関との連携内容 

 

 

表２－３－11－(3) 各地域ニーズに対する関係者・関係機関との連携内容 

 

 

情報提供・
共有

助言・相談
事業への
協働参画

物資・場所
の提供

情報提供・
共有

助言・相談
事業への
協働参画

物資・場所
の提供

N 465 284 69 105 576 321 48 78 906

% 25.7% 15.7% 3.8% 5.8% 31.8% 17.7% 2.7% 4.3% 50%

N 1,186 1,367 1,582 1,546 1,075 1,330 1,603 1,573 745

% 65.5% 75.5% 87.4% 85.4% 59.4% 73.4% 88.5% 86.9% 41.1%

N 160 160 160 160 160 160 160 160 160

% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8%

N 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 725 502 121 154 968 531 123 140 478

% 40% 27.7% 6.7% 8.5% 53.5% 29.3% 6.8% 7.7% 26.4%

N 955 1,178 1,559 1,526 712 1,149 1,557 1,540 1,202

% 52.7% 65% 86.1% 84.3% 39.3% 63.4% 86% 85% 66.4%

N 131 131 131 131 131 131 131 131 131

% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%

N 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 543 360 67 154 826 421 63 150 695

% 30% 19.9% 3.7% 8.5% 45.6% 23.2% 3.5% 8.3% 38.4%

N 1,136 1,319 1,612 1,525 853 1,258 1,616 1,529 984

% 62.7% 72.8% 89% 84.2% 47.1% 69.5% 89.2% 84.4% 54.3%

N 132 132 132 132 132 132 132 132 132

% 7.3% 7.3% 7.3% 7.3% 7.3% 7.3% 7.3% 7.3% 7.3%

N 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

関係者(地域住民等)との連携内容 関係機関(公的機関・非営利組織等)との連携内容

実施して
いない

不登校の子ども

該当

非該当

NA

合計

外国籍家庭

該当

非該当

NA

合計

ひとり親家庭

該当

非該当

NA

合計

情報提供・
共有

助言・相談
事業への
協働参画

物資・場所
の提供

情報提供・
共有

助言・相談
事業への
協働参画

物資・場所
の提供

N 511 371 123 209 719 384 114 199 707

% 28.2% 20.5% 6.8% 11.5% 39.7% 21.2% 6.3% 11.0% 39.0%

N 1,162 1,302 1,550 1,464 954 1,289 1,559 1,474 966

% 64.2% 71.9% 85.6% 80.8% 52.7% 71.2% 86.1% 81.4% 53.3%

N 138 138 138 138 138 138 138 138 138

% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6%

N 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 472 311 52 107 722 367 56 95 833

% 26.1% 17.2% 2.9% 5.9% 39.9% 20.3% 3.1% 5.2% 46%

N 1,191 1,352 1,611 1,556 941 1,296 1,607 1,568 830

% 65.8% 74.7% 89.0% 85.9% 52.0% 71.6% 88.7% 86.6% 45.8%

N 148 148 148 148 148 148 148 148 148

% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2%

N 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 50 38 18 15 68 48 18 14 113

% 2.8% 2.1% 1.0% 0.8% 3.8% 2.7% 1.0% 0.8% 6.2%

N 140 152 172 175 122 142 172 176 77

% 7.7% 8.4% 9.5% 9.7% 6.7% 7.8% 9.5% 9.7% 4.3%

N 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621

% 89.5% 89.5% 89.5% 89.5% 89.5% 89.5% 89.5% 89.5% 89.5%

N 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

関係者(地域住民等)との連携内容 関係機関(公的機関・非営利組織等)との連携内容

実施して
いない

非行傾向の子ども

該当

非該当

NA

合計

その他

該当

非該当

NA

合計

学習支援

該当

非該当

NA

合計
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（12）各児童館における各地域ニーズに対する社会資源との連携[問 12]とその課題[問 10]

との関係 

 児童館の各地域ニーズ（ニーズがあると回答したもの）に対する社会資源との連携とそ

の課題の関係を表２－３－12 に示す。各地域ニーズに対する社会資源との連携とその課題

との関係は、地域ニーズによって連携相手と課題が異なっているため、各地域ニーズの特

徴は以下のとおりである。 

Ａ）「障がい等をもつ子ども」を表２－３－12－Ａに示す。障がい等をもつ子どもの連携

先は、小学校（表２－３－12－Ａ(2)）が 80.8％と最も多く、次いで幼稚園・保育園・認定

こども園（表２－３－12－Ａ(6)）の 48.3％、保健所・保健センター（表２－３－12－Ａ

(5)）の 39.9％、子育て支援センター（表２－３－12－Ａ(3)）の 39.1％の順であった。 

連携上の課題は、連携相手が小学校の場合は当事者（親・家族）の理解、意思（86.3％）

が最も高い割合となった。幼稚園・保育園・認定子ども園の場合は職員の技術・知識（54.0％）、

保健所・保健センターの場合は上司・職員の理解（46.3％）、子育て支援センターの場合は

上司・職員の理解（48．5%）が高い割合であった。 

Ｂ）「生活困窮家庭」を表２－３－12－Ｂに示す。生活困窮家庭の連携先は、小学校（表

２－３－12－Ｂ(2)）が 63.1％と最も多く、次いで民生・児童委員（表２－３－12－Ｂ(1)）

の 52.1％、主任児童委員（同）の 47.2％、子育て支援センター（表２－３－12－Ｂ(3)）

の 37.0％の順であった。 

連携上の課題は、連携相手が小学校の場合は上司・職員の理解（70.3％）が最も高い割

合となった。民生・児童委員の場合も上司・職員の理解（56.8％）、主任児童委員の場合は

職員の人数や勤務体制（50.4％）、子育て支援センターの場合は上司・職員の理解（51.4%）

が高い割合であった。 

Ｃ）「虐待家庭」を表２－３－12－Ｃに示す。虐待家庭の連携先は、小学校（表２－３－

12－Ｃ(2)）が 75.1％と最も多く、次いで主任児童委員（表２－３－12－Ｃ(1)）の 47.7％、

児童相談所（表２－３－12－Ｃ(3)）の 46.5％、民生・児童委員（表２－３－12－Ｃ(1)）

の 44.1％の順であった。 

連携上の課題は、連携相手が小学校の場合は当事者（子ども）の意見表明・理解（78.3％）

が最も高い割合となった。主任児童委員の場合は職員の人数や勤務体制（51.4％）、児童相

談所の場合はつなぐことのできる地域の社会資源・サービスがない（56.6％）、民生・児童

委員の場合は上司・職員の理解（50.5%）が高い割合であった。 

Ｄ）「外国籍家庭」を表２－３－12－Ｄに示す。外国籍家庭の連携先は、小学校（表２

－３－12－Ｄ(2)）が 56.8％と最も多く、次いで主任児童委員（表２－３－12－Ｄ(1)）

の 31.0％、民生・児童委員（同）の 27.8％、幼稚園・保育園・認定こども園（表２－３

－12－Ｄ(6)）の 25.9％の順であった。 

連携上の課題は、連携相手が小学校の場合はつなぐことのできる地域の社会資源・サ
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ービスがない 34（64.2％）が最も高い割合となった。主任児童委員の場合は当事者（子

ども）の意見表明・理解（37.0％）、民生・児童委員の場合はつなぐことのできる地域の

社会資源・サービスがない（34.0％）、幼稚園・保育園・認定子ども園の場合は上司・職

員の理解（41.1%）が高い割合であった。 

Ｅ）「ひとり親家庭」を表２－３－12－Ｅに示す。ひとり親家庭の連携先は、小学校

（表２－３－12－Ｅ(2)）が 63.2％と最も多く、次いで民生・児童委員（表２－３－12－

Ｅ(1)）の 39.1％、主任児童委員（同）の 37.8％、幼稚園・保育園・認定こども園（表２

－３－12－Ｅ(6)）の 26.4％の順であった。 

連携上の課題は、連携相手が小学校の場合は上司・職員の理解（71.2％）が最も高い

割合となった。民生・児童委員の場合は当事者（子ども）の意見表明・理解（46.2％）、

主任児童委員の場合は上司・職員の理解（43.2％）、幼稚園・保育園・認定こども園の場

合は当事者（子ども）の意見表明・理解（32.5%）が高い割合であった。 

Ｆ）「不登校の子ども」を表２－３－12－Ｆに示す。不登校の子どもの連携先は、小学校

（表２－３－12－Ｆ(2)）が 71.6％と最も多く、次いで中学校・高等学校（同）の 32.1％、

主任児童委員（表２－３－12－Ｆ(1)）の 33.7％、民生・児童委員（同）の 28.7％の順で

あった。 

連携上の課題は、連携相手が小学校の場合は上司・職員の理解（77.0％）が最も高い割

合となった。中学校・高等学校の場合は職員の技術・知識（53.6％）、主任児童委員の場合

は行政の理解（40.7％）、民生・児童委員の場合は行政の理解（37.9%）が高い割合であっ

た。 

Ｇ）「学習支援等」を表２－３－12－Ｇに示す。学習支援等の連携先は、小学校（表２－

３－12－Ｇ(2)）が 66.9％と最も多く、次いで中学校・高等学校（同）の 32.1％、主任児

童委員（表２－３－12－Ｇ(1)）の 21.7％、民生・児童委員（同）の 20.8％の順であった。 

連携上の課題は、連携相手が小学校の場合は行政の理解（73.6％）が最も高い割合とな

った。中学校・高等学校の場合は行政の理解（39.0％）、主任児童委員の場合は上司・職員

の理解（27.6％）、民生・児童委員の場合は当事者（子ども）の意見表明・理解（25.4%）

が高い割合であった。 

Ｈ）「非行傾向の子ども」を表２－３－12－Ｈに示す。非行傾向の子どもの連携先は、小

学校（表２－３－12－Ｈ(2)）が 64.5％と最も多く、次いで中学校・高等学校（同）の 59.0％、

主任児童委員（表２－３－12－Ｈ(1)）の 34.8％、民生・児童委員（同）の 32.4％の順で

あった。 

連携上の課題は、連携相手が小学校の場合は上司・職員の理解（78.8％）が最も高い割

合となった。中学校・高等学校の場合も上司・職員の理解（69.2％）、主任児童委員の場合

は社会資源との情報共有、守秘義務（39.8％）、民生・児童委員の場合は当事者（子ども）

の意見表明・理解（38.6%）が高い割合であった。  
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表２－３－12－Ａ(1) 「障がい等をもつ子ども」への活動に係る各社会資源との連携の

有無と連携上の課題（主任児童委員、民生・児童委員、PTA、母親クラブ） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 209 379 588 177 411 588 45 543 588 39 549 588

% 35.5% 64.5% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0%

N 182 372 554 169 385 554 35 519 554 36 518 554

% 32.9% 67.1% 100.0% 30.5% 69.5% 100.0% 6.3% 93.7% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0%

N 391 751 1,142 346 796 1,142 80 1,062 1,142 75 1,067 1,142

% 34.2% 65.8% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0%

N 128 238 366 124 242 366 26 340 366 42 324 366

% 35.0% 65.0% 100.0% 33.9% 66.1% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 11.5% 88.5% 100.0%

N 263 513 776 222 554 776 54 722 776 33 743 776

% 33.9% 66.1% 100.0% 28.6% 71.4% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0%

N 391 751 1,142 346 796 1,142 80 1,062 1,142 75 1,067 1,142

% 34.2% 65.8% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0%

N 46 88 134 41 93 134 10 124 134 14 120 134

% 34.3% 65.7% 100.0% 30.6% 69.4% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0% 10.4% 89.6% 100.0%

N 345 663 1,008 305 703 1,008 70 938 1,008 61 947 1,008

% 34.2% 65.8% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0%

N 391 751 1,142 346 796 1,142 80 1,062 1,142 75 1,067 1,142

% 34.2% 65.8% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0%

N 212 451 663 196 467 663 50 613 663 55 608 663

% 32.0% 68.0% 100.0% 29.6% 70.4% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0%

N 179 300 479 150 329 479 30 449 479 20 459 479

% 37.4% 62.6% 100.0% 31.3% 68.7% 100.0% 6.3% 93.7% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0%

N 391 751 1,142 346 796 1,142 80 1,062 1,142 75 1,067 1,142

% 34.2% 65.8% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0%

N 35 66 101 32 69 101 6 95 101 10 91 101

% 34.7% 65.3% 100.0% 31.7% 68.3% 100.0% 5.9% 94.1% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0%

N 356 685 1,041 314 727 1,041 74 967 1,041 65 976 1,041

% 34.2% 65.8% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 6.2% 93.8% 100.0%

N 391 751 1,142 346 796 1,142 80 1,062 1,142 75 1,067 1,142

% 34.2% 65.8% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0%

N 95 137 232 83 149 232 18 214 232 31 201 232

% 40.9% 59.1% 100.0% 35.8% 64.2% 100.0% 7.8% 92.2% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0%

N 296 614 910 263 647 910 62 848 910 44 866 910

% 32.5% 67.5% 100.0% 28.9% 71.1% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0%

N 391 751 1,142 346 796 1,142 80 1,062 1,142 75 1,067 1,142

% 34.2% 65.8% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0%

N 198 374 572 180 392 572 41 531 572 36 536 572

% 34.6% 65.4% 100.0% 31.5% 68.5% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0% 6.3% 93.7% 100.0%

N 193 377 570 166 404 570 39 531 570 39 531 570

% 33.9% 66.1% 100.0% 29.1% 70.9% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

N 391 751 1,142 346 796 1,142 80 1,062 1,142 75 1,067 1,142

% 34.2% 65.8% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0%

N 242 376 618 215 403 618 49 569 618 38 580 618

% 39.2% 60.8% 100.0% 34.8% 65.2% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0%

N 149 375 524 131 393 524 31 493 524 37 487 524

% 28.4% 71.6% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0% 5.9% 94.1% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0%

N 391 751 1,142 346 796 1,142 80 1,062 1,142 75 1,067 1,142

% 34.2% 65.8% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0%

N 6 24 30 5 25 30 1 29 30 2 28 30

% 20.0% 80.0% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 6.7% 93.3% 100.0%

N 385 727 1,112 341 771 1,112 79 1,033 1,112 73 1,039 1,112

% 34.6% 65.4% 100.0% 30.7% 69.3% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0%

N 391 751 1,142 346 796 1,142 80 1,062 1,142 75 1,067 1,142

% 34.2% 65.8% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0%
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該当

非該当

合計

主任児童委員 民生・児童委員 ＰＴＡ 母親クラブ
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表２－３－12－Ａ(2) 「障がい等をもつ子ども」への活動に係る各社会資源との連携の

有無と連携上の課題（民間企業、小学校、中学校・高等学校、大学・短大・専門学校） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 8 580 588 481 107 588 160 428 588 17 571 588

% 1.4% 98.6% 100.0% 81.8% 18.2% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0% 2.9% 97.1% 100.0%

N 8 546 554 442 112 554 134 420 554 13 541 554

% 1.4% 98.6% 100.0% 79.8% 20.2% 100.0% 24.2% 75.8% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 16 1,126 1,142 923 219 1,142 294 848 1,142 30 1,112 1,142

% 1.4% 98.6% 100.0% 80.8% 19.2% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 5 361 366 309 57 366 112 254 366 10 356 366

% 1.4% 98.6% 100.0% 84.4% 15.6% 100.0% 30.6% 69.4% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 11 765 776 614 162 776 182 594 776 20 756 776

% 1.4% 98.6% 100.0% 79.1% 20.9% 100.0% 23.5% 76.5% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 16 1,126 1,142 923 219 1,142 294 848 1,142 30 1,112 1,142

% 1.4% 98.6% 100.0% 80.8% 19.2% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 1 133 134 109 25 134 39 95 134 4 130 134

% 0.7% 99.3% 100.0% 81.3% 18.7% 100.0% 29.1% 70.9% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 15 993 1,008 814 194 1,008 255 753 1,008 26 982 1,008

% 1.5% 98.5% 100.0% 80.8% 19.2% 100.0% 25.3% 74.7% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 16 1,126 1,142 923 219 1,142 294 848 1,142 30 1,112 1,142

% 1.4% 98.6% 100.0% 80.8% 19.2% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 9 654 663 572 91 663 177 486 663 16 647 663

% 1.4% 98.6% 100.0% 86.3% 13.7% 100.0% 26.7% 73.3% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 7 472 479 351 128 479 117 362 479 14 465 479

% 1.5% 98.5% 100.0% 73.3% 26.7% 100.0% 24.4% 75.6% 100.0% 2.9% 97.1% 100.0%

N 16 1,126 1,142 923 219 1,142 294 848 1,142 30 1,112 1,142

% 1.4% 98.6% 100.0% 80.8% 19.2% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 0 101 101 83 18 101 28 73 101 5 96 101

% 0.0% 100.0% 100.0% 82.2% 17.8% 100.0% 27.7% 72.3% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0%

N 16 1,025 1,041 840 201 1,041 266 775 1,041 25 1,016 1,041

% 1.5% 98.5% 100.0% 80.7% 19.3% 100.0% 25.6% 74.4% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 16 1,126 1,142 923 219 1,142 294 848 1,142 30 1,112 1,142

% 1.4% 98.6% 100.0% 80.8% 19.2% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 2 230 232 184 48 232 65 167 232 8 224 232

% 0.9% 99.1% 100.0% 79.3% 20.7% 100.0% 28.0% 72.0% 100.0% 3.4% 96.6% 100.0%

N 14 896 910 739 171 910 229 681 910 22 888 910

% 1.5% 98.5% 100.0% 81.2% 18.8% 100.0% 25.2% 74.8% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 16 1,126 1,142 923 219 1,142 294 848 1,142 30 1,112 1,142

% 1.4% 98.6% 100.0% 80.8% 19.2% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 8 564 572 462 110 572 140 432 572 18 554 572

% 1.4% 98.6% 100.0% 80.8% 19.2% 100.0% 24.5% 75.5% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0%

N 8 562 570 461 109 570 154 416 570 12 558 570

% 1.4% 98.6% 100.0% 80.9% 19.1% 100.0% 27.0% 73.0% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0%

N 16 1,126 1,142 923 219 1,142 294 848 1,142 30 1,112 1,142

% 1.4% 98.6% 100.0% 80.8% 19.2% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 8 610 618 502 116 618 167 451 618 19 599 618

% 1.3% 98.7% 100.0% 81.2% 18.8% 100.0% 27.0% 73.0% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0%

N 8 516 524 421 103 524 127 397 524 11 513 524

% 1.5% 98.5% 100.0% 80.3% 19.7% 100.0% 24.2% 75.8% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0%

N 16 1,126 1,142 923 219 1,142 294 848 1,142 30 1,112 1,142

% 1.4% 98.6% 100.0% 80.8% 19.2% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 2 28 30 21 9 30 12 18 30 2 28 30

% 6.7% 93.3% 100.0% 70.0% 30.0% 100.0% 40.0% 60.0% 100.0% 6.7% 93.3% 100.0%

N 14 1,098 1,112 902 210 1,112 282 830 1,112 28 1,084 1,112

% 1.3% 98.7% 100.0% 81.1% 18.9% 100.0% 25.4% 74.6% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0%

N 16 1,126 1,142 923 219 1,142 294 848 1,142 30 1,112 1,142

% 1.4% 98.6% 100.0% 80.8% 19.2% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%
合計
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非該当
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、
意
思

該当

上
司
・
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非該当
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と
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該当

非該当

民間企業 小学校 中学校・高等学校 大学・短大・専門学校
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表２－３－12－Ａ(3)「障がい等をもつ子ども」への活動に係る各社会資源との連携の有

無と連携上の課題（子育て支援センター、児童相談所、家庭児童相談室、福祉事務所/役場） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 229 359 588 107 481 588 77 511 588 181 407 588

% 38.9% 61.1% 100.0% 18.2% 81.8% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0% 30.8% 69.2% 100.0%

N 218 336 554 103 451 554 64 490 554 140 414 554

% 39.4% 60.6% 100.0% 18.6% 81.4% 100.0% 11.6% 88.4% 100.0% 25.3% 74.7% 100.0%

N 447 695 1,142 210 932 1,142 141 1,001 1,142 321 821 1,142

% 39.1% 60.9% 100.0% 18.4% 81.6% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 28.1% 71.9% 100.0%

N 161 205 366 76 290 366 61 305 366 100 266 366

% 44.0% 56.0% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 27.3% 72.7% 100.0%

N 286 490 776 134 642 776 80 696 776 221 555 776

% 36.9% 63.1% 100.0% 17.3% 82.7% 100.0% 10.3% 89.7% 100.0% 28.5% 71.5% 100.0%

N 447 695 1,142 210 932 1,142 141 1,001 1,142 321 821 1,142

% 39.1% 60.9% 100.0% 18.4% 81.6% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 28.1% 71.9% 100.0%

N 65 69 134 24 110 134 23 111 134 43 91 134

% 48.5% 51.5% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0% 17.2% 82.8% 100.0% 32.1% 67.9% 100.0%

N 382 626 1,008 186 822 1,008 118 890 1,008 278 730 1,008

% 37.9% 62.1% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0% 11.7% 88.3% 100.0% 27.6% 72.4% 100.0%

N 447 695 1,142 210 932 1,142 141 1,001 1,142 321 821 1,142

% 39.1% 60.9% 100.0% 18.4% 81.6% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 28.1% 71.9% 100.0%

N 248 415 663 117 546 663 86 577 663 208 455 663

% 37.4% 62.6% 100.0% 17.6% 82.4% 100.0% 13.0% 87.0% 100.0% 31.4% 68.6% 100.0%

N 199 280 479 93 386 479 55 424 479 113 366 479

% 41.5% 58.5% 100.0% 19.4% 80.6% 100.0% 11.5% 88.5% 100.0% 23.6% 76.4% 100.0%

N 447 695 1,142 210 932 1,142 141 1,001 1,142 321 821 1,142

% 39.1% 60.9% 100.0% 18.4% 81.6% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 28.1% 71.9% 100.0%

N 30 71 101 25 76 101 13 88 101 27 74 101

% 29.7% 70.3% 100.0% 24.8% 75.2% 100.0% 12.9% 87.1% 100.0% 26.7% 73.3% 100.0%

N 417 624 1,041 185 856 1,041 128 913 1,041 294 747 1,041

% 40.1% 59.9% 100.0% 17.8% 82.2% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 28.2% 71.8% 100.0%

N 447 695 1,142 210 932 1,142 141 1,001 1,142 321 821 1,142

% 39.1% 60.9% 100.0% 18.4% 81.6% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 28.1% 71.9% 100.0%

N 102 130 232 45 187 232 32 200 232 58 174 232

% 44.0% 56.0% 100.0% 19.4% 80.6% 100.0% 13.8% 86.2% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0%

N 345 565 910 165 745 910 109 801 910 263 647 910

% 37.9% 62.1% 100.0% 18.1% 81.9% 100.0% 12.0% 88.0% 100.0% 28.9% 71.1% 100.0%

N 447 695 1,142 210 932 1,142 141 1,001 1,142 321 821 1,142

% 39.1% 60.9% 100.0% 18.4% 81.6% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 28.1% 71.9% 100.0%

N 233 339 572 106 466 572 64 508 572 184 388 572

% 40.7% 59.3% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0% 32.2% 67.8% 100.0%

N 214 356 570 104 466 570 77 493 570 137 433 570

% 37.5% 62.5% 100.0% 18.2% 81.8% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0% 24.0% 76.0% 100.0%

N 447 695 1,142 210 932 1,142 141 1,001 1,142 321 821 1,142

% 39.1% 60.9% 100.0% 18.4% 81.6% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 28.1% 71.9% 100.0%

N 260 358 618 136 482 618 83 535 618 168 450 618

% 42.1% 57.9% 100.0% 22.0% 78.0% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0%

N 187 337 524 74 450 524 58 466 524 153 371 524

% 35.7% 64.3% 100.0% 14.1% 85.9% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0% 29.2% 70.8% 100.0%

N 447 695 1,142 210 932 1,142 141 1,001 1,142 321 821 1,142

% 39.1% 60.9% 100.0% 18.4% 81.6% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 28.1% 71.9% 100.0%

N 17 13 30 7 23 30 5 25 30 11 19 30

% 56.7% 43.3% 100.0% 23.3% 76.7% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 36.7% 63.3% 100.0%

N 430 682 1,112 203 909 1,112 136 976 1,112 310 802 1,112

% 38.7% 61.3% 100.0% 18.3% 81.7% 100.0% 12.2% 87.8% 100.0% 27.9% 72.1% 100.0%

N 447 695 1,142 210 932 1,142 141 1,001 1,142 321 821 1,142

% 39.1% 60.9% 100.0% 18.4% 81.6% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 28.1% 71.9% 100.0%
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表２－３－12－Ａ(4)「障がい等をもつ子ども」への活動に係る各社会資源との連携の有

無と連携上の課題（NPO/ボランティア団体、社会福祉協議会、保護司、町内会・自治会） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 48 540 588 87 501 588 9 579 588 47 541 588

% 8.2% 91.8% 100.0% 14.8% 85.2% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0%

N 55 499 554 104 450 554 15 539 554 47 507 554

% 9.9% 90.1% 100.0% 18.8% 81.2% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0%

N 103 1,039 1,142 191 951 1,142 24 1,118 1,142 94 1,048 1,142

% 9.0% 91.0% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%

N 43 323 366 65 301 366 11 355 366 40 326 366

% 11.7% 88.3% 100.0% 17.8% 82.2% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0% 10.9% 89.1% 100.0%

N 60 716 776 126 650 776 13 763 776 54 722 776

% 7.7% 92.3% 100.0% 16.2% 83.8% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0%

N 103 1,039 1,142 191 951 1,142 24 1,118 1,142 94 1,048 1,142

% 9.0% 91.0% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%

N 11 123 134 22 112 134 1 133 134 10 124 134

% 8.2% 91.8% 100.0% 16.4% 83.6% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 92 916 1,008 169 839 1,008 23 985 1,008 84 924 1,008

% 9.1% 90.9% 100.0% 16.8% 83.2% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0%

N 103 1,039 1,142 191 951 1,142 24 1,118 1,142 94 1,048 1,142

% 9.0% 91.0% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%

N 61 602 663 110 553 663 12 651 663 61 602 663

% 9.2% 90.8% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 9.2% 90.8% 100.0%

N 42 437 479 81 398 479 12 467 479 33 446 479

% 8.8% 91.2% 100.0% 16.9% 83.1% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0%

N 103 1,039 1,142 191 951 1,142 24 1,118 1,142 94 1,048 1,142

% 9.0% 91.0% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%

N 12 89 101 16 85 101 4 97 101 11 90 101

% 11.9% 88.1% 100.0% 15.8% 84.2% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0% 10.9% 89.1% 100.0%

N 91 950 1,041 175 866 1,041 20 1,021 1,041 83 958 1,041

% 8.7% 91.3% 100.0% 16.8% 83.2% 100.0% 1.9% 98.1% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0%

N 103 1,039 1,142 191 951 1,142 24 1,118 1,142 94 1,048 1,142

% 9.0% 91.0% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%

N 30 202 232 50 182 232 4 228 232 27 205 232

% 12.9% 87.1% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0% 11.6% 88.4% 100.0%

N 73 837 910 141 769 910 20 890 910 67 843 910

% 8.0% 92.0% 100.0% 15.5% 84.5% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0%

N 103 1,039 1,142 191 951 1,142 24 1,118 1,142 94 1,048 1,142

% 9.0% 91.0% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%

N 62 510 572 90 482 572 8 564 572 45 527 572

% 10.8% 89.2% 100.0% 15.7% 84.3% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0%

N 41 529 570 101 469 570 16 554 570 49 521 570

% 7.2% 92.8% 100.0% 17.7% 82.3% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%

N 103 1,039 1,142 191 951 1,142 24 1,118 1,142 94 1,048 1,142

% 9.0% 91.0% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%

N 65 553 618 122 496 618 13 605 618 47 571 618

% 10.5% 89.5% 100.0% 19.7% 80.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 38 486 524 69 455 524 11 513 524 47 477 524

% 7.3% 92.7% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 9.0% 91.0% 100.0%

N 103 1,039 1,142 191 951 1,142 24 1,118 1,142 94 1,048 1,142

% 9.0% 91.0% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%

N 7 23 30 6 24 30 1 29 30 5 25 30

% 23.3% 76.7% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0%

N 96 1,016 1,112 185 927 1,112 23 1,089 1,112 89 1,023 1,112

% 8.6% 91.4% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0%

N 103 1,039 1,142 191 951 1,142 24 1,118 1,142 94 1,048 1,142

% 9.0% 91.0% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%
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非該当

合計

非該当
行
政

（
担
当
者

）

の
理
解

該当

合計
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ぐ
こ
と
の

で
き
る
地
域
の

社
会
資
源
・

サ
ー

ビ
ス
が
な
い

該当

非該当

合計

非該当

当
事
者

（
親
・
家
族

）
の

理
解

、
意
思

該当

合計

上
司
・
職
員
の

理
解

該当

非該当

合計

非該当

当
事
者

（
子
ど
も

）
の

意
見
表
明
・
理
解

該当

合計

社
会
資
源
と
の

情
報
共
有

、

守
秘
義
務

該当

非該当

保護司 町内会・自治会ＮＰＯ／ボランティア団体 社会福祉協議会
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表２－３－12－Ａ(5) 「障がい等をもつ子ども」への活動に係る各社会資源との連携の

有無と連携上の課題 

（高齢者福祉施設・機関、障害者福祉施設・機関、警察署、保健所・保健センター） 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 8 580 588 147 441 588 15 573 588 261 327 588

% 1.4% 98.6% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0% 44.4% 55.6% 100.0%

N 9 545 554 83 471 554 14 540 554 195 359 554

% 1.6% 98.4% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 35.2% 64.8% 100.0%

N 17 1,125 1,142 230 912 1,142 29 1,113 1,142 456 686 1,142

% 1.5% 98.5% 100.0% 20.1% 79.9% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 39.9% 60.1% 100.0%

N 6 360 366 80 286 366 15 351 366 142 224 366

% 1.6% 98.4% 100.0% 21.9% 78.1% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 38.8% 61.2% 100.0%

N 11 765 776 150 626 776 14 762 776 314 462 776

% 1.4% 98.6% 100.0% 19.3% 80.7% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 40.5% 59.5% 100.0%

N 17 1,125 1,142 230 912 1,142 29 1,113 1,142 456 686 1,142

% 1.5% 98.5% 100.0% 20.1% 79.9% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 39.9% 60.1% 100.0%

N 2 132 134 33 101 134 6 128 134 62 72 134

% 1.5% 98.5% 100.0% 24.6% 75.4% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0% 46.3% 53.7% 100.0%

N 15 993 1,008 197 811 1,008 23 985 1,008 394 614 1,008

% 1.5% 98.5% 100.0% 19.5% 80.5% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0% 39.1% 60.9% 100.0%

N 17 1,125 1,142 230 912 1,142 29 1,113 1,142 456 686 1,142

% 1.5% 98.5% 100.0% 20.1% 79.9% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 39.9% 60.1% 100.0%

N 13 650 663 158 505 663 22 641 663 258 405 663

% 2.0% 98.0% 100.0% 23.8% 76.2% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 38.9% 61.1% 100.0%

N 4 475 479 72 407 479 7 472 479 198 281 479

% 0.8% 99.2% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 41.3% 58.7% 100.0%

N 17 1,125 1,142 230 912 1,142 29 1,113 1,142 456 686 1,142

% 1.5% 98.5% 100.0% 20.1% 79.9% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 39.9% 60.1% 100.0%

N 3 98 101 16 85 101 6 95 101 34 67 101

% 3.0% 97.0% 100.0% 15.8% 84.2% 100.0% 5.9% 94.1% 100.0% 33.7% 66.3% 100.0%

N 14 1,027 1,041 214 827 1,041 23 1,018 1,041 422 619 1,041

% 1.3% 98.7% 100.0% 20.6% 79.4% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 40.5% 59.5% 100.0%

N 17 1,125 1,142 230 912 1,142 29 1,113 1,142 456 686 1,142

% 1.5% 98.5% 100.0% 20.1% 79.9% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 39.9% 60.1% 100.0%

N 5 227 232 48 184 232 10 222 232 99 133 232

% 2.2% 97.8% 100.0% 20.7% 79.3% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0% 42.7% 57.3% 100.0%

N 12 898 910 182 728 910 19 891 910 357 553 910

% 1.3% 98.7% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 39.2% 60.8% 100.0%

N 17 1,125 1,142 230 912 1,142 29 1,113 1,142 456 686 1,142

% 1.5% 98.5% 100.0% 20.1% 79.9% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 39.9% 60.1% 100.0%

N 8 564 572 146 426 572 11 561 572 259 313 572

% 1.4% 98.6% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0% 1.9% 98.1% 100.0% 45.3% 54.7% 100.0%

N 9 561 570 84 486 570 18 552 570 197 373 570

% 1.6% 98.4% 100.0% 14.7% 85.3% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0% 34.6% 65.4% 100.0%

N 17 1,125 1,142 230 912 1,142 29 1,113 1,142 456 686 1,142

% 1.5% 98.5% 100.0% 20.1% 79.9% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 39.9% 60.1% 100.0%

N 11 607 618 114 504 618 16 602 618 245 373 618

% 1.8% 98.2% 100.0% 18.4% 81.6% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0% 39.6% 60.4% 100.0%

N 6 518 524 116 408 524 13 511 524 211 313 524

% 1.1% 98.9% 100.0% 22.1% 77.9% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 40.3% 59.7% 100.0%

N 17 1,125 1,142 230 912 1,142 29 1,113 1,142 456 686 1,142

% 1.5% 98.5% 100.0% 20.1% 79.9% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 39.9% 60.1% 100.0%

N 0 30 30 9 21 30 1 29 30 14 16 30

% 0.0% 100.0% 100.0% 30.0% 70.0% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 46.7% 53.3% 100.0%

N 17 1,095 1,112 221 891 1,112 28 1,084 1,112 442 670 1,112

% 1.5% 98.5% 100.0% 19.9% 80.1% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 39.7% 60.3% 100.0%

N 17 1,125 1,142 230 912 1,142 29 1,113 1,142 456 686 1,142

% 1.5% 98.5% 100.0% 20.1% 79.9% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 39.9% 60.1% 100.0%
合計

そ
の
他

該当

非該当

合計

非該当

職
員
の
人
数
や

勤
務
体
制

該当

合計

職
員
の

技
術
・
知
識

該当

非該当

合計

非該当
行
政

（
担
当
者

）

の
理
解

該当

合計

つ
な
ぐ
こ
と
の

で
き
る
地
域
の

社
会
資
源
・

サ
ー

ビ
ス
が
な
い

該当

非該当

合計

非該当

当
事
者

（
親
・
家
族

）
の

理
解

、
意
思

該当

合計

上
司
・
職
員
の

理
解

該当

非該当

合計

非該当

当
事
者

（
子
ど
も

）
の

意
見
表
明
・
理
解

該当

合計

社
会
資
源
と
の

情
報
共
有

、

守
秘
義
務

該当

非該当

保健所・保健センター高齢者福祉施設・機関 障害者福祉施設・機関 警察署
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表２－３－12－Ａ(6) 「障がい等をもつ子ども」への活動に係る各社会資源との連携の

有無と連携上の課題（幼稚園・保育園・認定こども園、教育委員会・教育相談室、 

その他、該当の活動はしていない） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 307 281 588 123 465 588 75 513 588 8 580 588

% 52.2% 47.8% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 12.8% 87.2% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0%

N 245 309 554 110 444 554 18 536 554 10 544 554

% 44.2% 55.8% 100.0% 19.9% 80.1% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0%

N 552 590 1,142 233 909 1,142 93 1,049 1,142 18 1,124 1,142

% 48.3% 51.7% 100.0% 20.4% 79.6% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 162 204 366 60 306 366 23 343 366 5 361 366

% 44.3% 55.7% 100.0% 16.4% 83.6% 100.0% 6.3% 93.7% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0%

N 390 386 776 173 603 776 70 706 776 13 763 776

% 50.3% 49.7% 100.0% 22.3% 77.7% 100.0% 9.0% 91.0% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 552 590 1,142 233 909 1,142 93 1,049 1,142 18 1,124 1,142

% 48.3% 51.7% 100.0% 20.4% 79.6% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 62 72 134 20 114 134 8 126 134 2 132 134

% 46.3% 53.7% 100.0% 14.9% 85.1% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 490 518 1,008 213 795 1,008 85 923 1,008 16 992 1,008

% 48.6% 51.4% 100.0% 21.1% 78.9% 100.0% 8.4% 91.6% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 552 590 1,142 233 909 1,142 93 1,049 1,142 18 1,124 1,142

% 48.3% 51.7% 100.0% 20.4% 79.6% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 335 328 663 149 514 663 71 592 663 9 654 663

% 50.5% 49.5% 100.0% 22.5% 77.5% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0%

N 217 262 479 84 395 479 22 457 479 9 470 479

% 45.3% 54.7% 100.0% 17.5% 82.5% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 1.9% 98.1% 100.0%

N 552 590 1,142 233 909 1,142 93 1,049 1,142 18 1,124 1,142

% 48.3% 51.7% 100.0% 20.4% 79.6% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 49 52 101 27 74 101 8 93 101 3 98 101

% 48.5% 51.5% 100.0% 26.7% 73.3% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 503 538 1,041 206 835 1,041 85 956 1,041 15 1,026 1,041

% 48.3% 51.7% 100.0% 19.8% 80.2% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0%

N 552 590 1,142 233 909 1,142 93 1,049 1,142 18 1,124 1,142

% 48.3% 51.7% 100.0% 20.4% 79.6% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 105 127 232 40 192 232 12 220 232 9 223 232

% 45.3% 54.7% 100.0% 17.2% 82.8% 100.0% 5.2% 94.8% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0%

N 447 463 910 193 717 910 81 829 910 9 901 910

% 49.1% 50.9% 100.0% 21.2% 78.8% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 1.0% 99.0% 100.0%

N 552 590 1,142 233 909 1,142 93 1,049 1,142 18 1,124 1,142

% 48.3% 51.7% 100.0% 20.4% 79.6% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 309 263 572 136 436 572 72 500 572 8 564 572

% 54.0% 46.0% 100.0% 23.8% 76.2% 100.0% 12.6% 87.4% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0%

N 243 327 570 97 473 570 21 549 570 10 560 570

% 42.6% 57.4% 100.0% 17.0% 83.0% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0%

N 552 590 1,142 233 909 1,142 93 1,049 1,142 18 1,124 1,142

% 48.3% 51.7% 100.0% 20.4% 79.6% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 300 318 618 115 503 618 41 577 618 11 607 618

% 48.5% 51.5% 100.0% 18.6% 81.4% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0%

N 252 272 524 118 406 524 52 472 524 7 517 524

% 48.1% 51.9% 100.0% 22.5% 77.5% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0%

N 552 590 1,142 233 909 1,142 93 1,049 1,142 18 1,124 1,142

% 48.3% 51.7% 100.0% 20.4% 79.6% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 13 17 30 7 23 30 6 24 30 0 30 30

% 43.3% 56.7% 100.0% 23.3% 76.7% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 539 573 1,112 226 886 1,112 87 1,025 1,112 18 1,094 1,112

% 48.5% 51.5% 100.0% 20.3% 79.7% 100.0% 7.8% 92.2% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 552 590 1,142 233 909 1,142 93 1,049 1,142 18 1,124 1,142

% 48.3% 51.7% 100.0% 20.4% 79.6% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%
合計
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の
他

該当

非該当

合計
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非該当
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数
や
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、
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合計
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非該当
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表
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合計

社
会
資
源
と
の

情
報
共
有

、

守
秘
義
務

該当

非該当

幼稚園・保育園・認定子ども園 教育委員会・教育相談室 その他 該当の活動は実施していない
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表２－３－12－Ｂ(1) 「生活困窮家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連

携上の課題（主任児童委員、民生・児童委員、PTA、母親クラブ） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 143 152 295 152 143 295 13 282 295 14 281 295

% 48.5% 51.5% 100.0% 51.5% 48.5% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0%

N 121 143 264 139 125 264 17 247 264 9 255 264

% 45.8% 54.2% 100.0% 52.7% 47.3% 100.0% 6.4% 93.6% 100.0% 3.4% 96.6% 100.0%

N 264 295 559 291 268 559 30 529 559 23 536 559

% 47.2% 52.8% 100.0% 52.1% 47.9% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0%

N 97 104 201 108 93 201 13 188 201 13 188 201

% 48.3% 51.7% 100.0% 53.7% 46.3% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0%

N 167 191 358 183 175 358 17 341 358 10 348 358

% 46.6% 53.4% 100.0% 51.1% 48.9% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0%

N 264 295 559 291 268 559 30 529 559 23 536 559

% 47.2% 52.8% 100.0% 52.1% 47.9% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0%

N 36 38 74 42 32 74 4 70 74 6 68 74

% 48.6% 51.4% 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 228 257 485 249 236 485 26 459 485 17 468 485

% 47.0% 53.0% 100.0% 51.3% 48.7% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%

N 264 295 559 291 268 559 30 529 559 23 536 559

% 47.2% 52.8% 100.0% 52.1% 47.9% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0%

N 150 179 329 167 162 329 16 313 329 18 311 329

% 45.6% 54.4% 100.0% 50.8% 49.2% 100.0% 4.9% 95.1% 100.0% 5.5% 94.5% 100.0%

N 114 116 230 124 106 230 14 216 230 5 225 230

% 49.6% 50.4% 100.0% 53.9% 46.1% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0%

N 264 295 559 291 268 559 30 529 559 23 536 559

% 47.2% 52.8% 100.0% 52.1% 47.9% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0%

N 27 31 58 30 28 58 4 54 58 2 56 58

% 46.6% 53.4% 100.0% 51.7% 48.3% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0% 3.4% 96.6% 100.0%

N 237 264 501 261 240 501 26 475 501 21 480 501

% 47.3% 52.7% 100.0% 52.1% 47.9% 100.0% 5.2% 94.8% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0%

N 264 295 559 291 268 559 30 529 559 23 536 559

% 47.2% 52.8% 100.0% 52.1% 47.9% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0%

N 64 74 138 77 61 138 8 130 138 9 129 138

% 46.4% 53.6% 100.0% 55.8% 44.2% 100.0% 5.8% 94.2% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0%

N 200 221 421 214 207 421 22 399 421 14 407 421

% 47.5% 52.5% 100.0% 50.8% 49.2% 100.0% 5.2% 94.8% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0%

N 264 295 559 291 268 559 30 529 559 23 536 559

% 47.2% 52.8% 100.0% 52.1% 47.9% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0%

N 125 154 279 150 129 279 16 263 279 15 264 279

% 44.8% 55.2% 100.0% 53.8% 46.2% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0%

N 139 141 280 141 139 280 14 266 280 8 272 280

% 49.6% 50.4% 100.0% 50.4% 49.6% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0% 2.9% 97.1% 100.0%

N 264 295 559 291 268 559 30 529 559 23 536 559

% 47.2% 52.8% 100.0% 52.1% 47.9% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0%

N 170 167 337 183 154 337 17 320 337 13 324 337

% 50.4% 49.6% 100.0% 54.3% 45.7% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0%

N 94 128 222 108 114 222 13 209 222 10 212 222

% 42.3% 57.7% 100.0% 48.6% 51.4% 100.0% 5.9% 94.1% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0%

N 264 295 559 291 268 559 30 529 559 23 536 559

% 47.2% 52.8% 100.0% 52.1% 47.9% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0%

N 12 13 25 12 13 25 1 24 25 0 25 25

% 48.0% 52.0% 100.0% 48.0% 52.0% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 252 282 534 279 255 534 29 505 534 23 511 534

% 47.2% 52.8% 100.0% 52.2% 47.8% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0%

N 264 295 559 291 268 559 30 529 559 23 536 559

% 47.2% 52.8% 100.0% 52.1% 47.9% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0%

そ
の
他

該当

非該当

合計

合計
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表２－３－12－Ｂ（2) 「生活困窮家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と 

連携上の課題（民間企業、小学校、中学校・高等学校、大学・短大・専門学校） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 2 293 295 170 125 295 81 214 295 5 290 295

% 0.7% 99.3% 100.0% 57.6% 42.4% 100.0% 27.5% 72.5% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 9 255 264 183 81 264 88 176 264 10 254 264

% 3.4% 96.6% 100.0% 69.3% 30.7% 100.0% 33.3% 66.7% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0%

N 11 548 559 353 206 559 169 390 559 15 544 559

% 2.0% 98.0% 100.0% 63.1% 36.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 6 195 201 136 65 201 61 140 201 5 196 201

% 3.0% 97.0% 100.0% 67.7% 32.3% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0%

N 5 353 358 217 141 358 108 250 358 10 348 358

% 1.4% 98.6% 100.0% 60.6% 39.4% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0%

N 11 548 559 353 206 559 169 390 559 15 544 559

% 2.0% 98.0% 100.0% 63.1% 36.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 1 73 74 52 22 74 28 46 74 2 72 74

% 1.4% 98.6% 100.0% 70.3% 29.7% 100.0% 37.8% 62.2% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 10 475 485 301 184 485 141 344 485 13 472 485

% 2.1% 97.9% 100.0% 62.1% 37.9% 100.0% 29.1% 70.9% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 11 548 559 353 206 559 169 390 559 15 544 559

% 2.0% 98.0% 100.0% 63.1% 36.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 8 321 329 218 111 329 101 228 329 7 322 329

% 2.4% 97.6% 100.0% 66.3% 33.7% 100.0% 30.7% 69.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0%

N 3 227 230 135 95 230 68 162 230 8 222 230

% 1.3% 98.7% 100.0% 58.7% 41.3% 100.0% 29.6% 70.4% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%

N 11 548 559 353 206 559 169 390 559 15 544 559

% 2.0% 98.0% 100.0% 63.1% 36.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 0 58 58 35 23 58 14 44 58 1 57 58

% 0.0% 100.0% 100.0% 60.3% 39.7% 100.0% 24.1% 75.9% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 11 490 501 318 183 501 155 346 501 14 487 501

% 2.2% 97.8% 100.0% 63.5% 36.5% 100.0% 30.9% 69.1% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0%

N 11 548 559 353 206 559 169 390 559 15 544 559

% 2.0% 98.0% 100.0% 63.1% 36.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 3 135 138 92 46 138 49 89 138 5 133 138

% 2.2% 97.8% 100.0% 66.7% 33.3% 100.0% 35.5% 64.5% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0%

N 8 413 421 261 160 421 120 301 421 10 411 421

% 1.9% 98.1% 100.0% 62.0% 38.0% 100.0% 28.5% 71.5% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 11 548 559 353 206 559 169 390 559 15 544 559

% 2.0% 98.0% 100.0% 63.1% 36.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 8 271 279 170 109 279 77 202 279 10 269 279

% 2.9% 97.1% 100.0% 60.9% 39.1% 100.0% 27.6% 72.4% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0%

N 3 277 280 183 97 280 92 188 280 5 275 280

% 1.1% 98.9% 100.0% 65.4% 34.6% 100.0% 32.9% 67.1% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0%

N 11 548 559 353 206 559 169 390 559 15 544 559

% 2.0% 98.0% 100.0% 63.1% 36.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 9 328 337 214 123 337 107 230 337 13 324 337

% 2.7% 97.3% 100.0% 63.5% 36.5% 100.0% 31.8% 68.2% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0%

N 2 220 222 139 83 222 62 160 222 2 220 222

% 0.9% 99.1% 100.0% 62.6% 37.4% 100.0% 27.9% 72.1% 100.0% 0.9% 99.1% 100.0%

N 11 548 559 353 206 559 169 390 559 15 544 559

% 2.0% 98.0% 100.0% 63.1% 36.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 2 23 25 15 10 25 7 18 25 1 24 25

% 8.0% 92.0% 100.0% 60.0% 40.0% 100.0% 28.0% 72.0% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0%

N 9 525 534 338 196 534 162 372 534 14 520 534

% 1.7% 98.3% 100.0% 63.3% 36.7% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 11 548 559 353 206 559 169 390 559 15 544 559

% 2.0% 98.0% 100.0% 63.1% 36.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%
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表２－３－12－Ｂ(3)  「生活困窮家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と

連携上の課題（子育て支援センター、児童相談所、家庭児童相談室、福祉事務所/役場） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 108 187 295 60 235 295 48 247 295 95 200 295

% 36.6% 63.4% 100.0% 20.3% 79.7% 100.0% 16.3% 83.7% 100.0% 32.2% 67.8% 100.0%

N 99 165 264 56 208 264 46 218 264 71 193 264

% 37.5% 62.5% 100.0% 21.2% 78.8% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0% 26.9% 73.1% 100.0%

N 207 352 559 116 443 559 94 465 559 166 393 559

% 37.0% 63.0% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 16.8% 83.2% 100.0% 29.7% 70.3% 100.0%

N 80 121 201 41 160 201 37 164 201 61 140 201

% 39.8% 60.2% 100.0% 20.4% 79.6% 100.0% 18.4% 81.6% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0%

N 127 231 358 75 283 358 57 301 358 105 253 358

% 35.5% 64.5% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 15.9% 84.1% 100.0% 29.3% 70.7% 100.0%

N 207 352 559 116 443 559 94 465 559 166 393 559

% 37.0% 63.0% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 16.8% 83.2% 100.0% 29.7% 70.3% 100.0%

N 38 36 74 16 58 74 18 56 74 34 40 74

% 51.4% 48.6% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0% 24.3% 75.7% 100.0% 45.9% 54.1% 100.0%

N 169 316 485 100 385 485 76 409 485 132 353 485

% 34.8% 65.2% 100.0% 20.6% 79.4% 100.0% 15.7% 84.3% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0%

N 207 352 559 116 443 559 94 465 559 166 393 559

% 37.0% 63.0% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 16.8% 83.2% 100.0% 29.7% 70.3% 100.0%

N 117 212 329 66 263 329 53 276 329 101 228 329

% 35.6% 64.4% 100.0% 20.1% 79.9% 100.0% 16.1% 83.9% 100.0% 30.7% 69.3% 100.0%

N 90 140 230 50 180 230 41 189 230 65 165 230

% 39.1% 60.9% 100.0% 21.7% 78.3% 100.0% 17.8% 82.2% 100.0% 28.3% 71.7% 100.0%

N 207 352 559 116 443 559 94 465 559 166 393 559

% 37.0% 63.0% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 16.8% 83.2% 100.0% 29.7% 70.3% 100.0%

N 19 39 58 11 47 58 4 54 58 21 37 58

% 32.8% 67.2% 100.0% 19.0% 81.0% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0% 36.2% 63.8% 100.0%

N 188 313 501 105 396 501 90 411 501 145 356 501

% 37.5% 62.5% 100.0% 21.0% 79.0% 100.0% 18.0% 82.0% 100.0% 28.9% 71.1% 100.0%

N 207 352 559 116 443 559 94 465 559 166 393 559

% 37.0% 63.0% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 16.8% 83.2% 100.0% 29.7% 70.3% 100.0%

N 51 87 138 29 109 138 19 119 138 45 93 138

% 37.0% 63.0% 100.0% 21.0% 79.0% 100.0% 13.8% 86.2% 100.0% 32.6% 67.4% 100.0%

N 156 265 421 87 334 421 75 346 421 121 300 421

% 37.1% 62.9% 100.0% 20.7% 79.3% 100.0% 17.8% 82.2% 100.0% 28.7% 71.3% 100.0%

N 207 352 559 116 443 559 94 465 559 166 393 559

% 37.0% 63.0% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 16.8% 83.2% 100.0% 29.7% 70.3% 100.0%

N 107 172 279 58 221 279 46 233 279 96 183 279

% 38.4% 61.6% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 16.5% 83.5% 100.0% 34.4% 65.6% 100.0%

N 100 180 280 58 222 280 48 232 280 70 210 280

% 35.7% 64.3% 100.0% 20.7% 79.3% 100.0% 17.1% 82.9% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0%

N 207 352 559 116 443 559 94 465 559 166 393 559

% 37.0% 63.0% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 16.8% 83.2% 100.0% 29.7% 70.3% 100.0%

N 134 203 337 79 258 337 55 282 337 104 233 337

% 39.8% 60.2% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0% 16.3% 83.7% 100.0% 30.9% 69.1% 100.0%

N 73 149 222 37 185 222 39 183 222 62 160 222

% 32.9% 67.1% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 17.6% 82.4% 100.0% 27.9% 72.1% 100.0%

N 207 352 559 116 443 559 94 465 559 166 393 559

% 37.0% 63.0% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 16.8% 83.2% 100.0% 29.7% 70.3% 100.0%

N 10 15 25 7 18 25 4 21 25 9 16 25

% 40.0% 60.0% 100.0% 28.0% 72.0% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0% 36.0% 64.0% 100.0%

N 197 337 534 109 425 534 90 444 534 157 377 534

% 36.9% 63.1% 100.0% 20.4% 79.6% 100.0% 16.9% 83.1% 100.0% 29.4% 70.6% 100.0%

N 207 352 559 116 443 559 94 465 559 166 393 559

% 37.0% 63.0% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 16.8% 83.2% 100.0% 29.7% 70.3% 100.0%
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57



表２－３－12－Ｂ(4)  「生活困窮家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と

連携上の課題（NPO/ボランティア団体、社会福祉協議会、保護司、町内会・自治会） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 27 268 295 60 235 295 11 284 295 34 261 295

% 9.2% 90.8% 100.0% 20.3% 79.7% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 11.5% 88.5% 100.0%

N 30 234 264 57 207 264 12 252 264 39 225 264

% 11.4% 88.6% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0% 14.8% 85.2% 100.0%

N 57 502 559 117 442 559 23 536 559 73 486 559

% 10.2% 89.8% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0%

N 26 175 201 37 164 201 9 192 201 29 172 201

% 12.9% 87.1% 100.0% 18.4% 81.6% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0% 14.4% 85.6% 100.0%

N 31 327 358 80 278 358 14 344 358 44 314 358

% 8.7% 91.3% 100.0% 22.3% 77.7% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0%

N 57 502 559 117 442 559 23 536 559 73 486 559

% 10.2% 89.8% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0%

N 11 63 74 19 55 74 2 72 74 12 62 74

% 14.9% 85.1% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0% 16.2% 83.8% 100.0%

N 46 439 485 98 387 485 21 464 485 61 424 485

% 9.5% 90.5% 100.0% 20.2% 79.8% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0% 12.6% 87.4% 100.0%

N 57 502 559 117 442 559 23 536 559 73 486 559

% 10.2% 89.8% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0%

N 33 296 329 68 261 329 12 317 329 47 282 329

% 10.0% 90.0% 100.0% 20.7% 79.3% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0%

N 24 206 230 49 181 230 11 219 230 26 204 230

% 10.4% 89.6% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 11.3% 88.7% 100.0%

N 57 502 559 117 442 559 23 536 559 73 486 559

% 10.2% 89.8% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0%

N 5 53 58 16 42 58 3 55 58 7 51 58

% 8.6% 91.4% 100.0% 27.6% 72.4% 100.0% 5.2% 94.8% 100.0% 12.1% 87.9% 100.0%

N 52 449 501 101 400 501 20 481 501 66 435 501

% 10.4% 89.6% 100.0% 20.2% 79.8% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0%

N 57 502 559 117 442 559 23 536 559 73 486 559

% 10.2% 89.8% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0%

N 18 120 138 32 106 138 5 133 138 25 113 138

% 13.0% 87.0% 100.0% 23.2% 76.8% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 18.1% 81.9% 100.0%

N 39 382 421 85 336 421 18 403 421 48 373 421

% 9.3% 90.7% 100.0% 20.2% 79.8% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0%

N 57 502 559 117 442 559 23 536 559 73 486 559

% 10.2% 89.8% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0%

N 31 248 279 49 230 279 12 267 279 35 244 279

% 11.1% 88.9% 100.0% 17.6% 82.4% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 26 254 280 68 212 280 11 269 280 38 242 280

% 9.3% 90.7% 100.0% 24.3% 75.7% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0%

N 57 502 559 117 442 559 23 536 559 73 486 559

% 10.2% 89.8% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0%

N 43 294 337 78 259 337 12 325 337 45 292 337

% 12.8% 87.2% 100.0% 23.1% 76.9% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0%

N 14 208 222 39 183 222 11 211 222 28 194 222

% 6.3% 93.7% 100.0% 17.6% 82.4% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0% 12.6% 87.4% 100.0%

N 57 502 559 117 442 559 23 536 559 73 486 559

% 10.2% 89.8% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0%

N 5 20 25 7 18 25 2 23 25 5 20 25

% 20.0% 80.0% 100.0% 28.0% 72.0% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0%

N 52 482 534 110 424 534 21 513 534 68 466 534

% 9.7% 90.3% 100.0% 20.6% 79.4% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 12.7% 87.3% 100.0%

N 57 502 559 117 442 559 23 536 559 73 486 559

% 10.2% 89.8% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0%
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表２－３－12－Ｂ(5) 「生活困窮家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連

携上の課題（高齢者福祉施設・機関、障害者福祉施設・機関、警察署、保健所・保健センター） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 5 290 295 6 289 295 14 281 295 76 219 295

% 1.7% 98.3% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0% 25.8% 74.2% 100.0%

N 4 260 264 4 260 264 8 256 264 45 219 264

% 1.5% 98.5% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0% 17.0% 83.0% 100.0%

N 9 550 559 10 549 559 22 537 559 121 438 559

% 1.6% 98.4% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0%

N 5 196 201 7 194 201 11 190 201 48 153 201

% 2.5% 97.5% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0% 5.5% 94.5% 100.0% 23.9% 76.1% 100.0%

N 4 354 358 3 355 358 11 347 358 73 285 358

% 1.1% 98.9% 100.0% 0.8% 99.2% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0% 20.4% 79.6% 100.0%

N 9 550 559 10 549 559 22 537 559 121 438 559

% 1.6% 98.4% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0%

N 2 72 74 3 71 74 5 69 74 23 51 74

% 2.7% 97.3% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0% 31.1% 68.9% 100.0%

N 7 478 485 7 478 485 17 468 485 98 387 485

% 1.4% 98.6% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0% 20.2% 79.8% 100.0%

N 9 550 559 10 549 559 22 537 559 121 438 559

% 1.6% 98.4% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0%

N 8 321 329 6 323 329 15 314 329 65 264 329

% 2.4% 97.6% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 19.8% 80.2% 100.0%

N 1 229 230 4 226 230 7 223 230 56 174 230

% 0.4% 99.6% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0% 24.3% 75.7% 100.0%

N 9 550 559 10 549 559 22 537 559 121 438 559

% 1.6% 98.4% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0%

N 1 57 58 1 57 58 4 54 58 16 42 58

% 1.7% 98.3% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0% 27.6% 72.4% 100.0%

N 8 493 501 9 492 501 18 483 501 105 396 501

% 1.6% 98.4% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 21.0% 79.0% 100.0%

N 9 550 559 10 549 559 22 537 559 121 438 559

% 1.6% 98.4% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0%

N 4 134 138 5 133 138 7 131 138 32 106 138

% 2.9% 97.1% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 23.2% 76.8% 100.0%

N 5 416 421 5 416 421 15 406 421 89 332 421

% 1.2% 98.8% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 21.1% 78.9% 100.0%

N 9 550 559 10 549 559 22 537 559 121 438 559

% 1.6% 98.4% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0%

N 8 271 279 5 274 279 15 264 279 73 206 279

% 2.9% 97.1% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 26.2% 73.8% 100.0%

N 1 279 280 5 275 280 7 273 280 48 232 280

% 0.4% 99.6% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 17.1% 82.9% 100.0%

N 9 550 559 10 549 559 22 537 559 121 438 559

% 1.6% 98.4% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0%

N 7 330 337 6 331 337 14 323 337 75 262 337

% 2.1% 97.9% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 22.3% 77.7% 100.0%

N 2 220 222 4 218 222 8 214 222 46 176 222

% 0.9% 99.1% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 20.7% 79.3% 100.0%

N 9 550 559 10 549 559 22 537 559 121 438 559

% 1.6% 98.4% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0%

N 0 25 25 2 23 25 2 23 25 5 20 25

% 0.0% 100.0% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0%

N 9 525 534 8 526 534 20 514 534 116 418 534

% 1.7% 98.3% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 21.7% 78.3% 100.0%

N 9 550 559 10 549 559 22 537 559 121 438 559

% 1.6% 98.4% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0%
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保健所・保健センター高齢者福祉施設・機関 障害者福祉施設・機関 警察署
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表２－３－12－Ｂ(6) 「生活困窮家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と 

連携上の課題（幼稚園・保育園・認定こども園、教育委員会・教育相談室、その他、該当

の活動はしていない） 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 84 211 295 33 262 295 16 279 295 25 270 295

% 28.5% 71.5% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0%

N 82 182 264 41 223 264 14 250 264 15 249 264

% 31.1% 68.9% 100.0% 15.5% 84.5% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0%

N 166 393 559 74 485 559 30 529 559 40 519 559

% 29.7% 70.3% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%

N 63 138 201 21 180 201 12 189 201 15 186 201

% 31.3% 68.7% 100.0% 10.4% 89.6% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 103 255 358 53 305 358 18 340 358 25 333 358

% 28.8% 71.2% 100.0% 14.8% 85.2% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0%

N 166 393 559 74 485 559 30 529 559 40 519 559

% 29.7% 70.3% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%

N 32 42 74 11 63 74 4 70 74 5 69 74

% 43.2% 56.8% 100.0% 14.9% 85.1% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

N 134 351 485 63 422 485 26 459 485 35 450 485

% 27.6% 72.4% 100.0% 13.0% 87.0% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%

N 166 393 559 74 485 559 30 529 559 40 519 559

% 29.7% 70.3% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%

N 104 225 329 39 290 329 16 313 329 27 302 329

% 31.6% 68.4% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 4.9% 95.1% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%

N 62 168 230 35 195 230 14 216 230 13 217 230

% 27.0% 73.0% 100.0% 15.2% 84.8% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0%

N 166 393 559 74 485 559 30 529 559 40 519 559

% 29.7% 70.3% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%

N 18 40 58 10 48 58 5 53 58 5 53 58

% 31.0% 69.0% 100.0% 17.2% 82.8% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%

N 148 353 501 64 437 501 25 476 501 35 466 501

% 29.5% 70.5% 100.0% 12.8% 87.2% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0%

N 166 393 559 74 485 559 30 529 559 40 519 559

% 29.7% 70.3% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%

N 46 92 138 22 116 138 6 132 138 11 127 138

% 33.3% 66.7% 100.0% 15.9% 84.1% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0%

N 120 301 421 52 369 421 24 397 421 29 392 421

% 28.5% 71.5% 100.0% 12.4% 87.6% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0%

N 166 393 559 74 485 559 30 529 559 40 519 559

% 29.7% 70.3% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%

N 87 192 279 35 244 279 19 260 279 25 254 279

% 31.2% 68.8% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0% 9.0% 91.0% 100.0%

N 79 201 280 39 241 280 11 269 280 15 265 280

% 28.2% 71.8% 100.0% 13.9% 86.1% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0%

N 166 393 559 74 485 559 30 529 559 40 519 559

% 29.7% 70.3% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%

N 102 235 337 48 289 337 26 311 337 22 315 337

% 30.3% 69.7% 100.0% 14.2% 85.8% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0%

N 64 158 222 26 196 222 4 218 222 18 204 222

% 28.8% 71.2% 100.0% 11.7% 88.3% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 166 393 559 74 485 559 30 529 559 40 519 559

% 29.7% 70.3% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%

N 7 18 25 2 23 25 5 20 25 1 24 25

% 28.0% 72.0% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0%

N 159 375 534 72 462 534 25 509 534 39 495 534

% 29.8% 70.2% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0% 7.3% 92.7% 100.0%

N 166 393 559 74 485 559 30 529 559 40 519 559

% 29.7% 70.3% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%
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幼稚園・保育園・認定子ども園 教育委員会・教育相談室 その他 該当の活動は実施していない
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表２－３－12－Ｃ(1) 「虐待家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と 

 連携上の課題（主任児童委員、民生・児童委員、PTA、母親クラブ） 

 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 189 203 392 175 217 392 17 375 392 19 373 392

% 48.2% 51.8% 100.0% 44.6% 55.4% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0%

N 182 204 386 168 218 386 16 370 386 8 378 386

% 47.2% 52.8% 100.0% 43.5% 56.5% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0%

N 371 407 778 343 435 778 33 745 778 27 751 778

% 47.7% 52.3% 100.0% 44.1% 55.9% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%

N 139 137 276 134 142 276 13 263 276 21 255 276

% 50.4% 49.6% 100.0% 48.6% 51.4% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 232 270 502 209 293 502 20 482 502 6 496 502

% 46.2% 53.8% 100.0% 41.6% 58.4% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0%

N 371 407 778 343 435 778 33 745 778 27 751 778

% 47.7% 52.3% 100.0% 44.1% 55.9% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%

N 43 48 91 46 45 91 3 88 91 7 84 91

% 47.3% 52.7% 100.0% 50.5% 49.5% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0%

N 328 359 687 297 390 687 30 657 687 20 667 687

% 47.7% 52.3% 100.0% 43.2% 56.8% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0% 2.9% 97.1% 100.0%

N 371 407 778 343 435 778 33 745 778 27 751 778

% 47.7% 52.3% 100.0% 44.1% 55.9% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%

N 221 246 467 207 260 467 19 448 467 21 446 467

% 47.3% 52.7% 100.0% 44.3% 55.7% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0%

N 150 161 311 136 175 311 14 297 311 6 305 311

% 48.2% 51.8% 100.0% 43.7% 56.3% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0% 1.9% 98.1% 100.0%

N 371 407 778 343 435 778 33 745 778 27 751 778

% 47.7% 52.3% 100.0% 44.1% 55.9% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%

N 33 43 76 32 44 76 4 72 76 4 72 76

% 43.4% 56.6% 100.0% 42.1% 57.9% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0%

N 338 364 702 311 391 702 29 673 702 23 679 702

% 48.1% 51.9% 100.0% 44.3% 55.7% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0%

N 371 407 778 343 435 778 33 745 778 27 751 778

% 47.7% 52.3% 100.0% 44.1% 55.9% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%

N 85 88 173 81 92 173 8 165 173 9 164 173

% 49.1% 50.9% 100.0% 46.8% 53.2% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 5.2% 94.8% 100.0%

N 286 319 605 262 343 605 25 580 605 18 587 605

% 47.3% 52.7% 100.0% 43.3% 56.7% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 371 407 778 343 435 778 33 745 778 27 751 778

% 47.7% 52.3% 100.0% 44.1% 55.9% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%

N 184 202 386 177 209 386 18 368 386 14 372 386

% 47.7% 52.3% 100.0% 45.9% 54.1% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0%

N 187 205 392 166 226 392 15 377 392 13 379 392

% 47.7% 52.3% 100.0% 42.3% 57.7% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0%

N 371 407 778 343 435 778 33 745 778 27 751 778

% 47.7% 52.3% 100.0% 44.1% 55.9% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%

N 223 211 434 204 230 434 17 417 434 17 417 434

% 51.4% 48.6% 100.0% 47.0% 53.0% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0%

N 148 196 344 139 205 344 16 328 344 10 334 344

% 43.0% 57.0% 100.0% 40.4% 59.6% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0% 2.9% 97.1% 100.0%

N 371 407 778 343 435 778 33 745 778 27 751 778

% 47.7% 52.3% 100.0% 44.1% 55.9% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%

N 13 18 31 14 17 31 2 29 31 0 31 31

% 41.9% 58.1% 100.0% 45.2% 54.8% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 358 389 747 329 418 747 31 716 747 27 720 747

% 47.9% 52.1% 100.0% 44.0% 56.0% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0%

N 371 407 778 343 435 778 33 745 778 27 751 778

% 47.7% 52.3% 100.0% 44.1% 55.9% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%
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主任児童委員 民生・児童委員 ＰＴＡ 母親クラブ
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表２－３－12－Ｃ(2) 「虐待家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携上

の課題（民間企業、小学校、中学校・高等学校、大学・短大・専門学校） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 2 390 392 293 99 392 126 266 392 6 386 392

% 0.5% 99.5% 100.0% 74.7% 25.3% 100.0% 32.1% 67.9% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 5 381 386 291 95 386 109 277 386 6 380 386

% 1.3% 98.7% 100.0% 75.4% 24.6% 100.0% 28.2% 71.8% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 7 771 778 584 194 778 235 543 778 12 766 778

% 0.9% 99.1% 100.0% 75.1% 24.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 3 273 276 216 60 276 90 186 276 7 269 276

% 1.1% 98.9% 100.0% 78.3% 21.7% 100.0% 32.6% 67.4% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0%

N 4 498 502 368 134 502 145 357 502 5 497 502

% 0.8% 99.2% 100.0% 73.3% 26.7% 100.0% 28.9% 71.1% 100.0% 1.0% 99.0% 100.0%

N 7 771 778 584 194 778 235 543 778 12 766 778

% 0.9% 99.1% 100.0% 75.1% 24.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 1 90 91 70 21 91 31 60 91 4 87 91

% 1.1% 98.9% 100.0% 76.9% 23.1% 100.0% 34.1% 65.9% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0%

N 6 681 687 514 173 687 204 483 687 8 679 687

% 0.9% 99.1% 100.0% 74.8% 25.2% 100.0% 29.7% 70.3% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0%

N 7 771 778 584 194 778 235 543 778 12 766 778

% 0.9% 99.1% 100.0% 75.1% 24.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 6 461 467 362 105 467 140 327 467 7 460 467

% 1.3% 98.7% 100.0% 77.5% 22.5% 100.0% 30.0% 70.0% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 1 310 311 222 89 311 95 216 311 5 306 311

% 0.3% 99.7% 100.0% 71.4% 28.6% 100.0% 30.5% 69.5% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 7 771 778 584 194 778 235 543 778 12 766 778

% 0.9% 99.1% 100.0% 75.1% 24.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 0 76 76 59 17 76 25 51 76 1 75 76

% 0.0% 100.0% 100.0% 77.6% 22.4% 100.0% 32.9% 67.1% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0%

N 7 695 702 525 177 702 210 492 702 11 691 702

% 1.0% 99.0% 100.0% 74.8% 25.2% 100.0% 29.9% 70.1% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 7 771 778 584 194 778 235 543 778 12 766 778

% 0.9% 99.1% 100.0% 75.1% 24.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 3 170 173 131 42 173 53 120 173 4 169 173

% 1.7% 98.3% 100.0% 75.7% 24.3% 100.0% 30.6% 69.4% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 4 601 605 453 152 605 182 423 605 8 597 605

% 0.7% 99.3% 100.0% 74.9% 25.1% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0%

N 7 771 778 584 194 778 235 543 778 12 766 778

% 0.9% 99.1% 100.0% 75.1% 24.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 5 381 386 295 91 386 117 269 386 8 378 386

% 1.3% 98.7% 100.0% 76.4% 23.6% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0%

N 2 390 392 289 103 392 118 274 392 4 388 392

% 0.5% 99.5% 100.0% 73.7% 26.3% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0% 1.0% 99.0% 100.0%

N 7 771 778 584 194 778 235 543 778 12 766 778

% 0.9% 99.1% 100.0% 75.1% 24.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 5 429 434 325 109 434 128 306 434 7 427 434

% 1.2% 98.8% 100.0% 74.9% 25.1% 100.0% 29.5% 70.5% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 2 342 344 259 85 344 107 237 344 5 339 344

% 0.6% 99.4% 100.0% 75.3% 24.7% 100.0% 31.1% 68.9% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 7 771 778 584 194 778 235 543 778 12 766 778

% 0.9% 99.1% 100.0% 75.1% 24.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 1 30 31 20 11 31 10 21 31 1 30 31

% 3.2% 96.8% 100.0% 64.5% 35.5% 100.0% 32.3% 67.7% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%

N 6 741 747 564 183 747 225 522 747 11 736 747

% 0.8% 99.2% 100.0% 75.5% 24.5% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 7 771 778 584 194 778 235 543 778 12 766 778

% 0.9% 99.1% 100.0% 75.1% 24.9% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%
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表２－３－12－Ｃ(3) 「虐待家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と 

連携上の課題（子育て支援ｾﾝﾀｰ、児童相談所、家庭児童相談室、福祉事務所/役場） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 176 216 392 187 205 392 97 295 392 122 270 392

% 44.9% 55.1% 100.0% 47.7% 52.3% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 31.1% 68.9% 100.0%

N 162 224 386 175 211 386 85 301 386 112 274 386

% 42.0% 58.0% 100.0% 45.3% 54.7% 100.0% 22.0% 78.0% 100.0% 29.0% 71.0% 100.0%

N 338 440 778 362 416 778 182 596 778 234 544 778

% 43.4% 56.6% 100.0% 46.5% 53.5% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0%

N 125 151 276 129 147 276 75 201 276 82 194 276

% 45.3% 54.7% 100.0% 46.7% 53.3% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0% 29.7% 70.3% 100.0%

N 213 289 502 233 269 502 107 395 502 152 350 502

% 42.4% 57.6% 100.0% 46.4% 53.6% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 30.3% 69.7% 100.0%

N 338 440 778 362 416 778 182 596 778 234 544 778

% 43.4% 56.6% 100.0% 46.5% 53.5% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0%

N 49 42 91 45 46 91 36 55 91 38 53 91

% 53.8% 46.2% 100.0% 49.5% 50.5% 100.0% 39.6% 60.4% 100.0% 41.8% 58.2% 100.0%

N 289 398 687 317 370 687 146 541 687 196 491 687

% 42.1% 57.9% 100.0% 46.1% 53.9% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 28.5% 71.5% 100.0%

N 338 440 778 362 416 778 182 596 778 234 544 778

% 43.4% 56.6% 100.0% 46.5% 53.5% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0%

N 194 273 467 209 258 467 107 360 467 137 330 467

% 41.5% 58.5% 100.0% 44.8% 55.2% 100.0% 22.9% 77.1% 100.0% 29.3% 70.7% 100.0%

N 144 167 311 153 158 311 75 236 311 97 214 311

% 46.3% 53.7% 100.0% 49.2% 50.8% 100.0% 24.1% 75.9% 100.0% 31.2% 68.8% 100.0%

N 338 440 778 362 416 778 182 596 778 234 544 778

% 43.4% 56.6% 100.0% 46.5% 53.5% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0%

N 31 45 76 43 33 76 16 60 76 29 47 76

% 40.8% 59.2% 100.0% 56.6% 43.4% 100.0% 21.1% 78.9% 100.0% 38.2% 61.8% 100.0%

N 307 395 702 319 383 702 166 536 702 205 497 702

% 43.7% 56.3% 100.0% 45.4% 54.6% 100.0% 23.6% 76.4% 100.0% 29.2% 70.8% 100.0%

N 338 440 778 362 416 778 182 596 778 234 544 778

% 43.4% 56.6% 100.0% 46.5% 53.5% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0%

N 71 102 173 80 93 173 42 131 173 59 114 173

% 41.0% 59.0% 100.0% 46.2% 53.8% 100.0% 24.3% 75.7% 100.0% 34.1% 65.9% 100.0%

N 267 338 605 282 323 605 140 465 605 175 430 605

% 44.1% 55.9% 100.0% 46.6% 53.4% 100.0% 23.1% 76.9% 100.0% 28.9% 71.1% 100.0%

N 338 440 778 362 416 778 182 596 778 234 544 778

% 43.4% 56.6% 100.0% 46.5% 53.5% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0%

N 175 211 386 190 196 386 94 292 386 122 264 386

% 45.3% 54.7% 100.0% 49.2% 50.8% 100.0% 24.4% 75.6% 100.0% 31.6% 68.4% 100.0%

N 163 229 392 172 220 392 88 304 392 112 280 392

% 41.6% 58.4% 100.0% 43.9% 56.1% 100.0% 22.4% 77.6% 100.0% 28.6% 71.4% 100.0%

N 338 440 778 362 416 778 182 596 778 234 544 778

% 43.4% 56.6% 100.0% 46.5% 53.5% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0%

N 200 234 434 224 210 434 107 327 434 129 305 434

% 46.1% 53.9% 100.0% 51.6% 48.4% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 29.7% 70.3% 100.0%

N 138 206 344 138 206 344 75 269 344 105 239 344

% 40.1% 59.9% 100.0% 40.1% 59.9% 100.0% 21.8% 78.2% 100.0% 30.5% 69.5% 100.0%

N 338 440 778 362 416 778 182 596 778 234 544 778

% 43.4% 56.6% 100.0% 46.5% 53.5% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0%

N 17 14 31 13 18 31 8 23 31 10 21 31

% 54.8% 45.2% 100.0% 41.9% 58.1% 100.0% 25.8% 74.2% 100.0% 32.3% 67.7% 100.0%

N 321 426 747 349 398 747 174 573 747 224 523 747

% 43.0% 57.0% 100.0% 46.7% 53.3% 100.0% 23.3% 76.7% 100.0% 30.0% 70.0% 100.0%

N 338 440 778 362 416 778 182 596 778 234 544 778

% 43.4% 56.6% 100.0% 46.5% 53.5% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0%
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表２－３－12－Ｃ(4) 「虐待家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携上

の課題（NPO/ボランティア団体、社会福祉協議会、保護司、町内会・自治会） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 14 378 392 47 345 392 11 381 392 33 359 392

% 3.6% 96.4% 100.0% 12.0% 88.0% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 8.4% 91.6% 100.0%

N 18 368 386 59 327 386 11 375 386 41 345 386

% 4.7% 95.3% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 10.6% 89.4% 100.0%

N 32 746 778 106 672 778 22 756 778 74 704 778

% 4.1% 95.9% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0%

N 13 263 276 42 234 276 9 267 276 30 246 276

% 4.7% 95.3% 100.0% 15.2% 84.8% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 10.9% 89.1% 100.0%

N 19 483 502 64 438 502 13 489 502 44 458 502

% 3.8% 96.2% 100.0% 12.7% 87.3% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0% 8.8% 91.2% 100.0%

N 32 746 778 106 672 778 22 756 778 74 704 778

% 4.1% 95.9% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0%

N 6 85 91 17 74 91 1 90 91 12 79 91

% 6.6% 93.4% 100.0% 18.7% 81.3% 100.0% 1.1% 98.9% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0%

N 26 661 687 89 598 687 21 666 687 62 625 687

% 3.8% 96.2% 100.0% 13.0% 87.0% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0% 9.0% 91.0% 100.0%

N 32 746 778 106 672 778 22 756 778 74 704 778

% 4.1% 95.9% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0%

N 18 449 467 67 400 467 11 456 467 45 422 467

% 3.9% 96.1% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0% 9.6% 90.4% 100.0%

N 14 297 311 39 272 311 11 300 311 29 282 311

% 4.5% 95.5% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0%

N 32 746 778 106 672 778 22 756 778 74 704 778

% 4.1% 95.9% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0%

N 2 74 76 11 65 76 1 75 76 8 68 76

% 2.6% 97.4% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 10.5% 89.5% 100.0%

N 30 672 702 95 607 702 21 681 702 66 636 702

% 4.3% 95.7% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0% 9.4% 90.6% 100.0%

N 32 746 778 106 672 778 22 756 778 74 704 778

% 4.1% 95.9% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0%

N 11 162 173 26 147 173 5 168 173 20 153 173

% 6.4% 93.6% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 2.9% 97.1% 100.0% 11.6% 88.4% 100.0%

N 21 584 605 80 525 605 17 588 605 54 551 605

% 3.5% 96.5% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0%

N 32 746 778 106 672 778 22 756 778 74 704 778

% 4.1% 95.9% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0%

N 17 369 386 51 335 386 14 372 386 39 347 386

% 4.4% 95.6% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 10.1% 89.9% 100.0%

N 15 377 392 55 337 392 8 384 392 35 357 392

% 3.8% 96.2% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0%

N 32 746 778 106 672 778 22 756 778 74 704 778

% 4.1% 95.9% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0%

N 21 413 434 67 367 434 12 422 434 40 394 434

% 4.8% 95.2% 100.0% 15.4% 84.6% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 9.2% 90.8% 100.0%

N 11 333 344 39 305 344 10 334 344 34 310 344

% 3.2% 96.8% 100.0% 11.3% 88.7% 100.0% 2.9% 97.1% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0%

N 32 746 778 106 672 778 22 756 778 74 704 778

% 4.1% 95.9% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0%

N 2 29 31 5 26 31 3 28 31 4 27 31

% 6.5% 93.5% 100.0% 16.1% 83.9% 100.0% 9.7% 90.3% 100.0% 12.9% 87.1% 100.0%

N 30 717 747 101 646 747 19 728 747 70 677 747

% 4.0% 96.0% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 9.4% 90.6% 100.0%

N 32 746 778 106 672 778 22 756 778 74 704 778

% 4.1% 95.9% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0%
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保護司 町内会・自治会ＮＰＯ／ボランティア団体 社会福祉協議会
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表２－３－12－Ｃ(5) 「虐待家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携上

の課題（高齢者福祉施設・機関、障害者福祉施設・機関、警察署、保健所・保健ｾﾝﾀｰ） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 3 389 392 8 384 392 53 339 392 130 262 392

% 0.8% 99.2% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0% 33.2% 66.8% 100.0%

N 1 385 386 2 384 386 39 347 386 114 272 386

% 0.3% 99.7% 100.0% 0.5% 99.5% 100.0% 10.1% 89.9% 100.0% 29.5% 70.5% 100.0%

N 4 774 778 10 768 778 92 686 778 244 534 778

% 0.5% 99.5% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 31.4% 68.6% 100.0%

N 2 274 276 5 271 276 38 238 276 91 185 276

% 0.7% 99.3% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 13.8% 86.2% 100.0% 33.0% 67.0% 100.0%

N 2 500 502 5 497 502 54 448 502 153 349 502

% 0.4% 99.6% 100.0% 1.0% 99.0% 100.0% 10.8% 89.2% 100.0% 30.5% 69.5% 100.0%

N 4 774 778 10 768 778 92 686 778 244 534 778

% 0.5% 99.5% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 31.4% 68.6% 100.0%

N 1 90 91 3 88 91 15 76 91 37 54 91

% 1.1% 98.9% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 16.5% 83.5% 100.0% 40.7% 59.3% 100.0%

N 3 684 687 7 680 687 77 610 687 207 480 687

% 0.4% 99.6% 100.0% 1.0% 99.0% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0%

N 4 774 778 10 768 778 92 686 778 244 534 778

% 0.5% 99.5% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 31.4% 68.6% 100.0%

N 4 463 467 4 463 467 58 409 467 145 322 467

% 0.9% 99.1% 100.0% 0.9% 99.1% 100.0% 12.4% 87.6% 100.0% 31.0% 69.0% 100.0%

N 0 311 311 6 305 311 34 277 311 99 212 311

% 0.0% 100.0% 100.0% 1.9% 98.1% 100.0% 10.9% 89.1% 100.0% 31.8% 68.2% 100.0%

N 4 774 778 10 768 778 92 686 778 244 534 778

% 0.5% 99.5% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 31.4% 68.6% 100.0%

N 0 76 76 1 75 76 13 63 76 28 48 76

% 0.0% 100.0% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 17.1% 82.9% 100.0% 36.8% 63.2% 100.0%

N 4 698 702 9 693 702 79 623 702 216 486 702

% 0.6% 99.4% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 11.3% 88.7% 100.0% 30.8% 69.2% 100.0%

N 4 774 778 10 768 778 92 686 778 244 534 778

% 0.5% 99.5% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 31.4% 68.6% 100.0%

N 1 172 173 3 170 173 30 143 173 62 111 173

% 0.6% 99.4% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0% 17.3% 82.7% 100.0% 35.8% 64.2% 100.0%

N 3 602 605 7 598 605 62 543 605 182 423 605

% 0.5% 99.5% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0% 10.2% 89.8% 100.0% 30.1% 69.9% 100.0%

N 4 774 778 10 768 778 92 686 778 244 534 778

% 0.5% 99.5% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 31.4% 68.6% 100.0%

N 3 383 386 7 379 386 57 329 386 136 250 386

% 0.8% 99.2% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 14.8% 85.2% 100.0% 35.2% 64.8% 100.0%

N 1 391 392 3 389 392 35 357 392 108 284 392

% 0.3% 99.7% 100.0% 0.8% 99.2% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 27.6% 72.4% 100.0%

N 4 774 778 10 768 778 92 686 778 244 534 778

% 0.5% 99.5% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 31.4% 68.6% 100.0%

N 3 431 434 6 428 434 54 380 434 147 287 434

% 0.7% 99.3% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0% 12.4% 87.6% 100.0% 33.9% 66.1% 100.0%

N 1 343 344 4 340 344 38 306 344 97 247 344

% 0.3% 99.7% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0% 11.0% 89.0% 100.0% 28.2% 71.8% 100.0%

N 4 774 778 10 768 778 92 686 778 244 534 778

% 0.5% 99.5% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 31.4% 68.6% 100.0%

N 0 31 31 1 30 31 5 26 31 9 22 31

% 0.0% 100.0% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0% 16.1% 83.9% 100.0% 29.0% 71.0% 100.0%

N 4 743 747 9 738 747 87 660 747 235 512 747

% 0.5% 99.5% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0% 11.6% 88.4% 100.0% 31.5% 68.5% 100.0%

N 4 774 778 10 768 778 92 686 778 244 534 778

% 0.5% 99.5% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 31.4% 68.6% 100.0%
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）
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、
意
思

該当

合計
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の
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合計

非該当
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合計

社
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の
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、
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義
務

該当

非該当

保健所・保健センター高齢者福祉施設・機関 障害者福祉施設・機関 警察署
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表２－３－12－Ｃ(6) 「虐待家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携上

の課題（幼稚園・保育園・認定こども園、教育委員会・教育相談室、その他、該当の活動

はしていない） 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 154 238 392 55 337 392 18 374 392 11 381 392

% 39.3% 60.7% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0%

N 126 260 386 58 328 386 12 374 386 12 374 386

% 32.6% 67.4% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0%

N 280 498 778 113 665 778 30 748 778 23 755 778

% 36.0% 64.0% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 99 177 276 37 239 276 11 265 276 9 267 276

% 35.9% 64.1% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0%

N 181 321 502 76 426 502 19 483 502 14 488 502

% 36.1% 63.9% 100.0% 15.1% 84.9% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0%

N 280 498 778 113 665 778 30 748 778 23 755 778

% 36.0% 64.0% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 41 50 91 11 80 91 5 86 91 3 88 91

% 45.1% 54.9% 100.0% 12.1% 87.9% 100.0% 5.5% 94.5% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0%

N 239 448 687 102 585 687 25 662 687 20 667 687

% 34.8% 65.2% 100.0% 14.8% 85.2% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 2.9% 97.1% 100.0%

N 280 498 778 113 665 778 30 748 778 23 755 778

% 36.0% 64.0% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 172 295 467 67 400 467 17 450 467 13 454 467

% 36.8% 63.2% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0%

N 108 203 311 46 265 311 13 298 311 10 301 311

% 34.7% 65.3% 100.0% 14.8% 85.2% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%

N 280 498 778 113 665 778 30 748 778 23 755 778

% 36.0% 64.0% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 33 43 76 16 60 76 5 71 76 2 74 76

% 43.4% 56.6% 100.0% 21.1% 78.9% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 247 455 702 97 605 702 25 677 702 21 681 702

% 35.2% 64.8% 100.0% 13.8% 86.2% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 280 498 778 113 665 778 30 748 778 23 755 778

% 36.0% 64.0% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 71 102 173 31 142 173 6 167 173 6 167 173

% 41.0% 59.0% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%

N 209 396 605 82 523 605 24 581 605 17 588 605

% 34.5% 65.5% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0%

N 280 498 778 113 665 778 30 748 778 23 755 778

% 36.0% 64.0% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 153 233 386 59 327 386 20 366 386 17 369 386

% 39.6% 60.4% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0% 5.2% 94.8% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0%

N 127 265 392 54 338 392 10 382 392 6 386 392

% 32.4% 67.6% 100.0% 13.8% 86.2% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 280 498 778 113 665 778 30 748 778 23 755 778

% 36.0% 64.0% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 166 268 434 63 371 434 25 409 434 12 422 434

% 38.2% 61.8% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0% 5.8% 94.2% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0%

N 114 230 344 50 294 344 5 339 344 11 333 344

% 33.1% 66.9% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%

N 280 498 778 113 665 778 30 748 778 23 755 778

% 36.0% 64.0% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 11 20 31 4 27 31 5 26 31 0 31 31

% 35.5% 64.5% 100.0% 12.9% 87.1% 100.0% 16.1% 83.9% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 269 478 747 109 638 747 25 722 747 23 724 747

% 36.0% 64.0% 100.0% 14.6% 85.4% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0%

N 280 498 778 113 665 778 30 748 778 23 755 778

% 36.0% 64.0% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%
合計
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他
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、
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非該当

幼稚園・保育園・認定子ども園 教育委員会・教育相談室 その他 該当の活動は実施していない
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表２－３－12－Ｄ(1) 「外国籍家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と 

連携上の課題（主任児童委員、民生・児童委員、PTA、母親クラブ） 

 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 91 180 271 81 190 271 14 257 271 16 255 271

% 33.6% 66.4% 100.0% 29.9% 70.1% 100.0% 5.2% 94.8% 100.0% 5.9% 94.1% 100.0%

N 72 182 254 65 189 254 13 241 254 8 246 254

% 28.3% 71.7% 100.0% 25.6% 74.4% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0%

N 163 362 525 146 379 525 27 498 525 24 501 525

% 31.0% 69.0% 100.0% 27.8% 72.2% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0%

N 68 116 184 58 126 184 13 171 184 19 165 184

% 37.0% 63.0% 100.0% 31.5% 68.5% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 10.3% 89.7% 100.0%

N 95 246 341 88 253 341 14 327 341 5 336 341

% 27.9% 72.1% 100.0% 25.8% 74.2% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 163 362 525 146 379 525 27 498 525 24 501 525

% 31.0% 69.0% 100.0% 27.8% 72.2% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0%

N 25 48 73 24 49 73 7 66 73 7 66 73

% 34.2% 65.8% 100.0% 32.9% 67.1% 100.0% 9.6% 90.4% 100.0% 9.6% 90.4% 100.0%

N 138 314 452 122 330 452 20 432 452 17 435 452

% 30.5% 69.5% 100.0% 27.0% 73.0% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0%

N 163 362 525 146 379 525 27 498 525 24 501 525

% 31.0% 69.0% 100.0% 27.8% 72.2% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0%

N 91 210 301 79 222 301 18 283 301 19 282 301

% 30.2% 69.8% 100.0% 26.2% 73.8% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0% 6.3% 93.7% 100.0%

N 72 152 224 67 157 224 9 215 224 5 219 224

% 32.1% 67.9% 100.0% 29.9% 70.1% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0%

N 163 362 525 146 379 525 27 498 525 24 501 525

% 31.0% 69.0% 100.0% 27.8% 72.2% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0%

N 20 33 53 18 35 53 5 48 53 1 52 53

% 37.7% 62.3% 100.0% 34.0% 66.0% 100.0% 9.4% 90.6% 100.0% 1.9% 98.1% 100.0%

N 143 329 472 128 344 472 22 450 472 23 449 472

% 30.3% 69.7% 100.0% 27.1% 72.9% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0% 4.9% 95.1% 100.0%

N 163 362 525 146 379 525 27 498 525 24 501 525

% 31.0% 69.0% 100.0% 27.8% 72.2% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0%

N 44 85 129 40 89 129 9 120 129 9 120 129

% 34.1% 65.9% 100.0% 31.0% 69.0% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0%

N 119 277 396 106 290 396 18 378 396 15 381 396

% 30.1% 69.9% 100.0% 26.8% 73.2% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0%

N 163 362 525 146 379 525 27 498 525 24 501 525

% 31.0% 69.0% 100.0% 27.8% 72.2% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0%

N 85 188 273 83 190 273 16 257 273 13 260 273

% 31.1% 68.9% 100.0% 30.4% 69.6% 100.0% 5.9% 94.1% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0%

N 78 174 252 63 189 252 11 241 252 11 241 252

% 31.0% 69.0% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0%

N 163 362 525 146 379 525 27 498 525 24 501 525

% 31.0% 69.0% 100.0% 27.8% 72.2% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0%

N 95 193 288 87 201 288 12 276 288 10 278 288

% 33.0% 67.0% 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%

N 68 169 237 59 178 237 15 222 237 14 223 237

% 28.7% 71.3% 100.0% 24.9% 75.1% 100.0% 6.3% 93.7% 100.0% 5.9% 94.1% 100.0%

N 163 362 525 146 379 525 27 498 525 24 501 525

% 31.0% 69.0% 100.0% 27.8% 72.2% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0%

N 2 23 25 2 23 25 1 24 25 0 25 25

% 8.0% 92.0% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 161 339 500 144 356 500 26 474 500 24 476 500

% 32.2% 67.8% 100.0% 28.8% 71.2% 100.0% 5.2% 94.8% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0%

N 163 362 525 146 379 525 27 498 525 24 501 525

% 31.0% 69.0% 100.0% 27.8% 72.2% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0%
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他
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主任児童委員 民生・児童委員 ＰＴＡ 母親クラブ
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表２－３－12－Ｄ(2) 「外国籍家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と 

連携上の課題（民間企業、小学校、中学校・高等学校、大学・短大・専門学校） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 4 267 271 155 116 271 64 207 271 4 267 271

% 1.5% 98.5% 100.0% 57.2% 42.8% 100.0% 23.6% 76.4% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 3 251 254 143 111 254 58 196 254 5 249 254

% 1.2% 98.8% 100.0% 56.3% 43.7% 100.0% 22.8% 77.2% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0%

N 7 518 525 298 227 525 122 403 525 9 516 525

% 1.3% 98.7% 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 23.2% 76.8% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 3 181 184 115 69 184 51 133 184 4 180 184

% 1.6% 98.4% 100.0% 62.5% 37.5% 100.0% 27.7% 72.3% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0%

N 4 337 341 183 158 341 71 270 341 5 336 341

% 1.2% 98.8% 100.0% 53.7% 46.3% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 7 518 525 298 227 525 122 403 525 9 516 525

% 1.3% 98.7% 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 23.2% 76.8% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 2 71 73 42 31 73 23 50 73 3 70 73

% 2.7% 97.3% 100.0% 57.5% 42.5% 100.0% 31.5% 68.5% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0%

N 5 447 452 256 196 452 99 353 452 6 446 452

% 1.1% 98.9% 100.0% 56.6% 43.4% 100.0% 21.9% 78.1% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0%

N 7 518 525 298 227 525 122 403 525 9 516 525

% 1.3% 98.7% 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 23.2% 76.8% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 4 297 301 180 121 301 71 230 301 5 296 301

% 1.3% 98.7% 100.0% 59.8% 40.2% 100.0% 23.6% 76.4% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 3 221 224 118 106 224 51 173 224 4 220 224

% 1.3% 98.7% 100.0% 52.7% 47.3% 100.0% 22.8% 77.2% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0%

N 7 518 525 298 227 525 122 403 525 9 516 525

% 1.3% 98.7% 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 23.2% 76.8% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 0 53 53 34 19 53 18 35 53 0 53 53

% 0.0% 100.0% 100.0% 64.2% 35.8% 100.0% 34.0% 66.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 7 465 472 264 208 472 104 368 472 9 463 472

% 1.5% 98.5% 100.0% 55.9% 44.1% 100.0% 22.0% 78.0% 100.0% 1.9% 98.1% 100.0%

N 7 518 525 298 227 525 122 403 525 9 516 525

% 1.3% 98.7% 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 23.2% 76.8% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 2 127 129 74 55 129 38 91 129 3 126 129

% 1.6% 98.4% 100.0% 57.4% 42.6% 100.0% 29.5% 70.5% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 5 391 396 224 172 396 84 312 396 6 390 396

% 1.3% 98.7% 100.0% 56.6% 43.4% 100.0% 21.2% 78.8% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 7 518 525 298 227 525 122 403 525 9 516 525

% 1.3% 98.7% 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 23.2% 76.8% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 6 267 273 159 114 273 68 205 273 6 267 273

% 2.2% 97.8% 100.0% 58.2% 41.8% 100.0% 24.9% 75.1% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0%

N 1 251 252 139 113 252 54 198 252 3 249 252

% 0.4% 99.6% 100.0% 55.2% 44.8% 100.0% 21.4% 78.6% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0%

N 7 518 525 298 227 525 122 403 525 9 516 525

% 1.3% 98.7% 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 23.2% 76.8% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 2 286 288 162 126 288 68 220 288 5 283 288

% 0.7% 99.3% 100.0% 56.3% 43.8% 100.0% 23.6% 76.4% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 5 232 237 136 101 237 54 183 237 4 233 237

% 2.1% 97.9% 100.0% 57.4% 42.6% 100.0% 22.8% 77.2% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 7 518 525 298 227 525 122 403 525 9 516 525

% 1.3% 98.7% 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 23.2% 76.8% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 0 25 25 9 16 25 5 20 25 1 24 25

% 0.0% 100.0% 100.0% 36.0% 64.0% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0%

N 7 493 500 289 211 500 117 383 500 8 492 500

% 1.4% 98.6% 100.0% 57.8% 42.2% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 7 518 525 298 227 525 122 403 525 9 516 525

% 1.3% 98.7% 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 23.2% 76.8% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%
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表２－３－12－Ｄ(3) 「外国籍家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携

上の課題（子育て支援センター、児童相談所、家庭児童相談室、福祉事務所/役場） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 65 206 271 26 245 271 31 240 271 60 211 271

% 24.0% 76.0% 100.0% 9.6% 90.4% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0% 22.1% 77.9% 100.0%

N 54 200 254 23 231 254 17 237 254 43 211 254

% 21.3% 78.7% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 6.7% 93.3% 100.0% 16.9% 83.1% 100.0%

N 119 406 525 49 476 525 48 477 525 103 422 525

% 22.7% 77.3% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 19.6% 80.4% 100.0%

N 45 139 184 24 160 184 25 159 184 42 142 184

% 24.5% 75.5% 100.0% 13.0% 87.0% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 22.8% 77.2% 100.0%

N 74 267 341 25 316 341 23 318 341 61 280 341

% 21.7% 78.3% 100.0% 7.3% 92.7% 100.0% 6.7% 93.3% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0%

N 119 406 525 49 476 525 48 477 525 103 422 525

% 22.7% 77.3% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 19.6% 80.4% 100.0%

N 30 43 73 12 61 73 15 58 73 30 43 73

% 41.1% 58.9% 100.0% 16.4% 83.6% 100.0% 20.5% 79.5% 100.0% 41.1% 58.9% 100.0%

N 89 363 452 37 415 452 33 419 452 73 379 452

% 19.7% 80.3% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0% 7.3% 92.7% 100.0% 16.2% 83.8% 100.0%

N 119 406 525 49 476 525 48 477 525 103 422 525

% 22.7% 77.3% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 19.6% 80.4% 100.0%

N 67 234 301 28 273 301 29 272 301 58 243 301

% 22.3% 77.7% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0% 9.6% 90.4% 100.0% 19.3% 80.7% 100.0%

N 52 172 224 21 203 224 19 205 224 45 179 224

% 23.2% 76.8% 100.0% 9.4% 90.6% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0% 20.1% 79.9% 100.0%

N 119 406 525 49 476 525 48 477 525 103 422 525

% 22.7% 77.3% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 19.6% 80.4% 100.0%

N 17 36 53 7 46 53 5 48 53 14 39 53

% 32.1% 67.9% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 9.4% 90.6% 100.0% 26.4% 73.6% 100.0%

N 102 370 472 42 430 472 43 429 472 89 383 472

% 21.6% 78.4% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 18.9% 81.1% 100.0%

N 119 406 525 49 476 525 48 477 525 103 422 525

% 22.7% 77.3% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 19.6% 80.4% 100.0%

N 39 90 129 16 113 129 11 118 129 33 96 129

% 30.2% 69.8% 100.0% 12.4% 87.6% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0% 25.6% 74.4% 100.0%

N 80 316 396 33 363 396 37 359 396 70 326 396

% 20.2% 79.8% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0% 17.7% 82.3% 100.0%

N 119 406 525 49 476 525 48 477 525 103 422 525

% 22.7% 77.3% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 19.6% 80.4% 100.0%

N 69 204 273 26 247 273 27 246 273 64 209 273

% 25.3% 74.7% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0%

N 50 202 252 23 229 252 21 231 252 39 213 252

% 19.8% 80.2% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0% 15.5% 84.5% 100.0%

N 119 406 525 49 476 525 48 477 525 103 422 525

% 22.7% 77.3% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 19.6% 80.4% 100.0%

N 77 211 288 37 251 288 31 257 288 59 229 288

% 26.7% 73.3% 100.0% 12.8% 87.2% 100.0% 10.8% 89.2% 100.0% 20.5% 79.5% 100.0%

N 42 195 237 12 225 237 17 220 237 44 193 237

% 17.7% 82.3% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0% 18.6% 81.4% 100.0%

N 119 406 525 49 476 525 48 477 525 103 422 525

% 22.7% 77.3% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 19.6% 80.4% 100.0%

N 7 18 25 4 21 25 2 23 25 4 21 25

% 28.0% 72.0% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0%

N 112 388 500 45 455 500 46 454 500 99 401 500

% 22.4% 77.6% 100.0% 9.0% 91.0% 100.0% 9.2% 90.8% 100.0% 19.8% 80.2% 100.0%

N 119 406 525 49 476 525 48 477 525 103 422 525

% 22.7% 77.3% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 19.6% 80.4% 100.0%
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児童相談所 家庭児童相談室 福祉事務所／役場子育て支援センター
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表２－３－12－Ｄ(4) 「外国籍家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携

上の課題（NPO/ボランティア団体、社会福祉協議会、保護司、町内会・自治会） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 16 255 271 29 242 271 2 269 271 21 250 271

% 5.9% 94.1% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0%

N 17 237 254 33 221 254 6 248 254 28 226 254

% 6.7% 93.3% 100.0% 13.0% 87.0% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0% 11.0% 89.0% 100.0%

N 33 492 525 62 463 525 8 517 525 49 476 525

% 6.3% 93.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0%

N 12 172 184 23 161 184 4 180 184 19 165 184

% 6.5% 93.5% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 10.3% 89.7% 100.0%

N 21 320 341 39 302 341 4 337 341 30 311 341

% 6.2% 93.8% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0% 8.8% 91.2% 100.0%

N 33 492 525 62 463 525 8 517 525 49 476 525

% 6.3% 93.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0%

N 5 68 73 11 62 73 0 73 73 6 67 73

% 6.8% 93.2% 100.0% 15.1% 84.9% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%

N 28 424 452 51 401 452 8 444 452 43 409 452

% 6.2% 93.8% 100.0% 11.3% 88.7% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0%

N 33 492 525 62 463 525 8 517 525 49 476 525

% 6.3% 93.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0%

N 16 285 301 36 265 301 3 298 301 31 270 301

% 5.3% 94.7% 100.0% 12.0% 88.0% 100.0% 1.0% 99.0% 100.0% 10.3% 89.7% 100.0%

N 17 207 224 26 198 224 5 219 224 18 206 224

% 7.6% 92.4% 100.0% 11.6% 88.4% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0%

N 33 492 525 62 463 525 8 517 525 49 476 525

% 6.3% 93.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0%

N 2 51 53 7 46 53 2 51 53 9 44 53

% 3.8% 96.2% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 17.0% 83.0% 100.0%

N 31 441 472 55 417 472 6 466 472 40 432 472

% 6.6% 93.4% 100.0% 11.7% 88.3% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0%

N 33 492 525 62 463 525 8 517 525 49 476 525

% 6.3% 93.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0%

N 13 116 129 22 107 129 1 128 129 16 113 129

% 10.1% 89.9% 100.0% 17.1% 82.9% 100.0% 0.8% 99.2% 100.0% 12.4% 87.6% 100.0%

N 20 376 396 40 356 396 7 389 396 33 363 396

% 5.1% 94.9% 100.0% 10.1% 89.9% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0%

N 33 492 525 62 463 525 8 517 525 49 476 525

% 6.3% 93.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0%

N 20 253 273 29 244 273 5 268 273 19 254 273

% 7.3% 92.7% 100.0% 10.6% 89.4% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0%

N 13 239 252 33 219 252 3 249 252 30 222 252

% 5.2% 94.8% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0%

N 33 492 525 62 463 525 8 517 525 49 476 525

% 6.3% 93.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0%

N 20 268 288 44 244 288 4 284 288 25 263 288

% 6.9% 93.1% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0% 8.7% 91.3% 100.0%

N 13 224 237 18 219 237 4 233 237 24 213 237

% 5.5% 94.5% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0% 10.1% 89.9% 100.0%

N 33 492 525 62 463 525 8 517 525 49 476 525

% 6.3% 93.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0%

N 4 21 25 4 21 25 1 24 25 3 22 25

% 16.0% 84.0% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0% 12.0% 88.0% 100.0%

N 29 471 500 58 442 500 7 493 500 46 454 500

% 5.8% 94.2% 100.0% 11.6% 88.4% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0% 9.2% 90.8% 100.0%

N 33 492 525 62 463 525 8 517 525 49 476 525

% 6.3% 93.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0%
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保護司 町内会・自治会ＮＰＯ／ボランティア団体 社会福祉協議会
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表２－３－12－Ｄ(5) 「外国籍家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携

上の課題（高齢者福祉施設・機関、障害者福祉施設・機関、警察署、保健所・保健センタ

ー） 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 1 270 271 1 270 271 6 265 271 50 221 271

% 0.4% 99.6% 100.0% 0.4% 99.6% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%

N 0 254 254 0 254 254 5 249 254 37 217 254

% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 14.6% 85.4% 100.0%

N 1 524 525 1 524 525 11 514 525 87 438 525

% 0.2% 99.8% 100.0% 0.2% 99.8% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0%

N 0 184 184 0 184 184 7 177 184 35 149 184

% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 19.0% 81.0% 100.0%

N 1 340 341 1 340 341 4 337 341 52 289 341

% 0.3% 99.7% 100.0% 0.3% 99.7% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0% 15.2% 84.8% 100.0%

N 1 524 525 1 524 525 11 514 525 87 438 525

% 0.2% 99.8% 100.0% 0.2% 99.8% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0%

N 0 73 73 1 72 73 4 69 73 16 57 73

% 0.0% 100.0% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0% 5.5% 94.5% 100.0% 21.9% 78.1% 100.0%

N 1 451 452 0 452 452 7 445 452 71 381 452

% 0.2% 99.8% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 15.7% 84.3% 100.0%

N 1 524 525 1 524 525 11 514 525 87 438 525

% 0.2% 99.8% 100.0% 0.2% 99.8% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0%

N 1 300 301 0 301 301 8 293 301 51 250 301

% 0.3% 99.7% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0% 16.9% 83.1% 100.0%

N 0 224 224 1 223 224 3 221 224 36 188 224

% 0.0% 100.0% 100.0% 0.4% 99.6% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 16.1% 83.9% 100.0%

N 1 524 525 1 524 525 11 514 525 87 438 525

% 0.2% 99.8% 100.0% 0.2% 99.8% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0%

N 0 53 53 0 53 53 3 50 53 12 41 53

% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0% 22.6% 77.4% 100.0%

N 1 471 472 1 471 472 8 464 472 75 397 472

% 0.2% 99.8% 100.0% 0.2% 99.8% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0% 15.9% 84.1% 100.0%

N 1 524 525 1 524 525 11 514 525 87 438 525

% 0.2% 99.8% 100.0% 0.2% 99.8% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0%

N 0 129 129 1 128 129 5 124 129 25 104 129

% 0.0% 100.0% 100.0% 0.8% 99.2% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 19.4% 80.6% 100.0%

N 1 395 396 0 396 396 6 390 396 62 334 396

% 0.3% 99.7% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 15.7% 84.3% 100.0%

N 1 524 525 1 524 525 11 514 525 87 438 525

% 0.2% 99.8% 100.0% 0.2% 99.8% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0%

N 0 273 273 1 272 273 6 267 273 49 224 273

% 0.0% 100.0% 100.0% 0.4% 99.6% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0%

N 1 251 252 0 252 252 5 247 252 38 214 252

% 0.4% 99.6% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 15.1% 84.9% 100.0%

N 1 524 525 1 524 525 11 514 525 87 438 525

% 0.2% 99.8% 100.0% 0.2% 99.8% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0%

N 0 288 288 1 287 288 7 281 288 51 237 288

% 0.0% 100.0% 100.0% 0.3% 99.7% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0% 17.7% 82.3% 100.0%

N 1 236 237 0 237 237 4 233 237 36 201 237

% 0.4% 99.6% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0% 15.2% 84.8% 100.0%

N 1 524 525 1 524 525 11 514 525 87 438 525

% 0.2% 99.8% 100.0% 0.2% 99.8% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0%

N 0 25 25 0 25 25 2 23 25 5 20 25

% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0%

N 1 499 500 1 499 500 9 491 500 82 418 500

% 0.2% 99.8% 100.0% 0.2% 99.8% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 16.4% 83.6% 100.0%

N 1 524 525 1 524 525 11 514 525 87 438 525

% 0.2% 99.8% 100.0% 0.2% 99.8% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0%
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保健所・保健センター高齢者福祉施設・機関 障害者福祉施設・機関 警察署
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表２－３－12－Ｄ(6) 「外国籍家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携

上の課題（幼稚園・保育園・認定こども園、教育委員会・教育相談室、その他、該当の活

動はしていない） 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 75 196 271 34 237 271 12 259 271 50 221 271

% 27.7% 72.3% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%

N 61 193 254 25 229 254 13 241 254 47 207 254

% 24.0% 76.0% 100.0% 9.8% 90.2% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%

N 136 389 525 59 466 525 25 500 525 97 428 525

% 25.9% 74.1% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%

N 56 128 184 21 163 184 10 174 184 34 150 184

% 30.4% 69.6% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%

N 80 261 341 38 303 341 15 326 341 63 278 341

% 23.5% 76.5% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%

N 136 389 525 59 466 525 25 500 525 97 428 525

% 25.9% 74.1% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%

N 30 43 73 11 62 73 5 68 73 15 58 73

% 41.1% 58.9% 100.0% 15.1% 84.9% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0% 20.5% 79.5% 100.0%

N 106 346 452 48 404 452 20 432 452 82 370 452

% 23.5% 76.5% 100.0% 10.6% 89.4% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0% 18.1% 81.9% 100.0%

N 136 389 525 59 466 525 25 500 525 97 428 525

% 25.9% 74.1% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%

N 84 217 301 32 269 301 18 283 301 50 251 301

% 27.9% 72.1% 100.0% 10.6% 89.4% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0%

N 52 172 224 27 197 224 7 217 224 47 177 224

% 23.2% 76.8% 100.0% 12.1% 87.9% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0% 21.0% 79.0% 100.0%

N 136 389 525 59 466 525 25 500 525 97 428 525

% 25.9% 74.1% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%

N 18 35 53 12 41 53 5 48 53 9 44 53

% 34.0% 66.0% 100.0% 22.6% 77.4% 100.0% 9.4% 90.6% 100.0% 17.0% 83.0% 100.0%

N 118 354 472 47 425 472 20 452 472 88 384 472

% 25.0% 75.0% 100.0% 10.0% 90.0% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 18.6% 81.4% 100.0%

N 136 389 525 59 466 525 25 500 525 97 428 525

% 25.9% 74.1% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%

N 47 82 129 22 107 129 7 122 129 23 106 129

% 36.4% 63.6% 100.0% 17.1% 82.9% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 17.8% 82.2% 100.0%

N 89 307 396 37 359 396 18 378 396 74 322 396

% 22.5% 77.5% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0% 18.7% 81.3% 100.0%

N 136 389 525 59 466 525 25 500 525 97 428 525

% 25.9% 74.1% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%

N 81 192 273 36 237 273 14 259 273 50 223 273

% 29.7% 70.3% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 18.3% 81.7% 100.0%

N 55 197 252 23 229 252 11 241 252 47 205 252

% 21.8% 78.2% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0% 18.7% 81.3% 100.0%

N 136 389 525 59 466 525 25 500 525 97 428 525

% 25.9% 74.1% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%

N 79 209 288 39 249 288 17 271 288 54 234 288

% 27.4% 72.6% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0% 5.9% 94.1% 100.0% 18.8% 81.3% 100.0%

N 57 180 237 20 217 237 8 229 237 43 194 237

% 24.1% 75.9% 100.0% 8.4% 91.6% 100.0% 3.4% 96.6% 100.0% 18.1% 81.9% 100.0%

N 136 389 525 59 466 525 25 500 525 97 428 525

% 25.9% 74.1% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%

N 4 21 25 2 23 25 6 19 25 8 17 25

% 16.0% 84.0% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0% 24.0% 76.0% 100.0% 32.0% 68.0% 100.0%

N 132 368 500 57 443 500 19 481 500 89 411 500

% 26.4% 73.6% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 17.8% 82.2% 100.0%

N 136 389 525 59 466 525 25 500 525 97 428 525

% 25.9% 74.1% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%
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幼稚園・保育園・認定子ども園 教育委員会・教育相談室 その他 該当の活動は実施していない
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表２－３－12－Ｅ(1) 「ひとり親家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と 

連携上の課題（主任児童委員、民生・児童委員、PTA、母親クラブ） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 191 289 480 204 276 480 21 459 480 27 453 480

% 39.8% 60.2% 100.0% 42.5% 57.5% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 181 322 503 180 323 503 29 474 503 25 478 503

% 36.0% 64.0% 100.0% 35.8% 64.2% 100.0% 5.8% 94.2% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0%

N 372 611 983 384 599 983 50 933 983 52 931 983

% 37.8% 62.2% 100.0% 39.1% 60.9% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0%

N 143 195 338 156 182 338 19 319 338 30 308 338

% 42.3% 57.7% 100.0% 46.2% 53.8% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0%

N 229 416 645 228 417 645 31 614 645 22 623 645

% 35.5% 64.5% 100.0% 35.3% 64.7% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 3.4% 96.6% 100.0%

N 372 611 983 384 599 983 50 933 983 52 931 983

% 37.8% 62.2% 100.0% 39.1% 60.9% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0%

N 54 71 125 56 69 125 9 116 125 15 110 125

% 43.2% 56.8% 100.0% 44.8% 55.2% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0% 12.0% 88.0% 100.0%

N 318 540 858 328 530 858 41 817 858 37 821 858

% 37.1% 62.9% 100.0% 38.2% 61.8% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0%

N 372 611 983 384 599 983 50 933 983 52 931 983

% 37.8% 62.2% 100.0% 39.1% 60.9% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0%

N 224 348 572 232 340 572 28 544 572 37 535 572

% 39.2% 60.8% 100.0% 40.6% 59.4% 100.0% 4.9% 95.1% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0%

N 148 263 411 152 259 411 22 389 411 15 396 411

% 36.0% 64.0% 100.0% 37.0% 63.0% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0%

N 372 611 983 384 599 983 50 933 983 52 931 983

% 37.8% 62.2% 100.0% 39.1% 60.9% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0%

N 39 61 100 44 56 100 9 91 100 6 94 100

% 39.0% 61.0% 100.0% 44.0% 56.0% 100.0% 9.0% 91.0% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0%

N 333 550 883 340 543 883 41 842 883 46 837 883

% 37.7% 62.3% 100.0% 38.5% 61.5% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 5.2% 94.8% 100.0%

N 372 611 983 384 599 983 50 933 983 52 931 983

% 37.8% 62.2% 100.0% 39.1% 60.9% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0%

N 86 143 229 91 138 229 14 215 229 21 208 229

% 37.6% 62.4% 100.0% 39.7% 60.3% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 9.2% 90.8% 100.0%

N 286 468 754 293 461 754 36 718 754 31 723 754

% 37.9% 62.1% 100.0% 38.9% 61.1% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0%

N 372 611 983 384 599 983 50 933 983 52 931 983

% 37.8% 62.2% 100.0% 39.1% 60.9% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0%

N 173 302 475 187 288 475 23 452 475 29 446 475

% 36.4% 63.6% 100.0% 39.4% 60.6% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0%

N 199 309 508 197 311 508 27 481 508 23 485 508

% 39.2% 60.8% 100.0% 38.8% 61.2% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0%

N 372 611 983 384 599 983 50 933 983 52 931 983

% 37.8% 62.2% 100.0% 39.1% 60.9% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0%

N 222 336 558 224 334 558 26 532 558 27 531 558

% 39.8% 60.2% 100.0% 40.1% 59.9% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0%

N 150 275 425 160 265 425 24 401 425 25 400 425

% 35.3% 64.7% 100.0% 37.6% 62.4% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0% 5.9% 94.1% 100.0%

N 372 611 983 384 599 983 50 933 983 52 931 983

% 37.8% 62.2% 100.0% 39.1% 60.9% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0%

N 9 21 30 7 23 30 1 29 30 0 30 30

% 30.0% 70.0% 100.0% 23.3% 76.7% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 363 590 953 377 576 953 49 904 953 52 901 953

% 38.1% 61.9% 100.0% 39.6% 60.4% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 5.5% 94.5% 100.0%

N 372 611 983 384 599 983 50 933 983 52 931 983

% 37.8% 62.2% 100.0% 39.1% 60.9% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0%

そ
の
他

該当

非該当

合計

合計

非該当

職
員
の
人
数
や

勤
務
体
制

該当

職
員
の

技
術
・
知
識

該当

非該当

合計

合計

非該当
行
政

（
担
当
者

）

の
理
解

該当

つ
な
ぐ
こ
と
の

で
き
る
地
域
の

社
会
資
源
・

サ
ー

ビ
ス
が
な
い

該当

非該当

合計

合計

非該当

当
事
者

（
親
・
家
族

）
の

理
解

、
意
思

該当

上
司
・
職
員
の

理
解

該当

非該当

合計

合計

非該当

当
事
者

（
子
ど
も

）
の

意
見
表
明
・
理
解

該当

社
会
資
源
と
の

情
報
共
有

、

守
秘
義
務

該当

非該当

合計

主任児童委員 民生・児童委員 ＰＴＡ 母親クラブ
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表２－３－12－Ｅ(2) 「ひとり親家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と 

連携上の課題（民間企業、小学校、中学校・高等学校、大学・短大・専門学校） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 3 477 480 320 160 480 112 368 480 11 469 480

% 0.6% 99.4% 100.0% 66.7% 33.3% 100.0% 23.3% 76.7% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 8 495 503 301 202 503 113 390 503 13 490 503

% 1.6% 98.4% 100.0% 59.8% 40.2% 100.0% 22.5% 77.5% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 11 972 983 621 362 983 225 758 983 24 959 983

% 1.1% 98.9% 100.0% 63.2% 36.8% 100.0% 22.9% 77.1% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 4 334 338 235 103 338 91 247 338 11 327 338

% 1.2% 98.8% 100.0% 69.5% 30.5% 100.0% 26.9% 73.1% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0%

N 7 638 645 386 259 645 134 511 645 13 632 645

% 1.1% 98.9% 100.0% 59.8% 40.2% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0%

N 11 972 983 621 362 983 225 758 983 24 959 983

% 1.1% 98.9% 100.0% 63.2% 36.8% 100.0% 22.9% 77.1% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 1 124 125 89 36 125 34 91 125 5 120 125

% 0.8% 99.2% 100.0% 71.2% 28.8% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0%

N 10 848 858 532 326 858 191 667 858 19 839 858

% 1.2% 98.8% 100.0% 62.0% 38.0% 100.0% 22.3% 77.7% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0%

N 11 972 983 621 362 983 225 758 983 24 959 983

% 1.1% 98.9% 100.0% 63.2% 36.8% 100.0% 22.9% 77.1% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 7 565 572 389 183 572 142 430 572 15 557 572

% 1.2% 98.8% 100.0% 68.0% 32.0% 100.0% 24.8% 75.2% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 4 407 411 232 179 411 83 328 411 9 402 411

% 1.0% 99.0% 100.0% 56.4% 43.6% 100.0% 20.2% 79.8% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0%

N 11 972 983 621 362 983 225 758 983 24 959 983

% 1.1% 98.9% 100.0% 63.2% 36.8% 100.0% 22.9% 77.1% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 0 100 100 68 32 100 25 75 100 3 97 100

% 0.0% 100.0% 100.0% 68.0% 32.0% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 11 872 883 553 330 883 200 683 883 21 862 883

% 1.2% 98.8% 100.0% 62.6% 37.4% 100.0% 22.7% 77.3% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 11 972 983 621 362 983 225 758 983 24 959 983

% 1.1% 98.9% 100.0% 63.2% 36.8% 100.0% 22.9% 77.1% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 3 226 229 142 87 229 58 171 229 12 217 229

% 1.3% 98.7% 100.0% 62.0% 38.0% 100.0% 25.3% 74.7% 100.0% 5.2% 94.8% 100.0%

N 8 746 754 479 275 754 167 587 754 12 742 754

% 1.1% 98.9% 100.0% 63.5% 36.5% 100.0% 22.1% 77.9% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 11 972 983 621 362 983 225 758 983 24 959 983

% 1.1% 98.9% 100.0% 63.2% 36.8% 100.0% 22.9% 77.1% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 7 468 475 304 171 475 104 371 475 15 460 475

% 1.5% 98.5% 100.0% 64.0% 36.0% 100.0% 21.9% 78.1% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%

N 4 504 508 317 191 508 121 387 508 9 499 508

% 0.8% 99.2% 100.0% 62.4% 37.6% 100.0% 23.8% 76.2% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0%

N 11 972 983 621 362 983 225 758 983 24 959 983

% 1.1% 98.9% 100.0% 63.2% 36.8% 100.0% 22.9% 77.1% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 5 553 558 356 202 558 134 424 558 13 545 558

% 0.9% 99.1% 100.0% 63.8% 36.2% 100.0% 24.0% 76.0% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 6 419 425 265 160 425 91 334 425 11 414 425

% 1.4% 98.6% 100.0% 62.4% 37.6% 100.0% 21.4% 78.6% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 11 972 983 621 362 983 225 758 983 24 959 983

% 1.1% 98.9% 100.0% 63.2% 36.8% 100.0% 22.9% 77.1% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 2 28 30 15 15 30 7 23 30 2 28 30

% 6.7% 93.3% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 23.3% 76.7% 100.0% 6.7% 93.3% 100.0%

N 9 944 953 606 347 953 218 735 953 22 931 953

% 0.9% 99.1% 100.0% 63.6% 36.4% 100.0% 22.9% 77.1% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 11 972 983 621 362 983 225 758 983 24 959 983

% 1.1% 98.9% 100.0% 63.2% 36.8% 100.0% 22.9% 77.1% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%
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表２－３－12－Ｅ(3) 「ひとり親家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と 

連携上の課題（子育て支援センター、児童相談所、家庭児童相談室、福祉事務所/役場） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 134 346 480 61 419 480 53 427 480 132 348 480

% 27.9% 72.1% 100.0% 12.7% 87.3% 100.0% 11.0% 89.0% 100.0% 27.5% 72.5% 100.0%

N 115 388 503 56 447 503 52 451 503 119 384 503

% 22.9% 77.1% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0% 10.3% 89.7% 100.0% 23.7% 76.3% 100.0%

N 249 734 983 117 866 983 105 878 983 251 732 983

% 25.3% 74.7% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0%

N 102 236 338 50 288 338 48 290 338 95 243 338

% 30.2% 69.8% 100.0% 14.8% 85.2% 100.0% 14.2% 85.8% 100.0% 28.1% 71.9% 100.0%

N 147 498 645 67 578 645 57 588 645 156 489 645

% 22.8% 77.2% 100.0% 10.4% 89.6% 100.0% 8.8% 91.2% 100.0% 24.2% 75.8% 100.0%

N 249 734 983 117 866 983 105 878 983 251 732 983

% 25.3% 74.7% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0%

N 38 87 125 16 109 125 17 108 125 41 84 125

% 30.4% 69.6% 100.0% 12.8% 87.2% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 32.8% 67.2% 100.0%

N 211 647 858 101 757 858 88 770 858 210 648 858

% 24.6% 75.4% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 10.3% 89.7% 100.0% 24.5% 75.5% 100.0%

N 249 734 983 117 866 983 105 878 983 251 732 983

% 25.3% 74.7% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0%

N 156 416 572 72 500 572 69 503 572 147 425 572

% 27.3% 72.7% 100.0% 12.6% 87.4% 100.0% 12.1% 87.9% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0%

N 93 318 411 45 366 411 36 375 411 104 307 411

% 22.6% 77.4% 100.0% 10.9% 89.1% 100.0% 8.8% 91.2% 100.0% 25.3% 74.7% 100.0%

N 249 734 983 117 866 983 105 878 983 251 732 983

% 25.3% 74.7% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0%

N 30 70 100 17 83 100 12 88 100 33 67 100

% 30.0% 70.0% 100.0% 17.0% 83.0% 100.0% 12.0% 88.0% 100.0% 33.0% 67.0% 100.0%

N 219 664 883 100 783 883 93 790 883 218 665 883

% 24.8% 75.2% 100.0% 11.3% 88.7% 100.0% 10.5% 89.5% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0%

N 249 734 983 117 866 983 105 878 983 251 732 983

% 25.3% 74.7% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0%

N 65 164 229 26 203 229 30 199 229 65 164 229

% 28.4% 71.6% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0% 28.4% 71.6% 100.0%

N 184 570 754 91 663 754 75 679 754 186 568 754

% 24.4% 75.6% 100.0% 12.1% 87.9% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0%

N 249 734 983 117 866 983 105 878 983 251 732 983

% 25.3% 74.7% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0%

N 126 349 475 59 416 475 50 425 475 150 325 475

% 26.5% 73.5% 100.0% 12.4% 87.6% 100.0% 10.5% 89.5% 100.0% 31.6% 68.4% 100.0%

N 123 385 508 58 450 508 55 453 508 101 407 508

% 24.2% 75.8% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0% 10.8% 89.2% 100.0% 19.9% 80.1% 100.0%

N 249 734 983 117 866 983 105 878 983 251 732 983

% 25.3% 74.7% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0%

N 143 415 558 67 491 558 64 494 558 149 409 558

% 25.6% 74.4% 100.0% 12.0% 88.0% 100.0% 11.5% 88.5% 100.0% 26.7% 73.3% 100.0%

N 106 319 425 50 375 425 41 384 425 102 323 425

% 24.9% 75.1% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 9.6% 90.4% 100.0% 24.0% 76.0% 100.0%

N 249 734 983 117 866 983 105 878 983 251 732 983

% 25.3% 74.7% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0%

N 9 21 30 4 26 30 4 26 30 12 18 30

% 30.0% 70.0% 100.0% 13.3% 86.7% 100.0% 13.3% 86.7% 100.0% 40.0% 60.0% 100.0%

N 240 713 953 113 840 953 101 852 953 239 714 953

% 25.2% 74.8% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 10.6% 89.4% 100.0% 25.1% 74.9% 100.0%

N 249 734 983 117 866 983 105 878 983 251 732 983

% 25.3% 74.7% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0%
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児童相談所 家庭児童相談室 福祉事務所／役場子育て支援センター
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表２－３－12－Ｅ(4) 「ひとり親家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と 

連携上の課題（NPO/ボランティア団体、社会福祉協議会、保護司、町内会・自治会） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 31 449 480 85 395 480 7 473 480 46 434 480

% 6.5% 93.5% 100.0% 17.7% 82.3% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 9.6% 90.4% 100.0%

N 34 469 503 65 438 503 13 490 503 51 452 503

% 6.8% 93.2% 100.0% 12.9% 87.1% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0% 10.1% 89.9% 100.0%

N 65 918 983 150 833 983 20 963 983 97 886 983

% 6.6% 93.4% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0%

N 30 308 338 63 275 338 8 330 338 43 295 338

% 8.9% 91.1% 100.0% 18.6% 81.4% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0% 12.7% 87.3% 100.0%

N 35 610 645 87 558 645 12 633 645 54 591 645

% 5.4% 94.6% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0% 1.9% 98.1% 100.0% 8.4% 91.6% 100.0%

N 65 918 983 150 833 983 20 963 983 97 886 983

% 6.6% 93.4% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0%

N 10 115 125 27 98 125 1 124 125 16 109 125

% 8.0% 92.0% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0% 0.8% 99.2% 100.0% 12.8% 87.2% 100.0%

N 55 803 858 123 735 858 19 839 858 81 777 858

% 6.4% 93.6% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 9.4% 90.6% 100.0%

N 65 918 983 150 833 983 20 963 983 97 886 983

% 6.6% 93.4% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0%

N 42 530 572 95 477 572 9 563 572 68 504 572

% 7.3% 92.7% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0%

N 23 388 411 55 356 411 11 400 411 29 382 411

% 5.6% 94.4% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0%

N 65 918 983 150 833 983 20 963 983 97 886 983

% 6.6% 93.4% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0%

N 6 94 100 18 82 100 2 98 100 13 87 100

% 6.0% 94.0% 100.0% 18.0% 82.0% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 13.0% 87.0% 100.0%

N 59 824 883 132 751 883 18 865 883 84 799 883

% 6.7% 93.3% 100.0% 14.9% 85.1% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0%

N 65 918 983 150 833 983 20 963 983 97 886 983

% 6.6% 93.4% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0%

N 18 211 229 40 189 229 4 225 229 32 197 229

% 7.9% 92.1% 100.0% 17.5% 82.5% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0%

N 47 707 754 110 644 754 16 738 754 65 689 754

% 6.2% 93.8% 100.0% 14.6% 85.4% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%

N 65 918 983 150 833 983 20 963 983 97 886 983

% 6.6% 93.4% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0%

N 31 444 475 72 403 475 10 465 475 47 428 475

% 6.5% 93.5% 100.0% 15.2% 84.8% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0%

N 34 474 508 78 430 508 10 498 508 50 458 508

% 6.7% 93.3% 100.0% 15.4% 84.6% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 9.8% 90.2% 100.0%

N 65 918 983 150 833 983 20 963 983 97 886 983

% 6.6% 93.4% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0%

N 43 515 558 95 463 558 8 550 558 55 503 558

% 7.7% 92.3% 100.0% 17.0% 83.0% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0%

N 22 403 425 55 370 425 12 413 425 42 383 425

% 5.2% 94.8% 100.0% 12.9% 87.1% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0%

N 65 918 983 150 833 983 20 963 983 97 886 983

% 6.6% 93.4% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0%

N 3 27 30 7 23 30 4 26 30 4 26 30

% 10.0% 90.0% 100.0% 23.3% 76.7% 100.0% 13.3% 86.7% 100.0% 13.3% 86.7% 100.0%

N 62 891 953 143 810 953 16 937 953 93 860 953

% 6.5% 93.5% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0% 9.8% 90.2% 100.0%

N 65 918 983 150 833 983 20 963 983 97 886 983

% 6.6% 93.4% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0%
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保護司 町内会・自治会ＮＰＯ／ボランティア団体 社会福祉協議会
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表２－３－12－Ｅ(5)「ひとり親家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携

上の課題（高齢者福祉施設・機関、障害者福祉施設・機関、警察署、保健所・保健ｾﾝﾀｰ） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 5 475 480 5 475 480 12 468 480 89 391 480

% 1.0% 99.0% 100.0% 1.0% 99.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%

N 3 500 503 2 501 503 9 494 503 63 440 503

% 0.6% 99.4% 100.0% 0.4% 99.6% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 8 975 983 7 976 983 21 962 983 152 831 983

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 15.5% 84.5% 100.0%

N 2 336 338 4 334 338 11 327 338 65 273 338

% 0.6% 99.4% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 19.2% 80.8% 100.0%

N 6 639 645 3 642 645 10 635 645 87 558 645

% 0.9% 99.1% 100.0% 0.5% 99.5% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0%

N 8 975 983 7 976 983 21 962 983 152 831 983

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 15.5% 84.5% 100.0%

N 2 123 125 4 121 125 5 120 125 27 98 125

% 1.6% 98.4% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0% 4.0% 96.0% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0%

N 6 852 858 3 855 858 16 842 858 125 733 858

% 0.7% 99.3% 100.0% 0.3% 99.7% 100.0% 1.9% 98.1% 100.0% 14.6% 85.4% 100.0%

N 8 975 983 7 976 983 21 962 983 152 831 983

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 15.5% 84.5% 100.0%

N 7 565 572 4 568 572 17 555 572 89 483 572

% 1.2% 98.8% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0% 15.6% 84.4% 100.0%

N 1 410 411 3 408 411 4 407 411 63 348 411

% 0.2% 99.8% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 1.0% 99.0% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0%

N 8 975 983 7 976 983 21 962 983 152 831 983

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 15.5% 84.5% 100.0%

N 2 98 100 0 100 100 6 94 100 18 82 100

% 2.0% 98.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0% 18.0% 82.0% 100.0%

N 6 877 883 7 876 883 15 868 883 134 749 883

% 0.7% 99.3% 100.0% 0.8% 99.2% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0% 15.2% 84.8% 100.0%

N 8 975 983 7 976 983 21 962 983 152 831 983

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 15.5% 84.5% 100.0%

N 3 226 229 4 225 229 10 219 229 43 186 229

% 1.3% 98.7% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0% 18.8% 81.2% 100.0%

N 5 749 754 3 751 754 11 743 754 109 645 754

% 0.7% 99.3% 100.0% 0.4% 99.6% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0%

N 8 975 983 7 976 983 21 962 983 152 831 983

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 15.5% 84.5% 100.0%

N 4 471 475 5 470 475 12 463 475 87 388 475

% 0.8% 99.2% 100.0% 1.1% 98.9% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 18.3% 81.7% 100.0%

N 4 504 508 2 506 508 9 499 508 65 443 508

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.4% 99.6% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 12.8% 87.2% 100.0%

N 8 975 983 7 976 983 21 962 983 152 831 983

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 15.5% 84.5% 100.0%

N 5 553 558 5 553 558 11 547 558 93 465 558

% 0.9% 99.1% 100.0% 0.9% 99.1% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0%

N 3 422 425 2 423 425 10 415 425 59 366 425

% 0.7% 99.3% 100.0% 0.5% 99.5% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0% 13.9% 86.1% 100.0%

N 8 975 983 7 976 983 21 962 983 152 831 983

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 15.5% 84.5% 100.0%

N 0 30 30 1 29 30 1 29 30 5 25 30

% 0.0% 100.0% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0%

N 8 945 953 6 947 953 20 933 953 147 806 953

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.6% 99.4% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 15.4% 84.6% 100.0%

N 8 975 983 7 976 983 21 962 983 152 831 983

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 15.5% 84.5% 100.0%
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保健所・保健センター高齢者福祉施設・機関 障害者福祉施設・機関 警察署
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表２－３－12－Ｅ(6) 「ひとり親家庭」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連

携上の課題（幼稚園・保育園・認定こども園、教育委員会・教育相談室、その他、該当の

活動はしていない） 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 148 332 480 44 436 480 17 463 480 56 424 480

% 30.8% 69.2% 100.0% 9.2% 90.8% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0% 11.7% 88.3% 100.0%

N 112 391 503 59 444 503 19 484 503 67 436 503

% 22.3% 77.7% 100.0% 11.7% 88.3% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 13.3% 86.7% 100.0%

N 260 723 983 103 880 983 36 947 983 123 860 983

% 26.4% 73.6% 100.0% 10.5% 89.5% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 110 228 338 32 306 338 13 325 338 40 298 338

% 32.5% 67.5% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0%

N 150 495 645 71 574 645 23 622 645 83 562 645

% 23.3% 76.7% 100.0% 11.0% 89.0% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 12.9% 87.1% 100.0%

N 260 723 983 103 880 983 36 947 983 123 860 983

% 26.4% 73.6% 100.0% 10.5% 89.5% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 38 87 125 11 114 125 4 121 125 16 109 125

% 30.4% 69.6% 100.0% 8.8% 91.2% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0% 12.8% 87.2% 100.0%

N 222 636 858 92 766 858 32 826 858 107 751 858

% 25.9% 74.1% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 260 723 983 103 880 983 36 947 983 123 860 983

% 26.4% 73.6% 100.0% 10.5% 89.5% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 166 406 572 63 509 572 21 551 572 58 514 572

% 29.0% 71.0% 100.0% 11.0% 89.0% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 10.1% 89.9% 100.0%

N 94 317 411 40 371 411 15 396 411 65 346 411

% 22.9% 77.1% 100.0% 9.7% 90.3% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 15.8% 84.2% 100.0%

N 260 723 983 103 880 983 36 947 983 123 860 983

% 26.4% 73.6% 100.0% 10.5% 89.5% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 28 72 100 17 83 100 6 94 100 11 89 100

% 28.0% 72.0% 100.0% 17.0% 83.0% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0% 11.0% 89.0% 100.0%

N 232 651 883 86 797 883 30 853 883 112 771 883

% 26.3% 73.7% 100.0% 9.7% 90.3% 100.0% 3.4% 96.6% 100.0% 12.7% 87.3% 100.0%

N 260 723 983 103 880 983 36 947 983 123 860 983

% 26.4% 73.6% 100.0% 10.5% 89.5% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 70 159 229 33 196 229 8 221 229 36 193 229

% 30.6% 69.4% 100.0% 14.4% 85.6% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0% 15.7% 84.3% 100.0%

N 190 564 754 70 684 754 28 726 754 87 667 754

% 25.2% 74.8% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 11.5% 88.5% 100.0%

N 260 723 983 103 880 983 36 947 983 123 860 983

% 26.4% 73.6% 100.0% 10.5% 89.5% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 141 334 475 50 425 475 22 453 475 57 418 475

% 29.7% 70.3% 100.0% 10.5% 89.5% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 12.0% 88.0% 100.0%

N 119 389 508 53 455 508 14 494 508 66 442 508

% 23.4% 76.6% 100.0% 10.4% 89.6% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 13.0% 87.0% 100.0%

N 260 723 983 103 880 983 36 947 983 123 860 983

% 26.4% 73.6% 100.0% 10.5% 89.5% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 151 407 558 64 494 558 27 531 558 67 491 558

% 27.1% 72.9% 100.0% 11.5% 88.5% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 12.0% 88.0% 100.0%

N 109 316 425 39 386 425 9 416 425 56 369 425

% 25.6% 74.4% 100.0% 9.2% 90.8% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0%

N 260 723 983 103 880 983 36 947 983 123 860 983

% 26.4% 73.6% 100.0% 10.5% 89.5% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 8 22 30 4 26 30 6 24 30 5 25 30

% 26.7% 73.3% 100.0% 13.3% 86.7% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0%

N 252 701 953 99 854 953 30 923 953 118 835 953

% 26.4% 73.6% 100.0% 10.4% 89.6% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0% 12.4% 87.6% 100.0%

N 260 723 983 103 880 983 36 947 983 123 860 983

% 26.4% 73.6% 100.0% 10.5% 89.5% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%
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幼稚園・保育園・認定子ども園 教育委員会・教育相談室 その他 該当の活動は実施していない
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表２－３－12－Ｆ(1) 「不登校の子ども」への活動に係る各社会資源との連携の有無と

連携上の課題（主任児童委員、民生・児童委員、PTA、母親クラブ） 

 

  

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 111 207 318 99 219 318 16 302 318 12 306 318

% 34.9% 65.1% 100.0% 31.1% 68.9% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0%

N 93 195 288 75 213 288 16 272 288 4 284 288

% 32.3% 67.7% 100.0% 26.0% 74.0% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0%

N 204 402 606 174 432 606 32 574 606 16 590 606

% 33.7% 66.3% 100.0% 28.7% 71.3% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 82 123 205 73 132 205 11 194 205 13 192 205

% 40.0% 60.0% 100.0% 35.6% 64.4% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 6.3% 93.7% 100.0%

N 122 279 401 101 300 401 21 380 401 3 398 401

% 30.4% 69.6% 100.0% 25.2% 74.8% 100.0% 5.2% 94.8% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0%

N 204 402 606 174 432 606 32 574 606 16 590 606

% 33.7% 66.3% 100.0% 28.7% 71.3% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 25 49 74 27 47 74 4 70 74 6 68 74

% 33.8% 66.2% 100.0% 36.5% 63.5% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 179 353 532 147 385 532 28 504 532 10 522 532

% 33.6% 66.4% 100.0% 27.6% 72.4% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 1.9% 98.1% 100.0%

N 204 402 606 174 432 606 32 574 606 16 590 606

% 33.7% 66.3% 100.0% 28.7% 71.3% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 110 229 339 91 248 339 19 320 339 12 327 339

% 32.4% 67.6% 100.0% 26.8% 73.2% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%

N 94 173 267 83 184 267 13 254 267 4 263 267

% 35.2% 64.8% 100.0% 31.1% 68.9% 100.0% 4.9% 95.1% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 204 402 606 174 432 606 32 574 606 16 590 606

% 33.7% 66.3% 100.0% 28.7% 71.3% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 22 43 65 21 44 65 5 60 65 2 63 65

% 33.8% 66.2% 100.0% 32.3% 67.7% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0%

N 182 359 541 153 388 541 27 514 541 14 527 541

% 33.6% 66.4% 100.0% 28.3% 71.7% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 204 402 606 174 432 606 32 574 606 16 590 606

% 33.7% 66.3% 100.0% 28.7% 71.3% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 59 86 145 55 90 145 11 134 145 8 137 145

% 40.7% 59.3% 100.0% 37.9% 62.1% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0% 5.5% 94.5% 100.0%

N 145 316 461 119 342 461 21 440 461 8 453 461

% 31.5% 68.5% 100.0% 25.8% 74.2% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 204 402 606 174 432 606 32 574 606 16 590 606

% 33.7% 66.3% 100.0% 28.7% 71.3% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 95 181 276 90 186 276 12 264 276 7 269 276

% 34.4% 65.6% 100.0% 32.6% 67.4% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0%

N 109 221 330 84 246 330 20 310 330 9 321 330

% 33.0% 67.0% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 204 402 606 174 432 606 32 574 606 16 590 606

% 33.7% 66.3% 100.0% 28.7% 71.3% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 129 210 339 108 231 339 20 319 339 8 331 339

% 38.1% 61.9% 100.0% 31.9% 68.1% 100.0% 5.9% 94.1% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 75 192 267 66 201 267 12 255 267 8 259 267

% 28.1% 71.9% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0%

N 204 402 606 174 432 606 32 574 606 16 590 606

% 33.7% 66.3% 100.0% 28.7% 71.3% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%

N 8 20 28 5 23 28 1 27 28 0 28 28

% 28.6% 71.4% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 196 382 578 169 409 578 31 547 578 16 562 578

% 33.9% 66.1% 100.0% 29.2% 70.8% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0%

N 204 402 606 174 432 606 32 574 606 16 590 606

% 33.7% 66.3% 100.0% 28.7% 71.3% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0%
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主任児童委員 民生・児童委員 ＰＴＡ 母親クラブ
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表２－３－12－Ｆ(2) 「不登校の子ども」への活動に係る各社会資源との連携の有無と

連携上の課題（民間企業、小学校、中学校・高等学校、大学・短大・専門学校） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 3 315 318 231 87 318 158 160 318 6 312 318

% 0.9% 99.1% 100.0% 72.6% 27.4% 100.0% 49.7% 50.3% 100.0% 1.9% 98.1% 100.0%

N 4 284 288 203 85 288 146 142 288 8 280 288

% 1.4% 98.6% 100.0% 70.5% 29.5% 100.0% 50.7% 49.3% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0%

N 7 599 606 434 172 606 304 302 606 14 592 606

% 1.2% 98.8% 100.0% 71.6% 28.4% 100.0% 50.2% 49.8% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 3 202 205 153 52 205 101 104 205 7 198 205

% 1.5% 98.5% 100.0% 74.6% 25.4% 100.0% 49.3% 50.7% 100.0% 3.4% 96.6% 100.0%

N 4 397 401 281 120 401 203 198 401 7 394 401

% 1.0% 99.0% 100.0% 70.1% 29.9% 100.0% 50.6% 49.4% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 7 599 606 434 172 606 304 302 606 14 592 606

% 1.2% 98.8% 100.0% 71.6% 28.4% 100.0% 50.2% 49.8% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 1 73 74 57 17 74 36 38 74 2 72 74

% 1.4% 98.6% 100.0% 77.0% 23.0% 100.0% 48.6% 51.4% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 6 526 532 377 155 532 268 264 532 12 520 532

% 1.1% 98.9% 100.0% 70.9% 29.1% 100.0% 50.4% 49.6% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 7 599 606 434 172 606 304 302 606 14 592 606

% 1.2% 98.8% 100.0% 71.6% 28.4% 100.0% 50.2% 49.8% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 6 333 339 255 84 339 165 174 339 9 330 339

% 1.8% 98.2% 100.0% 75.2% 24.8% 100.0% 48.7% 51.3% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 1 266 267 179 88 267 139 128 267 5 262 267

% 0.4% 99.6% 100.0% 67.0% 33.0% 100.0% 52.1% 47.9% 100.0% 1.9% 98.1% 100.0%

N 7 599 606 434 172 606 304 302 606 14 592 606

% 1.2% 98.8% 100.0% 71.6% 28.4% 100.0% 50.2% 49.8% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 0 65 65 50 15 65 30 35 65 2 63 65

% 0.0% 100.0% 100.0% 76.9% 23.1% 100.0% 46.2% 53.8% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0%

N 7 534 541 384 157 541 274 267 541 12 529 541

% 1.3% 98.7% 100.0% 71.0% 29.0% 100.0% 50.6% 49.4% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0%

N 7 599 606 434 172 606 304 302 606 14 592 606

% 1.2% 98.8% 100.0% 71.6% 28.4% 100.0% 50.2% 49.8% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 3 142 145 110 35 145 73 72 145 7 138 145

% 2.1% 97.9% 100.0% 75.9% 24.1% 100.0% 50.3% 49.7% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0%

N 4 457 461 324 137 461 231 230 461 7 454 461

% 0.9% 99.1% 100.0% 70.3% 29.7% 100.0% 50.1% 49.9% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 7 599 606 434 172 606 304 302 606 14 592 606

% 1.2% 98.8% 100.0% 71.6% 28.4% 100.0% 50.2% 49.8% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 3 273 276 197 79 276 148 128 276 9 267 276

% 1.1% 98.9% 100.0% 71.4% 28.6% 100.0% 53.6% 46.4% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0%

N 4 326 330 237 93 330 156 174 330 5 325 330

% 1.2% 98.8% 100.0% 71.8% 28.2% 100.0% 47.3% 52.7% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 7 599 606 434 172 606 304 302 606 14 592 606

% 1.2% 98.8% 100.0% 71.6% 28.4% 100.0% 50.2% 49.8% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 5 334 339 247 92 339 180 159 339 9 330 339

% 1.5% 98.5% 100.0% 72.9% 27.1% 100.0% 53.1% 46.9% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0%

N 2 265 267 187 80 267 124 143 267 5 262 267

% 0.7% 99.3% 100.0% 70.0% 30.0% 100.0% 46.4% 53.6% 100.0% 1.9% 98.1% 100.0%

N 7 599 606 434 172 606 304 302 606 14 592 606

% 1.2% 98.8% 100.0% 71.6% 28.4% 100.0% 50.2% 49.8% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 1 27 28 16 12 28 15 13 28 2 26 28

% 3.6% 96.4% 100.0% 57.1% 42.9% 100.0% 53.6% 46.4% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0%

N 6 572 578 418 160 578 289 289 578 12 566 578

% 1.0% 99.0% 100.0% 72.3% 27.7% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0%

N 7 599 606 434 172 606 304 302 606 14 592 606

% 1.2% 98.8% 100.0% 71.6% 28.4% 100.0% 50.2% 49.8% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%
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表２－３－12－Ｆ(3) 「不登校の子ども」への活動に係る各社会資源との連携の有無と

連携上の課題（子育て支援センター、児童相談所、家庭児童相談室、福祉事務所/役場） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 64 254 318 51 267 318 40 278 318 57 261 318

% 20.1% 79.9% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0% 12.6% 87.4% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0%

N 50 238 288 40 248 288 32 256 288 34 254 288

% 17.4% 82.6% 100.0% 13.9% 86.1% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0%

N 114 492 606 91 515 606 72 534 606 91 515 606

% 18.8% 81.2% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0%

N 41 164 205 36 169 205 31 174 205 41 164 205

% 20.0% 80.0% 100.0% 17.6% 82.4% 100.0% 15.1% 84.9% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0%

N 73 328 401 55 346 401 41 360 401 50 351 401

% 18.2% 81.8% 100.0% 13.7% 86.3% 100.0% 10.2% 89.8% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 114 492 606 91 515 606 72 534 606 91 515 606

% 18.8% 81.2% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0%

N 19 55 74 19 55 74 14 60 74 27 47 74

% 25.7% 74.3% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0% 18.9% 81.1% 100.0% 36.5% 63.5% 100.0%

N 95 437 532 72 460 532 58 474 532 64 468 532

% 17.9% 82.1% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0% 10.9% 89.1% 100.0% 12.0% 88.0% 100.0%

N 114 492 606 91 515 606 72 534 606 91 515 606

% 18.8% 81.2% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0%

N 63 276 339 49 290 339 40 299 339 54 285 339

% 18.6% 81.4% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 15.9% 84.1% 100.0%

N 51 216 267 42 225 267 32 235 267 37 230 267

% 19.1% 80.9% 100.0% 15.7% 84.3% 100.0% 12.0% 88.0% 100.0% 13.9% 86.1% 100.0%

N 114 492 606 91 515 606 72 534 606 91 515 606

% 18.8% 81.2% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0%

N 16 49 65 11 54 65 8 57 65 13 52 65

% 24.6% 75.4% 100.0% 16.9% 83.1% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0%

N 98 443 541 80 461 541 64 477 541 78 463 541

% 18.1% 81.9% 100.0% 14.8% 85.2% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 14.4% 85.6% 100.0%

N 114 492 606 91 515 606 72 534 606 91 515 606

% 18.8% 81.2% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0%

N 35 110 145 26 119 145 18 127 145 30 115 145

% 24.1% 75.9% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0% 12.4% 87.6% 100.0% 20.7% 79.3% 100.0%

N 79 382 461 65 396 461 54 407 461 61 400 461

% 17.1% 82.9% 100.0% 14.1% 85.9% 100.0% 11.7% 88.3% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0%

N 114 492 606 91 515 606 72 534 606 91 515 606

% 18.8% 81.2% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0%

N 64 212 276 47 229 276 32 244 276 54 222 276

% 23.2% 76.8% 100.0% 17.0% 83.0% 100.0% 11.6% 88.4% 100.0% 19.6% 80.4% 100.0%

N 50 280 330 44 286 330 40 290 330 37 293 330

% 15.2% 84.8% 100.0% 13.3% 86.7% 100.0% 12.1% 87.9% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0%

N 114 492 606 91 515 606 72 534 606 91 515 606

% 18.8% 81.2% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0%

N 66 273 339 58 281 339 45 294 339 60 279 339

% 19.5% 80.5% 100.0% 17.1% 82.9% 100.0% 13.3% 86.7% 100.0% 17.7% 82.3% 100.0%

N 48 219 267 33 234 267 27 240 267 31 236 267

% 18.0% 82.0% 100.0% 12.4% 87.6% 100.0% 10.1% 89.9% 100.0% 11.6% 88.4% 100.0%

N 114 492 606 91 515 606 72 534 606 91 515 606

% 18.8% 81.2% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0%

N 6 22 28 5 23 28 4 24 28 4 24 28

% 21.4% 78.6% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0%

N 108 470 578 86 492 578 68 510 578 87 491 578

% 18.7% 81.3% 100.0% 14.9% 85.1% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 15.1% 84.9% 100.0%

N 114 492 606 91 515 606 72 534 606 91 515 606

% 18.8% 81.2% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0%
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の
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非該当

児童相談所 家庭児童相談室 福祉事務所／役場子育て支援センター
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表２－３－12－Ｆ(4)  「不登校の子ども」への活動に係る各社会資源との連携の有無

と連携上の課題（NPO/ボランティア団体、社会福祉協議会、保護司、町内会・自治会） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 15 303 318 27 291 318 10 308 318 29 289 318

% 4.7% 95.3% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0%

N 17 271 288 27 261 288 7 281 288 22 266 288

% 5.9% 94.1% 100.0% 9.4% 90.6% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 32 574 606 54 552 606 17 589 606 51 555 606

% 5.3% 94.7% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 8.4% 91.6% 100.0%

N 14 191 205 22 183 205 8 197 205 23 182 205

% 6.8% 93.2% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0%

N 18 383 401 32 369 401 9 392 401 28 373 401

% 4.5% 95.5% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0%

N 32 574 606 54 552 606 17 589 606 51 555 606

% 5.3% 94.7% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 8.4% 91.6% 100.0%

N 6 68 74 14 60 74 2 72 74 10 64 74

% 8.1% 91.9% 100.0% 18.9% 81.1% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0%

N 26 506 532 40 492 532 15 517 532 41 491 532

% 4.9% 95.1% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0%

N 32 574 606 54 552 606 17 589 606 51 555 606

% 5.3% 94.7% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 8.4% 91.6% 100.0%

N 15 324 339 33 306 339 8 331 339 29 310 339

% 4.4% 95.6% 100.0% 9.7% 90.3% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%

N 17 250 267 21 246 267 9 258 267 22 245 267

% 6.4% 93.6% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 3.4% 96.6% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%

N 32 574 606 54 552 606 17 589 606 51 555 606

% 5.3% 94.7% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 8.4% 91.6% 100.0%

N 5 60 65 5 60 65 1 64 65 7 58 65

% 7.7% 92.3% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 10.8% 89.2% 100.0%

N 27 514 541 49 492 541 16 525 541 44 497 541

% 5.0% 95.0% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 32 574 606 54 552 606 17 589 606 51 555 606

% 5.3% 94.7% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 8.4% 91.6% 100.0%

N 11 134 145 20 125 145 5 140 145 18 127 145

% 7.6% 92.4% 100.0% 13.8% 86.2% 100.0% 3.4% 96.6% 100.0% 12.4% 87.6% 100.0%

N 21 440 461 34 427 461 12 449 461 33 428 461

% 4.6% 95.4% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%

N 32 574 606 54 552 606 17 589 606 51 555 606

% 5.3% 94.7% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 8.4% 91.6% 100.0%

N 20 256 276 21 255 276 9 267 276 26 250 276

% 7.2% 92.8% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 9.4% 90.6% 100.0%

N 12 318 330 33 297 330 8 322 330 25 305 330

% 3.6% 96.4% 100.0% 10.0% 90.0% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 32 574 606 54 552 606 17 589 606 51 555 606

% 5.3% 94.7% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 8.4% 91.6% 100.0%

N 20 319 339 35 304 339 9 330 339 30 309 339

% 5.9% 94.1% 100.0% 10.3% 89.7% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0% 8.8% 91.2% 100.0%

N 12 255 267 19 248 267 8 259 267 21 246 267

% 4.5% 95.5% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0%

N 32 574 606 54 552 606 17 589 606 51 555 606

% 5.3% 94.7% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 8.4% 91.6% 100.0%

N 1 27 28 4 24 28 1 27 28 4 24 28

% 3.6% 96.4% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0%

N 31 547 578 50 528 578 16 562 578 47 531 578

% 5.4% 94.6% 100.0% 8.7% 91.3% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 32 574 606 54 552 606 17 589 606 51 555 606

% 5.3% 94.7% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 8.4% 91.6% 100.0%
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と
の
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該当
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保護司 町内会・自治会ＮＰＯ／ボランティア団体 社会福祉協議会
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表２－３－12－Ｆ(5) 「不登校の子ども」への活動に係る各社会資源との連携の有無と

連携上の課題

（高齢者福祉施設・機関、障害者福祉施設・機関、警察署、保健所・保健センター） 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 3 315 318 3 315 318 16 302 318 31 287 318

% 0.9% 99.1% 100.0% 0.9% 99.1% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0% 9.7% 90.3% 100.0%

N 2 286 288 1 287 288 7 281 288 18 270 288

% 0.7% 99.3% 100.0% 0.3% 99.7% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0% 6.3% 93.8% 100.0%

N 5 601 606 4 602 606 23 583 606 49 557 606

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 2 203 205 2 203 205 13 192 205 25 180 205

% 1.0% 99.0% 100.0% 1.0% 99.0% 100.0% 6.3% 93.7% 100.0% 12.2% 87.8% 100.0%

N 3 398 401 2 399 401 10 391 401 24 377 401

% 0.7% 99.3% 100.0% 0.5% 99.5% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0%

N 5 601 606 4 602 606 23 583 606 49 557 606

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 1 73 74 2 72 74 6 68 74 10 64 74

% 1.4% 98.6% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0%

N 4 528 532 2 530 532 17 515 532 39 493 532

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.4% 99.6% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0% 7.3% 92.7% 100.0%

N 5 601 606 4 602 606 23 583 606 49 557 606

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 3 336 339 2 337 339 19 320 339 28 311 339

% 0.9% 99.1% 100.0% 0.6% 99.4% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0%

N 2 265 267 2 265 267 4 263 267 21 246 267

% 0.7% 99.3% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0%

N 5 601 606 4 602 606 23 583 606 49 557 606

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 1 64 65 1 64 65 5 60 65 10 55 65

% 1.5% 98.5% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0% 15.4% 84.6% 100.0%

N 4 537 541 3 538 541 18 523 541 39 502 541

% 0.7% 99.3% 100.0% 0.6% 99.4% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%

N 5 601 606 4 602 606 23 583 606 49 557 606

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 3 142 145 4 141 145 8 137 145 17 128 145

% 2.1% 97.9% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 5.5% 94.5% 100.0% 11.7% 88.3% 100.0%

N 2 459 461 0 461 461 15 446 461 32 429 461

% 0.4% 99.6% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0%

N 5 601 606 4 602 606 23 583 606 49 557 606

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 3 273 276 3 273 276 10 266 276 28 248 276

% 1.1% 98.9% 100.0% 1.1% 98.9% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 10.1% 89.9% 100.0%

N 2 328 330 1 329 330 13 317 330 21 309 330

% 0.6% 99.4% 100.0% 0.3% 99.7% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 6.4% 93.6% 100.0%

N 5 601 606 4 602 606 23 583 606 49 557 606

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 3 336 339 3 336 339 14 325 339 31 308 339

% 0.9% 99.1% 100.0% 0.9% 99.1% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0%

N 2 265 267 1 266 267 9 258 267 18 249 267

% 0.7% 99.3% 100.0% 0.4% 99.6% 100.0% 3.4% 96.6% 100.0% 6.7% 93.3% 100.0%

N 5 601 606 4 602 606 23 583 606 49 557 606

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 1 27 28 1 27 28 2 26 28 3 25 28

% 3.6% 96.4% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0%

N 4 574 578 3 575 578 21 557 578 46 532 578

% 0.7% 99.3% 100.0% 0.5% 99.5% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0%

N 5 601 606 4 602 606 23 583 606 49 557 606

% 0.8% 99.2% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%
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保健所・保健センター高齢者福祉施設・機関 障害者福祉施設・機関 警察署
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表２－３－12－Ｆ(6)  「不登校の子ども」への活動に係る各社会資源との連携の有無

と連携上の課題（幼稚園・保育園・認定こども園、教育委員会・教育相談室、その他、該

当の活動はしていない） 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 44 274 318 73 245 318 16 302 318 25 293 318

% 13.8% 86.2% 100.0% 23.0% 77.0% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0%

N 30 258 288 60 228 288 15 273 288 21 267 288

% 10.4% 89.6% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 5.2% 94.8% 100.0% 7.3% 92.7% 100.0%

N 74 532 606 133 473 606 31 575 606 46 560 606

% 12.2% 87.8% 100.0% 21.9% 78.1% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 37 168 205 50 155 205 12 193 205 15 190 205

% 18.0% 82.0% 100.0% 24.4% 75.6% 100.0% 5.9% 94.1% 100.0% 7.3% 92.7% 100.0%

N 37 364 401 83 318 401 19 382 401 31 370 401

% 9.2% 90.8% 100.0% 20.7% 79.3% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0%

N 74 532 606 133 473 606 31 575 606 46 560 606

% 12.2% 87.8% 100.0% 21.9% 78.1% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 15 59 74 16 58 74 5 69 74 6 68 74

% 20.3% 79.7% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 59 473 532 117 415 532 26 506 532 40 492 532

% 11.1% 88.9% 100.0% 22.0% 78.0% 100.0% 4.9% 95.1% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 74 532 606 133 473 606 31 575 606 46 560 606

% 12.2% 87.8% 100.0% 21.9% 78.1% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 45 294 339 67 272 339 18 321 339 21 318 339

% 13.3% 86.7% 100.0% 19.8% 80.2% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 6.2% 93.8% 100.0%

N 29 238 267 66 201 267 13 254 267 25 242 267

% 10.9% 89.1% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 4.9% 95.1% 100.0% 9.4% 90.6% 100.0%

N 74 532 606 133 473 606 31 575 606 46 560 606

% 12.2% 87.8% 100.0% 21.9% 78.1% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 14 51 65 20 45 65 7 58 65 4 61 65

% 21.5% 78.5% 100.0% 30.8% 69.2% 100.0% 10.8% 89.2% 100.0% 6.2% 93.8% 100.0%

N 60 481 541 113 428 541 24 517 541 42 499 541

% 11.1% 88.9% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0% 7.8% 92.2% 100.0%

N 74 532 606 133 473 606 31 575 606 46 560 606

% 12.2% 87.8% 100.0% 21.9% 78.1% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 17 128 145 35 110 145 9 136 145 8 137 145

% 11.7% 88.3% 100.0% 24.1% 75.9% 100.0% 6.2% 93.8% 100.0% 5.5% 94.5% 100.0%

N 57 404 461 98 363 461 22 439 461 38 423 461

% 12.4% 87.6% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%

N 74 532 606 133 473 606 31 575 606 46 560 606

% 12.2% 87.8% 100.0% 21.9% 78.1% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 43 233 276 67 209 276 18 258 276 18 258 276

% 15.6% 84.4% 100.0% 24.3% 75.7% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0%

N 31 299 330 66 264 330 13 317 330 28 302 330

% 9.4% 90.6% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0%

N 74 532 606 133 473 606 31 575 606 46 560 606

% 12.2% 87.8% 100.0% 21.9% 78.1% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 44 295 339 80 259 339 21 318 339 24 315 339

% 13.0% 87.0% 100.0% 23.6% 76.4% 100.0% 6.2% 93.8% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0%

N 30 237 267 53 214 267 10 257 267 22 245 267

% 11.2% 88.8% 100.0% 19.9% 80.1% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%

N 74 532 606 133 473 606 31 575 606 46 560 606

% 12.2% 87.8% 100.0% 21.9% 78.1% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 4 24 28 7 21 28 6 22 28 3 25 28

% 14.3% 85.7% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0% 21.4% 78.6% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0%

N 70 508 578 126 452 578 25 553 578 43 535 578

% 12.1% 87.9% 100.0% 21.8% 78.2% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0%

N 74 532 606 133 473 606 31 575 606 46 560 606

% 12.2% 87.8% 100.0% 21.9% 78.1% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%
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幼稚園・保育園・認定子ども園 教育委員会・教育相談室 その他 該当の活動は実施していない
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表２－３－12－Ｇ(1) 「学習支援等」への活動に係る各社会資源との連携の有無と 

連携上の課題（主任児童委員、民生・児童委員、PTA、母親クラブ） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 86 268 354 78 276 354 20 334 354 12 342 354

% 24.3% 75.7% 100.0% 22.0% 78.0% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0% 3.4% 96.6% 100.0%

N 60 259 319 62 257 319 21 298 319 17 302 319

% 18.8% 81.2% 100.0% 19.4% 80.6% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0%

N 146 527 673 140 533 673 41 632 673 29 644 673

% 21.7% 78.3% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0%

N 60 180 240 61 179 240 14 226 240 13 227 240

% 25.0% 75.0% 100.0% 25.4% 74.6% 100.0% 5.8% 94.2% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0%

N 86 347 433 79 354 433 27 406 433 16 417 433

% 19.9% 80.1% 100.0% 18.2% 81.8% 100.0% 6.2% 93.8% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0%

N 146 527 673 140 533 673 41 632 673 29 644 673

% 21.7% 78.3% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0%

N 24 63 87 20 67 87 5 82 87 7 80 87

% 27.6% 72.4% 100.0% 23.0% 77.0% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0%

N 122 464 586 120 466 586 36 550 586 22 564 586

% 20.8% 79.2% 100.0% 20.5% 79.5% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0%

N 146 527 673 140 533 673 41 632 673 29 644 673

% 21.7% 78.3% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0%

N 79 335 414 74 340 414 22 392 414 15 399 414

% 19.1% 80.9% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0% 5.3% 94.7% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0%

N 67 192 259 66 193 259 19 240 259 14 245 259

% 25.9% 74.1% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0% 7.3% 92.7% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0%

N 146 527 673 140 533 673 41 632 673 29 644 673

% 21.7% 78.3% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0%

N 17 53 70 14 56 70 8 62 70 7 63 70

% 24.3% 75.7% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0% 10.0% 90.0% 100.0%

N 129 474 603 126 477 603 33 570 603 22 581 603

% 21.4% 78.6% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 5.5% 94.5% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0%

N 146 527 673 140 533 673 41 632 673 29 644 673

% 21.7% 78.3% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0%

N 43 116 159 40 119 159 12 147 159 14 145 159

% 27.0% 73.0% 100.0% 25.2% 74.8% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0% 8.8% 91.2% 100.0%

N 103 411 514 100 414 514 29 485 514 15 499 514

% 20.0% 80.0% 100.0% 19.5% 80.5% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0% 2.9% 97.1% 100.0%

N 146 527 673 140 533 673 41 632 673 29 644 673

% 21.7% 78.3% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0%

N 78 253 331 83 248 331 20 311 331 17 314 331

% 23.6% 76.4% 100.0% 25.1% 74.9% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0%

N 68 274 342 57 285 342 21 321 342 12 330 342

% 19.9% 80.1% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 3.5% 96.5% 100.0%

N 146 527 673 140 533 673 41 632 673 29 644 673

% 21.7% 78.3% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0%

N 94 290 384 90 294 384 25 359 384 18 366 384

% 24.5% 75.5% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0%

N 52 237 289 50 239 289 16 273 289 11 278 289

% 18.0% 82.0% 100.0% 17.3% 82.7% 100.0% 5.5% 94.5% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0%

N 146 527 673 140 533 673 41 632 673 29 644 673

% 21.7% 78.3% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0%

N 5 17 22 4 18 22 1 21 22 0 22 22

% 22.7% 77.3% 100.0% 18.2% 81.8% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 141 510 651 136 515 651 40 611 651 29 622 651

% 21.7% 78.3% 100.0% 20.9% 79.1% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0%

N 146 527 673 140 533 673 41 632 673 29 644 673

% 21.7% 78.3% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0%
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合計

主任児童委員 民生・児童委員 ＰＴＡ 母親クラブ
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表２－３－12－Ｇ(2) 「学習支援等」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携

上の課題（民間企業、小学校、中学校・高等学校、大学・短大・専門学校） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 9 345 354 230 124 354 110 244 354 20 334 354

% 2.5% 97.5% 100.0% 65.0% 35.0% 100.0% 31.1% 68.9% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 10 309 319 220 99 319 106 213 319 18 301 319

% 3.1% 96.9% 100.0% 69.0% 31.0% 100.0% 33.2% 66.8% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 19 654 673 450 223 673 216 457 673 38 635 673

% 2.8% 97.2% 100.0% 66.9% 33.1% 100.0% 32.1% 67.9% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 8 232 240 160 80 240 80 160 240 12 228 240

% 3.3% 96.7% 100.0% 66.7% 33.3% 100.0% 33.3% 66.7% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0%

N 11 422 433 290 143 433 136 297 433 26 407 433

% 2.5% 97.5% 100.0% 67.0% 33.0% 100.0% 31.4% 68.6% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0%

N 19 654 673 450 223 673 216 457 673 38 635 673

% 2.8% 97.2% 100.0% 66.9% 33.1% 100.0% 32.1% 67.9% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 4 83 87 61 26 87 31 56 87 5 82 87

% 4.6% 95.4% 100.0% 70.1% 29.9% 100.0% 35.6% 64.4% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0%

N 15 571 586 389 197 586 185 401 586 33 553 586

% 2.6% 97.4% 100.0% 66.4% 33.6% 100.0% 31.6% 68.4% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 19 654 673 450 223 673 216 457 673 38 635 673

% 2.8% 97.2% 100.0% 66.9% 33.1% 100.0% 32.1% 67.9% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 11 403 414 286 128 414 139 275 414 25 389 414

% 2.7% 97.3% 100.0% 69.1% 30.9% 100.0% 33.6% 66.4% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0%

N 8 251 259 164 95 259 77 182 259 13 246 259

% 3.1% 96.9% 100.0% 63.3% 36.7% 100.0% 29.7% 70.3% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0%

N 19 654 673 450 223 673 216 457 673 38 635 673

% 2.8% 97.2% 100.0% 66.9% 33.1% 100.0% 32.1% 67.9% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 1 69 70 44 26 70 20 50 70 4 66 70

% 1.4% 98.6% 100.0% 62.9% 37.1% 100.0% 28.6% 71.4% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0%

N 18 585 603 406 197 603 196 407 603 34 569 603

% 3.0% 97.0% 100.0% 67.3% 32.7% 100.0% 32.5% 67.5% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 19 654 673 450 223 673 216 457 673 38 635 673

% 2.8% 97.2% 100.0% 66.9% 33.1% 100.0% 32.1% 67.9% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 6 153 159 117 42 159 62 97 159 14 145 159

% 3.8% 96.2% 100.0% 73.6% 26.4% 100.0% 39.0% 61.0% 100.0% 8.8% 91.2% 100.0%

N 13 501 514 333 181 514 154 360 514 24 490 514

% 2.5% 97.5% 100.0% 64.8% 35.2% 100.0% 30.0% 70.0% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0%

N 19 654 673 450 223 673 216 457 673 38 635 673

% 2.8% 97.2% 100.0% 66.9% 33.1% 100.0% 32.1% 67.9% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 9 322 331 223 108 331 110 221 331 19 312 331

% 2.7% 97.3% 100.0% 67.4% 32.6% 100.0% 33.2% 66.8% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0%

N 10 332 342 227 115 342 106 236 342 19 323 342

% 2.9% 97.1% 100.0% 66.4% 33.6% 100.0% 31.0% 69.0% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 19 654 673 450 223 673 216 457 673 38 635 673

% 2.8% 97.2% 100.0% 66.9% 33.1% 100.0% 32.1% 67.9% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 11 373 384 261 123 384 126 258 384 24 360 384

% 2.9% 97.1% 100.0% 68.0% 32.0% 100.0% 32.8% 67.2% 100.0% 6.3% 93.8% 100.0%

N 8 281 289 189 100 289 90 199 289 14 275 289

% 2.8% 97.2% 100.0% 65.4% 34.6% 100.0% 31.1% 68.9% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0%

N 19 654 673 450 223 673 216 457 673 38 635 673

% 2.8% 97.2% 100.0% 66.9% 33.1% 100.0% 32.1% 67.9% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 3 19 22 12 10 22 8 14 22 1 21 22

% 13.6% 86.4% 100.0% 54.5% 45.5% 100.0% 36.4% 63.6% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0%

N 16 635 651 438 213 651 208 443 651 37 614 651

% 2.5% 97.5% 100.0% 67.3% 32.7% 100.0% 32.0% 68.0% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0%

N 19 654 673 450 223 673 216 457 673 38 635 673

% 2.8% 97.2% 100.0% 66.9% 33.1% 100.0% 32.1% 67.9% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%
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表２－３－12－Ｇ(3) 「学習支援等」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携

上の課題（子育て支援センター、児童相談所、家庭児童相談室、福祉事務所/役場） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 54 300 354 27 327 354 30 324 354 66 288 354

% 15.3% 84.7% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0% 18.6% 81.4% 100.0%

N 36 283 319 26 293 319 18 301 319 48 271 319

% 11.3% 88.7% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0%

N 90 583 673 53 620 673 48 625 673 114 559 673

% 13.4% 86.6% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 16.9% 83.1% 100.0%

N 37 203 240 24 216 240 28 212 240 51 189 240

% 15.4% 84.6% 100.0% 10.0% 90.0% 100.0% 11.7% 88.3% 100.0% 21.3% 78.8% 100.0%

N 53 380 433 29 404 433 20 413 433 63 370 433

% 12.2% 87.8% 100.0% 6.7% 93.3% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 14.5% 85.5% 100.0%

N 90 583 673 53 620 673 48 625 673 114 559 673

% 13.4% 86.6% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 16.9% 83.1% 100.0%

N 21 66 87 7 80 87 10 77 87 28 59 87

% 24.1% 75.9% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0% 11.5% 88.5% 100.0% 32.2% 67.8% 100.0%

N 69 517 586 46 540 586 38 548 586 86 500 586

% 11.8% 88.2% 100.0% 7.8% 92.2% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0% 14.7% 85.3% 100.0%

N 90 583 673 53 620 673 48 625 673 114 559 673

% 13.4% 86.6% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 16.9% 83.1% 100.0%

N 51 363 414 31 383 414 31 383 414 73 341 414

% 12.3% 87.7% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0% 17.6% 82.4% 100.0%

N 39 220 259 22 237 259 17 242 259 41 218 259

% 15.1% 84.9% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0% 15.8% 84.2% 100.0%

N 90 583 673 53 620 673 48 625 673 114 559 673

% 13.4% 86.6% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 16.9% 83.1% 100.0%

N 13 57 70 9 61 70 5 65 70 18 52 70

% 18.6% 81.4% 100.0% 12.9% 87.1% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0%

N 77 526 603 44 559 603 43 560 603 96 507 603

% 12.8% 87.2% 100.0% 7.3% 92.7% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 15.9% 84.1% 100.0%

N 90 583 673 53 620 673 48 625 673 114 559 673

% 13.4% 86.6% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 16.9% 83.1% 100.0%

N 34 125 159 16 143 159 14 145 159 39 120 159

% 21.4% 78.6% 100.0% 10.1% 89.9% 100.0% 8.8% 91.2% 100.0% 24.5% 75.5% 100.0%

N 56 458 514 37 477 514 34 480 514 75 439 514

% 10.9% 89.1% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0% 14.6% 85.4% 100.0%

N 90 583 673 53 620 673 48 625 673 114 559 673

% 13.4% 86.6% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 16.9% 83.1% 100.0%

N 48 283 331 28 303 331 25 306 331 68 263 331

% 14.5% 85.5% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0% 20.5% 79.5% 100.0%

N 42 300 342 25 317 342 23 319 342 46 296 342

% 12.3% 87.7% 100.0% 7.3% 92.7% 100.0% 6.7% 93.3% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0%

N 90 583 673 53 620 673 48 625 673 114 559 673

% 13.4% 86.6% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 16.9% 83.1% 100.0%

N 48 336 384 33 351 384 30 354 384 75 309 384

% 12.5% 87.5% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 7.8% 92.2% 100.0% 19.5% 80.5% 100.0%

N 42 247 289 20 269 289 18 271 289 39 250 289

% 14.5% 85.5% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0% 6.2% 93.8% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0%

N 90 583 673 53 620 673 48 625 673 114 559 673

% 13.4% 86.6% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 16.9% 83.1% 100.0%

N 5 17 22 3 19 22 2 20 22 5 17 22

% 22.7% 77.3% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 22.7% 77.3% 100.0%

N 85 566 651 50 601 651 46 605 651 109 542 651

% 13.1% 86.9% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0%

N 90 583 673 53 620 673 48 625 673 114 559 673

% 13.4% 86.6% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 16.9% 83.1% 100.0%
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表２－３－12－Ｇ(4) 「学習支援等」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携

上の課題（NPO/ボランティア団体、社会福祉協議会、保護司、町内会・自治会） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 36 318 354 52 302 354 6 348 354 24 330 354

% 10.2% 89.8% 100.0% 14.7% 85.3% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

N 32 287 319 42 277 319 11 308 319 22 297 319

% 10.0% 90.0% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 3.4% 96.6% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0%

N 68 605 673 94 579 673 17 656 673 46 627 673

% 10.1% 89.9% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

N 26 214 240 36 204 240 6 234 240 20 220 240

% 10.8% 89.2% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0%

N 42 391 433 58 375 433 11 422 433 26 407 433

% 9.7% 90.3% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0%

N 68 605 673 94 579 673 17 656 673 46 627 673

% 10.1% 89.9% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

N 11 76 87 19 68 87 0 87 87 9 78 87

% 12.6% 87.4% 100.0% 21.8% 78.2% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 10.3% 89.7% 100.0%

N 57 529 586 75 511 586 17 569 586 37 549 586

% 9.7% 90.3% 100.0% 12.8% 87.2% 100.0% 2.9% 97.1% 100.0% 6.3% 93.7% 100.0%

N 68 605 673 94 579 673 17 656 673 46 627 673

% 10.1% 89.9% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

N 37 377 414 58 356 414 6 408 414 28 386 414

% 8.9% 91.1% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

N 31 228 259 36 223 259 11 248 259 18 241 259

% 12.0% 88.0% 100.0% 13.9% 86.1% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0%

N 68 605 673 94 579 673 17 656 673 46 627 673

% 10.1% 89.9% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

N 9 61 70 9 61 70 2 68 70 4 66 70

% 12.9% 87.1% 100.0% 12.9% 87.1% 100.0% 2.9% 97.1% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0%

N 59 544 603 85 518 603 15 588 603 42 561 603

% 9.8% 90.2% 100.0% 14.1% 85.9% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0%

N 68 605 673 94 579 673 17 656 673 46 627 673

% 10.1% 89.9% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

N 19 140 159 29 130 159 6 153 159 18 141 159

% 11.9% 88.1% 100.0% 18.2% 81.8% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 11.3% 88.7% 100.0%

N 49 465 514 65 449 514 11 503 514 28 486 514

% 9.5% 90.5% 100.0% 12.6% 87.4% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0%

N 68 605 673 94 579 673 17 656 673 46 627 673

% 10.1% 89.9% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

N 39 292 331 49 282 331 8 323 331 22 309 331

% 11.8% 88.2% 100.0% 14.8% 85.2% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0%

N 29 313 342 45 297 342 9 333 342 24 318 342

% 8.5% 91.5% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0% 7.0% 93.0% 100.0%

N 68 605 673 94 579 673 17 656 673 46 627 673

% 10.1% 89.9% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

N 47 337 384 58 326 384 6 378 384 26 358 384

% 12.2% 87.8% 100.0% 15.1% 84.9% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

N 21 268 289 36 253 289 11 278 289 20 269 289

% 7.3% 92.7% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0%

N 68 605 673 94 579 673 17 656 673 46 627 673

% 10.1% 89.9% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

N 5 17 22 4 18 22 2 20 22 2 20 22

% 22.7% 77.3% 100.0% 18.2% 81.8% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0%

N 63 588 651 90 561 651 15 636 651 44 607 651

% 9.7% 90.3% 100.0% 13.8% 86.2% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%

N 68 605 673 94 579 673 17 656 673 46 627 673

% 10.1% 89.9% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0%
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保護司 町内会・自治会ＮＰＯ／ボランティア団体 社会福祉協議会
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表２－３－12－Ｇ(5) 「学習支援等」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携

上の課題（高齢者福祉施設・機関、障害者福祉施設・機関、警察署、保健所・保健ｾﾝﾀｰ） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 5 349 354 13 341 354 10 344 354 29 325 354

% 1.4% 98.6% 100.0% 3.7% 96.3% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0%

N 1 318 319 1 318 319 5 314 319 22 297 319

% 0.3% 99.7% 100.0% 0.3% 99.7% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0%

N 6 667 673 14 659 673 15 658 673 51 622 673

% 0.9% 99.1% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 4 236 240 11 229 240 10 230 240 24 216 240

% 1.7% 98.3% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 10.0% 90.0% 100.0%

N 2 431 433 3 430 433 5 428 433 27 406 433

% 0.5% 99.5% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0% 6.2% 93.8% 100.0%

N 6 667 673 14 659 673 15 658 673 51 622 673

% 0.9% 99.1% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 2 85 87 8 79 87 6 81 87 9 78 87

% 2.3% 97.7% 100.0% 9.2% 90.8% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0% 10.3% 89.7% 100.0%

N 4 582 586 6 580 586 9 577 586 42 544 586

% 0.7% 99.3% 100.0% 1.0% 99.0% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%

N 6 667 673 14 659 673 15 658 673 51 622 673

% 0.9% 99.1% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 4 410 414 11 403 414 11 403 414 31 383 414

% 1.0% 99.0% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 2 257 259 3 256 259 4 255 259 20 239 259

% 0.8% 99.2% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0%

N 6 667 673 14 659 673 15 658 673 51 622 673

% 0.9% 99.1% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 1 69 70 3 67 70 3 67 70 11 59 70

% 1.4% 98.6% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0% 15.7% 84.3% 100.0%

N 5 598 603 11 592 603 12 591 603 40 563 603

% 0.8% 99.2% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0%

N 6 667 673 14 659 673 15 658 673 51 622 673

% 0.9% 99.1% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 3 156 159 8 151 159 7 152 159 21 138 159

% 1.9% 98.1% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0%

N 3 511 514 6 508 514 8 506 514 30 484 514

% 0.6% 99.4% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0% 5.8% 94.2% 100.0%

N 6 667 673 14 659 673 15 658 673 51 622 673

% 0.9% 99.1% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 4 327 331 10 321 331 7 324 331 28 303 331

% 1.2% 98.8% 100.0% 3.0% 97.0% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0%

N 2 340 342 4 338 342 8 334 342 23 319 342

% 0.6% 99.4% 100.0% 1.2% 98.8% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0% 6.7% 93.3% 100.0%

N 6 667 673 14 659 673 15 658 673 51 622 673

% 0.9% 99.1% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 2 382 384 10 374 384 10 374 384 29 355 384

% 0.5% 99.5% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 4 285 289 4 285 289 5 284 289 22 267 289

% 1.4% 98.6% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 6 667 673 14 659 673 15 658 673 51 622 673

% 0.9% 99.1% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 0 22 22 0 22 22 1 21 22 2 20 22

% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0%

N 6 645 651 14 637 651 14 637 651 49 602 651

% 0.9% 99.1% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 6 667 673 14 659 673 15 658 673 51 622 673

% 0.9% 99.1% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%
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保健所・保健センター高齢者福祉施設・機関 障害者福祉施設・機関 警察署
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表２－３－12－Ｇ(6) 「学習支援等」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携

上の課題（幼稚園・保育園・認定こども園、教育委員会・教育相談室、その他、該当の活

動はしていない） 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 39 315 354 58 296 354 15 339 354 49 305 354

% 11.0% 89.0% 100.0% 16.4% 83.6% 100.0% 4.2% 95.8% 100.0% 13.8% 86.2% 100.0%

N 38 281 319 59 260 319 16 303 319 41 278 319

% 11.9% 88.1% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0% 12.9% 87.1% 100.0%

N 77 596 673 117 556 673 31 642 673 90 583 673

% 11.4% 88.6% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0%

N 30 210 240 36 204 240 6 234 240 34 206 240

% 12.5% 87.5% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 14.2% 85.8% 100.0%

N 47 386 433 81 352 433 25 408 433 56 377 433

% 10.9% 89.1% 100.0% 18.7% 81.3% 100.0% 5.8% 94.2% 100.0% 12.9% 87.1% 100.0%

N 77 596 673 117 556 673 31 642 673 90 583 673

% 11.4% 88.6% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0%

N 8 79 87 17 70 87 5 82 87 11 76 87

% 9.2% 90.8% 100.0% 19.5% 80.5% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0% 12.6% 87.4% 100.0%

N 69 517 586 100 486 586 26 560 586 79 507 586

% 11.8% 88.2% 100.0% 17.1% 82.9% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0%

N 77 596 673 117 556 673 31 642 673 90 583 673

% 11.4% 88.6% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0%

N 46 368 414 62 352 414 11 403 414 50 364 414

% 11.1% 88.9% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 2.7% 97.3% 100.0% 12.1% 87.9% 100.0%

N 31 228 259 55 204 259 20 239 259 40 219 259

% 12.0% 88.0% 100.0% 21.2% 78.8% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0% 15.4% 84.6% 100.0%

N 77 596 673 117 556 673 31 642 673 90 583 673

% 11.4% 88.6% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0%

N 15 55 70 17 53 70 4 66 70 10 60 70

% 21.4% 78.6% 100.0% 24.3% 75.7% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0%

N 62 541 603 100 503 603 27 576 603 80 523 603

% 10.3% 89.7% 100.0% 16.6% 83.4% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0% 13.3% 86.7% 100.0%

N 77 596 673 117 556 673 31 642 673 90 583 673

% 11.4% 88.6% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0%

N 23 136 159 33 126 159 5 154 159 16 143 159

% 14.5% 85.5% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0% 10.1% 89.9% 100.0%

N 54 460 514 84 430 514 26 488 514 74 440 514

% 10.5% 89.5% 100.0% 16.3% 83.7% 100.0% 5.1% 94.9% 100.0% 14.4% 85.6% 100.0%

N 77 596 673 117 556 673 31 642 673 90 583 673

% 11.4% 88.6% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0%

N 42 289 331 52 279 331 18 313 331 45 286 331

% 12.7% 87.3% 100.0% 15.7% 84.3% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0%

N 35 307 342 65 277 342 13 329 342 45 297 342

% 10.2% 89.8% 100.0% 19.0% 81.0% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0%

N 77 596 673 117 556 673 31 642 673 90 583 673

% 11.4% 88.6% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0%

N 43 341 384 70 314 384 23 361 384 46 338 384

% 11.2% 88.8% 100.0% 18.2% 81.8% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0% 12.0% 88.0% 100.0%

N 34 255 289 47 242 289 8 281 289 44 245 289

% 11.8% 88.2% 100.0% 16.3% 83.7% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 15.2% 84.8% 100.0%

N 77 596 673 117 556 673 31 642 673 90 583 673

% 11.4% 88.6% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0%

N 3 19 22 4 18 22 3 19 22 4 18 22

% 13.6% 86.4% 100.0% 18.2% 81.8% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 18.2% 81.8% 100.0%

N 74 577 651 113 538 651 28 623 651 86 565 651

% 11.4% 88.6% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0%

N 77 596 673 117 556 673 31 642 673 90 583 673

% 11.4% 88.6% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0% 4.6% 95.4% 100.0% 13.4% 86.6% 100.0%
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表２－３－12－Ｈ(1) 「非行傾向の子ども」への活動に係る各社会資源との連携の有無

と連携上の課題（主任児童委員、民生・児童委員、PTA、母親クラブ） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 88 133 221 78 143 221 10 211 221 11 210 221

% 39.8% 60.2% 100.0% 35.3% 64.7% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0%

N 66 155 221 65 156 221 17 204 221 3 218 221

% 29.9% 70.1% 100.0% 29.4% 70.6% 100.0% 7.7% 92.3% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0%

N 154 288 442 143 299 442 27 415 442 14 428 442

% 34.8% 65.2% 100.0% 32.4% 67.6% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%

N 59 94 153 59 94 153 9 144 153 11 142 153

% 38.6% 61.4% 100.0% 38.6% 61.4% 100.0% 5.9% 94.1% 100.0% 7.2% 92.8% 100.0%

N 95 194 289 84 205 289 18 271 289 3 286 289

% 32.9% 67.1% 100.0% 29.1% 70.9% 100.0% 6.2% 93.8% 100.0% 1.0% 99.0% 100.0%

N 154 288 442 143 299 442 27 415 442 14 428 442

% 34.8% 65.2% 100.0% 32.4% 67.6% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%

N 19 33 52 20 32 52 3 49 52 5 47 52

% 36.5% 63.5% 100.0% 38.5% 61.5% 100.0% 5.8% 94.2% 100.0% 9.6% 90.4% 100.0%

N 135 255 390 123 267 390 24 366 390 9 381 390

% 34.6% 65.4% 100.0% 31.5% 68.5% 100.0% 6.2% 93.8% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 154 288 442 143 299 442 27 415 442 14 428 442

% 34.8% 65.2% 100.0% 32.4% 67.6% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%

N 76 170 246 66 180 246 14 232 246 11 235 246

% 30.9% 69.1% 100.0% 26.8% 73.2% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0%

N 78 118 196 77 119 196 13 183 196 3 193 196

% 39.8% 60.2% 100.0% 39.3% 60.7% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0% 1.5% 98.5% 100.0%

N 154 288 442 143 299 442 27 415 442 14 428 442

% 34.8% 65.2% 100.0% 32.4% 67.6% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%

N 14 33 47 16 31 47 4 43 47 1 46 47

% 29.8% 70.2% 100.0% 34.0% 66.0% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0%

N 140 255 395 127 268 395 23 372 395 13 382 395

% 35.4% 64.6% 100.0% 32.2% 67.8% 100.0% 5.8% 94.2% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0%

N 154 288 442 143 299 442 27 415 442 14 428 442

% 34.8% 65.2% 100.0% 32.4% 67.6% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%

N 41 65 106 40 66 106 5 101 106 6 100 106

% 38.7% 61.3% 100.0% 37.7% 62.3% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0%

N 113 223 336 103 233 336 22 314 336 8 328 336

% 33.6% 66.4% 100.0% 30.7% 69.3% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 154 288 442 143 299 442 27 415 442 14 428 442

% 34.8% 65.2% 100.0% 32.4% 67.6% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%

N 82 142 224 85 139 224 12 212 224 7 217 224

% 36.6% 63.4% 100.0% 37.9% 62.1% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0%

N 72 146 218 58 160 218 15 203 218 7 211 218

% 33.0% 67.0% 100.0% 26.6% 73.4% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%

N 154 288 442 143 299 442 27 415 442 14 428 442

% 34.8% 65.2% 100.0% 32.4% 67.6% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%

N 96 154 250 86 164 250 15 235 250 4 246 250

% 38.4% 61.6% 100.0% 34.4% 65.6% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0%

N 58 134 192 57 135 192 12 180 192 10 182 192

% 30.2% 69.8% 100.0% 29.7% 70.3% 100.0% 6.3% 93.8% 100.0% 5.2% 94.8% 100.0%

N 154 288 442 143 299 442 27 415 442 14 428 442

% 34.8% 65.2% 100.0% 32.4% 67.6% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%

N 6 16 22 7 15 22 0 22 22 0 22 22

% 27.3% 72.7% 100.0% 31.8% 68.2% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 148 272 420 136 284 420 27 393 420 14 406 420

% 35.2% 64.8% 100.0% 32.4% 67.6% 100.0% 6.4% 93.6% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0%

N 154 288 442 143 299 442 27 415 442 14 428 442

% 34.8% 65.2% 100.0% 32.4% 67.6% 100.0% 6.1% 93.9% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%
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表２－３－12－Ｈ(2) 「非行傾向の子ども」への活動に係る各社会資源との連携の有無

と連携上の課題（民間企業、小学校、中学校・高等学校、大学・短大・専門学校） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 3 218 221 145 76 221 131 90 221 4 217 221

% 1.4% 98.6% 100.0% 65.6% 34.4% 100.0% 59.3% 40.7% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0%

N 5 216 221 140 81 221 130 91 221 7 214 221

% 2.3% 97.7% 100.0% 63.3% 36.7% 100.0% 58.8% 41.2% 100.0% 3.2% 96.8% 100.0%

N 8 434 442 285 157 442 261 181 442 11 431 442

% 1.8% 98.2% 100.0% 64.5% 35.5% 100.0% 59.0% 41.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0%

N 3 150 153 106 47 153 100 53 153 6 147 153

% 2.0% 98.0% 100.0% 69.3% 30.7% 100.0% 65.4% 34.6% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0%

N 5 284 289 179 110 289 161 128 289 5 284 289

% 1.7% 98.3% 100.0% 61.9% 38.1% 100.0% 55.7% 44.3% 100.0% 1.7% 98.3% 100.0%

N 8 434 442 285 157 442 261 181 442 11 431 442

% 1.8% 98.2% 100.0% 64.5% 35.5% 100.0% 59.0% 41.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0%

N 1 51 52 41 11 52 36 16 52 2 50 52

% 1.9% 98.1% 100.0% 78.8% 21.2% 100.0% 69.2% 30.8% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0%

N 7 383 390 244 146 390 225 165 390 9 381 390

% 1.8% 98.2% 100.0% 62.6% 37.4% 100.0% 57.7% 42.3% 100.0% 2.3% 97.7% 100.0%

N 8 434 442 285 157 442 261 181 442 11 431 442

% 1.8% 98.2% 100.0% 64.5% 35.5% 100.0% 59.0% 41.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0%

N 3 243 246 173 73 246 147 99 246 5 241 246

% 1.2% 98.8% 100.0% 70.3% 29.7% 100.0% 59.8% 40.2% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0%

N 5 191 196 112 84 196 114 82 196 6 190 196

% 2.6% 97.4% 100.0% 57.1% 42.9% 100.0% 58.2% 41.8% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0%

N 8 434 442 285 157 442 261 181 442 11 431 442

% 1.8% 98.2% 100.0% 64.5% 35.5% 100.0% 59.0% 41.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0%

N 3 44 47 29 18 47 23 24 47 0 47 47

% 6.4% 93.6% 100.0% 61.7% 38.3% 100.0% 48.9% 51.1% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 5 390 395 256 139 395 238 157 395 11 384 395

% 1.3% 98.7% 100.0% 64.8% 35.2% 100.0% 60.3% 39.7% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0%

N 8 434 442 285 157 442 261 181 442 11 431 442

% 1.8% 98.2% 100.0% 64.5% 35.5% 100.0% 59.0% 41.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0%

N 4 102 106 72 34 106 63 43 106 4 102 106

% 3.8% 96.2% 100.0% 67.9% 32.1% 100.0% 59.4% 40.6% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0%

N 4 332 336 213 123 336 198 138 336 7 329 336

% 1.2% 98.8% 100.0% 63.4% 36.6% 100.0% 58.9% 41.1% 100.0% 2.1% 97.9% 100.0%

N 8 434 442 285 157 442 261 181 442 11 431 442

% 1.8% 98.2% 100.0% 64.5% 35.5% 100.0% 59.0% 41.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0%

N 4 220 224 143 81 224 131 93 224 5 219 224

% 1.8% 98.2% 100.0% 63.8% 36.2% 100.0% 58.5% 41.5% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0%

N 4 214 218 142 76 218 130 88 218 6 212 218

% 1.8% 98.2% 100.0% 65.1% 34.9% 100.0% 59.6% 40.4% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0%

N 8 434 442 285 157 442 261 181 442 11 431 442

% 1.8% 98.2% 100.0% 64.5% 35.5% 100.0% 59.0% 41.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0%

N 5 245 250 168 82 250 156 94 250 5 245 250

% 2.0% 98.0% 100.0% 67.2% 32.8% 100.0% 62.4% 37.6% 100.0% 2.0% 98.0% 100.0%

N 3 189 192 117 75 192 105 87 192 6 186 192

% 1.6% 98.4% 100.0% 60.9% 39.1% 100.0% 54.7% 45.3% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0%

N 8 434 442 285 157 442 261 181 442 11 431 442

% 1.8% 98.2% 100.0% 64.5% 35.5% 100.0% 59.0% 41.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0%

N 1 21 22 13 9 22 15 7 22 1 21 22

% 4.5% 95.5% 100.0% 59.1% 40.9% 100.0% 68.2% 31.8% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0%

N 7 413 420 272 148 420 246 174 420 10 410 420

% 1.7% 98.3% 100.0% 64.8% 35.2% 100.0% 58.6% 41.4% 100.0% 2.4% 97.6% 100.0%

N 8 434 442 285 157 442 261 181 442 11 431 442

% 1.8% 98.2% 100.0% 64.5% 35.5% 100.0% 59.0% 41.0% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0%
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表２－３－12－Ｈ(3) 「非行傾向の子ども」への活動に係る各社会資源との連携の有無

と連携上の課題（子育て支援ｾﾝﾀｰ、児童相談所、家庭児童相談室、福祉事務所/役場） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 38 183 221 47 174 221 25 196 221 42 179 221

% 17.2% 82.8% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 11.3% 88.7% 100.0% 19.0% 81.0% 100.0%

N 33 188 221 47 174 221 27 194 221 31 190 221

% 14.9% 85.1% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 12.2% 87.8% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0%

N 71 371 442 94 348 442 52 390 442 73 369 442

% 16.1% 83.9% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 16.5% 83.5% 100.0%

N 23 130 153 34 119 153 21 132 153 28 125 153

% 15.0% 85.0% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 13.7% 86.3% 100.0% 18.3% 81.7% 100.0%

N 48 241 289 60 229 289 31 258 289 45 244 289

% 16.6% 83.4% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 15.6% 84.4% 100.0%

N 71 371 442 94 348 442 52 390 442 73 369 442

% 16.1% 83.9% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 16.5% 83.5% 100.0%

N 11 41 52 16 36 52 10 42 52 20 32 52

% 21.2% 78.8% 100.0% 30.8% 69.2% 100.0% 19.2% 80.8% 100.0% 38.5% 61.5% 100.0%

N 60 330 390 78 312 390 42 348 390 53 337 390

% 15.4% 84.6% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 10.8% 89.2% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0%

N 71 371 442 94 348 442 52 390 442 73 369 442

% 16.1% 83.9% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 16.5% 83.5% 100.0%

N 37 209 246 46 200 246 30 216 246 40 206 246

% 15.0% 85.0% 100.0% 18.7% 81.3% 100.0% 12.2% 87.8% 100.0% 16.3% 83.7% 100.0%

N 34 162 196 48 148 196 22 174 196 33 163 196

% 17.3% 82.7% 100.0% 24.5% 75.5% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0% 16.8% 83.2% 100.0%

N 71 371 442 94 348 442 52 390 442 73 369 442

% 16.1% 83.9% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 16.5% 83.5% 100.0%

N 7 40 47 14 33 47 5 42 47 11 36 47

% 14.9% 85.1% 100.0% 29.8% 70.2% 100.0% 10.6% 89.4% 100.0% 23.4% 76.6% 100.0%

N 64 331 395 80 315 395 47 348 395 62 333 395

% 16.2% 83.8% 100.0% 20.3% 79.7% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 15.7% 84.3% 100.0%

N 71 371 442 94 348 442 52 390 442 73 369 442

% 16.1% 83.9% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 16.5% 83.5% 100.0%

N 25 81 106 25 81 106 12 94 106 19 87 106

% 23.6% 76.4% 100.0% 23.6% 76.4% 100.0% 11.3% 88.7% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0%

N 46 290 336 69 267 336 40 296 336 54 282 336

% 13.7% 86.3% 100.0% 20.5% 79.5% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 16.1% 83.9% 100.0%

N 71 371 442 94 348 442 52 390 442 73 369 442

% 16.1% 83.9% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 16.5% 83.5% 100.0%

N 42 182 224 48 176 224 22 202 224 40 184 224

% 18.8% 81.3% 100.0% 21.4% 78.6% 100.0% 9.8% 90.2% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0%

N 29 189 218 46 172 218 30 188 218 33 185 218

% 13.3% 86.7% 100.0% 21.1% 78.9% 100.0% 13.8% 86.2% 100.0% 15.1% 84.9% 100.0%

N 71 371 442 94 348 442 52 390 442 73 369 442

% 16.1% 83.9% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 16.5% 83.5% 100.0%

N 47 203 250 64 186 250 31 219 250 50 200 250

% 18.8% 81.2% 100.0% 25.6% 74.4% 100.0% 12.4% 87.6% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0%

N 24 168 192 30 162 192 21 171 192 23 169 192

% 12.5% 87.5% 100.0% 15.6% 84.4% 100.0% 10.9% 89.1% 100.0% 12.0% 88.0% 100.0%

N 71 371 442 94 348 442 52 390 442 73 369 442

% 16.1% 83.9% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 16.5% 83.5% 100.0%

N 4 18 22 5 17 22 2 20 22 4 18 22

% 18.2% 81.8% 100.0% 22.7% 77.3% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 18.2% 81.8% 100.0%

N 67 353 420 89 331 420 50 370 420 69 351 420

% 16.0% 84.0% 100.0% 21.2% 78.8% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 16.4% 83.6% 100.0%

N 71 371 442 94 348 442 52 390 442 73 369 442

% 16.1% 83.9% 100.0% 21.3% 78.7% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 16.5% 83.5% 100.0%
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表２－３－12－Ｈ(4) 「非行傾向の子ども」への活動に係る各社会資源との連携の有無

と連携上の課題（NPO/ボランティア団体、社会福祉協議会、保護司、町内会・自治会） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 15 206 221 21 200 221 21 200 221 24 197 221

% 6.8% 93.2% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 10.9% 89.1% 100.0%

N 11 210 221 21 200 221 31 190 221 28 193 221

% 5.0% 95.0% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 14.0% 86.0% 100.0% 12.7% 87.3% 100.0%

N 26 416 442 42 400 442 52 390 442 52 390 442

% 5.9% 94.1% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0%

N 13 140 153 21 132 153 20 133 153 24 129 153

% 8.5% 91.5% 100.0% 13.7% 86.3% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0% 15.7% 84.3% 100.0%

N 13 276 289 21 268 289 32 257 289 28 261 289

% 4.5% 95.5% 100.0% 7.3% 92.7% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0% 9.7% 90.3% 100.0%

N 26 416 442 42 400 442 52 390 442 52 390 442

% 5.9% 94.1% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0%

N 8 44 52 11 41 52 6 46 52 7 45 52

% 15.4% 84.6% 100.0% 21.2% 78.8% 100.0% 11.5% 88.5% 100.0% 13.5% 86.5% 100.0%

N 18 372 390 31 359 390 46 344 390 45 345 390

% 4.6% 95.4% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 11.5% 88.5% 100.0%

N 26 416 442 42 400 442 52 390 442 52 390 442

% 5.9% 94.1% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0%

N 15 231 246 25 221 246 28 218 246 31 215 246

% 6.1% 93.9% 100.0% 10.2% 89.8% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0% 12.6% 87.4% 100.0%

N 11 185 196 17 179 196 24 172 196 21 175 196

% 5.6% 94.4% 100.0% 8.7% 91.3% 100.0% 12.2% 87.8% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0%

N 26 416 442 42 400 442 52 390 442 52 390 442

% 5.9% 94.1% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0%

N 4 43 47 4 43 47 8 39 47 5 42 47

% 8.5% 91.5% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0% 17.0% 83.0% 100.0% 10.6% 89.4% 100.0%

N 22 373 395 38 357 395 44 351 395 47 348 395

% 5.6% 94.4% 100.0% 9.6% 90.4% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0%

N 26 416 442 42 400 442 52 390 442 52 390 442

% 5.9% 94.1% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0%

N 11 95 106 15 91 106 19 87 106 17 89 106

% 10.4% 89.6% 100.0% 14.2% 85.8% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0%

N 15 321 336 27 309 336 33 303 336 35 301 336

% 4.5% 95.5% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0% 9.8% 90.2% 100.0% 10.4% 89.6% 100.0%

N 26 416 442 42 400 442 52 390 442 52 390 442

% 5.9% 94.1% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0%

N 18 206 224 20 204 224 28 196 224 29 195 224

% 8.0% 92.0% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0% 12.9% 87.1% 100.0%

N 8 210 218 22 196 218 24 194 218 23 195 218

% 3.7% 96.3% 100.0% 10.1% 89.9% 100.0% 11.0% 89.0% 100.0% 10.6% 89.4% 100.0%

N 26 416 442 42 400 442 52 390 442 52 390 442

% 5.9% 94.1% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0%

N 20 230 250 29 221 250 30 220 250 28 222 250

% 8.0% 92.0% 100.0% 11.6% 88.4% 100.0% 12.0% 88.0% 100.0% 11.2% 88.8% 100.0%

N 6 186 192 13 179 192 22 170 192 24 168 192

% 3.1% 96.9% 100.0% 6.8% 93.2% 100.0% 11.5% 88.5% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 26 416 442 42 400 442 52 390 442 52 390 442

% 5.9% 94.1% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0%

N 1 21 22 2 20 22 3 19 22 2 20 22

% 4.5% 95.5% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0%

N 25 395 420 40 380 420 49 371 420 50 370 420

% 6.0% 94.0% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 11.7% 88.3% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0%

N 26 416 442 42 400 442 52 390 442 52 390 442

% 5.9% 94.1% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0% 11.8% 88.2% 100.0%
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保護司 町内会・自治会ＮＰＯ／ボランティア団体 社会福祉協議会
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表２－３－12－Ｈ(5) 「非行傾向の子ども」への活動に係る各社会資源との連携の有無

と連携上の課題（高齢者福祉施設・機関、障害者福祉施設・機関、警察署、 

保健所・保健センター） 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 3 218 221 3 218 221 55 166 221 19 202 221

% 1.4% 98.6% 100.0% 1.4% 98.6% 100.0% 24.9% 75.1% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%

N 2 219 221 0 221 221 66 155 221 14 207 221

% 0.9% 99.1% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 29.9% 70.1% 100.0% 6.3% 93.7% 100.0%

N 5 437 442 3 439 442 121 321 442 33 409 442

% 1.1% 98.9% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 27.4% 72.6% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 2 151 153 2 151 153 41 112 153 13 140 153

% 1.3% 98.7% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 26.8% 73.2% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0%

N 3 286 289 1 288 289 80 209 289 20 269 289

% 1.0% 99.0% 100.0% 0.3% 99.7% 100.0% 27.7% 72.3% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0%

N 5 437 442 3 439 442 121 321 442 33 409 442

% 1.1% 98.9% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 27.4% 72.6% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 1 51 52 2 50 52 15 37 52 6 46 52

% 1.9% 98.1% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 28.8% 71.2% 100.0% 11.5% 88.5% 100.0%

N 4 386 390 1 389 390 106 284 390 27 363 390

% 1.0% 99.0% 100.0% 0.3% 99.7% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0%

N 5 437 442 3 439 442 121 321 442 33 409 442

% 1.1% 98.9% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 27.4% 72.6% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 3 243 246 2 244 246 70 176 246 16 230 246

% 1.2% 98.8% 100.0% 0.8% 99.2% 100.0% 28.5% 71.5% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0%

N 2 194 196 1 195 196 51 145 196 17 179 196

% 1.0% 99.0% 100.0% 0.5% 99.5% 100.0% 26.0% 74.0% 100.0% 8.7% 91.3% 100.0%

N 5 437 442 3 439 442 121 321 442 33 409 442

% 1.1% 98.9% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 27.4% 72.6% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 1 46 47 0 47 47 19 28 47 8 39 47

% 2.1% 97.9% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 40.4% 59.6% 100.0% 17.0% 83.0% 100.0%

N 4 391 395 3 392 395 102 293 395 25 370 395

% 1.0% 99.0% 100.0% 0.8% 99.2% 100.0% 25.8% 74.2% 100.0% 6.3% 93.7% 100.0%

N 5 437 442 3 439 442 121 321 442 33 409 442

% 1.1% 98.9% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 27.4% 72.6% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 2 104 106 3 103 106 37 69 106 13 93 106

% 1.9% 98.1% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 34.9% 65.1% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0%

N 3 333 336 0 336 336 84 252 336 20 316 336

% 0.9% 99.1% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0% 6.0% 94.0% 100.0%

N 5 437 442 3 439 442 121 321 442 33 409 442

% 1.1% 98.9% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 27.4% 72.6% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 4 220 224 3 221 224 67 157 224 18 206 224

% 1.8% 98.2% 100.0% 1.3% 98.7% 100.0% 29.9% 70.1% 100.0% 8.0% 92.0% 100.0%

N 1 217 218 0 218 218 54 164 218 15 203 218

% 0.5% 99.5% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 24.8% 75.2% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0%

N 5 437 442 3 439 442 121 321 442 33 409 442

% 1.1% 98.9% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 27.4% 72.6% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 3 247 250 2 248 250 78 172 250 21 229 250

% 1.2% 98.8% 100.0% 0.8% 99.2% 100.0% 31.2% 68.8% 100.0% 8.4% 91.6% 100.0%

N 2 190 192 1 191 192 43 149 192 12 180 192

% 1.0% 99.0% 100.0% 0.5% 99.5% 100.0% 22.4% 77.6% 100.0% 6.3% 93.8% 100.0%

N 5 437 442 3 439 442 121 321 442 33 409 442

% 1.1% 98.9% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 27.4% 72.6% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 0 22 22 0 22 22 6 16 22 1 21 22

% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 27.3% 72.7% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0%

N 5 415 420 3 417 420 115 305 420 32 388 420

% 1.2% 98.8% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 27.4% 72.6% 100.0% 7.6% 92.4% 100.0%

N 5 437 442 3 439 442 121 321 442 33 409 442

% 1.1% 98.9% 100.0% 0.7% 99.3% 100.0% 27.4% 72.6% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%
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保健所・保健センター高齢者福祉施設・機関 障害者福祉施設・機関 警察署
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表２－３－12－Ｈ(6) 「非行傾向の子ども」への活動に係る各社会資源との連携の有無

と連携上の課題（幼稚園・保育園・認定こども園、教育委員会・教育相談室、その他、該

当の活動はしていない） 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 22 199 221 39 182 221 10 211 221 18 203 221

% 10.0% 90.0% 100.0% 17.6% 82.4% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0% 8.1% 91.9% 100.0%

N 21 200 221 44 177 221 8 213 221 20 201 221

% 9.5% 90.5% 100.0% 19.9% 80.1% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 9.0% 91.0% 100.0%

N 43 399 442 83 359 442 18 424 442 38 404 442

% 9.7% 90.3% 100.0% 18.8% 81.2% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%

N 21 132 153 27 126 153 5 148 153 14 139 153

% 13.7% 86.3% 100.0% 17.6% 82.4% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 9.2% 90.8% 100.0%

N 22 267 289 56 233 289 13 276 289 24 265 289

% 7.6% 92.4% 100.0% 19.4% 80.6% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0%

N 43 399 442 83 359 442 18 424 442 38 404 442

% 9.7% 90.3% 100.0% 18.8% 81.2% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%

N 9 43 52 15 37 52 3 49 52 5 47 52

% 17.3% 82.7% 100.0% 28.8% 71.2% 100.0% 5.8% 94.2% 100.0% 9.6% 90.4% 100.0%

N 34 356 390 68 322 390 15 375 390 33 357 390

% 8.7% 91.3% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 8.5% 91.5% 100.0%

N 43 399 442 83 359 442 18 424 442 38 404 442

% 9.7% 90.3% 100.0% 18.8% 81.2% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%

N 25 221 246 34 212 246 11 235 246 17 229 246

% 10.2% 89.8% 100.0% 13.8% 86.2% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0%

N 18 178 196 49 147 196 7 189 196 21 175 196

% 9.2% 90.8% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0% 3.6% 96.4% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0%

N 43 399 442 83 359 442 18 424 442 38 404 442

% 9.7% 90.3% 100.0% 18.8% 81.2% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%

N 8 39 47 15 32 47 5 42 47 2 45 47

% 17.0% 83.0% 100.0% 31.9% 68.1% 100.0% 10.6% 89.4% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0%

N 35 360 395 68 327 395 13 382 395 36 359 395

% 8.9% 91.1% 100.0% 17.2% 82.8% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0%

N 43 399 442 83 359 442 18 424 442 38 404 442

% 9.7% 90.3% 100.0% 18.8% 81.2% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%

N 14 92 106 25 81 106 5 101 106 6 100 106

% 13.2% 86.8% 100.0% 23.6% 76.4% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0%

N 29 307 336 58 278 336 13 323 336 32 304 336

% 8.6% 91.4% 100.0% 17.3% 82.7% 100.0% 3.9% 96.1% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0%

N 43 399 442 83 359 442 18 424 442 38 404 442

% 9.7% 90.3% 100.0% 18.8% 81.2% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%

N 24 200 224 36 188 224 12 212 224 21 203 224

% 10.7% 89.3% 100.0% 16.1% 83.9% 100.0% 5.4% 94.6% 100.0% 9.4% 90.6% 100.0%

N 19 199 218 47 171 218 6 212 218 17 201 218

% 8.7% 91.3% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0% 2.8% 97.2% 100.0% 7.8% 92.2% 100.0%

N 43 399 442 83 359 442 18 424 442 38 404 442

% 9.7% 90.3% 100.0% 18.8% 81.2% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%

N 27 223 250 54 196 250 13 237 250 14 236 250

% 10.8% 89.2% 100.0% 21.6% 78.4% 100.0% 5.2% 94.8% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 16 176 192 29 163 192 5 187 192 24 168 192

% 8.3% 91.7% 100.0% 15.1% 84.9% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 43 399 442 83 359 442 18 424 442 38 404 442

% 9.7% 90.3% 100.0% 18.8% 81.2% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%

N 3 19 22 6 16 22 5 17 22 1 21 22

% 13.6% 86.4% 100.0% 27.3% 72.7% 100.0% 22.7% 77.3% 100.0% 4.5% 95.5% 100.0%

N 40 380 420 77 343 420 13 407 420 37 383 420

% 9.5% 90.5% 100.0% 18.3% 81.7% 100.0% 3.1% 96.9% 100.0% 8.8% 91.2% 100.0%

N 43 399 442 83 359 442 18 424 442 38 404 442

% 9.7% 90.3% 100.0% 18.8% 81.2% 100.0% 4.1% 95.9% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%
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幼稚園・保育園・認定子ども園 教育委員会・教育相談室 その他 該当の活動は実施していない
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表２－３－12－Ｉ(1) 「その他」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携上の

課題（主任児童委員、民生・児童委員、PTA、母親クラブ） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 18 27 45 19 26 45 4 41 45 4 41 45

% 40.0% 60.0% 100.0% 42.2% 57.8% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0%

N 10 26 36 14 22 36 7 29 36 6 30 36

% 27.8% 72.2% 100.0% 38.9% 61.1% 100.0% 19.4% 80.6% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0%

N 28 53 81 33 48 81 11 70 81 10 71 81

% 34.6% 65.4% 100.0% 40.7% 59.3% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0%

N 4 16 20 6 14 20 3 17 20 3 17 20

% 20.0% 80.0% 100.0% 30.0% 70.0% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0%

N 24 37 61 27 34 61 8 53 61 7 54 61

% 39.3% 60.7% 100.0% 44.3% 55.7% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0% 11.5% 88.5% 100.0%

N 28 53 81 33 48 81 11 70 81 10 71 81

% 34.6% 65.4% 100.0% 40.7% 59.3% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0%

N 4 10 14 3 11 14 1 13 14 2 12 14

% 28.6% 71.4% 100.0% 21.4% 78.6% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0%

N 24 43 67 30 37 67 10 57 67 8 59 67

% 35.8% 64.2% 100.0% 44.8% 55.2% 100.0% 14.9% 85.1% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0%

N 28 53 81 33 48 81 11 70 81 10 71 81

% 34.6% 65.4% 100.0% 40.7% 59.3% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0%

N 8 27 35 9 26 35 4 31 35 4 31 35

% 22.9% 77.1% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0%

N 20 26 46 24 22 46 7 39 46 6 40 46

% 43.5% 56.5% 100.0% 52.2% 47.8% 100.0% 15.2% 84.8% 100.0% 13.0% 87.0% 100.0%

N 28 53 81 33 48 81 11 70 81 10 71 81

% 34.6% 65.4% 100.0% 40.7% 59.3% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0%

N 1 8 9 3 6 9 2 7 9 1 8 9

% 11.1% 88.9% 100.0% 33.3% 66.7% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0%

N 27 45 72 30 42 72 9 63 72 9 63 72

% 37.5% 62.5% 100.0% 41.7% 58.3% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

N 28 53 81 33 48 81 11 70 81 10 71 81

% 34.6% 65.4% 100.0% 40.7% 59.3% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0%

N 3 15 18 5 13 18 4 14 18 3 15 18

% 16.7% 83.3% 100.0% 27.8% 72.2% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0%

N 25 38 63 28 35 63 7 56 63 7 56 63

% 39.7% 60.3% 100.0% 44.4% 55.6% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0%

N 28 53 81 33 48 81 11 70 81 10 71 81

% 34.6% 65.4% 100.0% 40.7% 59.3% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0%

N 16 30 46 20 26 46 4 42 46 4 42 46

% 34.8% 65.2% 100.0% 43.5% 56.5% 100.0% 8.7% 91.3% 100.0% 8.7% 91.3% 100.0%

N 12 23 35 13 22 35 7 28 35 6 29 35

% 34.3% 65.7% 100.0% 37.1% 62.9% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 17.1% 82.9% 100.0%

N 28 53 81 33 48 81 11 70 81 10 71 81

% 34.6% 65.4% 100.0% 40.7% 59.3% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0%

N 20 33 53 22 31 53 9 44 53 7 46 53

% 37.7% 62.3% 100.0% 41.5% 58.5% 100.0% 17.0% 83.0% 100.0% 13.2% 86.8% 100.0%

N 8 20 28 11 17 28 2 26 28 3 25 28

% 28.6% 71.4% 100.0% 39.3% 60.7% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0%

N 28 53 81 33 48 81 11 70 81 10 71 81

% 34.6% 65.4% 100.0% 40.7% 59.3% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0%

N 3 6 9 5 4 9 2 7 9 2 7 9

% 33.3% 66.7% 100.0% 55.6% 44.4% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 25 47 72 28 44 72 9 63 72 8 64 72

% 34.7% 65.3% 100.0% 38.9% 61.1% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0%

N 28 53 81 33 48 81 11 70 81 10 71 81

% 34.6% 65.4% 100.0% 40.7% 59.3% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0%
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表２－３－12－Ｉ(2) 「その他」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携上の

課題（民間企業、小学校、中学校・高等学校、大学・短大・専門学校） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 2 43 45 18 27 45 10 35 45 8 37 45

% 4.4% 95.6% 100.0% 40.0% 60.0% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 17.8% 82.2% 100.0%

N 3 33 36 17 19 36 10 26 36 5 31 36

% 8.3% 91.7% 100.0% 47.2% 52.8% 100.0% 27.8% 72.2% 100.0% 13.9% 86.1% 100.0%

N 5 76 81 35 46 81 20 61 81 13 68 81

% 6.2% 93.8% 100.0% 43.2% 56.8% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0%

N 2 18 20 4 16 20 2 18 20 2 18 20

% 10.0% 90.0% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 10.0% 90.0% 100.0% 10.0% 90.0% 100.0%

N 3 58 61 31 30 61 18 43 61 11 50 61

% 4.9% 95.1% 100.0% 50.8% 49.2% 100.0% 29.5% 70.5% 100.0% 18.0% 82.0% 100.0%

N 5 76 81 35 46 81 20 61 81 13 68 81

% 6.2% 93.8% 100.0% 43.2% 56.8% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0%

N 1 13 14 4 10 14 2 12 14 2 12 14

% 7.1% 92.9% 100.0% 28.6% 71.4% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0%

N 4 63 67 31 36 67 18 49 67 11 56 67

% 6.0% 94.0% 100.0% 46.3% 53.7% 100.0% 26.9% 73.1% 100.0% 16.4% 83.6% 100.0%

N 5 76 81 35 46 81 20 61 81 13 68 81

% 6.2% 93.8% 100.0% 43.2% 56.8% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0%

N 2 33 35 14 21 35 6 29 35 4 31 35

% 5.7% 94.3% 100.0% 40.0% 60.0% 100.0% 17.1% 82.9% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0%

N 3 43 46 21 25 46 14 32 46 9 37 46

% 6.5% 93.5% 100.0% 45.7% 54.3% 100.0% 30.4% 69.6% 100.0% 19.6% 80.4% 100.0%

N 5 76 81 35 46 81 20 61 81 13 68 81

% 6.2% 93.8% 100.0% 43.2% 56.8% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0%

N 1 8 9 2 7 9 1 8 9 0 9 9

% 11.1% 88.9% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 4 68 72 33 39 72 19 53 72 13 59 72

% 5.6% 94.4% 100.0% 45.8% 54.2% 100.0% 26.4% 73.6% 100.0% 18.1% 81.9% 100.0%

N 5 76 81 35 46 81 20 61 81 13 68 81

% 6.2% 93.8% 100.0% 43.2% 56.8% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0%

N 3 15 18 7 11 18 4 14 18 2 16 18

% 16.7% 83.3% 100.0% 38.9% 61.1% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0%

N 2 61 63 28 35 63 16 47 63 11 52 63

% 3.2% 96.8% 100.0% 44.4% 55.6% 100.0% 25.4% 74.6% 100.0% 17.5% 82.5% 100.0%

N 5 76 81 35 46 81 20 61 81 13 68 81

% 6.2% 93.8% 100.0% 43.2% 56.8% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0%

N 3 43 46 18 28 46 10 36 46 6 40 46

% 6.5% 93.5% 100.0% 39.1% 60.9% 100.0% 21.7% 78.3% 100.0% 13.0% 87.0% 100.0%

N 2 33 35 17 18 35 10 25 35 7 28 35

% 5.7% 94.3% 100.0% 48.6% 51.4% 100.0% 28.6% 71.4% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0%

N 5 76 81 35 46 81 20 61 81 13 68 81

% 6.2% 93.8% 100.0% 43.2% 56.8% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0%

N 3 50 53 21 32 53 14 39 53 10 43 53

% 5.7% 94.3% 100.0% 39.6% 60.4% 100.0% 26.4% 73.6% 100.0% 18.9% 81.1% 100.0%

N 2 26 28 14 14 28 6 22 28 3 25 28

% 7.1% 92.9% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 21.4% 78.6% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0%

N 5 76 81 35 46 81 20 61 81 13 68 81

% 6.2% 93.8% 100.0% 43.2% 56.8% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0%

N 3 6 9 7 2 9 5 4 9 2 7 9

% 33.3% 66.7% 100.0% 77.8% 22.2% 100.0% 55.6% 44.4% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 2 70 72 28 44 72 15 57 72 11 61 72

% 2.8% 97.2% 100.0% 38.9% 61.1% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 15.3% 84.7% 100.0%

N 5 76 81 35 46 81 20 61 81 13 68 81

% 6.2% 93.8% 100.0% 43.2% 56.8% 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0%
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表２－３－12－Ｉ(3) 「その他」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携上の

課題（子育て支援センター、児童相談所、家庭児童相談室、福祉事務所/役場） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 12 33 45 3 42 45 2 43 45 11 34 45

% 26.7% 73.3% 100.0% 6.7% 93.3% 100.0% 4.4% 95.6% 100.0% 24.4% 75.6% 100.0%

N 11 25 36 3 33 36 5 31 36 6 30 36

% 30.6% 69.4% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0% 13.9% 86.1% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0%

N 23 58 81 6 75 81 7 74 81 17 64 81

% 28.4% 71.6% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 21.0% 79.0% 100.0%

N 3 17 20 1 19 20 1 19 20 6 14 20

% 15.0% 85.0% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0% 5.0% 95.0% 100.0% 30.0% 70.0% 100.0%

N 20 41 61 5 56 61 6 55 61 11 50 61

% 32.8% 67.2% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0% 9.8% 90.2% 100.0% 18.0% 82.0% 100.0%

N 23 58 81 6 75 81 7 74 81 17 64 81

% 28.4% 71.6% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 21.0% 79.0% 100.0%

N 5 9 14 0 14 14 0 14 14 5 9 14

% 35.7% 64.3% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 35.7% 64.3% 100.0%

N 18 49 67 6 61 67 7 60 67 12 55 67

% 26.9% 73.1% 100.0% 9.0% 91.0% 100.0% 10.4% 89.6% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0%

N 23 58 81 6 75 81 7 74 81 17 64 81

% 28.4% 71.6% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 21.0% 79.0% 100.0%

N 8 27 35 2 33 35 2 33 35 9 26 35

% 22.9% 77.1% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0%

N 15 31 46 4 42 46 5 41 46 8 38 46

% 32.6% 67.4% 100.0% 8.7% 91.3% 100.0% 10.9% 89.1% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0%

N 23 58 81 6 75 81 7 74 81 17 64 81

% 28.4% 71.6% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 21.0% 79.0% 100.0%

N 3 6 9 1 8 9 1 8 9 2 7 9

% 33.3% 66.7% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 20 52 72 5 67 72 6 66 72 15 57 72

% 27.8% 72.2% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0%

N 23 58 81 6 75 81 7 74 81 17 64 81

% 28.4% 71.6% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 21.0% 79.0% 100.0%

N 6 12 18 1 17 18 1 17 18 5 13 18

% 33.3% 66.7% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0% 27.8% 72.2% 100.0%

N 17 46 63 5 58 63 6 57 63 12 51 63

% 27.0% 73.0% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 19.0% 81.0% 100.0%

N 23 58 81 6 75 81 7 74 81 17 64 81

% 28.4% 71.6% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 21.0% 79.0% 100.0%

N 11 35 46 3 43 46 2 44 46 13 33 46

% 23.9% 76.1% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0% 4.3% 95.7% 100.0% 28.3% 71.7% 100.0%

N 12 23 35 3 32 35 5 30 35 4 31 35

% 34.3% 65.7% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0%

N 23 58 81 6 75 81 7 74 81 17 64 81

% 28.4% 71.6% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 21.0% 79.0% 100.0%

N 15 38 53 3 50 53 2 51 53 12 41 53

% 28.3% 71.7% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0% 3.8% 96.2% 100.0% 22.6% 77.4% 100.0%

N 8 20 28 3 25 28 5 23 28 5 23 28

% 28.6% 71.4% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0%

N 23 58 81 6 75 81 7 74 81 17 64 81

% 28.4% 71.6% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 21.0% 79.0% 100.0%

N 5 4 9 2 7 9 3 6 9 4 5 9

% 55.6% 44.4% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 33.3% 66.7% 100.0% 44.4% 55.6% 100.0%

N 18 54 72 4 68 72 4 68 72 13 59 72

% 25.0% 75.0% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0% 18.1% 81.9% 100.0%

N 23 58 81 6 75 81 7 74 81 17 64 81

% 28.4% 71.6% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 21.0% 79.0% 100.0%
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表２－３－12－Ｉ(4) 「その他」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携上の

課題（NPO/ボランティア団体、社会福祉協議会、保護司、町内会・自治会） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 11 34 45 8 37 45 4 41 45 15 30 45

% 24.4% 75.6% 100.0% 17.8% 82.2% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 33.3% 66.7% 100.0%

N 6 30 36 10 26 36 3 33 36 7 29 36

% 16.7% 83.3% 100.0% 27.8% 72.2% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0% 19.4% 80.6% 100.0%

N 17 64 81 18 63 81 7 74 81 22 59 81

% 21.0% 79.0% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0%

N 4 16 20 4 16 20 3 17 20 8 12 20

% 20.0% 80.0% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 40.0% 60.0% 100.0%

N 13 48 61 14 47 61 4 57 61 14 47 61

% 21.3% 78.7% 100.0% 23.0% 77.0% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0% 23.0% 77.0% 100.0%

N 17 64 81 18 63 81 7 74 81 22 59 81

% 21.0% 79.0% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0%

N 3 11 14 3 11 14 2 12 14 6 8 14

% 21.4% 78.6% 100.0% 21.4% 78.6% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 42.9% 57.1% 100.0%

N 14 53 67 15 52 67 5 62 67 16 51 67

% 20.9% 79.1% 100.0% 22.4% 77.6% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0% 23.9% 76.1% 100.0%

N 17 64 81 18 63 81 7 74 81 22 59 81

% 21.0% 79.0% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0%

N 7 28 35 8 27 35 4 31 35 9 26 35

% 20.0% 80.0% 100.0% 22.9% 77.1% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0%

N 10 36 46 10 36 46 3 43 46 13 33 46

% 21.7% 78.3% 100.0% 21.7% 78.3% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0% 28.3% 71.7% 100.0%

N 17 64 81 18 63 81 7 74 81 22 59 81

% 21.0% 79.0% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0%

N 2 7 9 3 6 9 2 7 9 4 5 9

% 22.2% 77.8% 100.0% 33.3% 66.7% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 44.4% 55.6% 100.0%

N 15 57 72 15 57 72 5 67 72 18 54 72

% 20.8% 79.2% 100.0% 20.8% 79.2% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0%

N 17 64 81 18 63 81 7 74 81 22 59 81

% 21.0% 79.0% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0%

N 5 13 18 4 14 18 3 15 18 7 11 18

% 27.8% 72.2% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 38.9% 61.1% 100.0%

N 12 51 63 14 49 63 4 59 63 15 48 63

% 19.0% 81.0% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 6.3% 93.7% 100.0% 23.8% 76.2% 100.0%

N 17 64 81 18 63 81 7 74 81 22 59 81

% 21.0% 79.0% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0%

N 11 35 46 12 34 46 3 43 46 13 33 46

% 23.9% 76.1% 100.0% 26.1% 73.9% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0% 28.3% 71.7% 100.0%

N 6 29 35 6 29 35 4 31 35 9 26 35

% 17.1% 82.9% 100.0% 17.1% 82.9% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0% 25.7% 74.3% 100.0%

N 17 64 81 18 63 81 7 74 81 22 59 81

% 21.0% 79.0% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0%

N 12 41 53 14 39 53 5 48 53 17 36 53

% 22.6% 77.4% 100.0% 26.4% 73.6% 100.0% 9.4% 90.6% 100.0% 32.1% 67.9% 100.0%

N 5 23 28 4 24 28 2 26 28 5 23 28

% 17.9% 82.1% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0%

N 17 64 81 18 63 81 7 74 81 22 59 81

% 21.0% 79.0% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0%

N 3 6 9 5 4 9 2 7 9 3 6 9

% 33.3% 66.7% 100.0% 55.6% 44.4% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 33.3% 66.7% 100.0%

N 14 58 72 13 59 72 5 67 72 19 53 72

% 19.4% 80.6% 100.0% 18.1% 81.9% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0% 26.4% 73.6% 100.0%

N 17 64 81 18 63 81 7 74 81 22 59 81

% 21.0% 79.0% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 27.2% 72.8% 100.0%
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保護司 町内会・自治会ＮＰＯ／ボランティア団体 社会福祉協議会
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表２－３－12－Ｉ(5) 「その他」への活動に係る各社会資源との連携の有無と連携上の

課題（高齢者福祉施設・機関、障害者福祉施設・機関、警察署、保健所・保健センター） 

 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 5 40 45 4 41 45 5 40 45 10 35 45

% 11.1% 88.9% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 1 35 36 3 33 36 5 31 36 8 28 36

% 2.8% 97.2% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0% 13.9% 86.1% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 6 75 81 7 74 81 10 71 81 18 63 81

% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 5 15 20 3 17 20 6 14 20 3 17 20

% 25.0% 75.0% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 30.0% 70.0% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0%

N 1 60 61 4 57 61 4 57 61 15 46 61

% 1.6% 98.4% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0% 6.6% 93.4% 100.0% 24.6% 75.4% 100.0%

N 6 75 81 7 74 81 10 71 81 18 63 81

% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 4 10 14 2 12 14 3 11 14 2 12 14

% 28.6% 71.4% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 21.4% 78.6% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0%

N 2 65 67 5 62 67 7 60 67 16 51 67

% 3.0% 97.0% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0% 10.4% 89.6% 100.0% 23.9% 76.1% 100.0%

N 6 75 81 7 74 81 10 71 81 18 63 81

% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 5 30 35 4 31 35 6 29 35 3 32 35

% 14.3% 85.7% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0% 17.1% 82.9% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0%

N 1 45 46 3 43 46 4 42 46 15 31 46

% 2.2% 97.8% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0% 8.7% 91.3% 100.0% 32.6% 67.4% 100.0%

N 6 75 81 7 74 81 10 71 81 18 63 81

% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 3 6 9 2 7 9 4 5 9 1 8 9

% 33.3% 66.7% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 44.4% 55.6% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0%

N 3 69 72 5 67 72 6 66 72 17 55 72

% 4.2% 95.8% 100.0% 6.9% 93.1% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0% 23.6% 76.4% 100.0%

N 6 75 81 7 74 81 10 71 81 18 63 81

% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 5 13 18 3 15 18 4 14 18 2 16 18

% 27.8% 72.2% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0%

N 1 62 63 4 59 63 6 57 63 16 47 63

% 1.6% 98.4% 100.0% 6.3% 93.7% 100.0% 9.5% 90.5% 100.0% 25.4% 74.6% 100.0%

N 6 75 81 7 74 81 10 71 81 18 63 81

% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 5 41 46 3 43 46 3 43 46 10 36 46

% 10.9% 89.1% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0% 21.7% 78.3% 100.0%

N 1 34 35 4 31 35 7 28 35 8 27 35

% 2.9% 97.1% 100.0% 11.4% 88.6% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 22.9% 77.1% 100.0%

N 6 75 81 7 74 81 10 71 81 18 63 81

% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 5 48 53 5 48 53 6 47 53 13 40 53

% 9.4% 90.6% 100.0% 9.4% 90.6% 100.0% 11.3% 88.7% 100.0% 24.5% 75.5% 100.0%

N 1 27 28 2 26 28 4 24 28 5 23 28

% 3.6% 96.4% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0%

N 6 75 81 7 74 81 10 71 81 18 63 81

% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 2 7 9 3 6 9 3 6 9 2 7 9

% 22.2% 77.8% 100.0% 33.3% 66.7% 100.0% 33.3% 66.7% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 4 68 72 4 68 72 7 65 72 16 56 72

% 5.6% 94.4% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0% 9.7% 90.3% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 6 75 81 7 74 81 10 71 81 18 63 81

% 7.4% 92.6% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 12.3% 87.7% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%
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保健所・保健センター高齢者福祉施設・機関 障害者福祉施設・機関 警察署
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表２－３－12－Ｉ(6) 「その他」への活動に係る各社会資源との連携の有無と 

連携上の課題（幼稚園・保育園・認定こども園、教育委員会・教育相談室、その他、該当

の活動はしていない） 

 

該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計 該当 非該当 合計

N 12 33 45 5 40 45 8 37 45 4 41 45

% 26.7% 73.3% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0% 17.8% 82.2% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0%

N 15 21 36 3 33 36 6 30 36 2 34 36

% 41.7% 58.3% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 27 54 81 8 73 81 14 67 81 6 75 81

% 33.3% 66.7% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0% 17.3% 82.7% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0%

N 5 15 20 3 17 20 4 16 20 4 16 20

% 25.0% 75.0% 100.0% 15.0% 85.0% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0% 20.0% 80.0% 100.0%

N 22 39 61 5 56 61 10 51 61 2 59 61

% 36.1% 63.9% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0% 16.4% 83.6% 100.0% 3.3% 96.7% 100.0%

N 27 54 81 8 73 81 14 67 81 6 75 81

% 33.3% 66.7% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0% 17.3% 82.7% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0%

N 5 9 14 2 12 14 4 10 14 1 13 14

% 35.7% 64.3% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 28.6% 71.4% 100.0% 7.1% 92.9% 100.0%

N 22 45 67 6 61 67 10 57 67 5 62 67

% 32.8% 67.2% 100.0% 9.0% 91.0% 100.0% 14.9% 85.1% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0%

N 27 54 81 8 73 81 14 67 81 6 75 81

% 33.3% 66.7% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0% 17.3% 82.7% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0%

N 6 29 35 3 32 35 6 29 35 5 30 35

% 17.1% 82.9% 100.0% 8.6% 91.4% 100.0% 17.1% 82.9% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0%

N 21 25 46 5 41 46 8 38 46 1 45 46

% 45.7% 54.3% 100.0% 10.9% 89.1% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0%

N 27 54 81 8 73 81 14 67 81 6 75 81

% 33.3% 66.7% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0% 17.3% 82.7% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0%

N 4 5 9 2 7 9 2 7 9 2 7 9

% 44.4% 55.6% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0%

N 23 49 72 6 66 72 12 60 72 4 68 72

% 31.9% 68.1% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 5.6% 94.4% 100.0%

N 27 54 81 8 73 81 14 67 81 6 75 81

% 33.3% 66.7% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0% 17.3% 82.7% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0%

N 5 13 18 3 15 18 3 15 18 3 15 18

% 27.8% 72.2% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0% 16.7% 83.3% 100.0%

N 22 41 63 5 58 63 11 52 63 3 60 63

% 34.9% 65.1% 100.0% 7.9% 92.1% 100.0% 17.5% 82.5% 100.0% 4.8% 95.2% 100.0%

N 27 54 81 8 73 81 14 67 81 6 75 81

% 33.3% 66.7% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0% 17.3% 82.7% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0%

N 15 31 46 3 43 46 8 38 46 4 42 46

% 32.6% 67.4% 100.0% 6.5% 93.5% 100.0% 17.4% 82.6% 100.0% 8.7% 91.3% 100.0%

N 12 23 35 5 30 35 6 29 35 2 33 35

% 34.3% 65.7% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 17.1% 82.9% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0%

N 27 54 81 8 73 81 14 67 81 6 75 81

% 33.3% 66.7% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0% 17.3% 82.7% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0%

N 21 32 53 4 49 53 9 44 53 3 50 53

% 39.6% 60.4% 100.0% 7.5% 92.5% 100.0% 17.0% 83.0% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0%

N 6 22 28 4 24 28 5 23 28 3 25 28

% 21.4% 78.6% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0% 17.9% 82.1% 100.0% 10.7% 89.3% 100.0%

N 27 54 81 8 73 81 14 67 81 6 75 81

% 33.3% 66.7% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0% 17.3% 82.7% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0%

N 4 5 9 2 7 9 4 5 9 0 9 9

% 44.4% 55.6% 100.0% 22.2% 77.8% 100.0% 44.4% 55.6% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

N 23 49 72 6 66 72 10 62 72 6 66 72

% 31.9% 68.1% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0% 13.9% 86.1% 100.0% 8.3% 91.7% 100.0%

N 27 54 81 8 73 81 14 67 81 6 75 81

% 33.3% 66.7% 100.0% 9.9% 90.1% 100.0% 17.3% 82.7% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0%
合計
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の
他
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、
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非該当

幼稚園・保育園・認定子ども園 教育委員会・教育相談室 その他 該当の活動は実施していない
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４．集計結果（自由記述） 

 

 質問紙調査のうち、（１）地域ニーズへの有効な取組となっている特徴的な活動や成功

している活動、評価されている活動【問７】ならびに、（２）地域ネットワークを構築す

る際、工夫されていること【問 11】の２つの自由記述部分について、分析を行った。 

 回答を整理したものは、巻末に掲載した。なお、回答内容は施設・自治体等が特定さ

れないように一部を修正している。 

 

（１）地域ニーズへの有効な取組となっている特徴的な活動や成功している活動、評価

されている活動【問７】 

 自由記述を分類することを試みた。分類項目は、問３「地域ニーズの把握状況」にあ

るニーズの内容を使用した。これに加え、記述の多かった「子ども食堂」「子育て支援」

「中学生・高校生世代支援（中高生支援）」を挙げた。そして、「生活困窮」「子ども食堂」

「虐待が疑われる」「ひとり親」と、「学習支援」「中高生支援」については、ニーズに対

しての活動内容が似ているため、順番を入れ替えた。「非行傾向」は、中高生がその主対

象となると考え、中高生支援に組み込んだ。「その他」に「児童館での日常業務でのニー

ズの把握、相談援助」を加えた。 

 

①障がいや疾病・疾患の配慮が必要な子どもの支援 

 障がいのある子どもへの対応としては、障がい理解の講座や、相談援助、他機関との

連携による活動があった。また当事者の保護者の発信を受けとめた親の会の発足やその

支援は、場や遊具の提供や親の活動中の児童厚生員の子どもの見守り等、地域ニーズを

受けとめた企画・行事である。これらを地域住民にも協力を求め、また、障がいの理解

促進の啓発活動にもつなげている。まさに、児童館が地域活動の拠点としての柔軟な対

応が、他職種・他機関との連携に働きかけた地道な活動が見える。 

回答の一部： 

 〇発達障害児の支援方法を｢子育て世代包括支援センター｣と連携し、実際に子どもを見

てもらい、対応の仕方の相談と、環境設定を行う。 

 〇障害児や病児を育てる保護者同士が作業療法士と共に集い、情報交換や相談ができる

事業の実施。障害の有無に関わらず、共に過せる居場所や地域をつくるために、どんなこ

とが必要か、自分には何ができるかなど、当事者だけでなく、関心のある地域の人が一緒

に考える事業となっている。 

〇発達が気になる子とその保護者の講座。安心・安全な居場所の確保と様々なプログラ

ムを行い、感覚・運動機能などの発達を促す。また保護者同士の情報交換や、臨床心理士

との座談会を設け、育児不安や悩みなどに対応する。 
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②生活困窮状態の子どもや親の支援 

 生活困窮による孤立や学習の場がない、食事がとれない等、日常での児童厚生員によ

る子どもの見守りや、定期的な居場所作りの活動から、子ども食堂等の具体的な活動へ

幅広い支援が見られた。子ども食堂は、単に食事提供に留まらず、「子ども自身が作って

食べることができる」自立を目指した点が、児童館ならではの特徴と言える。生活困窮

に特化せず、誰でも利用できる配慮や、「クッキング教室」といった形での子ども自身が

参加しやすい工夫が見られる。またこの活動に地域住民の参加を求め、日常な地域の人々

の見守りや子どもとの交流が、地域の中で拡がる活動となっている。 

回答の一部： 

〇地域の子ども家庭の困りに対し徹底的な寄り添いを実施。時に児童館のやれる限界も

あるが、直接支援できない部分は他機関につなぐ支援をする。その結果、関係機関からも

児童館の価値を再認識して頂いた。 

〇生活困窮状態の児童には、クラブやプログラムに積極的に参加をうながし、保護者と

の連絡も工夫する。学校のケース会議に参加し、連携を図ることが出来ている。 

〇児童館で、こども食堂を実施。長期休み時は、ほぼ毎日、それ以外は土曜を中心に活

動中。地域の方からも理解・協力を得ている。 

 

③虐待(ネグレクト含む)が疑われる子どもや家庭の支援 

 児童館の中で、なにげなく児童厚生員と遊ぶ中で信頼関係を気づき、子どもの心の声

をうけとめる等、児童厚生員だから受けとめられるケースに、他機関と連携して問題へ

の取り組みを行っている。児童相談所への相談というケースから学校との連携が欠かせ

ないものもある。子どもや親が、他機関でなく、児童館を相談の場にする点も、地域の

中で居場所となっているゆえんと言える。 

回答の一部： 

〇自治体のシステムとして虐待、発達に関わる課題を持つ子どもや保護者の情報を、保

健センターを基点にして、学校、保育園、児童クラブの情報が集約される。児童館はその

中で在宅乳幼児～18 歳までの情報を得て、見学や適切な支援につなげる役割を担う。 

〇ネグレクトを疑う兄弟のことで民生委員に相談、民生委員は学校からの情報を把握し

ていた為､地域での支援を社協と共に考えた。社協が児童相談所に連絡し、各情報がつな

がり援助に向けて動き出した。 

 

④ひとり親家庭の支援 

 児童クラブや学校との連携で、子どもの生活の背景に気づき、相談や食事、学習支援

などへ繋いでいる。子どもの寂しさや、親の生活の大変さ、子育ての難しさを理解し、
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その都度話を聞くことから始まる。学校や地域の住民との協力を得て、行事等への活動

にも拡がっており、個別に声をかけて参加を促している。食のみでなく、学習支援や寂

しさを受けとめる居場所として、話を聞く機能も大切と言える。 

回答の一部： 

〇ひとり親家庭の子の学習支援が必要なケースで、学校、担任、保護者と連携して支援。 

〇ひとり親家庭が多いので、母親が悩みを抱え込まないように交流を持ち、相談に応じ

る。 

 

⑤不登校の子どもの支援 

 不登校の子どもの来館は、学校や家庭との連携を持ちつつ、児童館にしか行くことの

出来ない子どもの個別的な支援を、児童厚生員が行っている。行事への参加に留まらず、

中学生等は、ボランティア参加をすることで社会とのつながりを築く。学習支援の他、

若者支援として、就労支援への導きも見られる。 

回答の一部： 

○不登校の子どもをもつ親たちが立ち上げたグループを、児童館がサポート。 

〇不登校で、児童館にしか行けない中学生を学校と連携して家庭訪問、母親支援を通し

て登校に至った。母子共に幼少期から児童館を利用していて母親からの職員への信頼も厚

く、中学校側も児童館の方針に近づき、それが良い方向へと向った。 

 

⑥学習支援 

 これまでにも児童館では、宿題をみるから始まる日常的な見守りから、子どもの学習

の遅れ等を発見し、個別の対応を行ってきた経緯がある。ここ数年は、生活困窮家庭や、

ひとり親家庭、被虐待児等、家庭で安心して勉強ができない環境にある子どもが見受け

られ、それが学習支援事業として､活動の広がりがある。児童館職員が見るだけでなく、

学校や地域住民、現役の学校の先生の協力や、大学生等の参加といった幅広い人材の参

加が見られることも児童館で実施する特徴と言える。 

回答の一部： 

〇市の中学生の学習支援事業(ひとり親世帯、生活保護世帯、生活困窮者世帯の児童対

象)を受託し実施。 

〇学習支援の事業を小学生対象で行う。長期休業日に地域の青年層が主体となり、児童

館で学習支援を実施。中高生や保護者も先生として参加。 

 

⑦非行傾向の子どもの支援 

 児童館がニーズをもつ子どもを受けとめ、家庭と学校をつなぐ役割を担っている。非

行傾向の子どもにとっては、児童館は駆け込み寺の要素もある。また予防として思春期

105



 

 

対策の活動にも展開される。 

回答の一部： 

〇思春期対策として中高生のクラブ活動を実施。クラブ活動を通して中高生や保護者と

関係が出来ているため、非行等があっても保護者が安心して相談する先に児童館を選択す

る。 

 

⑧外国籍など日本以外の文化をもつ子どもの支援 

 都市、地方に限らず、外国人の居住や就労の増加と共に、地域で暮らす親子の居場所

ともなる児童館。言葉や習慣の違いから、学校や地域社会で孤立しがちな子どもに対し、

個別の対応が求められる。また館内が利用しやすい環境設定を行っている。 

回答の一部： 

〇外国籍等の児童や保護者について、NPO、学校と密な連絡を取り、児童館が居場所に

なる様に対応する。 

 

⑨子育て支援 

 乳幼児とその親を対象に、発達や子育ての悩みを語る場づくりや講座等を行っている。

特に、妊娠して初めて利用する施設として、その後の子育て支援にもつながるような窓

口として、早期に子育ての悩みを受けとめ、虐待予防等の役割に児童館事業が一役を担

っている。また、他機関との連携も必須条件となる事業である。 

回答の一部： 

〇支援が必要な親子を地区担当の保健師が､児童館を紹介し、初回は付き添う。 

〇民生委員・児童委員と共に、ご出産後の家庭訪問活動 

 

⑩中学生・高校生世代支援（中高生支援） 

 中高生支援は、ひとり親家庭、生活困窮、児童虐待等、複合したニーズがある。また、

幼少期の児童館利用が、この世代も足を運ぶきっかけともなる。不登校や学習支援、居

場所のなさ等、個別の支援をあわせて活動の取り組み、学校や機関との連携のみならず、

児童館職員や仲間、地域の人々と共に活動する中で、中高生等との関わりを深め、問題

解決にのぞむ、児童館だからこそできる双方向の活動が伺える。 

回答の一部： 

〇毎週金曜 17～20 時、中高生向きの夜間開館を実施。学校に行きづらい子や家庭に居

場所のない子の利用もあり、指導員が話し相手になることも多い。 

〇中高生タイムは登録制のため、中高生でも職員が保護者と直接やりとりができる。 
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⑪その他  

その他として見られたものは、「児童館の日常業務でのニーズ把握、相談援助」とした。

具体的なプログラムというより、日常業務の中での工夫、特に、子どもや親が話しやす

い雰囲気の環境設定や、また、相談ができるようになる信頼関係づくりのための、児童

厚生員の日々の心得であり、努力でもある。直接的に効果がわかりにくいが、専門職と

して現場において大切にしている取り組みが、子どもが居場所として、何があったとき

に飛び込んでくるきっかけになると思われる。 

回答の一部： 

〇悩んでいる児童・生徒と遊ぶ、話す中で状況を把握して母親の相談に応じる。得られ

た情報を職員間で共有して共通の行動をとる。 

〇職員が名札に「なんでもきくよ」とバッチをつけて気軽に相談できる雰囲気を作る。 

 

 

（２）地域ネットワークを構築する際、工夫されていること【問 11】 

 自由記述から、児童館の取り組みについて、行政の考え方、地域性、施設の規模によ

り､工夫も様々であることが見えてきた。子どもの問題に関して、児童館が主にネットワ

ークを築いた所もあるが、既存のネットワークに児童館が参入するための児童館の地道

な努力もある。 

そこで、構築のための取り組みを「児童館が中心となって構築する例」、「児童館事業

の取り組み、アウトリーチ」、「館長と地域の関係」、「行政、他機関との連携」、「学校と

の連携」に分けた。 

最後に、ネットワークの課題として「構築できない、またはやりにくい事情」も抽出

した。 

 

①児童館が中心となって構築する 

 児童館が中心となり、運営会議や子育て支援会議の発信やネットワークを行っている

ことで、地域の他機関との連携が日常的にしやすくなっていることが伺えた。地域活動

の他団体等と緩やかにつながりやすい立場にある児童館は、こうした構築にも積極的に

力を発揮できる。 

回答の一部： 

〇運営会議に地域住民や子どもたちが委員として出席、共に事業内容等について話し合

う。 

〇児童館が子育て支援ネットワーク協議会の事務局を担う。 

 

  

107



 

 

②児童館自体の取り組み、アウトリーチの大切さ等 

 日常業務において、子どもとの遊びから、また保護者からの声に耳を傾けるような地

道な取り組みが挙げられている。また、他機関との連携を有効にするための「記録」の

大切さ、地域ニーズの啓発のための講座の実施等、児童館発の活動を通して地域住民へ

の理解や協力を求める活動が見受けられる。 

回答の一部： 

〇地域は役員が毎年変わるが、児童館は変わらない。地域の状態、地域課題を把握し、

地域に寄与する事を心掛けた結課、地域と信頼関係を築き｢困ったら児童館へ行け｣と言わ

れるようになった。 

〇地域とつながるためには、児童館自らが足を運ぶことに労をいとわない。地域からの

依頼や要望になるべく応えるために、必ず持ち帰って検討する。 

 

③館長の地域との関係 

 館長が、地域の機関や人とどのようなコミュニケーションを取れているか、それが日

常的に行われているかも、大切である。特に地域の役員や、過去役員であったこと、館

長自身が地域住民であることは、連携やネットワークがしやすい状況にもなっている。 

回答の一部： 

〇館長が以前、主任児童委員を努めていた。 

〇館長が変わっても組織としてのつながりが必要だと考えて地域にもアプローチして

いる。 

 

④行政、他機関との連携 

地域ニーズ、特に虐待や生活困窮、障がい等の具体的支援は児童館単体での取り組み

ではよりよい関わりは難しい。他機関・他職種との連携があって初めて、その子どもや

親への継続的な支援が可能となる。個人情報の点からも、組織的な枠組みがあることで

権利擁護をふまえた継続的な支援ができるのであろう。そのために児童館ができること

の説明を丁寧に行い、つながりを密にする児童厚生員の努力も感じられる。 

回答の一部： 

〇要対協実務者会議への参加により対象児童の情報を行政と共有し、ケース会議や個別

援助を行っている。 

〇一業種ではなく広く多くの教育関係者、地域住民を巻き込む組織作りをしている。一

ヶ所ではかかえきれない問題なので、多くの人と知恵を出し合う形をとっている。 

 

⑤学校との連携  

学校との連携は、ネットワークづくりの１機関として繋がっていることのみならず、
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校長や担任等、子どもの個別の課題に準じて、連携をとるものから様々である。時に、

組織として連携をとる難しさを聞くこともあるが、地域ニーズの課題解決には、なくて

はならない連携であり、児童館からの様々なアプローチで、少しずつそのつながりが多

方面から生まれていると捉えられる。 

回答の一部： 

〇小・中学校に館長が出向き、気になる児童の情報共有をする。日頃から連携を大切に

する努力をしている。 

 

⑥その他「ネットワーク構築ができない、または、やりにくい事情」 

 最後に、数は多くないが、ネットワーク構築の課題と取れる記述を挙げる。職員の人

員や研修の必要性、また、地域性により設置数が少ないことによる、情報の共有の難し

さ、行政との連携の課題も挙げられた。また、児童館の機能に関して、地域住民や、他

機関、行政に十分に理解されていないことによる、苦労なども挙げられている。 

回答の一部： 

〇効果的・組織的な体制づくりをしたいが、館長以外パート職員で研修も不足している。 

〇児童館が社会的ニーズを担うことは多いが、専門性のある職員が配置できていない。 

〇行政担当者が児童館についての知識が少なく、相談レベルに達しない。 

〇虐待等のケース会議等に児童館が入っていない。必要に応じ、参加の願いをしている

が実現できない。 

〇児童館がどういう場所かを理解してもらう努力（関係者に来館してもらう等）が必要。

子どもの遊び場という認識しかない場合が多い。 
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５．分析・考察 

 

 ここでは本研究の目的に大きく影響すると想定される以下の６点について述べる。なお、

各調査項目にかかわる基本統計量ならびに一部の分析結果は、参考資料に記載する。 

 

（１）各児童館における地域ニーズの把握状況と重点的対応 

各児童館において最も把握されている地域ニーズは、障がい等をもつ子どもの状況であ

ることが示唆された。障がい等をもつ子ども以外の地域ニーズの把握状況は、ひとり親家

庭、虐待家庭、学習支援、不登校の子ども、外国籍家庭、生活困窮家庭、非行傾向の子ど

も、その他の順であった。また、各児童館において重点的に対応している地域ニーズは、

障がい等をもつ子どもが最も多く、その他、ひとり親家庭、虐待家庭、学習支援、生活困

窮家庭、不登校の子ども、非行傾向の子ども、外国籍家庭と続いた。加えて、地域ニーズ

の把握状況のうち、ニーズがないとの回答は、障がい等をもつ子どもは 7.7%、ひとり親家

庭は 7.1%であり、他の地域ニーズよりも 10%以上低い結果であった。つまり、障がい等を

もつ子どもやひとり親家庭は、児童館においてニーズがあるために把握されており、重点

的にニーズへの対応がなされている傾向が示された。ただし、虐待家庭への重点的対応は

ひとり親家庭と同等の割合を示しており、児童館における重要な地域ニーズであると考え

られる。また、地域ニーズへの重点的対応が必要な内容のうち、その他も高い割合を示し

ている。その他に関するニーズの把握状況については、いじめ、孤立した子ども、子育て

支援に関する回答が多く見られた。また、重点的対応については、子育て支援や子どもの

放課後や休日等の居場所づくりに関する回答も多く見られた。加えて、各地域ニーズに対

して同等に対応しているとの回答が見られた。つまり、児童館が把握し重点的に対応して

いる地域ニーズは、上述の地域ニーズ以外にも、いじめや孤立した子どもの居場所づくり、

子育て支援など様々であり、多様な地域ニーズをキャッチして対応していることが示唆さ

れたと言える。 

このような地域ニーズを把握している児童館の所轄部局は、福祉系部局が主であること

が示唆された。一方、重点的な地域ニーズへの対応をしている部局となると、障がい等を

もつ子ども、不登校の子ども、学習支援、非行傾向の子どもは、教育系部局の割合が上昇

する。特に、不登校の子ども、学習支援、非行傾向の子どもの割合の上昇率が高く、障が

い等をもつ子どもは福祉系、教育系ともに微増している。また、ひとり親家庭と生活困窮

家庭については福祉系とその他の部局が増加している。つまり、地域ニーズを把握してい

る部局は、主に福祉系の部局であることが示唆された。ただし、不登校の子どもや学習支

援、非行傾向の子どものような、比較的教育系の領域と連携が必要な地域ニーズに関して

は、教育系の部局が重点的に地域ニーズに対応している傾向が示された。 
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（２）地域ニーズへの活動方法 

 各児童館において重点的に対応している地域ニーズに対して、障がい等をもつ子どもと

学習支援以外は見守りが最も多い活動方法であることが示唆された。障がい等をもつ子ど

もは相談対応（対面）が見守りと同程度に多く、学習支援は行事・事業の実施が最も多い

活動方法であった。 

 上述の通り、学習支援の活動方法は他の地域ニーズとは異なるため、学習支援以外の地

域ニーズについて先に述べる。次に見守り以外の活動をみると、半数を超える活動内容は、

相談対応（対面）が多い。一方、相談対応（電話）の割合は各地域ニーズにおいてその割

合は高くはなく、最も割合の高い虐待家庭においても 37.0%に留まっている。つまり、各

児童館は地域ニーズに対して電話対応よりも対面で向き合っている傾向が示されたといえ

る。 

 次に、ケース会議の割合を見ると、虐待家庭の割合が最も高く、次いで障がい等をもつ

子どもが半数を超えている。また、半数まではいかないものの、４割を超える割合を示し

ている地域ニーズは、生活困窮家庭と非行傾向の子どもであった。加えて、職員の技術/

知識の習得は、障がい等をもつ子どものみ半数を超えており、次ぐ虐待家庭は４割程度と

なっている。また、非行傾向の子どもや学習支援は４割に近い割合を示している。つまり、

障がい等をもつ子どもへの対応は見守りを基本としつつも、相談対応（対面）や場合によ

ってはケース会議の開催などを行いながら対応をしており、同時に職員の技術や知識の習

得をしながら対応している現状が想定される。また、虐待家庭に加えて生活困窮家庭や非

行傾向の子どもは、他の地域ニーズより比較的活発な活動をしている傾向にあった。特に、

虐待家庭のような生命に直接かかわる地域ニーズは、ケース会議を開催するなど、慎重な

対応がなされている現状が想定される。一方、アウトリーチ（訪問活動）の割合は、最も

割合の高い生活困窮家庭においても 8.3％にとどまるなど、各地域ニーズにおいて１割に

満たない。つまり、現在の児童館にはアウトリーチまではできていない。ただし、わずか

ではあるが、アウトリーチにより支援を届けている児童館も存在することが示された。 

 一方、上述の各地域ニーズとは異なり、学習支援は行事・事業の実施が最も多い活動で

あり、見守り、相談対応（対面）、職員の技術/知識の習得と続いた。学習支援については、

各地域ニーズと同様に子どもたちの様子を見守ることが大切であるが、それよりも行事の

実施や対面での相談を受けるなど、活動を起こすような取り組みが多いことが示されたと

いえる。 

 

（３）地域ニーズの把握方法と実施対象者 

 各児童館において重点的に対応している地域ニーズの把握方法は、対象によって異なる。

まず、小学生と保護者については、日常場面における口頭での聞き取りが最も多く、全て

の地域ニーズにおいて半数以上の児童館が実施されていた。また、小学生は障がい等をも
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つ子どもと非行傾向の子ども、保護者は不登校の子ども以外は質問紙によるアンケートが

実施されていた。さらに、保護者については、生活困窮家庭、虐待家庭、不登校の子ども

以外の地域ニーズに対して、半数以上の児童館が構造化された聞き取りも実施されていた。

つまり、児童館を利用している小学生やその保護者には、児童館利用時の日常的なコミュ

ニケーションの際に、口頭によりニーズを把握していることが示された。その際、必要に

応じて質問紙を併用していることが想定される。また、小学生は構造化された面接は多く

はないが、保護者に対しては必要に応じて実施している傾向が示された。ただし、小学生

本人に障がい等がある場合や非行傾向の子どもの場合は、小学生の質問紙によるアンケー

トや構造化された聞き取りの割合が低く、保護者の日常場面における口頭での聞き取りや

構造化された聞き取りが他の地域ニーズよりも比較的割合が高いことから、保護者に対し

て聞き取りを行う場合が多いことが想定された。ただし、非行傾向の子どもへの構造化さ

れた聞き取りは、実施割合は半数を超えていないものの、他の地域ニーズと比較すると比

較的割合が高いことから、非行傾向の子どもについては、しっかりと本人と向き合って話

す機会を作っている傾向があると想定された。加えて、外国籍家庭の保護者に対する地域

ニーズの把握方法は、全ての地域ニーズのうち最も割合が高く、保護者に対するアプロー

チに力が入れられている傾向が示された。他方、不登校の子ども本人の保護者に対してニ

ーズを把握している割合は、他の地域ニーズと比較すると低く、保護者に対する聞き取り

が難しい傾向があることが示唆された。 

 一方、中高生に対する地域ニーズの把握状況は、小学生と比較すると全体的にその割合

が低いことが示された。割合が半数を超えた地域ニーズについて、日常場面における口頭

での聞き取りは、生活困窮家庭、虐待家庭、不登校の子ども、非行傾向の子どものみであ

る。また、質問紙によるアンケートは生活困窮家庭、外国籍家庭、不登校の子どものみ、

構造化された聞き取りは全て過半数に至っていない。一般的な児童館の対象は、主に小学

生であるとの社会的認識が高いため、中高生の利用が少ない。そのため、中高生からの地

域ニーズの把握は困難な状況があると想定される。一方、日常場面における口頭聞き取り

の割合が高い地域ニーズは、ポジティブに見るならば対象児童が児童館を利用しているた

め聞き取りができる状況があると捉えることができる。以上から、児童館は利用者のニー

ズキャッチの場としての機能を持つことが示唆されたと言える。 

 次に、児童館利用者を取り巻く関係者等からの地域ニーズの把握方法については、保育

所や学校等の関係者や、福祉・保健・医療等の専門施設・機関の関係者は、構造化された

聞き取りによる地域ニーズの把握の割合が最も高いことが示された。特に、保育所や学校

等の関係者については、学習支援以外の地域ニーズは半数を超えている。また、民生・児

童委員などの地域の子育て支援者は、地域ニーズによって、日常場面における聞き取りや

構造化された聞き取りを用いている傾向が示された。他方、質問紙によるアンケートの割

合は低い傾向が示された。つまり、児童館における地域ニーズの把握は、保育所や学校、
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専門施設・機関などのフォーマルな社会資源については、関係者と話し合いの場を設けて

聞き取る傾向があり、地域の子育て支援関係者など比較的身近な社会資源については、地

域ニーズに応じて日常場面における口頭での聞き取りや構造化された聞き取りを併用して

把握している傾向が示されたと言える。加えて、虐待家庭は専門施設・機関の関係者との

構造化された聞き取りや日常場面における口頭での聞き取りの割合が他の地域ニーズと比

較して高いことから、虐待などの社会的関心が高く、生命の危機にも直結しやすい地域ニ

ーズは、フォーマルな社会資源と関係性をもつ傾向があり、ニーズ把握のための重要な資

源になっていることが示されたと言える。 

 

（４）児童館における地域ニーズ把握のための諸課題 

 児童館において各地域ニーズがあることを把握している場合、自治体や関係機関・団体

等との情報共有や児童館の地域社会での位置づけが全ての地域ニーズにおいて最も課題で

ある傾向が示された。また、地域ニーズに対応する人員の加算、地域ニーズに対応できる

直接的な支援技術、地域ニーズに対応できる地域資源のコーディネート力は、全ての地域

ニーズにおいて過半数が課題であると認識されており、各地域ニーズに対応していくため

の共通の課題であるといえる。 

 中でも、重点的地域ニーズと課題との関係を見ると、各地域ニーズには主に５種類の特

徴が見られた。まず、ひとり親家庭と不登校の子どもは、全ての地域ニーズに共通する児

童館の地域社会での位置づけと自治体や関係機関・団体等との情報共有のみ過半数を超え

ていた。障がい等をもつ子どもはそれに加えて、地域ニーズに対応する人員の加算と地域

ニーズに対応できる直接的な支援技術、非行傾向の子どもは、障がい等をもつ子どもの課

題に加えて地域ニーズに対応できる地域資源のコーディネート力が課題であった。さらに、

生活困窮家庭、外国籍家庭、学習支援は、障がい等をもつ子どもの課題に加えて予算の充

実が課題であった。虐待家庭については他の地域ニーズの課題とは異なり、地域ニーズに

対応できる直接的な支援技術、要保護児童対策地域協議会など地域ネットワークへの参加、

地域ニーズに対応できる地域資源のコーディネート力に課題があり、よりソーシャルワー

クの視点や技術が求められている傾向が示唆された。 

 一方、児童館ガイドラインの充実は、全ての地域ニーズにおいて課題との回答割合が低

かった。自治体や関係機関・団体等との情報共有や児童館の地域社会での位置づけなどが

課題である割合が高いものの、それらを規定する児童館ガイドラインの充実が課題である

との割合が低いということは、児童館ガイドラインが各自治体や児童館において周知され

ていない、あるいはガイドラインの内容が現場レベルにおいて理解されていないことが考

えられる。地域ニーズに対応するためには、児童館の地域社会での位置づけや自治体や関

係機関・団体等との情報共有などの課題は、各児童館での働きかけには限界があると想定

される。そのため、児童館が地域ニーズに対応していくためには、児童館がもつ課題を児
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童館ガイドラインに反映させるとともに、各児童館が自治体や地域社会に向けて活動がし

やすくなるように、児童館ガイドラインの更なる周知が課題であることが考えられた。 

 

（５）地域ニーズに対する社会資源との連携状況と連携上の課題 

 各地域ニーズに対する社会資源との連携状況を表２－５－13 に示す。表２－５－13 は、

各地域ニーズに対する各社会資源と連携している場合の割合をまとめたものである。「●」

は該当の割合が 50％以上、「◎」は該当の割合が 40％台、「〇」は該当の割合が 30％台、「△」

は該当の割合が 20％台、「×」は該当の割合が 10％台、空欄は該当の割合が 10％未満とし

た。 

表２－５－13 から、全ての地域ニーズに共通して、小学校との連携の割合が最も高いこ

とが示唆された。また、主任児童委員や民生委員・児童委員、中学校・高等学校も各地域

ニーズに共通して、比較的連携していることが示唆された。加えて、子育て支援センター、

福祉事務所/役場、教育委員会・教育相談室は若干ではあるが、全ての地域ニーズに共通し

て連携している傾向が示唆された。 

次に、各地域ニーズにおいて社会資源との連携に特徴が見られた。例えば、障がい等をも

つ子どもは、幼稚園・保育園・認定こども園、障害者福祉施設・機関との連携、生活困窮

家庭は主任児童委員や民生委員・児童委員を中心に、連携先が多いことが特徴的である。

虐待家庭は主任児童委員や民生委員・児童委員に加えて児童相談所や子育て支援センター、

非行傾向の子どもは保護司や警察との連携に特徴が見られた。 

ただし、全体的には、必ずしも連携できているとはいえない傾向がある。各社会資源の

連携上の課題については、全ての地域ニーズに共通して、当事者（親・家庭）の理解、意

思と職員の人数や勤務体制に課題がある傾向が示唆された。また、ひとり親家庭以外は社

会資源との情報共有、守秘義務が各地域ニーズに共通して課題があること、障がい等をも

つ子ども、生活困窮家庭、虐待家庭、外国籍家庭、非行傾向の子どもは職員の技術・知識

に課題があるという特徴が示唆された。以上をまとめると、児童館が今後地域ニーズに対

応していくためには、各社会資源との連携が不可欠であるものの、連携体制が整っていな

い現状が示された。この問題を解決するためには、社会資源と情報共有など連携するため

の職員の人数や勤務体制を整えられるような仕組みの整備を行う必要がある。また、当事

者（親・家庭）の理解を促すために、研修会への参加や費用負担など、職員が技術・知識

を付けられる環境を整える必要性が示されたと言える。 
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表２－５－13 各地域ニーズに対する社会資源との連携状況 

障
害
等
を

も
つ
子
ど
も

生
活
困
窮
家
庭

虐
待
家
庭

外
国
籍
家
庭

ひ
と
り
親
家
庭

不
登
校
の

子
ど
も

学
習
支
援

非
行
傾
向
の

子
ど
も

そ
の
他

主任児童委員 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇 △ 〇 〇

民生・児童委員 〇 ● ◎ △ 〇 △ △ 〇 ◎

ＰＴＡ ×

母親クラブ ×

民間企業

小学校 ● ● ● ● ● ● ● ● ◎

中学校・高等学校 △ 〇 〇 △ △ ● 〇 ● △

大学・短大・専門学校 ×

子育て支援センター 〇 〇 ◎ △ △ × × × △

児童相談所 × △ ◎ × × △

家庭児童相談室 × × △ × × ×

福祉事務所／役場 △ △ 〇 × △ × × × △

ＮＰＯ／ボランティア団体 × × △

社会福祉協議会 × △ × × × × △

保護司 ×

町内会・自治会 × × △

高齢者福祉施設・機関

障害者福祉施設・機関 △

警察署 × △ ×

保健所・保健センター 〇 △ 〇 × × △

幼稚園・保育園・認定子ども園 ◎ △ 〇 △ △ × × 〇

教育委員会・教育相談室 △ × × × × △ × ×

その他 ×  

 

（６）自由記述 

自由記述については、主に２点について述べる。まず、質問紙の問７.「地域ニーズへ

の有効な取組となっている特徴的な活動や成功している活動、評価されている活動」につ

いては、調査回答があった 1,811 件中 697（38.5％）件から自由記述での回答があった。

回答の大半（459 件で自由記述の 65.9％）を占めたのは、特定の地域ニーズへの対応事例

ではなく、児童館における日常業務の中でのニーズ把握の工夫、児童館を利用する児童や

子育て世帯への相談援助の事例、地域関係者との連絡会議をはじめとした地域連携の取り

組みに関することであった。具体的には、ニーズ把握や子育て世帯への相談援助の事例で

は、児童館での遊びを通して児童の日々の変化、ふとした感情の吐露、児童同士の関わり、

来館時の服装、来館時間、退館時間など、一人ひとりの児童から得られるさまざまな情報

に注意を払い、児童館職員同士の情報共有、支援方法や支援内容などの共通認識を持つこ

との工夫や児童や子育て世帯への相談援助に関する児童館独自の活動などの記述であった。

一例を挙げると、児童館職員に相談しやすい雰囲気、環境を構築するために、交代制で職

員が相談対応の時間を設定していることを館内掲示板で案内したり、職員の名札に思い思

いのメッセージをあわせて記載するなどの工夫が見られた。 
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 また、特徴的な活動や成功している事例、評価されている活動の共通点として、児童館

単独での活動ではなく、地域の関係者との有機的な連携による活動事例であることが挙げ

られる。そして、その連携事例の多くが、形骸的な連絡会議や文書・メール等による画一

的な情報共有ではなく、それぞれの地域に点在している地域ニーズに対応するために、必

要な支援、その支援を担える人材を地域の関係者・関係機関がともに考え、力を出しあい

活動を実施していくという有機的な連携事例となっている。その中で、児童館の存在は地

域の関係者・関係機関をつなぐプラットフォームとしての役割を担っているという主旨の

事例が多く回答として寄せられた。これは、児童館が児童厚生施設として、日々地域の児

童や子育て世帯との関りを持つことが可能なことや、市区町村行政や小学校・中学校とい

った専門機関ではなく地域の誰もが気軽に立ち寄れるという環境的側面が、地域のプラッ

トフォームとしての役割を担うことができることに寄与していると考えられる。また、誰

もが気軽に立ち寄れる場所であるからこそ、日々の関りの中から顕在化した地域ニーズだ

けではなく、課題やニーズを抱えた本人も気づいていない、認識できていない潜在的な地

域ニーズの掘り起こしの場となり得る可能性を十分に有していると言える。 

次に多くの回答があったのは、全般的な児童館における子育て支援（66 件で自由記述の

9.5％）や中学生・高校生への支援（40 件で自由記述の 5.7％）の取り組み事例であった。 

児童館における子育て支援は、先述のとおり、乳幼児とその保護者を対象に、発達や子育

ての悩みを語る場づくりや講座等を行っている事例が多く見られた。その中で、保健師や

保育士、栄養士などの専門職との連携事例とともに、地域で活動している民生委員・児童

委員、主任児童委員との連携事例も多くの回答が寄せられた。 

民生委員・児童委員、主任児童委員との連携について一例を挙げると、出産後の家庭訪

問や児童館でのサロン活動、各種講座の開催の際の子どもの遊び相手など、ボランティア

スタッフとして継続的に協力を得ていることがわかる。また、日々地域を歩き回り、地域

住民との関わりを持ち続けている委員だからこそ知ることができる情報や培うことが出来

る人間関係が児童館との連携に活用されている事例も見られた。本調査結果からも、多く

の児童館において、民生委員・児童委員、主任児童委員との連携の実態が明らかになって

おり、すべての地域住民を支援の対象とする民生委員・児童委員、主任児童委員との連携

は、児童館における地域ニーズの把握と支援には欠かせないものになっていると言える。 

中学生・高校生への支援は、中高生を対象とした夜間の施設開放や地域の中学生同士が

話し合う場の設定、思春期特有の悩み相談などへの対応などの事例が見られた。このよう

な事例から、中高生の日々の生活の場である自宅や学校ではなく、もう一つの居場所とし

ての児童館の存在を見出すことが出来る。一例を挙げると、｢ティーンズカフェ｣と称して、

月数回程度、中高生同士が自由に話し合うカフェを設定して、その場に地域のボランティ

アや助産師が来て相談事業も実施している事例も見られた。 

最後に、個々の地域ニーズに対応した取り組みや活動事例については、障がい等をもつ

116



子どもに関する取り組み事例が 34 件（4.9％）と最も多く、次点以降は、学習支援 32 件

（4.6％）、生活困窮 23 件（3.3％）、ひとり親家庭の支援 15 件（2.2％）、虐待家庭の支援

14 件（2.0％）、不登校の子ども８件（1.1％）、非行傾向の子どもと外国にルーツをもつ子

どもや家庭がともに３件ずつ（0.4％）であった。なお、生活困窮への取り組み事例につい

ては、23 件中 17 件が児童館における子ども食堂の取り組み事例であったことからも、近

年社会問題となっている子どもの貧困に対する関心が高まっていることがわかる。 

 次に、問 11.「貴館が地域ネットワークを構築する際、工夫されていること」について

述べる。本設問については、調査回答があった 1,811 件中 422（23.3％）件から回答があ

った。ほとんどの回答において、地域の関係者との関係構築についての工夫や取り組みに

関する事例であり、地域の関係者に児童館という存在や行っている活動を認識してもらう

努力が見られる結果となった。具体的には、様々な媒体を通しての児童館活動の広報や既

存の地域ネットワークへの相互協力などの積極的な働きかけが挙げられる。また、児童館

が地域ネットワークを構築する際のキーパーソンとして多くの回答があったのが、児童館

館長と地域で活動する民生委員・児童委員、主任児童委員の存在であった。 

 児童館館長については、自由記述から得られた回答から、館長が持つ豊富な経験と地域

で培ってきた人脈がネットワーク構築を円滑に進めることができる大きな要因の一つであ

ることがわかる。民生委員・児童委員、主任児童委員についても、地域の様々な会議・行

事等への参加していることから地域の関係機関・関係者とのつながりを持っているという

点で児童館館長と同様の記述が多く見られた。なお、回答の中には地域ネットワークを構

築していく上での課題や地域特有の諸事情に言及する記述も回答として寄せられた。この

課題や諸事情に関しては大きく２つに大別することができ、一つ目は児童館の職員体制の

不十分さが児童館職員のネットワーク構築への活動の足枷になっているという点である。

一例を挙げると、館長や特定の職員のみが常勤職でありその他の職員がパートやアルバイ

ト契約といった非常勤職であることから、活動に制限がありかつ職員一人ひとりの研修に

まで手が回らないといった事例も見られた。 

 二つ目は、児童館の存在や役割、児童館が持つ可能性について、行政を含めた地域の関

係者から理解が十分に得られていないという点である。一例を挙げると、児童館を担当す

る行政職員が、児童館のことを十分に理解していないために、地域の関係者間で必要な情

報が共有できなかったり、地域で要保護児童対策地域協議会などのネットワーク組織を作

り上げていく際の選択肢（候補）に入らないという事例が散見された。 
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第３章 自治体・児童館の実践に関するヒアリング調査の結果 

 

１．自治体・児童館へのヒアリングの方法・内容 

  児童館への質問紙調査と並行して、今日的な福祉課題、社会的ニーズの把握を行い、

効果的に児童館で対応策を講じている、あるいはネットワーク構築を行っている自治体、

包括的な支援活動を展開している児童館等を対象としたヒアリング調査（訪問６ヶ所、

招聘２ヶ所）を実施した。ヒアリング先の選定にあたっては、平成 28 年度の「全国児

童館実態調査」ならびに今年度の質問紙調査の結果と研究員からの情報も参考にし、以

下の基準で選考した。 

  ・地域ニーズへの対応に関して特徴的な活動のある児童館 

・中核的機能を有し、施策面で特徴的な児童館ならびに自治体 

・ネットワーク構築に力を入れ、効果をあげている児童館 

・その他、研究会にて先駆的な取組があると推薦された児童館ならびに自治体 

ヒアリング調査及び研究員による報告は、事前に、調査及び報告の趣旨とヒアリング

及び報告の内容について説明を行い、同意を得て実施した。また、ヒアリング結果の報

告の資料は、提供者の同意を得て掲載することとした。 

選定結果およびヒアリング実施日等は、表３－１－１の通りである。 

 

表３－１－１ ヒアリング調査対象 

 所在地 ヒアリング先  運営主体 訪問者 

1 
北海道 

千歳市 

千歳市こども福祉部子育て総

合支援センター児童館係 
行政 市（直営） 

野澤 

阿南 

2 
北海道 

中標津町 
中標津町子育て支援室 行政 市（直営） 招聘 

3 
東京都 

葛飾区 
葛飾区子育て支援部育成課 行政 区（直営） 

熊澤 

長谷川 

4 
東京都 

品川区 

品川区こども育成課児童相談

係 
行政 

区（直営／部

分委託） 

大竹 

阿南 

5 
兵庫県 

宝塚市 
宝塚市立安倉児童館 児童館 

社会福祉法人 

（指定管理） 

熊澤 

藤高 

6 京都市 
公益社団法人 

京都市児童館学童連盟 
調整団体 ※ 招聘 

7 
香川県 

丸亀市 
東小川児童センター 

児童 

センター 

任意団体 

(業務委託) 

野澤 

友川 

8 
沖縄県 

豊見城市 
真嘉部コミュニティセンター 児童館 

社会福祉法人

（指定管理） 

藤高 

前城 

 ※京都市内の児童館は、社会福祉法人等の非営利法人あるいは、任意団体が指定管理者 

制度、業務委託により運営している。 
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ヒアリング対応者は、所管課担当職員ならびに児童館長を基本にして依頼した。 

調査者である研究員は、複数を派遣することにより正確性を担保し、且つ多角的な分析

を実施することを基本とした。 

ヒアリングは半構造化面接とし、ヒアリングシートは、好事例集を作成することも考慮

しながら研究会にて検討し、事前に訪問先に送付した。合わせて、訪問時にはヒアリング

項目に関わる資料を準備してもらった。 

 

【ヒアリングシート項目】 

１．フェイスシート 設置状況 

 

２．地域のニーズ把握と貴館における支援について 

（１）児童館（行政担当課）が把握している地域ニーズの中で、最も重点的に対応して

いる理由について 

（２）貴館における具体的な活動内容について  

（３）活動を開始するきっかけについて 

（４）活動を実施するうえでの連携相手と連携方法について 

（５）活動の効果（成果）について（地域ニーズに対応するネットワークの構築に至る

経緯も含めて）  

（６）活動の課題について（地域ニーズへの対応、ネットワークの構築について） 

（７）今後の活動に関する展望  
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２．結果 

 

（１）北海道千歳市・子育て総合支援センター 

 

【ヒアリング調査概要】 

訪問調査日  平成 30 年２月９日(金)  

ヒアリング対象者  千歳市子育て総合支援センター センター長、 

児童館係 係長、主査        計３名 

研究調査員     野澤義隆、阿南健太郎 

 

① 児童館の概況 

 千歳市子育て総合支援センター（以下、文中は本センターと略して表記する）は、北海

道千歳市に所在する。千歳市は、人口 96,384 人(平成 29 年１月現在)、面積 594.50km2、合

計特殊出生率 1.53（平成 26 年）、出生率 9.8（平成 24 年、人口千人あたり）の道央圏の中

核都市である。千歳市の児童館は９か所、放課後児童クラブ（以下、児童クラブと略して

表記する）は 15 か所存在する（平成 28 年４月現在。平成 30 年 4 月より２か所児童クラブ

を新規開設予定）。全９か所の児童館は公設公営であり、児童クラブの実施と子育て支援セ

ンター機能を有している。本センター内には、ちとせっこ児童館が併設されており、ちと

せっこ学童クラブの実施や子育て支援センターであるちとせっここどもセンターとこども

園が併設されている。 

 

自治体における児童館／子育て支援施策の特徴的活動について 

 千歳市は、”子育てするなら、千歳市”をキャッチフレーズに、妊娠・出産・子育ての

切れ目のない支援を実施し、子育て世代が幸せを実感できる子育てのまちを目指している。

この具体的な子育て支援施策として 38 事業が開始されている。特に、①ちとせ子育てコン

シェルジュ（２か所の子育て支援センターにおける子育てコンシェルジュの配置）、②まま

サポート（主に未就学児を対象とした家庭への訪問型子育て支援の実施）、③ちとせ版ネウ

ボラ、④ランドセル来館、⑤中高校生タイム（全９か所の児童館において開館時間を１時

間延長して中高校生のための時間を設定）、⑥障がい児のための「インクルージョン保育」

（保育所等訪問支援事業、巡回支援専門員整備事業の実施）、⑦いいお産の日 in ちとせ（出

産・育児に関する総合イベントの開催）、⑧転入親子ウェルカム交流ツアー（転入３年以内

かつ１歳から就学前の子どもをもつ保護者を対象として、子育て支援センターや市立図書

館、水族館の見学や親子交流会の実施を目的としたツアー）⑨企業連携ぷちゼミ（子育て

支援連携事業の実施）などに力を入れている。千歳市内の児童館では、ランドセル来館な

らびに自由来館を実施している。児童の長期休暇中は、自由来館の際に弁当を持参して児
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童館で食べることができる長期休みランチデー事業を実施している。 

 

② 館（課）が把握している地域ニーズの中で、最も重点的に対応している理由について 

千歳市では、子育て支援について重点的に対応している。この背景として、千歳市は自

衛隊が３部隊あることや新千歳空港の所在地であること、工業団地が 11 カ所と約 250 社

以上の企業が立地していること、さらに公務員の多さなども相まって、年間約 6,000 人の

方が転出入する、いわゆる”転勤族の町”という問題がある。北海道外より転入した方が

千歳市のことを何も知らず、地縁血縁・知人等がいない中で孤立してしまう家庭が非常に

多いため、子育ての不安や悩みを解消する必要があるとのことであった。また、景気の回

復傾向や市内に工業団地や空港、さらにはインバウンドの急増によるホテルの新増設ラッ

シュも重なり、雇用が増えているという。そのため、女性の就業率の上昇とともに、早め

に保育園等に子どもを預けることを希望する家庭が増えていることから、子育て支援セン

ター利用者の低年齢化に対応する必要があった。さらに、平成 24 年に子ども・子育て関連

３法の成立や子ども・子育て支援新制度に向けた取り組みを開始する必要があった。 

 

③ 館（課）における具体的な活動内容について 

千歳市は、２か所の子育て支援センターにおいて、子育てコンシェルジュを各２名配置

している。これは、転入により千歳市のことを何も知らない、知人や友人がいない孤立し

がちな家庭の子育ての不安や悩みを解消するための支援員である。具体的な取り組みは、

幼稚園や保育園、認定こども園に出向き情報を集め、資料にまとめたうえで、教育方針や

申し込み方法などの各施設の特長を情報提供している。また、「ままサポート」事業として、

１回につき２時間程度、子育て支援センターに出向けない方や双子やきょうだいを連れて

の施設利用が難しい方、初めての利用は緊張してなかなか気軽に来られない方などの自宅

を訪問し、自宅で子どもを見ながらじっくり相談を受けたり、施設までの同行、初めての

離乳食や沐浴などのサポート支援を実施している。さらに、子育て支援センターの行事や

定期健診などに子育てコンシェルジュが出向き、写真付きの名刺やパンフレットを配布し

て顔を知ってもらうことで、子育てに関するワンストップ窓口の役割を担っている。 

 千歳市の各児童館は、主に３つの特徴がある。１つは、ランドセル来館の実施である。

平成 25 年に試行的に、児童クラブに入れない児童は親の仕事を考慮したうえでランドセ

ル来館を案内していた。しかし、児童クラブではなくランドセル来館を希望する利用家庭

のニーズが把握されてきた。利用者の声を取り入れ、平成 26 年より全児童館でランドセル

来館を実施している。その際、児童館利用者のうちランドセル来館や自由来館はあくまで

も現場職員の見守りとし、生活や遊びの提供等の育成支援が必要な場合は児童クラブを利

用してもらうことですみ分けをしている。実際は、学年や親の就労状況、利用頻度によっ

てすみ分けを行っているとのことであった。また、ランドセル来館を導入した際に、保護

122



 

者の就労状況を考慮して利用就業条件の緩和や、保護者等の急病により家庭で見られない

場合の緊急一時利用なども取り入れている。児童クラブ利用者数は横ばいに対して、ラン

ドセル来館登録者数は年々増えているという。そのような状況に対応するために、定員の

緩和やランドセル来館担当職員の配置の工夫を行っている。つまり、保護者の就労状況や

家庭のニーズを聞き、取り入れて、子どもの居場所づくりや保護者が労働や急病があって

も安心して過ごすことができる仕組みづくりをしている。 

 ２つめは、児童館内でのランチデーの開催である。千歳市の児童館では、小学生の夏季

休暇などの長期休暇中に、持参した昼食を食べる場を提供している。これは、保護者の就

労時間が非常に短い場合や小学校高学年で自由来館の子どもを主対象者としている。ラン

ドセル来館の場合に行き来できるのは児童館敷地内だけであるため、公園などを行き来す

るなど活動範囲が広い子どもにとってのランドセル来館の緩和を狙いとしている。加えて、

ランチデーを紹介することで、申込期限に遅れた方への不満解消にもつながっている。ま

た、２か所の子育て支援センターで子育て家庭向けの毎日ランチデーを開催している。以

前は児童館や子育て支援センター施設内の飲食は禁止であったが、親子にとって食事をし

ながら交流する機会を設けるために、平成 26 年より月に 2 回程度のランチデーを始めた。

平成 28 年 10 月より毎日ランチデーとして実施している。この設定により、終日利用者が

お弁当を持って昼食をとり午後も遊んでく親子など、子どもの状況に応じた利用ができる

よう幅を広げているという。 

 ３つめは、中高生タイムの実施である。ランドセル来館の仕組みを作る際に、行ったこ

との１つが中高生タイムである。これは、仕組みを作った際に中高生の児童館利用が多か

ったため、児童館閉館前１時間は中高生専用の時間帯として中高生専用タイムを設けた。 

その他、千歳市はホームページやブログなどによる情報発信に力を入れている。また、

行事の際に報道機関に取材に来てもらい、行事の案内を載せてもらうことで来館促進を図

っている。 

 

④活動を開始するきっかけについて 

活動を開始するきっかけとなった出来事の１つは、千歳市が”子育てするなら、千歳市”

というキャッチフレーズを掲げる際の、児童クラブの待機児童問題があったという。加え

て、児童クラブの対象年齢が６年生まで拡大になる時期であり、どのように６年生までの

子どもを既存の施設で受け入れていくのかを政策会議で検討していった。その中で、建物

の増築や室内レイアウト変更など、受け入れが可能となる方法を模索していったところ、

東京都目黒区のランドセル来館の話が１つの取っ掛かりになった。 

２つめは、既存事業の見直しを行うとともに、新規事業を立ち上げた。その際、児童館・

学童クラブ指導員に実施の根拠や必要性を説明することで指導員が納得できるようにしつ

つ、モチベーションが上がるよう、職員が一体となって事業を始められるように工夫した。
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ランドセル来館導入時には、東京都目黒区に見学に行くなど精力的に活動した。 

 

⑤活動を実施するうえでの連携相手と連携方法について 

各児童館における地域ニーズが発生した場合の対応として、各児童館の現場職員から本

センターの児童館担当職員に連絡が入る体制がとられている。そのため、本センターの児

童館担当職員がキーパーソンとなり、児童館まつりやいいお産の日など、本務に係る各イ

ベントを通して、保健福祉部局の保健師や民生・児童委員など、関係機関・関係施設ある

いは関係者とのつながりを構築しており、連携事業等における協力やサポートがスムーズ

に対応できている。さらに、児童館担当職員は、日頃から各児童館や児童クラブを巡視し、

ランドセル来館などを始める際に学校に足を運び丁寧に説明を行うことで、問題が起こっ

た際に保護者や学校などとの調整が可能な体制を構築してきた。 

子どもに係る地域ニーズに対応するためには、学校や専門機関との連携が必要になる。

以前は、不登校児が児童館に来館していることに対して学校側から問題視されることがあ

ったものの、連絡を取り合うようになった現在は、学校側が理解を示しているという。そ

のため、子どもを家庭児童相談室やカウンセリング、教育相談員につなげるために、学校

と連携を取り合うこともしているという。また、児童クラブや児童館利用児童の児童虐待

に関する対応として、関係者会議や要保護児童対策地域協議会に学童クラブ指導員や児童

館の現場職員、児童館担当職員が一緒に参加しているという。そのような気になる子ども

のケースでは、子どもの見守りのために本センターから現場の指導員に伝えるとともに、

情報共有のための会議を開催することで対応している。また、児童館担当職員が児童館や

児童クラブに実際に出向いて、心配な身体的状況がある場合は複数で確認しながら、現場

職員に負担がかかりすぎないようサポートしながら体制を整えている。 

児童館の現場職員から児童館担当職員に上がってきたケースは、子育てコンシェルジュ

や保健師につなげるケースもある。子育てコンシェルジュは、子育て支援センターの行事

や定期検診への参加、幼稚園・保育園・認定こども園に出向き情報を集めることで、つな

がりをもっている。定期検診への参加等により母子保健部門とも連携しているため、専門

的な相談が必要な場合は市の保健師や他機関につなげている。保健師は、本センターから

情報確認をした際、既に関わっているケースが多いため、保健師との連携場面が多い。こ

のように、地域ニーズに対応するためには、他機関・他部署等との連携が必要である。そ

のため、本センターが中心となり、年に３、４回程度、幼稚園、保育園、認定こども園、

行政、民生・児童委員、育児サークルなどが集まり、子育て支援関連の情報共有の機会を

設けている。加えて、必要なケース会議や打ち合わせ、情報共有は常に行うことで、子育

て支援関係のネットワークを中心に、連携体制を整えている。 
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⑥活動の効果（成果）（地域ニーズに対応するネットワークの構築に至る経緯も含めて） 

主な成果の１つとして、切れ目のない支援体制の構築がある。子育てコンシェルジュの

導入やままサポートの導入などの制度を整えるとともに、各機関・施設等との連携体制を

構築した。これにより、電話相談や本センターに来館して相談を受けるケースにつながり、

孤立家庭の予防に寄与していると考えられる。また、関係機関・施設等との密な連携によ

り、学校などこれまで連携できていなかった機関と情報交換の場をもつことができるよう

になるとともに、児童相談所等の他機関につなぐことができている。そして、例えば不登

校の子どもが学校に行くようになるなど、子どもへの支援に直接寄与している。 

 また、児童館が市内に点在しており、身近な拠点となっていることが挙げられる。児童

館のこれまでのイメージであった小学生の（児童クラブの）遊び場・居場所だったものを、

子育て支援センターを全ての児童館で展開するということを積極的に周知広報することで、

特に未就学の在宅子育てをしている市民にとって、頼りやすい場となっている。千歳市の

人口構造や転出入が多い状況、冬期の遊び場対策を考えても効果的に働いている。 

 主な成果の２つめとして、居場所づくりと保護者支援がある。児童館においてランドセ

ル来館やランチデーを始めたことで、まずは子どもや保護者の居場所づくりに寄与してい

る。親の働き方に応じて来館方法を選べることにより、保護者が安心して仕事ができる仕

組みづくりをしている。また、子どもの遊び環境としても、選択肢が増えることは望まし

いことである。児童館を利用拠点としながら、地域で生活する児童を支えることができて

いる。 

また、児童館の敷居の低さから、不登校や非行傾向、家庭で居場所がない子どもにとっ

て安心して過ごせる居場所ができる。そのことにより、児童館の現場職員は子どものニー

ズをキャッチでき、見守りだけではなく他機関につなぐことができている。 

 

⑦活動の課題について（地域ニーズへの対応、ネットワークの構築について） 

今後活動を活発化していくうえでの課題として、まず、人材確保の問題がある。千歳市

の全９児童館のうち７児童館は非常勤職員のみで運営している状況である。また、非常勤

職員は働き方を選べるものの、長時間働きたい、正規職員として働きたいというニーズも

あるという。保育士不足という現代において、職員のニーズに答えつつ、どのように人材

を確保していくのかが課題である。また、子どもの貧困や児童虐待などの地域ニーズにつ

いては、児童虐待の担当課や本センター職員などが状況を常に把握し、情報共有をしなが

ら対応をしている。しかし、上述の通り児童館運営を非常勤職員で賄っているため、継続

的に子どもの見守りを行う際は勤務経験の長い非常勤職員に依頼することが多くなってい

る。加えて発達障がいをもつ子どもが増えている中で、様々な研修会を開催することでス

キルアップを目指しているものの、研修時間は勤務時間となるため、児童館で勤務する時

間の調整が必要になる。地域ニーズに現場の職員がどのように対応していくのか、働き方
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も含めて今後さらなる体制づくりが求められる。 

 

⑧今後の活動に関する展望 

千歳市では、切れ目のない支援を目標に取り組んでいるものの、本センターや児童館の

ような場所に来られない、いわゆる孤立した家庭がどの程度いるのか不明であるという。

子育てコンシェルジュへの電話があった際、自身の名前や住所が言えないくらい辛い状況

におかれている方もいるという。そのような方々へ対応できる体制づくりを今後さらに進

めることで、児童虐待などの地域ニーズの予防になると考えられる。 

 児童館活動に関しては、継続的な子どもたちの居場所づくりである。不登校や居場所が

ない子のケースがあった際、児童館は常に受け入れられる体制や見守り体制があることが

存在意義であるとのことであった。また、障がいなどをもつ子どもが地域で生活するため

に受け入れ体制が大切であるという。つまり、どのような環境におかれた子どもであって

も受け入れることで子どもが安心できる場所であること、そして、児童館は本人の状況に

合わせて対応できる体制づくりの継続性が必要であることが示された。 

 千歳市の児童館での取組は全国各地の先駆的に実施されてきた活動を、市の事情に合わ

せながら、柔軟に変化させて取り込んでいると感じた。今後も新たに発生するニーズと全

国の児童館や子育て支援施策をキャッチし、うまくマッチングさせ、持続可能なものとし

ていくことが期待されている。 
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（２）北海道中標津町（研究会への招聘） 

 

【ヒアリング調査概要】 

訪問調査日  平成 29 年 9 月 22 日（金）  

ヒアリング対象者  中標津町子育て支援室長 

研究調査員  大竹智・熊澤桂子・友川礼・野澤義隆・藤高直之・前城充・阿南健太郎 

 

① 中標津町の児童館等の施策について 

北海道中標津町は、北海道東部にある酪農を主産業とする町である。空港があり、観光

等の玄関口としての役割もある。人口は 23,661 人（平成 29 年 12 月末現在）となっている。

人口は微減傾向にある中、世帯数が１万を超えて増加しており、核家族化、ひとり親、単

身家庭の増加が窺える。婚姻率は全国平均程度ながら、離婚率が高い。農業地域ではある

が、近隣町村における商業地域でもあり、空港や観光等の関連産業もあることから、ひと

り親家庭の流入も多い。母子家庭率は道内でも高く、保育ニーズも高いのが特徴的である。 

町は子育て支援のワンストップサービスとして、子育て支援室を設置し、子育てに関す

る業務（計画策定、保育、児童館、児童手当、医療給付等）を集約している。児童館は公

設公営５館、うち１館は平成 27 年に中核的な児童センターとして整備されている。館長は

子育て支援室長が兼務し、職員は正職員１名（児童センターに配置）以外全て嘱託職員で

運営している。 

教育環境としては、小学校４校、中学校２校、義務教育学校１校、高等学校２校、高等

養護学校１校。放課後児童クラブ（以下、児童クラブ）は全て直営で、児童館に併設され

ている。利用料は無料であり、全就学児童に対する登録率も高い。 

 

② 中標津町における児童館／子育て支援施策の特徴的活動について 

児童館を拠点とする子育て支援体制の構築が特筆する点である。特に、要保護児童や家

庭に対する支援での現場最前線での役割を担っている。 

具体的には、図３－２－１に示す「中標津町子育て支援・虐待防止ネットワーク」（要

保護児童対策地域協議会）において、児童館の位置づけを地域に密着した受入直接的支援

の拠点であると考えている。児童館職員も理解の上、情報を共有し、適切な対応に努めて

いる。 
また、コミュニティにおける子育て支援の拠点として開かれており、地域住民が参画す

る取組が多く展開されている。それによって、地域の児童を地域住民が見守り、共に育む

ことを仕掛けている。 

例えば、趣味や特技を生かしたボランティア「チャイルドアドバイザー制度」（団体・

個人 20 組が登録）、地域住民との交流機会や食育のサポートをする「児童館菜園たがやし
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隊」などによる児童館活動への協力・参加がある。また、毎年２千人が参加する「じどう

かん祭り」では子どもが企画したものを、大人実行委員会がサポートする形で実施。ある

いは学力低下の課題に対して、長期休業中には町民有志と共催しての「児童館てらこや事

業」を立ち上げている。現在では中学生・高校生が活動に参画し、小学生の学びをサポー

トしている。 

これら全て、多世代の町民のボランタリーな参画があってこそ実現できている事業の一

端である。 

 
図３－２－１．中標津町子育て支援・虐待防止ネットワーク 

 
 
平成 27 年度には、児童館機能、中学生・高校生の交流や活動の拠点となる機能、並び

に子育て家庭への支援機能を持つ、０～18 歳までを対象とした児童健全育成の核となる中

標津町児童センター「みらいる」が建設されている。この建設には、地域の中学生・高校

生による「建設プロジェクトチーム」を結成して、『ありのままの自分でいられる場所』を

基本コンセプトとして、基本構想、設計、建物内外の配色に至るまで要望や意見を取り入

れた施設建設を推進している。児童館の利用者実績も増える中、利用主体である子どもた

ちからの意見は議会でも好意的に受け入れられ、建設に弾みがついた。 

教育委員会で所管していた最後の年度である平成 13 年度には３万８千人ほどだった利
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用者数（全館の合計数）は、15 年間毎年増加し、平成 28 年度には 10 万人を突破した。町

民が多様な形で参加する機会を得られたことにより、利用が促進されてきた結果と見て取

れる。  

 

③ 館（課）が把握している地域ニーズの中で、最も重点的に対応している理由について 

 要保護児童の支援に力を注いでいる。小型児童館では、利用児童のうち児童クラブ利用

児童が７割を占めており、福祉的な支援を要する児童・家庭については児童クラブへの登

録を促し、継続的に観察と支援を行っている。児童クラブの運営にあたっては、自由来館

児童と一緒に過ごすことを意識的におこなっており、さまざまな活動（実行委員会、クラ

ブ等）も両方の児童が参加できるようにしている。保護者の就労状況や抱えている課題を

理由に居場所をわけることなく、子どもたちの人間関係を維持することを基本としている。

人口の偏在もあり、地域によっては小学生の人間関係が濃く、学校内から放課後まで共に

過ごすメンバーが変わらないこともある。そのため、異年齢も含めて多様な関わりがある

こと、また地域住民との接点を多く持つことによって、心理的、社会的な発達を促すこと

にもつなげていると言える。 

 要保護児童支援への対応の観点だけではなく、中標津町の児童館が重要視しているのは

「発生予防」である。課題の早期発見・早期対応を繰り返していても、根本的には解決し

ない。児童の健全育成活動そのものに予防的効果があると考え、全国公募のパイロット的

な事業にも参画するなど積極的に中標津モデルの構築を目指している。 

 例えば、『赤ちゃんボランティア』の登録がある。児童館を利用する乳児親子に登録して

もらい、中学校での「ふれあい交流」を実施している。全中学校で実施されており、町内

で育つ全ての子どもたちが、結婚・出産までに必ず一度は赤ちゃんとのふれあいができる

ようにしている。10 年以上継続する中で、中学生だった子が母親となり今度はボランティ

アとして、赤ちゃんだった子が中学生となり体験者へとなるという循環が生まれている。

また、中学生・高校生世代と母親との自然な交流が生まれ、町内での助け合いや言葉の交

わし合いが生まれている。 

また、『こんにちは赤ちゃん家庭訪問』事業がある。町保健センターが実施する新生児

訪問とは別に実施している。児童厚生員等が家庭へアウトリーチしている。密室育児を減

らし、できる限り児童館への来館を直接、児童館職員が実施することがポイントである。

声を掛けてくれた人がそこにいるということがきっかけとなり、一歩外へ出る、あるいは

継続して児童館へ通おうとするモチベーションにつながっている。 

これらの取組は、児童館からアウトリーチすることにより、児童館が持つ予防的機能を

活性化させると考えている。 
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④ 活動を開始するきっかけについて 

 平成 12 年に、子育て支援・要保護児童対策に関する担当窓口として現室長は着任した。

町で初めて窓口を設定したことにより、多くの相談ケースを抱えることとなった。周りの

資源を活用しながら対応してきたが、これまで担当したこともなく、専門的な資格を保有

しているわけでもなく、試行錯誤していた。役所の窓口でできることには限界があると認

識し、子どもたちを対応する現場を持つ必要性を感じた。庁内にある資源を見たときに、

「子どもたちのありのままの姿を見ることができる」「評価をしない」「遊びのなかで家庭

の状況が見える」児童館に着目した。当時、児童館は教育委員会に所管されており、放課

後の児童の受け入れ場所にとどまり、現場も児童館機能の最大化ができていなかった。老

朽化も相まって、廃止の構想もあった。そこを福祉課に移管し、機能を最大限に活用する

施策面での整備、職員の意識変容する両面に取り組んだ。 

 まず、平成 15 年に「次世代育成支援行動計画」を策定する際に、児童館を子育て支援

の拠点として設定した。乳幼児対応の子育て広場から小学生の自由来館、児童クラブ、中

高生の活動まで一連の事業体系ができてきた。 
 そこで課題となったのは、職員に関するものである。まずは、全てが嘱託職員化されて

いるなかで、勤務時間に限りがあり、打ち合わせもままならない状況があった。また、社

会保障面、なおのこと報酬面では十分ではなかったようである。まずは職員の体制を整え

ていくことが先決と考え、勤務時間、職員数の見直し（増加）を図っている。これにより、

報酬等で雇用の安定につなげようと努力した。職員の安定から始め、事業を安定させよう

とした取組である。 
 その上で、研修に力を入れた。当時、町の嘱託職員には研修旅費、特に北海道外に出る

ものは認められていなかった。これを財政部局と交渉し、一般財団法人児童健全育成推進

財団が実施する児童厚生員等基礎研修会へ参加させることとした。町外の児童館の様子を

見ることができ、先駆的な事例や児童館施策に関する情報を仕入れて、自館の活動にいか

せるようになった。更に、外からの目でわが町の児童館を考えることができるようになっ

たことが、大きいと語る。それは、職員の大きな意識改革と道内外の関係者との人的ネッ

トワーク構築から証明できている。 
 

⑤ 活動を実施するうえでの連携相手と連携方法について 

 要保護児童支援の範疇では、児童相談所との連携がある。児童館から一時保護を行った

こともあり、その際には、子育て支援室、児童館、児童相談所が連携して実施している。

また、一時保護解除時には、関係性の維持や当該児童の心理的な面への配慮として、児童

館職員が一時保護所への引き渡しに同席することもある。そのことにより、児童が安心し

て、また児童館（児童クラブ）へ通えるようにするということもあるし、児童相談所とし

てもどこがフォローアップしているのかを児童館職員の顔を見ることで安心するというこ
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ともある。 
 学校との連携も重要である。学校の教諭が児童館に来ることも多く、また児童館職員も

参観日などには積極的に参加し学校での様子を観察している。また、情報共有の機会も設

けており、４月には必ず児童館との会議を各学校で実施している。 
 不登校児童、発達障害のある児童の利用もあり、学校と連携し、その居場所づくりにも

力を注いでいる。児童館は赤ちゃん訪問から担当しているため、0 歳から関わりのある子

どもが多い。そのため、子どもたちの発達過程に寄り添っており、職員と保護者との関係、

職員と子どもの関係が構築されていることから、対応がしやすい面がある。 
 これらの関係性を取り持っている子育て支援室の役割は大きい。児童館が独自につなが

れる部分もあるが、町役場からの働きかけが有効な場合も多い。児童相談所への通告も全

て子育て支援室が担っている。学校も児童館も安心して情報を共有し、子どもを守ること

を第一に、そして子どもたちが一時保護などから戻ってきても生活する場、（学校や児童館）

を守ることにも努力している。 
 

⑥活動の効果（成果）について 

 （地域ニーズに対応するネットワークの構築に至る経緯も含めて）   

 所管課（子育て支援室）が児童手当、要保護児童対策地域協議会等の業務を一括して担

当していることから、児童館とやりとりしている情報が有機的につながり、支援体制を構

築しやすい状況にある。児童館では遊びや子どもとの会話の様子から家庭状況の変化をつ

かんでおり、逐一所管課に情報が上がっていくようにしている。情報を受けた際には所管

している事業（児童扶養手当や保育等）で把握している家庭状況との差異を確認し、児童

館に対して適切にどのような点で見守りをするのかを指示している。 

 放課後児童クラブや子育て広場の活動の利用は無料であり、特定の課題を有した子ども

や家庭にとっては、利用しやすい環境が整備されている。一時保護解除後などの見守りが

継続的に必要な家庭に対しては、利用を強く勧めることができる。また、貧困対策の学習

支援のように写る「てらこや事業」についても、対象者を限定することなく、全ての希望

者を対象にしており、“特定課題児童・家庭を対象とする施設”とのイメージを持たせない

ことを児童館で実現している。 

 小学生のひとり親家庭の約 25％は児童館利用経験があり、中学生・高校生世代において

も近い割合にある。課題を抱える可能性がある児童の一定数の利用が見られる。 

 

⑦活動の課題について 

 （地域ニーズへの対応、ネットワークの構築について） 

 職員の雇用の問題がある。児童館は福祉課題の発生予防・早期発見やその後のフォロー

アップ等重要な役割を果たしているが、職員体制としては嘱託職員が中心であり、その雇
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用の維持が課題となっている。町としては、待遇（報酬額）改善、職員増員、超過勤務手

当の支給などによる働きやすさの向上を行ってきている。しかし、経験年数が５年を超え

る職員も多く、無期転換の必要性がある。このようなことを背景にして民営化も検討され

るところだが、個人情報保護の観点からも直営を維持していきたいとの考えである。しか

しながら、町民でもある職員としては難しい局面に立つこともあり、所管課による職員を

支える体制が重要である。なお、児童館長は兼務であるが、１週間に１回、児童館職員と

の会議ができるようになっており、職員の様子を見ること、そして職員からの現場の生の

声を聞くことができている。 

 要保護児童対策に力を入れており、効果も出ている中標津町の児童館だが、そのことを

周知するわけにはいかないというジレンマがある。児童館にレッテルが貼られてしまい、

課題のある子どもたちが敬遠する場になってしまっては本末転倒であるためだ。 

   

⑧今後の活動に関する展望 

 地域住民が児童館を支えることにより、児童館が地域にとって必要不可欠なものとなる

と考えている。そのため更なる周知広報、特に児童館活動に参加することによっての理解

促進が重要となる。実践例としては、児童館祭りでも児童館や大きな建物に留まるのでは

なく、町内を巡回するシャトルバスに「児童館」の文字をラッピングした上で走らせるな

ど、目を引く取組をしている。大人に認知されることが重要であり、子どもの来館促進に

もつながるし、支援者の輪を広げることにもつながっている。 

子育て支援室長が長らく児童館長を兼務し、実績を上げてきた。長期間に亘り、児童館

を核とした子育て支援体制を構築することができているが、これをどのように引き継いで

いくのかが、次のステップとなる。町民が多様な形で児童館に接点を持っているが、これ

をフォーマルな仕組みにも参画していくことを更に拡充することで、児童館を守る体制づ

くりができていくと考えている。 
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（３）東京都葛飾区  

 

【ヒアリング調査概要】 

訪問調査日  平成 30 年１月 18 日(木)  

ヒアリング対象者  東京都葛飾区 子育て支援部育成課 

          課長、管理係長、管理係    計３名 

研究調査員   熊澤桂子・長谷川万記 

 

① 葛飾区と児童館 

東京都葛飾区は、特別区の１つで、23 区の東側、荒川に面し、荒川区、足立区、江戸

川区、千葉県、埼玉県２市に隣接している。区内を江戸川、中川等の河川が流れ、自然

あふれる公園等もあり、南北にＪＲ線２線、中心に京成線が走り、都心への通勤・通学

にも至便な住宅地域である。人口は 460,423 人(平成 30 年１月１日現在)、０～14 歳は

54,215 人と増加傾向にある。 

児童館は区内に 27 館あり、全て公設公営である。区を７つの地域に分け、その中核と

なる基幹型児童館が７館（各地域に１館）、地域型児童館は 20 館が設置されている。27 館

の内、２館が中高生対応型児童館である。放課後児童クラブは館内併設の区立学童クラブ

24 カ所、小学校内等実施の私立学童クラブ 63 カ所で運営されている。平成 14 年度から始

まった小学生の放課後を地域住民の見守りで運営する放課後子ども事業（わくわくチャレ

ンジ広場）は、現在、区内 49 の全小学校で実施している。 

 

○葛飾区における児童館／子育て支援施策の特徴的活動について 

 葛飾区は、地域の中核である「基幹型児童館」７館において、平成 27 年 10 月から母子

健康手帳の交付を始めた。交付と合わせて児童館内で、妊婦の「ゆりかご面接」を実施す

るため、各基幹型児童館に看護職（保健師、助産師等）を週５日の非常勤として配置し、

個別面談ができる相談室を整備した。「ゆりかご面接」は約 30 分間、所定の書式に基づき、

看護職が行う。面接はハイリスク妊婦のスクリーニングに活用し、子育てに課題が予測さ

れる妊婦の早期発見・早期対応につなげている。また、産後以降の子育て相談を含め、看

護職と児童指導員(児童厚生員)が、相互の知識や経験、専門性を生かして活動をしている。 

基幹型児童館では、妊産婦と家族を対象にした講座や、子育て支援に関わるイベントを

開催して、妊娠期や出産後も気軽に子どもと一緒に利用できることを知ってもらうきっか

けづくりを行っている。つまり住民は、児童館という身近な地域施設で、看護職や児童指

導員に子育て相談ができる仕組みになっており、出産前から児童館を知ることで、妊娠・
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出産から子育てへと児童館の活動に参加しやすくなり、行政としても親子共に切れ目のな

い支援を可能にしている。 

 

② 葛飾区が子育ての拠点を児童館とした背景 

 葛飾区の児童館の主な利用者は０～18 歳未満の子どもである。ここ 15 年ほどの利用実

態をみると、そのうち、乳幼児親子と小学生が約９割を占めている。しかしながら、民間

子育てひろば事業、放課後子ども事業と利用者の重複もあり、年間利用児童数は減少して

いる。とりわけ、放課後子ども事業が普及してきた平成 17 年以降からの小学生の大幅な利

用減少が目立つ。一方で、児童館で行っている乳幼児事業「のびのび広場」の利用者は、

ゆるやかに減少しているものの一定の利用があることから、在宅で子育てをする家庭の支

援として需要があると見込まれた。これまで基幹型児童館は乳幼児を中心に育児不安の解

消等を目的とした事業を行うなど、在宅家庭の子育てを支援するための中核を担うほか、

子育て支援施設や関係行政機関等との連携強化を図ってきた。 

これらの状況を踏まえ、 葛飾区は、これまでの児童館の役割を見直しつつ児童館機能

の集約及び強化を図り、地域の子育て支援拠点施設として整備することとした。 

また、より地域ニーズに適合した施設として整備していくため、子育て支援総合窓口設

置の拡大(母子健康手帳の交付を含む)や、一時預かり事業、保育園の給食体験事業、地域

の子育て力向上を図るための取り組みなど新たな事業の検討を行い、今日的なニーズに寄

り添った支援が出来るように準備を進めている。 

 

③ 葛飾区における児童館の活動内容 

葛飾区の児童館は、以下の活動を行っている。 

１)母子健康手帳の交付と、マタニティパスの交付（母子健康手帳交付時やゆりかご面

接時に交通系ＩＣカードを配布し、通院・日常生活等の妊婦の外出支援をする。） 

 ２)妊娠・出産・育児相談 

 ３)乳幼児を対象とした育成・支援（年齢別活動などを含む。） 

 ４)妊産婦と家庭を対象とした各種講座（産前産後の親、赤ちゃんの健康、育児支援のた 

めの講座） 

 ５)小学生を対象としたあそびの広場、季節行事 

６)出前児童館（児童指導員が「放課後子ども事業」に出向き、運営する区民と協力し

てプログラム指導をする。） 

７)事業でのボランティアの活用・育成、各関係機関との連携（小学校や中学校を含む） 
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上記の１)、２)については、基幹型児童館が実施している。 

また、３）は、区民対象とした「産前・産後ママのための児童館子育て講座」を開催

している。産後ママが参加できる講座は「産後 30 日～120 日」と講座毎に参加可能な

期間を設け、その時期に必要な講座を企画している。出産に向けた準備を行う講座や子

育ての知識や理解を深める講座、母親のリフレッシュを目的としたものなど、種類が豊

富である。具体的な実施内容は、産前の「はじめまして、赤ちゃん！」を初めに、産前・

産後も参加できるものとして、「スタイづくり」「ヨガ教室」「赤ちゃんとふれあいベビ

ーサイン」「ベビーマッサージ」「簡単♪楽しい♪離乳食を作ろう！」「ママ・パパ・赤

ちゃんにとって心地よいだっこ・おんぶ講座」「きれいママを目指して！ピラティスエ

クササイズ」「絆を深める親子体操」「家族で遊ぼう！心と脳を育てる赤ちゃんとの遊び」

など、幅広く実施している。これら講座の実施運営は、児童館在中の看護職、児童指導

員が行うものや、地域のＮＰＯ団体や専門職等、人材活用を行っている。 

基幹型児童館では、これら事業を総称して「すこやか子育て応援隊」と銘を打ち、区

民への周知用チラシを作成し、母子健康手帳の交付時や児童館内に配置しているほか、

ハローベビー教室や 2 ヶ月児健診の際に紹介している。 

  

④ 母子健康手帳交付と「ゆりかご面接」（葛飾区版ネウボラ事業）の活動を児童館で開始

するきっかけ 

葛飾区版ネウボラ事業の活動を開始するきっかけは、子ども子育て支援法の｢利用者支

援事業(母子保健型)｣と、東京都の「出産・子育て応援事業」の目的に掲げてあるように、

「妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を実現するため」である。 

葛飾区においては、これまで母子健康手帳の交付場所は区役所や区民事務所など数多く

あったが、これらの場所は何か用事があって初めて足を運ぶ場所であることから、母子健

康手帳を渡したら、そこで妊婦との関係性は終了するというように、支援の継続性に欠け

るという弱点があった。 

そこで、葛飾区は区内８カ所の区民に身近な子育て施設（７児童館と子育てひろば１カ

所）で母子健康手帳の交付を開始するなど妊産婦事業の強化を図った。葛飾区の基幹型児

童館は第２週又は第４週の日曜日のいずれかが休館日（各基幹型児童館により異なる）で

あるが、ほぼ毎日開館している。こうした区民の利用がしやすい児童館には、保育士免許

を有した子育ての有資格者が配置されているほか、保健師や助産師、看護師などの資格を

有する職員を雇用することによって、子どもの育児・健康の両面からアプローチを可能と

してきた。子育て世帯の不安や心配事は、出産の備えや産後の授乳や育児、子どもの疾病

や発育、友達関係など、子どもの発達段階に応じて日々変化していく。こうした背景を見
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据えて、子育て支援の充実を図るためには、できるだけ早期に妊婦や、子どもとその保護

者と顔の見える関係づくりをしていくことが望ましい。こうしたことから、これまで地域

の子育て支援を支えてきた児童館で母子健康手帳の交付を開始した。出生前からの取り組

みである「母子健康手帳の交付」を児童館で開始し、そこに看護職を常駐させたことは全

国でも例がなく特質すべき活動といえる。 

 

⑤ 活動を実施するうえでの他機関との連携方法について 

葛飾区版ネウボラ事業を推進していくために、連携やネットワークづくりの基礎は、所

管課である保健センターや母子健康手帳の交付に関することを管轄する子ども家庭支援課

の役割が大きい。関係機関は、月１回の連絡調整会議を行い、基幹型児童館や保健センタ

ー、子ども家庭支援課と情報共有を行う。また、個別具体的なケースであるハイリスク妊

婦については地区担当保健師に情報をつなげる。具体的な実施例としては、母子健康手帳

交付時にゆりかご面接を行い、本人が望まない妊娠であることを吐露している場合や、若

年妊婦、高齢妊婦で母体への影響が心配されるケース、面接者が気になったことや気にな

った言動があった場合など、子どもの出産後におけるリスク管理なども踏まえて、スクリ

ーニングを行い、ハイリスク妊婦として分類された場合は、保健センターへの連絡を必須

としている。ハイリスク妊婦のその後の支援は、地区担当保健師を中心として保健センタ

ーに移行する。保健センターの地区担当保健師は、家庭訪問のほか、２ヶ月児の会や乳幼

児健診、１歳６ヶ月児健診など母子と家庭の経過を把握していく。 

一方で保健センターがその後どのような支援を行っているか基幹型児童館への情報提

供はされていない。「ゆりかご面接」を基幹型児童館で行った妊婦が、出産後、子どもを連

れて児童館へ遊びに来たことがあったが、この親子に対して、保健センターの支援が継続

しているのか確認ができず、どのような点に注意してその親子に関わればよいのか戸惑っ

たというケースがあった。事前に情報が共有できれば、よりよいケアができるため、守秘

義務などの高いハードルはあるが、それらを乗り越えていく必要性があると児童館は切望

していた。 

なお、その他、ハイリスク児以外の乳幼児は、保健センターは２ヶ月児までを担当し、

それ以降は児童館が担当している。 

 

⑥ 活動の効果（成果）について 

葛飾区版ネウボラ事業の効果として考えられるのは、以下の３点である。 

１つは、妊娠初期から出産後の子育てを視野に入れた支援を早期に開始することにより、

母子の健康の保持及び増進、出産や育児に関する不安の解消をすることができる。また、
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その場所の一つを児童館においたことで、親子の身近な場所で、地域の人々や専門職とつ

ながることができることは、子育てをキーにした地域の活性化を図ることもできる。また、

児童指導員と看護職の連携、協働により、お互いの専門性をいかした利用者の関わりや考

察ができ、より適切な支援に繋げることができる。 

２つめは、妊娠や子どもの出生をきっかけに、出産、子育て、教育に係わる機関が協力

して、全ての母子とその家族の健康作りや子育て支援の環境整備がすすんだことである。

区が実施した「葛飾区政策・施策マーケティング調査」では、「葛飾区で安心して子育てが

できると思いますか？」の問いに「はい」の回答が平成 27年は 55.3％、平成 28年は 59.2％、

平成 29 年は 62.2％と、年々、葛飾区で子育てすることに、区民の安心感が向上している

結果が得られていることからも、子育て支援の施策に対する効果があることがわかる。 

３つめは、こうした成果をもとに、子どもをもつファミリー層の定住促進と出生者数の

増加に寄与すると推察できる。 

参考：平成 27 年 4 月 1 日現在 乳幼児人口 21,995 人 0-14 歳 54,067 人 

   平成 29 年 4 月 1 日現在 乳幼児人口 22,197 人 0-14 歳 54,142 人 

 

⑦ 葛飾区版ネウボラ事業の課題（児童館の課題）について 

葛飾区版ネウボラ事業の課題（児童館の課題）として考えられるのは、以下の３点であ

る。 

１つめは、看護職の配置についてである。児童館に保健師や助産師、看護師の配置は例

を見ないことから、人材の確保と育成の必要性がある。看護職は、子どもやその保護者の

健康面を下支えするための指導・助言といった専門性だけでなく、利用者の話に耳を傾け、

必要な助言を行う技術が求められる。子どもの両親やその家族に寄り添い、共に子育てを

考え、子育て中の世帯を支えていく活動が求められることからも、子育て支援サービスの

理解や更なるコミュニケーション能力が求められる。 

２つめに、児童館を含む看護職の配置がある母子健康手帳の交付窓口での交付件数が少

ないことである。チラシ配布や広報紙の掲載、区ホームページを活用した紹介など、幅広

く区民周知を行っているが、区民に届いていないのではないかと担当者は推測している。

児童館等、子育て施設での交付が、安心して子育てに向き合うきっかけとなったと利用者

が語りつぐような、新たな取り組みが必要になるものと思われる。 

３つめは、ハードウエアの整備である。面談室については、これまで倉庫として利用し

ていたスペースを早急に整備したこともあり、利用者が安心して面談を行える空間とは言

い難い。また、葛飾区では児童館を保育園や地域コミュニティ施設との併設で整備してき

たことや、建設当初は小学生以上の利用を想定した造りとしてきたことから、児童館自体
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が階上にあるほか、エレベーターの設置がない建物がほとんどであるため、妊婦やバギー

利用者が利用しにくいなどバリアフリーの施設ではない。また、児童館内の諸室を見渡し

ても従来の児童館活動を行うための諸室構成であるため、妊産婦事業や乳幼児事業を実施

していくために必ずしも適した環境ではない。現在は運用上の工夫を凝らして乳幼児事業

の展開を行っているが、在宅家庭への支援は、依然としてニーズが高く乳幼児親子が安全・

安心に活動ができいつでも利用できる専用室は、今後求められるニーズと考える。 

  

⑧ 今後の活動に関する展望 

先に述べた課題にあるとおり、看護職の配置を行っている母子健康手帳の交付窓口への

誘導策が求められる。平成 30 年度から、母子健康手帳交付時に看護職との面談を実施した

妊婦に妊娠子育て応援券の配布を行うことで、看護職配置のある交付場所への届出を誘導

していくことで、妊娠期における面接率の向上を図る。 

このことによって妊娠期から顔と顔が見える関係をより一層築けるように目指してい

る。 

 ２つめは、各基幹型児童館で実施している妊産婦講座の課題等を整理し、より利用者ニ

ーズにあったプログラム活動を展開することである。例えば、お子さんが産まれた時期に

関わらず、必要な時期に必要な知識を得られることが求められるが、現在の児童館のプロ

グラムはとりわけ保育園との協同事業や、保健センターの保健師の講話、外部講師などを

依頼するケースが多く、年間に１回や２回しか組めない事業も数多い。通年を通して、実

施していく方法を模索し、産まれた時期に関わらず同様のサービスが受けられるようにし

ていくため、これらの講座の見直しや児童館と関係機関との連絡調整を行う職員として、

看護職を育成課に配置することを計画している。 

 ３つめは、保健センターと協力をして面談内容の標準化を図っていくことである。他機

関との情報共有を行ううえで、共通の認識にたつことの意義は非常に大きい。 

そうしたことからも、面談内容の精査、相談記録の記入方法、その活用などの検討を行

っている。 
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（４）東京都品川区 

 

【ヒアリング調査概要】 

訪問調査日  平成 30 年１月 31 日(水)  

ヒアリング対象者  品川区子ども未来部子ども育成課 

          児童相談係長・主査、児童相談所移管担当主査  計３名 

研究調査員   大竹智・阿南健太郎 

 

① 品川区の児童館等の施策について 

東京都品川区は、特別区の１つで、江戸時代には東海道第一の宿として栄え、現在は

14 路線 40 駅を擁する交通の要所となっている。都心に至便な住宅地域であり、商店街

が数多くある。また、オフィス街、臨海部の港湾などもあり、昼間人口も多い。人口は

385,122 人、うち０～14 歳は 43,577 人（いずれも平成 29 年４月１日現在）となってい

る。 

児童センターは区内に 25 館（うち、１館は児童厚生施設としての届け出はないが、他

施設同様に児童センターの名称で活動）あり、全て公設公営である。25 館のうち、12

館については一部業務委託の形式をとり、民間企業等に児童館事業の運営を委託してい

る。 

教育政策としては、全国に先駆けての小中一貫教育の導入や学校選択制などの取組が

ある。区立の小学校ならびに義務教育学校（前期課程）は 37 校、中学校ならびに義務教

育学校（後期課程）は 15 校あり、このほか私立学校がある。 

放課後児童クラブは放課後子ども教室を一体的に運営する形で、区独自の全児童放課

後等対策事業「すまいるスクール」で実施されている。１～６年生を対象にして、祝日・

年末年始を除く月～土曜日に開設。午後５時以降の時間延長（放課後児童クラブ機能、

最大午後７時）では間食提供もある。休日は午前８時 15 分からの開所である。これは区

立の全ての小学校ならびに義務教育学校に設置されている。 

  

②品川区における児童センター／子育て支援施策の特徴的活動について 

 多様な取組が実践されているが、ここでは２つの活動について取り上げる。 

 １つは、要保護児童対策地域協議会（以下、「要対協」と略す）との関係性である。区

では「品川区虐待防止ネットワーク推進協議会」を設置し、児童虐待のほか、高齢者虐

待、障害者虐待、配偶者暴力（DV）に関する事項について対応している。児童福祉施策

上、この推進協議会は、要対協の代表者会議に位置づけられている。要対協の実務者会

議は「地域分科会」と呼ばれている。13 地区の児童センターが事務局となり、要保護児

童等の対応について協議し、顔が見える関係づくりを地域単位で実施している。推進協
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議会は年に１回、地域分科会は各地区１回、計 13 回実施されている。 
 13 の児童センター（館長館と称している）は、区の正規職員である館長を配置し、エ

リア内の業務委託している児童センター（委託館と称している）、すまいるスクールの管

轄をしていることから、子どもに関する情報を多く持っており、地域分科会だけではな

く、日常的な見守り、早期発見等に積極的に関与できる立ち位置にいる。 
 要対協ならびに、児童センター、すまいるスクールの組織体制については図Ｘ－Ｘで

整理した。 
 ２つ目は、しながわネウボラネットワークにおける児童センターでの取組である。 

 妊娠期の相談事業（妊産婦ネウボラ相談員の配置）が先行実施されていたところに加

え、平成 28 年度から周産期後の育児を支える「子育てネウボラ相談員」が児童センター

のうち５施設に配置されている。相談員は保健師、看護師、教員、保育士などの有資格

者であり、子育てサービスの情報提供や子育て全般の相談、他機関紹介にあたっている。

相談室が用意されており、予約相談にも対応している。この取組は、子ども・子育て支

援新制度における利用者支援事業に位置づけられている。 

 平成 29 年度の新規事業として、妊婦と 0～2 歳児親子専用のベビーサロン 0・1・2 の

整備（1 ヶ所）、三世代交流（子ども、高齢者、在宅子育て中の母親）ランチイベント、

保健センターでの移動児童館が実施されており、児童センターを活用した在宅子育て支

援に力を入れている。 

 

③館（課）が把握している地域ニーズの中で、最も重点的に対応している理由について 

地域ニーズのなかでも、子育て支援、要保護・要支援児童に対する支援活動が課題と

考えられている。 

そのため、児童センターでは、安心して子どもを産み育てられるよう妊娠・出産・育

児の切れ目のない支援を展開する「しながわネウボラネットワーク」や、親育ち支援事

業、すくすく赤ちゃん訪問事業、父親の子育て参加促進事業、妊婦対象の事業、日曜日

開館（サンデー子育てサポート、６館で実施）、児童センターを活用した生活支援型一時

保育（５館で実施）などを実施している。これらにより、児童虐待の予防、在宅子育て

支援、子どもの健全育成における役割を発揮している。児童福祉法上の全ての児童への

支援が実施できることが生かされている。 

 また、児童センターは、地域に密着した活動を継続するなかで、子どもや保護者、地

域住民、関係団体からの相談も多く寄せられていた。その中には、不登校や引きこもり、

非行などの児童福祉上の課題も見られ、職員や館長がそれぞれ独自のスタンスとネット

ワークで課題解決に寄与してきた。しかしながら、時代変化の中で、全区的な視野に立

って、児童センターの専門性を発揮できるようなシステムが求められるようになり、児

童センターの活動や相談支援のあり方が検討されている。 
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 「相談」するということを目的に児童センターに来所する人の割合は決して多くはな

い。児童センターは気軽に寄れる場であり、そこに遊びがあることで、心理的なプレッ

シャーを軽減させている。そこにいる児童センター職員や子育てネウボラ相談員に関わ

るなかで、立ち話的な相談が始まったり、職員側から様子に合わせた個別的な助言や、

プログラム化することによって、相談せずともその答えを得るようなチャンスが設定で

きる。児童センターの特性を生かした相談支援の形がここにある。 

 

④活動を開始するきっかけについて 

 児童センターが子育て支援や、要保護・要支援児童対策に関わっていく経緯を年表(表

３－２－１)から概観する。 

表３－２－１．年表 

年度 出来事 

平成 13年度 全児童放課後等対策事業「すまいるスクール」開設開始（現 37 ヶ所） 

平成 14年度 児童センターあり方検討委員会設置 

平成 15年度 児童センター改革検討委員会設置（あり方検討を具体化） 

ティーンズプラザ開設開始（現９館） 

平成 18年度 「品川区児童センター事業運営実施要領」、「児童センター事業運営

指針」の改定 

児童センター業務の一部委託化を開始 

区要保護児童対策地域協議会（こども家庭あんしんねっと協議会）

発足 

平成 19年度 乳児家庭全戸訪問事業（すくすく赤ちゃん訪問）開始により、児童

センター職員による訪問開始 

平成 24年度 要対協を包含した「区虐待防止ネットワーク推進協議会」発足 

平成 28年度 「しながわネウボラネットワーク」における子育てネウボラ相談員

の配置（現５館） 

 

 児童センターの変遷における大きな出来事は、すまいるスクールの実施開始と想定さ

れる。現在では全校に整備されており、区内小学生の放課後等の重要なインフラとなっ

ている。しかし、児童センターがそれまで主対象としてきた小学生の居場所を学校内に

移す施策が始まったことにより、危機感が広がったことは事実である。これまでの活動

状況、相談支援の実績等から、平成 14 年のあり方検討においては、「子育て相談機能」

「中・高生対象事業」「地域連携機能」への特化を打ち出すに至っている。 

 本庁の係員に加えて、児童センター館長全員を委員としたあり方検討委員会も功を奏
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している。ボトムアップで児童センターの必要性を議論し、再構築案を提案したことで、

我が事として、現場へ浸透させることができたのではないかと見ている。 

なお、中学生・高校生世代への支援としては、既存児童センターに改修工事を実施し

た「ティーンズプラザ」を全９館整備している。この整備方針も児童センター館長およ

び職員の意見が採用されている。 

 平成 16 年、17 年の児童福祉法改正のなかで打ち出された要対協の設置や市町村が第

一義的相談窓口として位置づけられたことも相まって、児童センターが 13 の地域単位に

合わせた形でそのエリアを意識した地域連携活動が展開できるようになっている。学校

区単位ではなく、区民の生活単位に合わせることによって、施策的にも児童センターを

活用しやすい状況を生み出すことができている。 

 子育てネウボラ相談員の配置先が児童センターに決定したのは、相談対応に関して実

績があることや、保護者へのアンケート結果からも児童センターの認知・利用度の高さ

がわかったためである。 

 これらの流れを見ると、事業が急に児童センターに降りてきたということだけではな

く、それまでの児童センターでの活動実績という裏付けを持ちながら、時宜に応じた事

業を取り入れ、総合的に子ども・子育て支援に関わるようになってきたと言える。 

 

⑤活動を実施するうえでの連携相手と連携方法について 

要保護児童等のケースに対応する際には、所管課児童相談係との連携が重要視されて

いる。児童センターを所管する係とは異なるが、同じ課にあることで情報共有が円滑に

進められている。また、児童相談係には児童センター、すまいるスクールでの勤務経験

のある職員が配置されており、現場の感覚を理解しながらの連携体制が構築できている。 

児童虐待等の支援における会議体においても児童センターが位置づけられている。本

庁で関係部署により開催される「児童虐待防止会議」であげられたケースは、子どもの

最善の利益を優先し考慮した上で、児童センター館長会で報告され、積極的な見守りな

ど、有機的な検討の場となっている。 

乳幼児の子育て支援に関しては、母子保健部門（保健師、助産師等）との連携が重要

視されている。乳児家庭全戸訪問事業では児童センター職員が訪問している。区では、

母子保健部門の保健師等が会えなかった乳児を育てる家庭に児童センター職員が訪問す

るようにしている。また、ケースの内容に応じて、子育てネウボラ相談員と保健師が保

護者の同意のもと、あるいは子どもの最善の利益を優先し情報共有をしている。 

児童センターが公設公営であるということと、館長館で勤務する専任館長の存在が、

庁舎内各部署との連携を促進することにつながっている。また、児童センターの守備範

囲が双方に理解されていることで、役割分担も明確にできるようになり、専門機関への

つなぎが丁寧に実施されている。 

142



 

13 の地区割の中には、地区民生・児童委員協議会をはじめとする地区単位の各種団体

が存在している。担当児童センターが団体との連携をしやすい状況もあり、より地域の

情報が入りやすい位置にいることがわかる。 

 

⑥活動の効果（成果）について 

 （地域ニーズに対応するネットワークの構築に至る経緯も含めて） 

 館長館にいる職員は公務員であり、守秘義務があるので、個人情報のやりとりがスム

ーズにできている。また、情報があることで、児童センターでの見守りが円滑にできる

ようになっており、セーフティネットとして機能している。また、館長会や児童センタ

ー自体がネットワークに明確に位置づけられているため、児童センターが有している情

報も相談機関に入るようになり、相互の連携や役割分担がしやすい現状がある。 

 すまいるスクールは当初、教育委員会所管の事業としてスタートしたが、平成 25 年度

から児童センターを所管する子ども育成課に移管され、平成 27 年度の組織改正により、

館長館の所管となった。これにより、館長館（13 館）が委託館（12 館）に加えて、すま

いるスクール(37 施設)を管轄することが可能になった。すまいるスクールのコアな利用

者は低学年児童のため、その情報を得ることができる。また、所管する施設は全て学校

内にあるため、必然的に学校長をはじめとして、学校関係者と顔を合わせる機会が格段

に増え、連携しやすい状況を生み出している。 

 児童センターが大事にしている０～18 歳未満までの継続的な支援がエリア単位で可

能になっている。館長が 1 つの館だけを見て仕事をするのではなく、エリアを意識しな

がら、児童センター、すまいるスクールなどをマネジメントしていることは、子どもや

子育て世代の生活圏を意識することにつながり、更なるニーズの発掘や地域に密着した

形でのニーズ対応が可能になるとも考えられる。 

   

⑦活動の課題について 

 （地域ニーズへの対応、ネットワークの構築について） 

 教育委員会との関係性が重要であると考えられているが、会議等ではメンバーに入っ

ていないケースもある。要保護児童の支援や、放課後児童対策等の実務上ではやりとり

が多くあり、また庁舎内でも同じフロアにあることから連携しやすい状況にもある。進

捗を確認する「児童虐待防止会議」などに教育委員会の指導主事などが入れるようにし

たいと考えている。 

 また、児童相談所との連携も重要であると考えている。平成 23 年度から区から児童相

談所に研修派遣として職員を送り出しているなかでは、児童相談所の児童福祉司は児童

センターが子どもたちや保護者の情報を多く持っていることをあまり知らないことがわ

かった。児童相談所側の児童センターに対する認識のズレを埋めていくために、児童セ
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ンターや自治体からの情報発信が重要と考えている。 

 

⑧今後の活動に関する展望 

 児童センターの職員の採用状況としては、現在は保育士に限られている。過去に採用

してきた児童指導職（専門職）は定年年齢が近づいており、その専門性の伝承が課題で

ある。また、委託館を運営する事業者への指導も必要となってくるであろう。 

特別区では、児童相談所の移管が検討されている。品川区でも準備を進めている。こ

れに伴って、要対協をどう位置づけていくのか、また地域の子育て支援や要保護・要支

援児童対応の枠組みのなかで、児童センターの役割はどうあるべきなのかを検討するこ

とも必要とされている。児童センターの敷居の低さ、利用しやすさ、そして地域密着で

の支援体制構築に、児童相談所の機能や専門性がどうリンクしていくのか、今後の検討

が期待される。 

図３－２－２．要対協と児童センター、すまいるスクール 
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（５）公益社団法人京都市児童館学童連盟（研究会への招聘） 

 

【ヒアリング調査概要】 

調査日  平成 30 年 1 月 12 日（金） 

ヒアリング対象者  公益社団法人京都市児童館学童連盟健全育成・子育て支援統括監 

研究調査員  大竹智・熊澤桂子・友川礼・野澤義隆・藤高直之・阿南健太郎 

 

① 市の児童館等の施策について 

京都市は政令指定都市であり、人口は 1,470,627 人、世帯数 716,144 世帯（平成 30 年

２月１日現在）、全人口に占める０～14 歳の割合は 11.2％（平成 29 年 10 月１日現在の全

人口 1,472,027 人）、合計特殊出生率 1.30（平成 28 年）となっている。 

児童館は全 131 館ある。公設民営あるいは民設民営となっている。指定管理者制度あり

は事業委託による運営がされている。運営法人は、社会福祉法人、公益社団法人をはじめ

として、宗教法人や特定非営利活動法人、該当児童館の運営委員会（任意団体）まで、さ

まざまである。放課後児童クラブ（京都市では学童クラブと称している）を児童館内で実

施している館が 130 館あり、これを「一元化児童館」と称している。児童館を運営する全

ての法人により、公益社団法人京都市児童館学童連盟を結成し、市内の児童館運営の調整

機能を果たしている。 

教育環境としては、市立小学校 164 校、市立中学校 73 校、市立総合支援学校８校、こ

のほか国立大学法人京都教育大学付属、京都府立、私立の学校がある。市内には 39 の大学・

短期大学があり、「大学のまち京都」として市も推進している。 

 

② 市における児童館／子育て支援施策の特徴的活動について 

京都市では、平成 11 年３月に、京都市児童館活動指針（以下、活動指針）を策定した。

これは、行政担当者、児童館長、児童館職員により組織された「児童館・学童クラブ活動

指針策定委員会」が１年余りかけて議論した末に作られたものである。活動指針は、児童

館の活動を活性化するためのガイドラインとしての位置づけであり、児童館の活動理念を

確立し、事業目標を明らかにすることを目的としたものである。ハウツーではなく、社会

福祉・児童福祉の流れの中で、あるいは子どもの現状、家庭の状況の中で、児童館が果た

すべき役割を語ることを策定方針としている。内容については詳細に亘り記載している部

分もあり、指針として示しつつ、それを市の児童館に合わせた形で解説するという体裁に

なっている。 
およそ５年ごとに見直しを行い、最新は第３次改訂版として平成 27 年６月に発行して

いる。施策の方向性も読み解きながら、時代に応じた児童館像を明らかにすることを目指

している。なお、第３次改訂版では、放課後児童クラブの国の基準が変更されたことに伴
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う追記、コンプライアンス、アカウンタビリティの明確化、そして「児童館とネットワー

ク」の強調、が改訂のポイントとされている。児童館を核としたネットワークについては

後述する。なお、活動指針の章立て、内容のうち、今回の研究テーマに関係するものを抜

粋したのが、表３－２－２である。 
 
表３－２－２．京都市児童館活動指針（第３次改訂版）の構成（抜粋） 

章  内容  

序章   21 世紀を生きる子どもたちのために  

 第１章   児童館活動の理念  

 第２章   児童館の基本的性格と役割・機能  

 第３章   児童館の運営と組織  

 第４章   児童館の活動技術  

 【２】ソーシャルワーク（福祉の援助技術）  
 １ ソーシャルワークと児童館活動  
 ２ 福祉の援助者として職員に求められる援助の知識・技術  
 ３ 児童館活動における福祉援助技術の活用 

 第５章   児童館の基本的活動と推進活動等  

 第６章   子ども育成活動  

 ６ 障害のある児童の居場所づくりと活動への参加促進  
８ 子ども相談・援助活動  

 第７章   子育て家庭支援活動  

 ３ 子育て家庭相談・援助活動  

 第８章   地域福祉促進活動  

 ４ 地域との連携を推進する活動  
７ 地域調査活動  

 第９章   学童クラブ事業  

 ３ 学童クラブにおける障害のある児童の統合育成  
４ 特に配慮を必要とする子どもへの支援  

第 10 章   児童館とネットワーク  

 １ 地域子育て支援ステーション事業  
２ 「ファミリーサポート事業」との協力・連携  
３ 「京都市子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）」

等との協力・連携  
４ 保健センターとの協力・連携  

 

 
活動指針に基づいて、児童館職員の資質向上を目的に、連盟は市から研修事業を受託し、

年間約 25 回の研修を実施している。これは、児童健全育成推進財団が定める児童厚生員研

修体系に加え、活動指針に基づいて考えられたものを盛り込んだ京都市オリジナルの体系

となっている。市内全ての職員の研修受講記録が管理されており、どの団体で勤務してい
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ても体系的に学ぶ仕組みがある。また、上記財団の主催する全国規模の研修へ参加希望者

を派遣している。これは、より広い視野で学びを深めるとともに、各地の児童館の実情を

知り、他の職員と切磋琢磨する機会を設けることを目的としている。 

市の子育て支援施策に対して、児童館がコミットしている事例がある。例えば、新生児

の保護者に、おむつを捨てる家庭ごみ用有料指定袋(20L×30 袋又は 30L×20 袋)を無償配

布する施策に関し、市環境政策局よりごみ袋の引換え業務を受託し、市内の児童館におい

て引換え窓口として、通年で実施している。引換えにあたり、児童館は各施設で実施され

る乳幼児向けの取組を案内することができ、利用者の把握や児童館の存在アピールにつな

げている。 

平成 29 年度からは、市内の複数の大学と協定を結び、児童館での学習支援活動の取組

を開始している。これは、児童館学童連盟が指定するモデル事業である。塾のような形で

はなく、大学生が創り出す柔らかい雰囲気の中で遊びも含めた学習支援ができたらと考え

ている。これには、自由来館児童も学童クラブ登録児童も参加できる。モデル館の選定基

準は、地域特性や地域とのつながりの強さ、自由来館児童の利用率などである。 

京都市では「地域子育て支援ステーション事業」を実施している。京都市では市全体の

子ども支援のネットワークを三層で考えており、その一番地域に密着した層に位置付いて

いる。地域にある児童館、保育所、幼稚園、認定こども園を全てステーションとして指定

している。児童館がその中において「基幹」ステーションという位置づけになっている。

基幹ステーションは、エリア内のステーションや学校、福祉施設、関係団体をつなぎ、地

域に根ざした子育てに関する情報共有の機会づくりと、各施設・団体で協働する事業を実

施することを推進している。これらステーション事業の上層には、行政区ごとのネットワ

ークがあり、更にその上には市全体の行政、関係団体等が名を連ねる会議体が設定されて

いる。 
 平成 29 年度に児童館学童連盟は、児童館で行われている「家族支援」について調査を行

い、その実践をとりまとめて検討を加えた実践事例集『あめのちくもり そして晴れ』を

発行した。子どもの貧困やひとり親家庭の支援、虐待ケースなど多様な児童館実践が掲載

されている。児童館職員の内部研修用として活用されており、他館の実践事例に刺激を受

け、またケース対応やネットワーク形成の研鑽につながっている。これを基にした研修会

も開催されている。 

 子育て支援ステーション事業でのネットワーク会議は、回を重ねるなかで、個別ケース

に関する情報共有の場になってきており、基幹ステーションである児童館のソーシャルワ

ーク力が重要となっている。児童館は子どもと子育て家庭を巡るさまざまな課題に関わる

ということを意識的に発信しており、児童福祉施設としてソーシャルワークを実践すると

いうことを重点項目として、京都市内では推進しようとしている。 

 

147



 

③ 館（課）が把握している地域ニーズの中で、最も重点的に対応している理由について 

活動指針では、「障害のある児童の居場所づくりと活動への参加促進」、「学童クラブに

おける障害のある児童の統合育成」が掲げられており、障害のある児童への取組が積極的

に行われている。児童館が目指す全ての児童の健全育成という観点からも、また、障害の

有無で分断されることのないノーマライゼーションの精神からも、児童館で障害のある児

童の支援に取り組むことは自然な流れであった。 

特筆すべき取組としては、平成 7 年から開始された学童クラブに対して介助者（ボラン

ティア）を派遣する制度である。介助者は有償ボランティアとして遊びや生活の支援・介

助に関わっている。この事業は市から児童館学童連盟が委託を受けて実施している。学生

や主婦層まで多様な人材が登録されており、児童館学童連盟と児童館が連携して、調整を

行っている。利用児童は、学童クラブに登録している小学校育成学級及び総合支援学校に

在籍する程度の障害を対象としている。 

 

④ 活動を開始するきっかけについて 

活動指針策定のきっかけは次のようなものである。児童館活動が全て委託事業で実施さ

れてきた京都市では、契約上の実施内容（仕様書や契約書で定められたもの）は大まかな

ものであって、一つひとつの児童館の活動を積極的に実行するような方向性が書かれてい

るわけではなかった。そのため、受託した先によって、解釈が異なり、運営方針なり事業

内容に開きがあった。しかしながら、統一した物差しもなく、その開き具合や努力してい

る館とそうではない館の違いを説明することも難しかった。また、児童館運営を担う職員

の資質や力量に関しても、当時は体系的な研修もなく、大きな差が生じていた。そのため、

市内統一での研修体系を構築していった。 
学習支援に関しては、明確なニーズが目前にあっての立ち上げというよりも、子どもの

貧困への支援体制の必要性が叫ばれる中、社会の要請に児童館が先駆的に関わっていくと

いうことを意識して始まったモデル事業である。これを検証し、普及していくことを想定

している。 
ソーシャルワークを活用した活動については、児童館の存在価値にもつながると考えら

れている。児童館の基本的な活動は遊びを通した健全育成ではあるが、そのアプローチは

表面的な遊び支援ではなく、関わることで見えてくる子どもや家庭の状況や子育て課題に

どのように介入していくかが重要だと考えられている。そのためのネットワーク形成であ

ったり、家族支援に関する調査や事例検討であって、児童館活動が総合的に子どもの生活

に密接にコミットしているものであることを表現している。 
 

⑤ 活動を実施するうえでの連携相手と連携方法について 

児童館は地域との結びつきが強く、関係者との連携が行いやすい部分があり、地域子育
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て支援ステーション事業における「基幹」ステーションとして位置づけられている。基幹

型としての役割について学ぶ研修も児童館学童連盟で実施されている。 
ステーション事業では、ネットワーク構成メンバーによる会議だけではなくて、学区内

の子育ての状況に関する調査やイベントなどを実施しているところも多い。そのプロセス

の中で、連携を強めていく取組が見られる。要保護児童地域対策協議会の地域版実務者会

議としての性格も持ち合わせており、個別児童・家庭のケースについてのカンファレンス

につながっていくこともある。 

学校との連携も重要であるが、濃淡がある実状がみられる。児童館学童連盟としては市

教育委員会、学校校長会、PTA 連絡協議会、施設関係団体との連携を図りながら、各地域

でのつながりを促進できるような体制づくりを行っている。個別の児童館は、それぞれの

取組のなかで、関係者とのネットワークを構築している。 
 障害のある子どもの統合育成や学習支援活動では、市内の大学との協定を結び、学生や

大学の地域貢献を促進し、児童館現場としては若い力と感性を届けてもらっている。これ

らの動きから見ると、 児童館学童連盟が各大学や関係機関との連携やネットワーク構築

を行っているため、個々の児童館ではできない、あるいは労力がかかるようなようなつな

がりが享受できたり、効率よく事業運営ができるようになっている。 
 

⑥活動の効果（成果）について 

 （地域ニーズに対応するネットワークの構築に至る経緯も含めて）   

 京都市の児童館の設置状況としては小学校区全てをカバーするには至っていないが、中

学校区は網羅できている。学区ごとでの子育てステーション事業が整備されており、その

中で児童館が基幹ステーションとして機能しているところも多くある。地域に密着してお

り、誰もが出入りできる児童館ならではの活動が展開されている。児童館の特性をフルに

活用することが、地域の子育て環境づくりや子ども家庭福祉のソーシャルワーク展開につ

ながっている。 

 児童館学童連盟は運営委員長連絡会議を前身とした団体である。児童館の運営を安定化

していこうとする事務組合的な取組からスタートし、全市レベルの児童館ネットワークが

構築されていくなかで、組織的に児童館を活性化する事業が実現できていったと言える。 

 

⑦活動の課題について 

 （地域ニーズへの対応、ネットワークの構築について） 

 館長が重要な役割を果たすことは理解しているが、131 人の経歴は、児童館で勤務した

経験を有するプロパー職員、教員や行政職員のＯＢまで幅が広い。現在はプロパー館長が

半数以上となってはいるが、それでも濃淡があるのは事実。それに対して活動指針がある

ことによって、共通理解を求め、活動の格差が広がらないような取組を連盟としても実施
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している。もちろんのこと、職員についても同じ事が言えるわけであり、活動指針に職員

として身につけるべきことや、館長の役割なども書き込んでおり、いつでも活動指針に立

ち返って、ふり返ることができるようにしている。 

 

⑧今後の活動に関する展望 

 活動指針は、現場にある「児童館はどうあるべきなのか」「これでいいのか」という危機

意識や課題意識から生まれている。そして、行政との信頼関係を組織ぐるみで構築してい

ったことにより、活動指針や研修、協働する事業などが生まれていった。しかしながら、

児童館の持っているポテンシャルが高いことを感じながらも、有効に活用できていないよ

うに見えることもある。今後も、児童館がその場に立ち止まることなく、常に自問自答し

ながら、前に進むことができるようにする必要性があると考えている。 
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（６）兵庫県宝塚市・安倉児童館 

 

【ヒアリング調査概要】 

訪問調査日 平成 30 年２月５日（月） 

ヒアリング対象者 館長、児童厚生員    計２名 

研究調査員 熊澤桂子、藤高直之 

 

①児童館の概況 

【自治体規模・特徴】 

兵庫県南東部（阪神間）に位置し、西は六甲山系、北は長尾山系に囲まれて、中心部を

武庫川が流れている。大阪・神戸のベッドタウンとして宅地開発が進み、現在では約 23 万

人である。また、宝塚歌劇団の本拠地である宝塚大劇場があり、『歌劇の街』として全国的

に有名である。 

【人口】 

225,497 人、95,993 世帯（平成 30 年２月１日現在） 

【児童館設置数】 

 市内８か所（大型１、小型７） ※その他に、設置基準外施設である子ども館３か所 

【ヒアリング先の施設種別】小型児童館   【運営形態】公設民営 

【概況】 

１.運営団体:社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会（指定管理※平成 18 年４月１日～） 

２.事業内容：本施設は宝塚市安倉南の住宅地域に所在しており４小学校区内の中核的

児童館という位置づけとなっている。同じ建物の１階と２階 に身体障害者支援セン

ターが併設されている複合施設という特徴を持っている。併設する支援センターの利

用者とは、小学生向けの紙芝居「かみしば」をはじめ、さまざまな形で交流を持って

いる。 

  本施設は、遊びを通しての児童の健全育成と地域に根差した子育て支援を目的に、

各種クラブ活動、乳幼児向けのプログラム、出前児童館、出前子育て相談等を実施し

ている。また、「安倉の子どもを守る会」、「大人レインボー」、という 2 つの地域ネッ

トワークを構築し、大人も子どもも一緒になって育ち合うことができる地域連携を目

指している。 

３．開館時間 ： 午前 10 時～午後 17 時（休館日は日・祝日・年末年始） 

４．対 象 ： 18 歳未満（就学前の子どもは保護者同伴） 

 

【館内での放課後児童クラブ実施の有無】 無 
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【児童館において把握している地域ニーズ】 

・障がいや疾病・疾患の配慮が必要な子どもの支援 

・生活困窮状態の子どもや親の支援（子どもの居場所の提供等） 

・虐待（ネグレクト含む）が疑われる子どもや家庭の支援 

・ひとり親家庭の子どもの支援 

・不登校の子どもの支援 

・学習支援や学習環境を必要とする子どもの支援 

・非行傾向の子どもの支援 

（最も重点的に対応している地域ニーズは太字） 

 

②把握している地域ニーズの中で、最も重点的に対応している理由 

 障がいや疾病・疾患の配慮が必要な子どもの支援を最も重点的に対応している。理由と

して、安倉地域には 10 代で子どもを産み母親になる人が多く、その中にはひとり親になる

人も多かった背景がある。そのような若年の母親やひとり親の母親と子どもが安倉児童館

を利用している例がとても多くあり、乳幼児の定期健診に行かないなど、彼女らが子育て

に関する知識や情報を持たないまま子育てをしている姿をどうにか支援したいと考えたこ

とが活動の始まりであった。また、児童館が自宅から遠くて頻繁には通うことができない、

児童館の存在自体を知らない子育て家庭にも、誰にも言えない子育てに関する不安や悩み、

ストレスがあるので、地域に根差した児童館としてできる支援は何かを考えている。 

 

③児童館における具体的な活動内容 

 児童館から遠い地域に児童館職員（コーディネーター）と民生委員・児童委員の方が連

携して、「出前子育て相談」の場を月に３回（３ヵ所で各１回）設けている。活動場所は、

地域にある子育て世帯が多く居住する大型マンションの一室や自治会館等を提供いただい

たりして、母親と子どもが来やすい場所での活動を行っている。 

 当初は１か所から出前子育て相談を始めたが、現在は３か所で地区民生委員・児童委員

協議会および民生委員・児童委員の方々に協力いただき開催している。 

 具体的な活動内容は、遊具での自由あそび、育児相談、身体計測である。こどもが遊ぶ

中で、来ていただいた母親の話を傾聴し、子どもの様子を観察した上で、母親の不安や悩

みを少しずつでも一緒に解消できるように助言や情報提供を行っている。また、必要があ

れば児童館利用を勧めたり、地域の関係機関につなぐなどの支援も関係機関とのネットワ

ークの中で実施できている。 

 なお、安倉児童館には、地域の関係者（専門職）が集まり、守秘義務を持った中で連携

した支援を行う「安倉の子どもを守る会」と児童館の利用者である地域の母親たちの集ま
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りであり、児童館の応援団として地域のこどもの健全育成や親子支援の活動していただい

ている「大人レインボー」という２つの地域ネットワークが構築できており、地域全体で

子育て支援を行っていく体制がある。 

 「安倉の子どもを守る会」では、原則として２ヵ月に１回、児童館で会合を開催してお

り、連携・連絡といった会の仕組みに関すること個別の事例など、安倉地域の子どもに関

することあらゆることが議題となっている。司会進行は児童館の館長が担い、会の代表に

は地域の民生委員・児童委員の方になっていただいているが、基本的には全員が同じ立場

である。 

会の唯一のルールとして、個人情報の取り扱いに関する守秘義務がある。また、会合の

開催案内等は書面では送らず、直接電話での連絡手段を用いるなど、それぞれが連携して

いく上で最も重要になる日々のコミュニケーションを重視している。会の構成メンバーは

下記の通りである。 

＜構成メンバー＞ 

地区民生委員・児童委員協議会（民生委員・児童委員、主任児童委員）、幼稚園、保育所、

小学校（２校）、中学校、市行政、県行政の相談機関、健康センター、社会福祉協議会（地

区担当職員、ひろばスタッフ）、スクールソーシャルワーカー、児童館（館長、コーディネ

ーター）必要に応じて教育委員会、青少年センター、 

 

「大人レインボー」では、地域の母親同士が相互に支えあうゆるやかなネットワーク体

制となっており、親子活動や託児事業、食育などのボランティア活動等の子育て支援を実

施している。具体的な活動としては、乳幼児がいる親子を中心とした遠足やキャンプ、地

域のマップづくりなどを行っている。また、児童館でのもちつきの実施、講座実施の託児

ボランティア等の活動も行っていただいている。 

 ＜構成メンバー＞ 

 地域の子どもの保護者の希望者から構成（気になる保護者の方にも声掛け 

 してお誘いしている） 

 

④活動を開始するきっかけ 

（大人レインボーの成り立ち） 

 宝塚市社協が本児童館を運営することになった当時は、地域にさまざまな問題を抱えた

子どもたち多くて、地域の小学校や中学校もいわゆる“荒れている小学校、中学校”であ

った。その中で、地域の自治会、民生委員・児童委員などの関係者は、それぞれが「なん

とかしたい」という気持ちは持ってはいたものの、それぞれがバラバラに活動するばかり

で、なかなか連携というところまではいかない。何をどうしたらいいのかがわからない状

態であった。 
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 その時に、児童館として地域に貢献できることは何かと考えたときに、「地域にはさまざ

まな問題があるけれども、目の前にあるできることからひとつずつやっていくこと」が必

要だという結論に至った。 

そこで、本児童館に来館する子どもたちに、あいさつだけはしっかりとするように伝え

ることから、活動を開始していった。また、当時、近所の公園はゴミやタバコの吸い殻が

散乱しているような状態あったことから、子どもたちによる「おそうじ隊」を結成し、公

園や側溝などの清掃活動を定期的に行った。 

 このような児童館の取り組み、そして子どもたちの行動の変化は、地域の人々の目に留

まることになり、地域の方々の児童館に対する信頼は、自然と醸成されていった経緯があ

る。 

 その中で、児童館を利用している母親たちが児童館の手伝いをしてくれるようになり、

おそうじ隊やイベント運営のサポートなどに加え、障害のある子どもやその保護者にも積

極的に関わっていくようになった。そして、母親たちの活動は、人数も増え、内容も広が

り、平成 22 年には「大人レインボー」という名称を得て、母親クラブのような存在として

正式に組織化されることとなった。 

現在は、地域の人々を招いての「もちつき大会」など、児童館のイベントにとって大人

レインボーはなくてはならない存在となっている。また、乳幼児の母親向けの各種講座の

際には、メンバーに交代で託児をしていただいている。子どもを預ける母親からすれば、

知らない人に預けるのと違い日ごろから見知っている地元の母親同士であることから安心

感もあると思う。 

 「何かをしてあげるという意識ではなく、それぞれができるときにできることする。そ

して、何より自分たちも楽しみながら参加している。」という意識が活動を継続できている

所以だと感じている。 

 

（安倉の子どもを守る会の成り立ちと出前子育て相談の開始） 

 大人レインボーの立ち上げとともに、本児童館が取り組んだのは、地域の関係者による

支援にネットワークを構築することである。地域の状況を危惧していたのは、児童館だけ

ではなく前述した自治会や民生委員・児童委員、小学校など多く関係者の共通の悩みであ

った。 

 そこで、緩やかに地域とつながりやすい児童館が率先して、保育所、幼稚園、小学校、

中学校、民生委員、主任児童委員など、子どもに関するあらゆる機関・学校に声をかけ、

会合の開催を持ちかけることから行動していった。 

 児童館の声掛けに多くの関係者が集まり、連携に賛同してくれた。こうして誕生したの

が「安倉の子どもを守る会」である。 

 当時を振り返ると、地域の関係者の全員が危機意識と意欲を持っていたことが背景にあ
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り、誰かが声をかけさえすれば、自然と集まるような状況になっていたと感じる。 

 その会合の中で、安倉地域の子どもに関するあらゆる情報交換が可能になり、子育てに

不安や悩みを抱えている母親たちの存在などの地域課題を共有できるようなった。そして、

それぞれができるときにできることをするという共通認識のもと、入念な準備を先述の出

前子育て相談の開始につながった経緯がある。 

 なお、会合場所の選定・実施回数・時間等の相談も含め、守る会の主催は民生委員・児

童委員協議会にお願いしている。 

 このように、「大人レインボー」と「安倉の子どもを守る会」は、 地域連携を支える「両

輪」であり、その調整役の一旦として本児童館の役割がある。 

 

【活動の推進にあたり連携に寄与している関係機関（者）】 

・民生委員・児童委員協議会（民生委員・児童委員、主任児童委員）・社会福祉協議会、健

康センター・幼稚園、保育園、小・中学校・児童相談所・家庭児童相談室・教育委員会、

子育て支援センター 

 

⑤活動を実施するうえでの連携相手と連携方法 

 出前子育て相談をはじめたとした本児童館のさまざまな活動を実施するうえで、安倉の

子どもを守る会に参加いただいている多くの関係機関・関係者と連携ができている。関係

者が地域の情報を共有しつつ、それぞれができるときにできることを行っていることが、

無理のない連携につながっていると感じている。 

 また、出前子育て相談の取り組みや出前児童館では、民生委員・児童委員に参加してい

る子どもの遊び相手をしてもらっている間に、コーディネーターが母親の相談対応を行う

などの役割分担をしており、民生委員・児童委員の方々の協力なしには事業が成り立たな

いほどである。   

従来から地区の民生委員・児童委員協議会（民生委員・児童委員、主任児童委員）とは

日ごろからの関係性が構築できていた地域性も、円滑な連携につながっている一因である

と言える。 

 

⑥活動の効果（成果） 

 「安倉の子どもを守る会」ができたことによる最大のメリットは、地域の子どもたちが

それぞれに抱えている問題を関係者が情報共有できるようになったことが挙げられる。 

会が発足する以前は、個人情報の保護や守秘義務を重んじるあまり、関係者・関係機関

の間で情報をやりとりすることは少なかった。地域の関係者・関係機関の間で情報共有が

出来ていなかった故に、例えば子どもが抱える課題を小学校は把握していたけれど児童館

には伝わっていなかったということもあった。 
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現在は、定期的な関係者・関係機関との会合を通した情報共有が出来ているおかげで、

共有すべき地域の子どもに関わる情報をいち早く知り得ることができ、円滑な連携による

支援が実施できるようになった。その結果、さまざまなトラブル発生の予防にも非常に役

立っている。 

例えば、「出前子育て相談」で気になるこどもや親については、健康センターや発達支援

センターの健診前にお知らせして、専門家により丁寧に見ていただける、または保育所や

幼稚園にも事前に情報をつなげることができている。 

また、地域の子どもたちの「０歳から 18 歳までの地域の中での育ち」を知っている方の

情報が学校にいくことで子どもの理解にもつながっていると感じている。 

このように、児童館だけではできない支援も地域の関係者・関係機関が集まることで幅

の広い支援体制が整っていると感じている。 

 

⑦活動の課題 

 活動の課題としては、支援の継続性をいかに担保していけるかということが挙げられる。

ベテランの児童館職員の知識と経験を次の世代に引き継いでいき、積み重ねていかなけれ

ばならないと日々感じている。また、地域の関係機関も当然のように担当者の異動や状況

の変化が起こり得るので、日々環境が変化していくなかでこれまで培ったお互いの信頼関

係をいかに継続できるかが課題であると考えている。 

 

⑧児童館運営に関する課題および今後の展望 

本児童館の課題としては、限られた予算の中での職員体制の充実をいかに図っていくか

ということを考えていかなければならないと感じている。これまでの児童館活動を通して

培ってきた、地域の中での相互の信頼感や安心感といったものを継続し、子どもから高齢

者まですべての地域の方々が、「安倉地域で子育てをしたい」「安倉地域にずっと住み続け

たい」と思える地域にしていきたいと感じている。 
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（７）香川県丸亀市・東小川児童センター 

 

【ヒアリング調査概要】 

訪問調査日  平成 30 年１月 26 日(金)  

ヒアリング対象者 東小川児童センター長 

地域子育てひろば「たんぽぽ」職員  計２名 

研究調査員   友川礼・野澤義隆 

 

① 児童館の概況 

東小川児童センター（以下、文中は本センターと略して表記する）は、丸亀市（総人口

約 11 万人、年少人口約１万５千人：香川県内の年少人口の約 13％）の飯山（はんざん）

町にある。飯山町は平成 17（2005）年の市町合併時に丸亀市及び綾歌町と合併した。合併

にあたり、飯山町の重点施策として児童センターの必要性が議論され設置された。本セン

ターは７つの大字で構成された飯山地区を主な活動対象ととらえている。香川県内に児童

館は全 61 館（大型児童館１館含む）あり、県内の４地区（西讃地区、中讃地区、東讃地区、

小豆地区）のうち、丸亀市は中讃地区にある全 21 児童館・児童センターの１つである。本

センターのある丸亀市には、児童館が６館あり、本センターのみセンター型である。 

 本センターは公設民営であり、平成 26（2014）年度より指定管理者制度が導入され

た。本センターを運営するのは、飯山南コミュニティ協議会（以下、文中は本協議会と略

して表記する）である。丸亀市内に 17 ある「コミュニティ」という丸亀市独自の各地域

の防災、生涯学習、高齢者対策、スポーツ・健康推進活動、文化活動の推進を地域住民が

主体となって運営していくことを目的とした組織体である。本協議会は、小学校区内の

32 団体（地域住民、60 の連合自治会、保育所の保護者会、幼稚園・小学校・中学校の各

ＰＴＡ、子ども会、母子愛育班、婦人会、婦人防災クラブ、消防団、飯山交番、交通安全

協会、地域安全推進委員、食生活改善推進協議会、老人クラブ連合会、生涯学習クラブ、

スポーツクラブ、スポーツ推進員、体育協会、身体障害者協会飯山分会、人権擁護委員、

商工会、保護司会、生活研究グループ連絡協議会、学識経験者、ボランティア、土地改良

関係者）で構成されている。児童センターの指定管理を本協議会が受託しているのは、丸

亀市内においても、本センターのみである。本協議会は、丸亀市内においても地域住民主

体の組織活動が盛んなモデル地域として認識されていた。児童センターの指定管理の話が

出た際に、本協議会がさらなる地域の活性化を図ることを目的として、地域住民による児

童館運営をめざして受託に名乗りを上げた経緯がある。いわゆる福祉事業や子ども関連の

事業経験のない主体による館運営がなされているという点で特徴的である。児童館の運営
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委員会は、コミュニティ、自治会長、老人会長、保育所・幼稚園の所長と園長、小中学校

長、図書館ボランティア団体代表、主任児童委員、ＰＴＡ連絡協議会長、子ども育成会連

絡協議会長、子育て支援課副課長の 12 団体の代表者で構成されている。要保護児童対策

地域協議会には参加しておらず、放課後児童クラブの運営はしていない。 

 

②貴館（課）が把握している地域ニーズの中で、最も重点的に対応している理由について 

本センターが、発達相談に関する相談業務に着手する前に、丸亀市においても発達相

談支援は重点施策として位置づけられ、市内に相談場所を設置する流れがあった。また、

本センターが市直営の時代から、本センターの建物内の一室で地域子育てひろば「たんぽ

ぽ」が発達相談を行っていた。本センターが指定管理を受託した直後から、館長は最初に

業務分析を行った。その結果、館長は、市直営時代に着手できていなかった業務の１つと

して、相談業務に着目し、本センターが着手する方向性を検討していた。丸亀市行政の施

策の動向もふまえ、既存の子育て相談業務をしている団体がセンター内にあり、タイミン

グと条件が合致したことが直接の契機となった。具体的には、館長は就任１年目に地域子

育てひろば「たんぽぽ」で子育て相談業務に携わる職員から、たんぽぽで年に６～８回行

っていた発達相談の利用者数が毎年増加しており、相談業務の受入れを拡充したいとの相

談を受けた。館長は、たんぽぽの職員の話から、発達相談に関しては、保健センター等の

行政の相談窓口が既に存在しているが、子育て家庭が既存の相談窓口に行く心理的敷居の

高さを感じるなどの既存の相談支援システムの課題があることを認識した。また、障害の

有無が明確でない、いわゆるグレーゾーンの状況にある家庭が相談に至る一歩前の支援の

必要があることも把握した。そのため、地域の子どもとその家庭の居場所となる本センタ

ー内の地域子育てひろばで発達の専門家（言語聴覚士としての実践経験が豊富な学識経験

者）を招いて相談支援を実施することで、その手軽さがさらなる社会貢献に結びつくと発

想した。また利用者数の増加の背景に、既存の社会資源がキャッチすることのできない、

地域の潜在的ニーズの高さを痛感した。そこで、館長は、地域の子育てひろばと本センタ

ーが共催事業とすることで、予算面を補強し、毎月１回に開催回数を増やすことができ

た。 

 

③貴館（課）における具体的な活動内容について 

 地域子育てひろばへ発達の専門家（各医療機関や療育機関のスーパーバイザーをしてい

る上述の発達の専門家）を招き毎月発達や発育上の悩みや不安についての個別相談と年に

１回講演会を実施している。個別相談では、まず、質問紙による発達状況のアセスメント

と保護者（主に利用者の多くは母親）の不安や悩みを保育士が受け止め、聞き取りを行
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う。その上で、専門家による評価・訓練に入る。訓練後、専門家から子どもの発達状況に

応じて、家庭で親子が取り組む課題を提案する。その後は、経過の報告や相談を受け、状

況に応じて医療機関、行政の相談機関、療育機関につなぐ。講演会は、個別相談を行って

いる専門家による発達に関するテーマを取り上げたものである。この発達相談の広報は、

児童館職員が児童館に初来館した幼児の子育て家庭には、必ず見学と紹介を行うようにし

ている。また子育てひろばで個別相談に参加した親子の多くは、参加後、児童館で遊んで

帰れるような流れがあり、来館中の保護者同士の口コミにより、個別相談や講演会の参加

につながるということもある。 

 

④活動を開始するきっかけについて 

指定管理による公設民営体制で本センターが運営を開始するにあたり、館長には、児

童厚生員の職歴及び子どもに関わる職業歴（福祉や教育の専門職歴等）のない製造業に従

事していた人物が就任した。ただし、専門職歴はないが、館長は、市直営時代に自治会会

長という立場で、運営委員として児童館と関わりをもってきた。運営委員時代の発言等が

買われ、民営化の際に児童館長を依頼されることとなった。館長は児童館運営を行うにあ

たり、本協議会内の構成団体からの全面協力を得らえることを条件に引き受けた。館長

は、児童健全育成推進財団の発行書籍である「児童館－理論と実践－」を基に、公設公営

時代の本センターの業務分析を行った。児童館として本来果たすべき児童健全育成及び児

童館機能に関する業務分析表を作成し、現状の遂行状況と課題を洗い出すことから開始し

た。業務分析にあたり前職の経験を活かし、地域のニーズの多寡や社会資源との活用と協

働の可能性も同時に探っていた。分析の結果、具体的には、本センターが民営化された後

に重点をおくべきこととして、児童健全育成の柱は「居場所」としての存在意義を地域の

実情に合わせて確固たるものにしていくことであった。児童館が子どもにとっての居場

所・子育て家庭の居場所・地域住民の居場所になるための対策として、地域の子ども、子

育て家庭及び地域住民が、とにかく本センターに来館できることに重点を置いた。具体的

には①土日の開館を含め、年間の開館日数を 340 日以上にすること、②児童館を利用して

いる、活性化しているという実感を子ども、子育て家庭、地域住民がもてる目安として年

間来館者数を増加させること、③児童館に行けば何か楽しいことがあることという実感が

もてるように行事数を増加させること、④より多くの参加者の希望する行事を企画するた

めに、行事の開催時間と内容を乳幼児・小学生・中高校生・母親や父親の生活時間に合わ

せて各対象者が参加しやすい行事のニーズと充足率を行事参加者数で絞り込み効率化を図

ること、⑤児童館内においてルールやマナーに関しては、してはいけないことは積極的に

しつけを行うことで、子どもとその家庭に安心感を与えること、⑥中高校生や地域住民が
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積極的に児童館行事に参加できるように地域の行事と協働を図り、行事に携わるボランテ

ィア数を増加することなどであった。実績として、指定管理後、最初の３年間で、来館者

数の１万人増加、行事数の２倍増加と地域住民や行政に対して、児童館の活性化と身近な

存在として実感できる、わかりやすい結果を示した。館長就任以降、中長期計画を描き、

毎年、本センターが今着手すべき事業、できていない事業の業務分析及び、実施した行事

の参加者数の分析からニーズと効率の検証を行ってきた。 

 

⑤活動を実施するうえでの連携相手と連携方法について 

 連携先として、中心となったのは、本センターの建物内にある地域子育てひろば「たん

ぽぽ」であった。たんぽぽの職員 11 人のうち、５人が丸亀市内の公立保育所の所長経験

者であった。このような人的資源と日常的に情報交換を行うことで、地域の乳幼児家庭の

潜在的ニーズを児童館が把握しやすくなった。また、保育所の保育士を通して、たんぽぽ

を紹介され利用につながることも増えた。次に、発達の専門家である言語聴覚士がキーパ

ソンとなった。組織同士の連携ではなく、個人の人脈により行政等の相談機関、医療機関

及び療育機関につなげることができた。さらに、地域の幼稚園や保育所の活動時間に児童

館利用を提案したり、幼稚園の降園の時間帯に合わせた行事を企画したりするなど、地域

の親子の居場所づくりも工夫し、児童館への利用の流れに力を入れた。個別相談の周知に

ついては、児童館の運営委員会に、もともと幼稚園長や保育所長が構成員としているため

に、主催者側の意識で、児童館行事を周知してもらえるメリットを最大限に活かした。 

  

⑥活動の効果（成果）（地域ニーズに対応するネットワークの構築に至る経緯も含めて） 

効果の１つ目は、児童館の居場所としての利点を活かして、地域の潜在的発達相談ニー

ズの掘り起こしに成功したことであった。まずは、親子が日常的に多く集う、気心が知れ

た、行きやすい場所のベース作りを児童館が行い、来館から個別相談の利用につなぐこと

ができた。ニーズに即した事業が手軽に受けられるという、児童館という居場所のメリッ

トを最大限に活かした。 

効果の２つ目は、自由来館及び子どもの遊び場としての機能以外にも、児童館における

相談支援機能の認知度が地域の乳幼児の子育て家庭及び保育所や幼稚園等に広がった。 

効果の３つ目は、児童館での発達相談のニーズ増加から、専門機関につなげるルートが

体制として必要であるとの課題が明確になった。 
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⑦活動の課題について （地域ニーズへの対応、ネットワークの構築について） 

課題１ ニーズが現在の児童館の予算や人員配置を上回った際の対応と体制づくり 

発達相談の希望者が増加傾向にあり、予約の制限を検討していく必要性がでてきた。

現在は、発達相談のニーズを地域の社会資源（医療機関等）へとつなげていくためのネッ

トワークは専門相談員の個人的人脈に頼っている面も大きい。発達相談の希望者がさらに

増加して、児童館の予算等で受入れ可能な人数を超えた場合、行政の相談機関との連携を

含めた支援体制の整備が必要となってくる。 

 

課題２ 児童厚生員の相談援助の知識と技術の向上と支援実績の蓄積を行うための児童

厚生員の雇用条件の見直し 

児童館で発達相談できる手軽さのメリットを活かしつつ、共同事業である以上、今後

は、支援の窓口としての役割と継続支援の必要な親子のつなぎ先の探索は、児童厚生員も

関与していく必要がある。しかし、児童厚生員が発達相談業務に関与していくためには、

児童厚生員の相談援助に関する知識と技術の質の向上という課題がある。具体的には、現

在、本センターの発達相談業務において、児童厚生員は相談窓口となり、申し込の受付を

担っている。館長は、保護者への共感力や発達に関する知識をもとに、もう一歩踏み込ん

だ支援を行えるようになることが必要であると感じている。また、相談援助技術と知識の

向上は支援経験の蓄積によるものも多いと考え、単発の研修で得られる相談援助の知識や

技術以上に、ＯＪＴのような場面ごとに、その都度適切な助言や指導が受けられる体制が

ないと専門性は蓄積できないと考えている。しかし、現在、本センターの児童厚生員の雇

用条件は、週４日で 30 時間のパート勤務となっており、そのような専門性や責任は、雇

用条件とは合致せず、児童厚生員の負担増が予測されるために求めることが難しいという

ジレンマがある。現在できる館長としての運営努力として、全児童厚生員に児童厚生員二

級の資格取得研修の費用を負担してきた。また、県内の大型児童館（さぬきこどもの国）

が実施する研修への参加費用を負担し、人材育成に投資してきた。 

 

課題３ 地域住民の参画の活性化にかかわる社会的ニーズへの取組の配慮 

本センターは、指定管理を受託する段階からすでに、地域住民が主体的に児童館運営

に乗り出したという特性がある。しかし、地域住民が地域の子どもたちの健全育成に積極

的になればなるほど社会的ニーズを取り組む上で配慮が必要となる。例えば、先祖代々住

民同士が顔見知りで、住民同士が、ある程度お互いの家庭の状況が推し量れる地域特性に

おいて、児童館は、地域にある生活の困窮状況、虐待の可能性を秘めた子育て状況、ひと

り親家庭による困難状況などは直接的に把握しやすい。それゆえに、あえて表面的に事業
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化しない配慮が必要であるというのだ。例えば、塾等の費用負担が難しい家庭の子どもを

対象にした学習支援、子ども食堂等の生活困窮対策や保護者の就労等で孤食対策のイメー

ジを抱かせるような事業はあえてしないということである。また、虐待状況に関する情報

も民生委員や保護司がコミュニティの構成員にいることから、踏み込んだ情報共有をすれ

ば得られないことはない。しかし、現在の児童館の業務内容や職員配置から取り組める状

況にないため、踏み込んではいない。児童館としては、活動に参加する子ども自身はもち

ろん地域住民にも、事業対象者が特別視されていることを意識されないように注意を払う

必要がある。むしろ、対象を限定した事業より、地域のそのような経済的な困窮状態や家

庭の養育状況に関わらず、誰もがいつでも来館でき、参加しやすい行事の工夫をすること

の方が優先であるという発想をもっている。例えば、行事の利用料は最初から生活困窮者

家庭の子どもを念頭において、無料または原価の３分の１程度にとどめ、安心感とお得感

を得られるようにしてある。そのために、限られた財源で赤字を出さないように、電気料

の節減、物品購入の工夫などの節約で浮かせるなどの経営努力を欠かさないという。ま

た、館長は、児童館は特別な支援ニーズのある家庭の子どもが出入りする場所というイメ

ージをもたせず、地域のあらゆる子ども、子育て家庭、地域住民が、常にたくさん出入り

して過ごしている居場所であると認識されることが大事であると考えている。そのために

子どもを特別視せず、分け隔てなく関わり、子どもが参加できる行事を増やす工夫を優先

している。児童館内において、マナーやルールに関する指導（叱ることを大事にしてい

る）や子ども同士のトラブルに館長や児童厚生員を積極的に行うことで、社会生活の秩序

を守ることで、子ども、子育て家庭、地域住民が、かえって安心をもつことができると考

えている。 

 

課題４ 児童館が担うべきニーズと児童館の役割が不明確 

館長には児童館ガイドラインという名称での存在は認知されておらず、現場感覚とし

ては、国を通じた社会からの要望として、全国の児童館に今何が求められているのか、明

確に降りてきているものを実感しにくいとのことであった。 

  

⑧今後の活動に関する展望 

 児童館が居場所づくりをはじめとする通常の健全育成事業に加え、個別の発達相談など

新たなニーズに児童館が対応していくためには、ニーズ量の見込みと児童館で行う意義を

検証していく必要がある。児童館の居場所としての気軽さ、安心感を活かして、ニーズの

窓口になる役割とある程度の支援が児童館で提供できるバランスを図ることが課題とな

る。しかし、ニーズが飽和状態になった場合、公的機関との連携が必要となる。また、来
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館を前提した相談業務になるため、社会的ニーズの窓口として機能するためには、地域に

おける児童館の認知度の高さと子ども、子育て家庭、地域住民の出入りの流れが充足して

いて初めて成立する。そのために、計画的に、組織的に居場所としての土台づくりと新規

業務とのバランスを運営管理していく必要がある。 

館長は、今後も、児童センターの本来の役割としての居場所機能の強化を図るために、

行事の企画力の向上と効率化を図りたいと考えていた。また、発達相談のニーズ増加に応

えていくために、入り口の支援の内容のレベルアップと今後の公的機関との連携をふまえ

た支援体制の構築を描いていきたいとも考えていた。そのために、児童厚生員の雇用条件

をふまえつつ、児童厚生員が児童館活動時間内に子どもの遊び風景や親子の関りを日常的

に観察し、そこから相談業務につなげられる相談支援力を高めさせていくための人材養成

にも時期と条件の整備状況を戦略的に考えていきたいという展望を示された。発達相談以

外の新たなニーズについては、児童館の業務分析を基に、現在の人員配置や予算範囲で有

効に実践できる児童館業務全体の優先順位と着手時期の見極めを計画的に実施していきた

いとのことであった。 
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（８）沖縄県豊見城市・真嘉部コミュニティセンター（豊見城市複合型福祉施設） 

 

【ヒアリング調査概要】 

訪問調査日 平成 30 年１月 24 日（水） 

ヒアリング対象者 センター長、係長、児童厚生員   計３名 

研究調査員  前城充、藤高直之 

 

①児童館の概況 

【自治体規模・特徴】 

沖縄本島南部に位置し、北は県都の那覇市に隣接、東は南風原町、八重瀬町、南は糸満

市に隣接している。（面積 19.60km2） 

農業の盛んな地域で、サトウキビ、葉野菜づくりが行われており、近年ではビニールハ

ウス栽培などを中心に都市近郊型の農業がおこなわれ、マンゴー、トマトなどが栽培され

ている。特産物は、サトウキビの葉、穂を染料とした「ウージ染め」が販売されている。 

 

【人口】 64,028 人、25,283 世帯（平成 30 年１月末日現在） 

 

【児童館設置数】 市内２か所 

 

【ヒアリング先の施設種別】小型児童館  

 

【運営形態】公設民営 

 

【概況】 

１.運営団体:社会福祉法人豊見城市社会福祉協議会（指定管理※平成 23 年４月１日～） 

２.事業内容： 

本施設は豊見城市の北側に位置する豊見城ニュータウン１号公園のなかに複合型福

祉施設として建設された。当地域は県都那覇市に隣接していることから急速に市街地化

が進展した住宅地域である。真嘉部コミュニティセンターでは地域と密着した活動をめ

ざし、児童福祉法に基づく児童館活動を軸に世代間交流や中央図書館図書返却業務等の

サービス業務を行っている。 

３．開館時間 ： 午前９時～午後９時（休館日は毎月第４日曜日、年末年始）※平成２９年

度 
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４．対 象 ： 児童（幼稚園以下は保護者同伴）、小中高校生、一般住民 

 

【館内での放課後児童クラブ実施の有無】 有 

【児童館において把握している地域ニーズ】 

・障がいや疾病・疾患の配慮が必要な子どもの支援 

・生活困窮状態の子どもや親の支援（子どもの居場所の提供等） 

・虐待（ネグレクト含む）が疑われる子どもや家庭の支援 

・ひとり親家庭の子どもの支援 

・不登校の子どもの支援 

・学習支援や学習環境を必要とする子どもの支援 

・非行傾向の子どもの支援 

（最も重点的に対応している地域ニーズは太字） 

 

②把握している地域ニーズの中で、最も重点的に対応している理由 

 子どもの居場所の提供と関係機関との連携を最も重点的に対応している。理由は子ども

（主に小中学生）の放課後や週末の居場所として、部活や習い事、学童・児童クラブに通

っている子どもが増える中で、児童館を利用している子どもの中に「友達付き合いがうま

くいかない子」、「荒っぽい子」、「発達障がい（の疑い）がある子」が目立ってきている背

景がある。 

このような子どもたちの言動から、彼らが抱える諸課題が家庭環境に起因すると思われ

ることから、子どもだけではなくその保護者も含めた世帯支援を行う必要があると考えて

いる。 

世帯支援を行っていくうえで児童館での単独の支援では限界があるため、地域の小・中

学校、各種相談機関と連携することを目的として、要保護児童対策地域協議会（以下、要

対協）、世帯支援会議（個別ケース会議）に参加し、子どもの児童館での様子を伝えるなど、

子どもおよび保護者の情報共有を行っている。 

なお、要対協は本児童館の運営団体である豊見城市社会福祉協議会が設立当初から構成

団体として参加しており、本児童館が要対協に参加しやすい環境であったと思う。 

 

③児童館における具体的な活動内容 

 児童館機能である利用児童参加型のイベントや子ども一人ひとりが主役になれる場の提

供に加え、複合型施設としての一面もあるので夜間の市民への施設開放を実施している。

具体的には、フラダンス、卓球など多くの市民に利用をしていただいており、あらゆる世
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代が児童館と関わる環境がある。 

また、平成 28 年度から内閣府の沖縄子供の貧困緊急対策事業（豊見城市子どもの居場

所・学習支援事業、社協受託）し、地域の子どもが徒歩で通える 30 分生活圏域である中学

校区ごとに本児童館を含めた拠点を設け、夜間（午後９時）まで子どもの居場所づくりを

行っている。そこに相談員（有資格者）を配置し、保護者とのやりとりや関係機関との連

携を図り、随時気になるケースについては世帯支援会議を行っている。 

なお、本児童館では近隣の小中学校の管理職・生徒指導教諭、退職教諭、民生委員・児

童委員、保育園長、自治会長、行政班長を構成員とする外部評価委員会を設け、年に 2 回

運営に関する助言をいただいている。 

 

④活動を開始するきっかけ 

 本児童館の運営団体である豊見城市社会福祉協議会が平成 23 年度に指定管理者として

選定され、年度を重ねるごとに児童館を利用する子どもたちの様々な出来事や想いにふれ、

「空腹を訴える子」、「生傷の絶えない子」、「保護者のアルコール問題・精神疾患を抱えて

いる」などの諸々の課題が顕在化してきた経緯がある。 

このような様々な課題を抱える子どもとその保護者へのアプローチを実施し、関わりの

回数が増えていくが一筋縄ではすぐに立ち行かない現状を痛感することとなった。また、

地域の自治会をはじめ、小・中学校、民生委員・児童委員、警察官の立ち寄り所、近隣ス

ーパーなどとの情報交換をする中で、子どもやその保護者が抱える様々な課題の背景には

地域性や家庭環境に起因することもあることから、様々な関係機関と連携する必要性を感

じ、内閣府の沖縄子供の貧困緊急対策事業（豊見城市子どもの居場所・学習支援事業「未

来塾まかぶ」、社協受託）に至った。 

 

【活動の推進にあたり連携に寄与している関係機関（者）】 

・主任児童委員、民生委員・児童委員、町内会、自治会、社会福祉協議会 

・小・中学校、児童相談所、家庭児童相談室、福祉事務所、保護司、教育委員会 

 

⑤活動を実施するうえでの連携相手と連携方法 

 前述の要保護児童対策地域協議会において、個人情報の取り扱いについての取り決めが

整理されていることから、子どもとその保護者に関する様々な情報が要対協を起点として

当該ケースに関わっている各種機関につながる流れを構築している。また、社協が地区民

児協の事務局を担っていることもあり、日々の見守りを行っていただいている民生委員・

児童委員、主任児童委員の方々と相互に情報共有と円滑な連携が取れていると感じている。 
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その中で、「未来塾まかぶ」においても、児童館や「未来塾まかぶ」での子どもの様子な

どの情報だけでなく、子どもからの訴えや日々の相談員の対応、迎えの際の保護者の様子

など、現状の課題等の情報共有を行っている。 

関係機関は、上述に加え、市役所福祉部（家庭相談員、DV・虐待相談員）、教育委員会、

生活困窮者自立支援事業「パーソナルサポートセンター（社協受託事業）」、中央児童相談

所で構成されている。 

 

⑥活動の効果（成果） 

児童の居場所づくりを続ける中で、関係機関との信頼関係とか連携が取りやすくなって

きている。また、子どもたち一人ひとりが抱える課題をより詳細に把握できるようになり、

それぞれの子どもたちにあった支援を行えるようになったと感じている。最近では、家庭

環境により波があるが落ち着いてきている子どもが増えてきている。   

具体例を挙げると、空腹を訴える子に関しても、実際詳しく話を聞いてみるとお小遣い

的なものを渡されている状態で、食べ物を買わずにそれで午後になったらおなかが空いた

よっていう子どもとかの姿も見えてきたりする。そのような場合は、金銭管理も含めたや

りくりのものなので、相談員が子どもにお金の使い方を教えるようにしている。具体的に

は、スーパーまで一緒に付いていき、「しっかり食べるもの買うんだよ」という話をしたり

とか、子ども本人が自分自身で選択し行動していけるように、一緒になって考えることも

ある。  

 また、家庭環境が背景的にあると考えられる子どもの暴言についても、人を傷つける言

葉であること、その暴言を聞いた人がどういう気持ちになるのかを考えたことあるかとい

う声かけをしたりと可能な限り一人ひとりと向き合うようにすることで、改善していく子

どももいる。 

 

⑦活動の課題 

 保護者のアルコールの問題や精神疾患疑い、育児不安を抱える保護者の支援については、

支援の場に児童が居合わせると児童に対し良い影響を与えない場合があるので、相談場所

や相談機関の役割分担を行い、分けて対応した方がよりよい世帯支援につながるのではな

いかと考えている。 

また、児童それぞれの課題として、窃盗などを行う児童同士が児童館、「未来塾まかぶ」

を利用しない時間帯において、一緒に万引きをした場合などの取り扱いと保護者によって

は児童を預かる責任を押し付けるような事案も出ているので警察相談や法律相談にも至り、

頻繁にあることではないが、現場職員の応対する不安や負担も課題になると考えている。 
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⑧児童館運営に関する課題および今後の展望 

 児童館と「未来塾まかぶ」の業務は、それぞれ常時３人は職員配置できるように運営し

ているが、放課後学童・児童クラブの利用者数が増える中、児童館の利用児童の質は変わ

りつつあると考えている。     

豊見城市内の児童館は指定管理制度が導入され、理解ある行政から、人員体制が維持で

きる運営補助金があり、あと１か所の児童館も平成 29 年度から本児童館と同様に豊見城

市社会福祉協議会が指定管理者に選定されたことから、この取り組みを導入し、今後も恒

常的に運営を行っていく予定である。（ただし、内閣府の沖縄子供の貧困緊急対策事業（豊

見城市子どもの居場所・学習支援事業） 

また、職員研修も時節に併せて様々な研修に参加させてもらってスキルアップを図って

いるが、職員の働きやすさや生活基盤安定のため、児童厚生員のソーシャルワークを加え

研修プログラムや雇用形態と児童館としての更なる基準化・標準化があれば、より児童館

に求められるニーズに対する運営も安定するのではないかと考えている。 
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様々な課題を抱える子ども達や保護者に対して、寄

り添い相談支援を行う ‘支援員’ を配置します。 

大人も子供も相談できます。 

〇子ども支援員（３名）：（豊見城中校区、長嶺中校区、伊良波中校区） 

〇就学支援員（１名）：（生活保護・就学援助を利用している世帯担当） 

※支援員への連絡先：市社会福祉協議会へお問い合わせ下さい。  

子ども達が安心して安全に過ごす事のできる心の 

よりどころとなる‘居場所’で、交流活動や学習 

支援、食事支援等の寄り添い支援を行います。 

〇子ども未来塾には、子ども達の応援団がいます。 

⇒ 居場所管理者（1名）、指導員（2名）

〇利用できる方：５歳から１８歳まで 

（※入塾時は､面談・審査があります） 

〇利用できる時間：午後３時～午後９時 月～金 

午後２時～午後９時 土（かなえのみ） 

〇実施場所 【長嶺中校区】   【豊見城中校区】

子ども未来塾（まかぶ）   子ども未来塾（とみぐすく） 

真嘉部コミュニティセンター内   市社会福祉センター内陶芸室となり 

（字根差部 375-2） ℡:840-6828    （字平良 467-4）  ℡:856-2782

携帯 080-6487-6530（新家）※15～21時  携帯 080-6488-6532（新城）※15～21時 

【伊良波中学校区】  【豊見城小校区】 

子ども未来塾（いらは）  子ども未来塾（かなえ） 
市立わくわく児童館内   字平良 154-1 大城ＡＰ２０３号 

（字保栄茂 1153-9） ℡:856-7124  TEL:996－2510（桜山荘「共に生きる町」 

携帯 080-6488-6533（新田）※15～21時   たかみね内・山下) 

※かなえは、土曜日のみ（月～金休み） 

豊見城市子どもの居場所・学習支援事業 

保護者用 

申込み・問合せ先 : 豊見城市社会福祉協議会  ℡:８５６－２７８２
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３．ヒアリング先の児童館の地域ニーズへの対応とネットワークに関する考察 

 

１）地域ニーズについて 

質問紙調査で用いた地域ニーズの種類をヒアリングでも用いた。ヒアリングの結果、こ

れらの地域ニーズが潜在化レベルの状況で取組んでいる児童館と顕在化レベルの状況で取

組んでいる児童館があることがわかった。 

本考察において、潜在化レベルとは、地域ニーズとなる状況が発生する前あるいは発生

早期で、子どもの発達・発育や生活に危機的、あるいは複雑で長期的な影響を及ぼす前の

状況を意味して用いている。例えば、潜在化レベルでは、保護者が乳幼児期の子どもの育

て方に難しさやストレスを感じる、あるいは発達の遅れや他児との違いが気になりはじめ

る状況、また、支援者が発達や生活の様子が気になる子どもをみつけた状況である。この

状況で対応できれば地域ニーズの発生予防に効果的がある。しかし、当事者に困り感や差

し迫った支障があるという感覚は乏しく、誰かに相談したり、医療機関等で障がい・疾患

を確認したり、既存のサービスや制度を積極的に必要としないため、支援者も把握できる

情報が少なく、ニーズを把握することが難しい。 

一方で、顕在化レベルとは、地域ニーズとなる状況が既に発生し、子どもの発達・発育

や生活に危機的、あるいは複雑で長期的な影響を及ぼす状況を意味して用いている。例え

ば、顕在化レベルでは、虐待、貧困、非行、障がいなど子どもの発達・発育や生活に既に

差し迫った支障や困り感が発生している状況である。保護者が子どもの発達・発育、育て

方や生活に困難やストレスを抱えた状況が長期化したことによって発生しているため、当

事者の認識には差異があるものの、支援者が既に生じた支障に対して、支援を開始してい

る状況もある。この状況は、地域ニーズとして明確ではあるが、状況が複雑で深刻化して

いるため、多様な専門的支援の協働や改善や解決に時間がかかるなど対応に困難を要す

る。 

上記のことをふまえ、ヒアリング先の児童館の取組みを地域ニーズの発生状況のレベル

ごとに考察し、全国の児童館が好事例として活用する際の要点を整理していきたい。 

 

（１）地域ニーズの潜在化レベルでの取り組みについて 

まずは、ヒアリング先の児童館のうち、地域ニーズの潜在化レベルでの取組みについて

考察していきたい。前述の事例紹介では、乳幼児期の子どもと保護者を対象に、子どもの

発達・発育や養育に関して支援ニーズを有する子どもと家庭の早期発見と早期対応の取組

みを４例紹介した。（千歳市、葛飾区、東小川児童センター、京都市児童館学童連盟）こ

れら４例に取組んだ児童館には以下のような共通事項がみられた。 

(a)取組まれている事業は、自治体の子育て支援の重点施策と合致する。 

ヒアリング先の児童館は、ニーズ把握をする際に、自治体の施策の動向や重点項目をふ
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まえている。特に、公設公営の場合、反映させる意識が高い。 

(b) 地域ニーズの発生予防が事業目的や意義として意識されている。 

ヒアリング先の児童館は、単に自治体の施策の意向を汲んで実施しているのではなく、

保護者の子育ての困り感や子ども自身の困り感が顕在化する前に早期発見、早期対応する

ための予防的意識から事業に取組んでいる。このことは、児童館ガイドラインで示されて

いる社会的な問題の発生予防に児童館が関与しているという役割意識の現れによるものと

推察される。実際、乳幼児を対象にした子育て支援事業に取り組んでいる児童館は全国的

に多い。平成 28 年度の「全国児童館実態調査」の結果、乳幼児を対象にした子育て支援

事業に取り組んでいる児童館は、児童館主催で行っている館が 79.5％、児童館以外の主

催者に場所を提供している館が 28.1％となっていることからもわかる。また、乳幼児を

対象にした子育て支援事業の取組みが、早期の障がいや疾病・疾患の配慮が必要な子ども

を育てる保護者への支援につながると児童館で意識されていることも推察される。本調査

研究の量的調査の結果では、「地域ニーズのうち、児童館において最も重点的にしている

支援」について尋ねると、「障がいや疾病・疾患の配慮が必要な子どもの支援」が 32.0％

と地域ニーズの中で最も多く対応されていることからもわかる。このことから、全国の児

童館において多く取組まれている乳幼児を対象にした子育て支援事業の意義や支援例は、

全国でも汎用性が高いと考え、地域ニーズに取り組む児童館の好事例として子育て支援事

業の取組み例を挙げた。 

(c)地域ニーズの発生予防として好機である「乳幼児期」に取り組む意義。 

ヒアリング先の児童館では、０歳～18 歳までの切れ目のない支援を行うために、乳幼

児期の事業を重要視していた。例えば、①子どもと保護者は児童館の存在を早期に知るこ

とができる、②児童館での安全・安心・心地よい・楽しかったという体験は、学齢期以降

に子どもが児童館を心理的な居場所として、また、SOS の声を上げ相談できる場所として

活用することにつながる、③児童館職員が乳幼児期から関わることで、子どもの育ちのプ

ロセス（成長や変化）を把握し、保護者の子どもの養育相談に長期的に対応することがで

きる、などの深化したねらいを有している。このことは、後述するネットワークにおける

基幹的機能を児童館が担う必然性にもつながる。 

 

（２）地域ニーズの顕在化レベルでの取り組みについて 

次に、ヒアリング先の児童館のうち、地域ニーズの潜在化レベルでの取組みについて

考察していきたい。前述の事例紹介では、小中学生を対象に養育環境に問題がある子ど

もや発達に特性がある子どもの居場所の提供や関係機関へのつなぎの役割を担う事業に

関する５館の取組み例を紹介している。（品川区、安倉児童館、真嘉部コミュニティセン

ター、京都市児童館学童連盟、中標津町）これら５例に取組んだ児童館には、以下のよ

うな共通事項がみられた。 
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(a) 事業が多様で来館者数が多く、本来の児童館機能が活性化している。 

前掲の平成 28 年度の「全国児童館実態調査」の結果から、児童館ごとに提供事業の多

様性には差異があることがわかっている。ヒアリング先の児童館に共通するのは、全国の

児童館同様に、児童厚生員の配置人数や勤務時間が十分でない中、事業の多様性がみら

れ、来館者数が増加していることである。地域の多くの子ども・子育て家庭・地域住民が

常に出入りし、多様なイベントが行われる中で、遊びや子ども同士の交流による育成や居

場所機能が充実し、「活性化した子どもの施設」のイメージが地域住民に認識されている

からこそ、顕在化したレベルの地域ニーズに取り組むことができると推察される。 

(b)地域の支援体制をつくる、つなぐことに重点を置いている。 

前述したが、学童期以降に来館した子どもの発達や生活の様子から、顕在化レベルの地

域ニーズを児童館は把握することになる。多様な影響を長期的に受けている場合もあり、

問題解決には専門的関わりや時間を要する。事例紹介した児童館において、学齢期以降の

子どもを対象に、学習支援、出張型児童館、子ども食堂事業などを提供する際に、その事

業に集う子どもや家庭の困り感の実態を把握し、適切な関係機関に情報提供し、つなぐこ

とを重視している。また、特定の子どもの、特定の家庭のニーズとしてとらえるのではな

く、地域の共通ニーズとして、地域住民が意識化できるきっかけの場として事業の機会を

提供し、地域の支援体制を成熟させることを意識している。そのため、児童館事業として

成熟させるというより、地域の支援体制を成熟させるために、組織化や企画・立案など後

方支援を行っている。 

 

２）地域ニーズに対応できる児童館の運営状況の特長について 

 ヒアリング先の児童館が地域ニーズに対応できる前提には、児童館の事業運営に共通す

る状況がある。以下、具体的に述べてみたい。 

 

(a)所管課が児童館の特性や機能を把握している。 

所管課が児童館の特性や機能を把握しているため、特に公設公営の場合、所管課が地域

ニーズの事業化の運営主体として児童館を想定しやすい。また、一市（区）町村内の児童

館の設置数の充足していることから、児童館の活動範囲は子ども・保護者が歩いて行ける

中学校区を想定して展開できる傾向がみられる。 

(b)児童館事業の業務分析を行い、必要な事業の見極めを行っている。 

ヒアリング先の児童館は、児童館の全体活動状況を児童館ガイドライン、行政施策の重

点項目を基準に分析している。また、事業の利用者数、来館者や関係機関の要望からニー

ズ見込み量を推測するとともに、既存の社会資源のニーズに対する取組状況も把握してい

る。その結果、ヒアリング先の児童館では、取り組むべき事業、取り組みたいが着手時期

を見定める事業、着手しない事業を判断しながら多様な事業を提供している。 
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(c)児童館内外の地域ニーズに対する取組み課題をふまえ、工夫している。 

ヒアリング先の児童館は、既存事業との重複を避け、すみ分けを意識している。共通す

るのは、①自治体内の他機関の取組み状況について、既存のサービスの内容、利用層、利

用率からニーズ見込み量を把握しようとしている。また、利用に課題がある場合、その原

因を分析している。②現在の児童館の人員、設備と児童館が協力を求めることができるマ

ンパワー、資源、資産をもとに、現実的に児童館で取り組めるのかを検討している。ヒア

リング先の児童館には、０（ゼロ）から新規事業を立ち上げるのではなく、既にある社会

資源（サービス・人・モノ・場所・イベント等）を有効活用、あるいは「リフォーム」し

て児童館事業として取り入れている館もある。また、自治体の施策の動向を十分に把握し

ており、国庫補助事業やモデル事業などの人的・金銭的・物的が保障される好機を利用し

て、新規事業に取り組む館もある。 

(d)既存の事業や仕組みを利用しない層を開拓･つなげることができている。 

既存の事業や仕組みを利用しない層を開拓･つなげることができている要因に児童館の

特性との関係がある。児童館の特性とは、本人の意思による自由来館、異年齢の集団、不

特定多数の来館者がいるなどである。ヒアリング先の児童館では、児童館のこれらの特性

を活かし、既存の公的相談機関が行う相談支援事業の利用課題に取り組んでいる。例え

ば、乳幼児の子育てや発達に関する相談事業を提供する機関の体制整備は充実しているが

利用に至らない状況がある。この背景には、保護者が行政や他機関等に行くことに対する

「深刻な困り感をもつことを認識したくない」、「問題をもっている子ども、親というラベ

リングされたくない」、「相談に改めて行く必要性は認識していない」「固いイメージがあ

る」などの心理的敷居があるとされている。そこで、公的機関の相談支援事業に行く必要

性があるか明確化できない利用層や、相談に行く状況を認識できていない利用層に対し

て、相談支援につながる一歩手前の支援を行う役割が必要となる。ヒアリング先の児童館

では、保護者の児童館に対する「誰もが・自由に」「子どもの遊び場」「無料で」「やわら

かい・楽しい」といった来館に対する心理的敷居の低さを上手く活用し、虐待予防や発達

支援の早期発見と早期対応の役割を児童館が担っている。 

一方で、生活困窮者対策やネグレクト予防の具体策の１つとして学習支援事業に取り組

む際に、ヒアリング先の児童館では、仲間同士の遊びや社会体験、学生や地域住民のボラ

ンティアとの交流により保護者でも教師でもない第三の立場の大人との交流など、単なる

学習支援に留まらない要素をプログラムに盛り込むことで利用者を増やしている。地域住

民が主体的に参画したネットワークを形成できている児童館や地域住民の流入・流出が少

ない地域においては、貧困や虐待等のニーズに対応する時は、特定の子どもや保護者が利

用する事業という偏見が発生しないように、地域の誰でも利用できる事業として認識され

るように工夫している。 

174



 

(e)児童館に異業種を配置するあるいは協働できる仕組みをつくっている。 

地域ニーズに対応するために、ヒアリング先の児童館では児童館に保健師、看護師、コ

ミュニティソーシャルワーカーの異業種を配置したり、言語聴覚士や大学教員等の有識者

との協働を推進したりしている。その職種の持つ専門性を日常的に学ぶことができ、児童

厚生員の相談援助力やネットワーク構築力の向上につながっていることが実感されてい

る。 

(f)児童館に多くの子ども・保護者・地域住民が来館できる機会をつくる。 

行政との連携で成立する方法ではあるが、ヒアリング先の児童館では、母子健康手帳の

交付、オムツを捨てることの多い世帯への有料ごみ袋の配布、３人乗り自転車の試乗、放

課後児童クラブの運営、地域行事の共同開催など、地域の子ども・保護者・住民が児童館

に来館する機会をつくっている。しかし、社会的ニーズや地域ごとの社会資源の充足状況

が異なるため、好事例と同じ事業をすることが重要なのではない。例えば、平成 28 年度

の全国児童館実態調査の結果でも、放課後児童クラブの運営をしている児童館は 54％あ

るが、ヒアリング先の児童館がすべて放課後児童クラブを運営している訳ではない。肝心

なのは地域の既存の社会資源とのすみ分け、ニーズ見込み量の把握、多くの子ども・保護

者・地域住民が児童館に来館する機会を効果的につくるという総合的な観点から考えると

いう意識である。 

(g) 関係機関や地域住民との協働体制と人のつながりの維持を図る。 

ヒアリング先の児童館では、地域の関係機関・関係者を巻き込み協働で実施している。

また、一つの事業で協働した人材が継続的に関わる、他の事業でも協働者としてつながる

傾向がある。その背景には、児童館内に社会資源の査定に長けた職員がいる。共通するの

は、①ボランティア等で地域住民が主体的に児童館事業に携わる際に、個々の地域住民の

能力や経歴などに応じて、適材適所な活動協力の依頼をしている、②活動に従事した人の

自己効力感や有用感を高める動機づけをこまめにする(褒める、感謝の意を伝えるなど)の

人材の意欲を高める配慮ができている、③その職員に頼まれたら、再度協力したくなるな

どの人を引き付ける力を有している、などである。 

 

３）地域ニーズに対応するためのネットワーク形成の特長について 

ヒアリング先の児童館には、地域ニーズに対応するためのネットワークの特長に共通す

る状況がある。以下、具体的に述べてみたい。 

 

(a)地域ニーズに取り組む以前から、地域内でネットワークが成熟している。 

 ヒアリング先の児童館は、地域ニーズに着手する前から、ネットワークが成熟してい

る。地域住民、自治会、民生委員・児童委員や保護司などの地域の支援者を中心にしたイ
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ンフォーマルなネットワークが成熟している児童館もあれば、要保護児童対策地域協議会

のようなフォーマルなネットワークが成熟している児童館もある。 

(b)関係者・機関は児童館にネットワークの基幹的役割を期待する。 

ネットワークが動き出すきっかけとして、児童館に協働や実施主体を求めて、所管課や

関係機関、民生委員・児童委員や地域住民から地域ニーズが持ち込まれている。このこと

は、既に、関係機関や地域の中で、ヒアリング先の児童館が地域内や関係機関内でニーズ

に対応できる機関として、認識されているともいえる。また、ヒアリング先でネットワー

クが成熟している館では、地域ニーズに対応するために、公的なネットワークである要保

護児童対策地域協議会の事務局や構成員として参画している館もあれば、各地域独自のネ

ットワークの基幹組織や構成員として参画している館もある。共通するのは、ネットワー

ク内の役割として、児童館がもつ強みを児童館とネットワーク内の関係機関が認識してい

ることである。その強みとは、①児童館が０歳～18 歳までの子どもとその保護者に長

期・継続的な関わりができること、②児童館は、すべての子どもが任意で、自由に来館で

きるという特性である。 

(c)ネットワーク内では、児童館は地域ニーズのアンテナ的役割を発揮する。 

他の児童福祉施設は利用に際して、特定のニーズの有無で利用が制限されるが、児童館

は子どもの意思で、特定のニーズの有無に関係なく来館できるため、あらゆる状況下の子

どもや保護者のニーズを発見しやすい。また、児童館が行うアウトリーチは、課題を見つ

けることを目的に外に出ていくという意識は少ないが、出張児童館等の児童館外活動でニ

ーズを発見する場合もある。 

(d)ネットワーク内で児童館は代弁・仲介・社会資源改良機能を果たす。 

ヒアリング先の児童館では、児童館がネットワーク内において、日常的な居場所として

長期的・継続的な関わりができるため、状況の変化（好転、悪化）について経過観察（モ

ニタリング）としての見守り役割が担える。また、専門機関の支援を要する状況を早期に

発見した際には、単なる情報提供者や仲介役を果たすだけではなく、経年関わってきた立

場や普段の子どもや保護者の状況を知っている利点を活かすことができる。子どもや保護

者の専門機関等では見せない様子や情報を補足する、また、コミュニケーションや対人関

係の特性や当事者が認識できていないため、必要とする支援や気持ち上手く伝えられない

場合、代弁役を果たすことがある。さらには、前述した、既存の社会資源が有効活用され

ていない場合、同じ事業を児童館で行うことで有効化させるなどの改良機能を果たしてい

ることもある。 

(e)児童館はフォーマルとインフォ―ルの２面性を使い分けられる。 

ヒアリング先の児童館には、児童福祉施設であるという公共性を活かし、虐待対応や

生活困窮者対策において、要保護児童や要支援児童の個人情報を把握し、フォーマルな

ネットワークの構成員としての役割を果たしている館がある。例えば、児童館に来館す
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る子どもや保護者が要支援者である場合、児童館で観察できる普段の生活の様子や状況

の好転や悪化の変化を関係機関に情報提供するなどの見守りの役割を果たしている。一

方で、地域住民が誰でも関われるという多様性を活かし、地域住民の個人レベルあるい

は自治会等の組織レベルのマンパワーを児童館事業に取り込む後方的促進者の役割を果

たしている館もある。ヒアリング先の児童館では、地域住民は、他の児童福祉施設が、

貧困、虐待、ひとり親、保育、障がい、非行に関わる子どものための「専門施設」とい

うイメージがあるのに対して、児童館は、「子どもに遊びを通じて、健全育成する場」で

公民館やコミュニティセンター等の「地域の施設」という類似のイメージを重ねている

こと認識している。また、地域住民が、「子どもの育ちに何か関わりたい」という思いが

ある場合、専門施設に地域住民が関りをもつというイメージはもちにくいが、児童館の

場合は、その心理的敷居が低いことも認識している。このような地域住民の児童館への

イメージや活動への参画に関する心理的敷居の低さを活かして、インフォーマルネット

ワークを充実させている館もある。後述するヒアリング先の児童館では、地域住民の中

でも、民生委員・児童委員、主任児童委員、保護司など地域ニーズを把握し、専門機関

と協働する役割をもつ人脈をもったキーパーソンの存在とも関連している。 

(f)マネジメント力を有したキーパーソンが存在している。 

ヒアリング先の児童館には、地域ニーズを遂行するためにマネジメント力を有し、か

つ児童館と地域をつなぐキーパーソンが児童館内に必ずいる。ヒアリング先の児童館の

キーパーソンは、館長職員がやや多いが、児童館機能に精通している行政の担当課職や

勤続年数が長い児童館職員である場合もある。児童館館長もプロパーであるとは限らな

い。共通するのは、地域とのつながりがあるということである。館長に就任する前に地

元で保育士や教員等の子ども関連の従事歴がある、自治会の役員や保護司としての地域

活動歴があるなど多様である。加えて、児童館ガイドラインを読み込み、児童館に求め

られる機能を理解している。また、児童館の社会的存在意義や有用性に対するアイデン

ティティが高く、児童館存続に対する危機感を持っている。これらの共通点を有した上

で、さらに、マネジメント力も有している。ここで用いるマネジメントとは、児童館

内・外の様々な資源・資産・リスクを管理し、児童館で事業化する効果を最大化する手

法のことである。ヒアリング先の児童館の実際の動きを見ていると、児童館に必要なマ

ネジメント力には、「評価・分析・選択・改善・回避・統合・計画・調整・指揮・統制・

組織化」など様々な要素を含んでいることがわかる。児童館で本来の児童健全育成事業

を遂行しながら、さらに地域ニーズに対応していくために以下のようなマネジメントの

具体例としては次のことが行われている。 

まず、評価・分析として、児童館ガイドラインを目安とした児童館業務の分析と実施の

評価を行っている。また、児童館内外の社会資源である人脈、地域行事、国及び自治体の

施策の重点施策の動向を把握し、現在の既存の社会資源の充実度と既存事業の課題と改善
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策を分析している。その上で、選択・改善として、他機関とのすみ分けや役割分担を意識

し、児童館が事業として取り組む効果と意義を検証している。また、評価にあたり、事業

化前後のニーズ量と利用層や利用率の推移を数値化して評価しており、行政機関に共有化

を図っている。さらに、回避と統合として、ヒアリング先の児童館がすべての地域ニーズ

に対して、自館が取り組むべきと考えていない結果からうかがえる。例えば、全国的に児

童館での運営が推進されている放課後児童クラブは、地域の既存の放課後児童クラブの推

進状況を分析し、児童館が行う事業として意図的に回避している館もある。または、放課

後児童クラブや放課後子ども教室に児童館が出張型で訪問し、児童館の専門性を提供する

などの協働という形で統合的にとらえている館もある。そのためには、計画として児童館

内外の持つ社会資源力や行政施策の動向を検証しながら、事業の中長期計画が立案し、見

通しをもった児童館運営がなされている。特に、地域ニーズの事業着手のタイミングは、

ニーズを把握して即取り組むのではなく、運営体制の土台づくりや予算確保の好機に遂行

するなどの計画的取り組みの流れがある。さらに、先にも述べたように、調整として、地

域ニーズに着手する以前の土台作りとして、フォーマルなネットワークとインフォーマル

ネットワークを充実させている。また、ヒアリング先の児童館に共通して、人的社会資源

として児童厚生員の専門性の向上と雇用条件の改善に向けての意図的、計画的、組織的取

り組みがなされている。外部研修に参加できる機会を業務の一環として保障する取り組み

と、いわゆる OJT（ On-the－Job ｰ Training、オン・ザ・ジョブ・トレーニング）形式の

職場内で行う職業訓練による研修の機会を提供する取り組みがある。OJT とは、職場の上

司や同僚として、具体的な仕事を通して、仕事に必要な知識・技術・技能・態度などを意

図的・計画的・継続的に指導し、修得させることによって全体的な業務処理能力や力量を

育成する活動である。ヒアリング先の児童館では、通常児童館の配置基準にない他職種の

配置や協働により、相談援助における当事者性の理解や共感力、支援ニーズを把握するア

セスメント力を高めているという実感が報告されている。また、コミュニティソーシャル

ワーカーや地域活動歴の長い職員から、社会資源力の調査の仕方やつながりをつくるため

の対話力や事業企画や組織化力などのネットワーキングに必要な専門性を学んでいる様子

も推察される。さらには、これらの地域ニーズに対応するために必要な児童厚生員として

の専門性の向上とともに、児童健全育成活動で培ってきた遊びを用いた子どもの発達を育

む関わりや居場所づくりを重視するなどの児童館本来の専門性も重視している。  

 

４）児童館が地域ニーズに取り組んでいく際の課題と展望 

(１)人的課題について 

(a)相談援助力の強化 

ヒアリング調査では、量的調査結果でも地域ニーズに対応していく際に、児童館が強化

していきたいと考える相談援助スキルの具体像が見えてきた。ヒアリング先の児童館で、
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相談援助の対象となる子どもや保護者に早期に気が付き、適切に仲介していくために高め

たいと想定しているスキルをソーシャルワークスキルにあてはめると、ミクロソーシャル

ワークスキルに該当すると推察される。具体的には、問題の発生原因と解決策に関する総

合的な情報収集力＝アセスメントスキル、当事者性に配慮した個別性を重視したコミュニ

ケーションスキル、支援の必要性に気づいていないあるいは拒否的な子どもや保護者に受

援力（支援を求める、活用する力）を高めるスキルなどである。また、これらの相談援助

スキルの向上の目的は、児童館が専門施設としてニーズを継続的に受け入れる役割を担う

ためではなく、支援ニーズの早期発見、早期に適切な機関や事業につなぐアンテナ機能と

仲介機能を果たすためと考えている。特に、継続的で、日常的な関わりをもてる児童館の

場所としての利点を活かすという意識が高い。さらに、来館する子どもや保護者に児童厚

生員が、相談援助職のイメージを強めるのではなく子どもの遊びの提供の専門家、身近な

相談者というイメージを活かし、子どもや保護者の代弁機能を高めていくことを目的とし

ていることもわかった。 

(b)マネジメント力の強化 

児童館の児童福祉施設としての独自性と強みを意識し、その上で、マネジメント力を有

する館長あるいは児童館職員を育成する必要がある。ヒアリング先の児童館が地域ニーズ

に対応する上で共通して、対象となる地域や体制に対して、様々なマネジメントスキルを

用いていることがわかった。ヒアリング先で行われていたマネジメントスキルを、ソーシ

ャルワークスキルにあてはめると、メゾソーシャルワークやマクロソーシャルワークのス

キルに該当すると推察される。具体的には、児童館が地域の既存の社会資源・資産・リス

クを把握するスキル、児童館が取り組むべき有効性を検証するスキル、最大の効果を必き

出すために地域の既存のネットワークを稼働させるスキル、目的に応じて既存の事業や体

制をアレンジするスキル、地域住民の個々のマンパワーを個人的な関わりから、主体的で

組織的な関わりに促進するスキル、行政に児童館機能を認知させ共同体制をつくりだすス

キルなどである。 

(c)展望 

今後は、これらのヒアリングによって明らかになった人材に共通する条件や状況を、さ

らに整理し、地域ニーズを充足するために求められる児童館長、児童厚生員の研修内容の

見直しを進めていく必要がある。ヒアリング先の児童館では、外部研修の機会を業務とし

て保障する方式と OJT 方式が導入されていた。前者の外部研修では、マネジメントを構成

する「評価・分析・選択・改善・回避・統合・計画・調整・指揮・統制・組織化」要素を

盛り込んだ研修プログラムの充実が望まれる。特に、評価・分析の指標として、ヒアリン

グ先の児童館は共通して、児童館ガイドラインを前提としていた。その上で、児童館の依

拠する地域の特性とニーズ量の見込みを分析し、児童福祉施設としての独自性、強みを意

識できる研修内容や児童館の存続に対して危機感をもち、社会に対する認知度向上の意識
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を醸成する内容も必要である。 

地域ニーズに対応していくためには、マネジメントスキルを有する人材を児童館職員の

標準的な配置にしていく必要がある。 

 

（２）物的・金銭的課題について 

(a)地域ニーズに必要な業務と責任に対して事業費や雇用条件が不一致 

地域ニーズに取り組むために個別対応できる相談援助スキル、支援に必要なネットワー

ク形成と調整力、児童館事業を運営していくマネジメント力の向上が必要とわかっている

が、現在の事業費、職員の配置と雇用条件では、児童館長および児童厚生員の訓練に必要

な研修費が確保できない、費用対効果が見合わない。また職員への負担が大きくなること

で、本来の児童健全育成事業に支障をきたすなどの課題がある。 

(b)児童館の建物の老朽化や設備の関係で取り込みにくい対象者層がいる。対象者ごとの

地域ニーズは把握できていても充足は難しい状況がある。学齢期以降の子ども、特に中

高校生の活動スペースの確保は小型児童館では難しいことがわかる。 

(c)展望 

今後は職員体制の整備と雇用条件の改善と同時並行で、館長や児童厚生員の養成研修の

プログラム改善を検討していく必要があると考える。また児童館の建物内でできる活動に

固執せず、ヒアリング先の児童館の取組みにあるように、小学校や中学校、放課後児童ク

ラブや放課後子ども教室と協働し、出前児童館を用いたアウトリーチ型の取組みが参考に

なる。児童館職員のスキルの１つでもある場所を選ばず、初めての人同士でも、異年齢で

も遊びが展開できるノウハウは、子どもに関わる様々な支援者の子どもに関わる力を向上

させることに寄与できる。また、出張先で地域ニーズの早期発見の役割を担う可能性もあ

る。 

 

（３）地域特性および体制・制度的課題について 

(a)キーパーソンの維持と継続性の体制化が必要 

ヒアリング先の児童館の取組みは、キーパーソンとなる人材の個人の資質によるマネジ

メント力の高さやネットワーク力により成熟した可能性がある。そのため、いわゆるカリ

スマ的人材がいる時は事業が推進するが、その人材の退職や異動の後も継続的に事業を推

進できるかが課題である。  

(b)児童館数の充足数の課題と役割分担の必要性 

乳幼児期及び小学生を対象にした事業に取り組む児童館は、同一市町村の児童館数の充

足率の高い傾向があることから、この条件にあてはまらない自治体の児童館においては、

体制上の課題があることが推察される。また、同一市町村内に児童館数が充足している場

合、単独の児童館が、それぞれに取り組むことの有効性と不効率性についての検討も必要
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である。児童館数の充足率が高い場合は、地域ごとのニーズの特色も想定されるため、児

童館同士の役割分担や人的配置や雇用条件の改善に組織的に取り組む必要がある。その意

味で、市町村または都道府県の児童館連絡協議会による組織的取り組みは参考になる。 

(c)展望 

今後は、キーパーソンの維持、継続のために個人の資質に頼るのではなく、組織的体制

を強化し組織体で動くという取組み方が必要である。例えば、運営分析は児童館ガイドラ

インを標準に分析するために、自己評価や第三者評価の活用も今後は有効策として可能性

がある。また、児童館ガイドラインを基に、地域の実情に即して実践に落とし込んでいく

ための児童館活動指針や事例集などの教材開発も一案である。さらに、各館ごとでネット

ワークづくり推進するのと同時に児童館同士の組織体を成熟させ中学校区域、市町村域、

都道府県域の各レベルで児童館が機能を果たすために必要な協議、交渉、ソーシャルアク

ションを行っていたが、このような動きも重要である。 
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第４章 まとめと提言 

 

１．まとめ 

 

 本調査研究は、地域の社会的ニーズに対する重要な役割を担っている児童館の取組を質

問紙調査、ヒアリング調査により収集、分析・検証し、地域のネットワーク形成方法等を

提案することを目的として行った。 

 

（１）質問紙調査のまとめ 

児童館が把握しているニーズや、そのうち重点的に対応しているニーズ（その他を含む

９つの選択肢）について、「障がい等をもつ子ども」「ひとり親家庭」「児童虐待」に対

するニーズ把握と対応が実施されている割合が高い傾向にあった。また、ニーズへの活動

方法としては、「見守り」、「相談対応（対面）」が活動方法として多くあることが示唆

された。 

ニーズ把握においては対象やニーズの種類によって、その特性を理解し、把握方法を変

えている。また、その回答の様子からはニーズを把握することの困難なものと、児童館の

特性を生かした上でニーズ把握を容易にしているものが見受けられた。 

児童館は利用者のニーズキャッチの場としての機能を持つことが示唆された。特に、来

館している子ども・保護者への日常的かつ直接的関わりがニーズ把握・ニーズ対応につな

がっている。しかしながら、ソーシャルワークを活用するような支援、および視点を持つ

ことに対する意識は高くないように思われた。 

ニーズ把握するための諸課題としては、「自治体や関係機関・団体等との情報共有」や

「児童館の地域社会での位置づけ」が課題として高く挙げられた。また、地域ニーズに対

応する「人員の加算」、「直接的な支援技術」、「地域資源のコーディネート力」は共通

の課題であるといえる。 

ここで特筆すべきなのは、児童館ガイドラインについてである。諸課題として「児童館

ガイドラインの充実」は、全ての地域ニーズにおいて回答割合が低かった。先行研究でも

指摘されているところだが、児童館ガイドラインが各自治体や児童館において周知されて

いない、あるいはガイドラインの内容が現場レベルにおいて理解されていないことが考え

られる。「位置づけ」や「情報共有」などの課題は、各児童館での働きかけには限界があ

ると想定される。そのため、児童館が社会的（地域）ニーズに対応していくためには、児

童館がもつ課題を児童館ガイドラインに反映させるとともに、各児童館が自治体や地域社

会に向けて活動がしやすくなるように、児童館ガイドラインの更なる周知が課題であるこ

とが考えられた。 

 地域ニーズに対する社会資源との連携先は、全てのニーズに共通して、小学校との連携

183



の割合が最も高いことが示唆された。また、主任児童委員や民生委員・児童委員、中学校・

高等学校も、比較的連携していることがわかった。各社会資源の連携上の課題については、

全ての地域ニーズに共通して、「当事者（親・家庭）の理解、意思」と「職員の人数や勤

務体制」に課題がある傾向が示唆された。以上、児童館が今後社会的（地域）ニーズに対

応していくためには、各社会資源との連携が不可欠であるものの、連携体制が整っていな

い現状が示された。この問題を解決するためには、社会資源と情報共有など連携するため

の職員の人数や勤務体制を整えられるような仕組みの整備を行う必要がある。また、当事

者（親・家庭）の理解を促すために、研修会への参加や費用負担など、職員が技術・知識

を付けられる環境を整える必要性が示されたと言える。 

 自由記述から２つの設問について分析を実施した。①「地域ニーズへの有効な取組とな

っている特徴的な活動や成功している活動、評価されている活動」では、回答の多くを占

めたのは、特定の地域ニーズへの対応事例ではなく、児童館における日常業務の中でのニ

ーズ把握の工夫、児童館を利用する児童や子育て世帯への相談援助の事例、地域関係者と

の連絡会議をはじめとした地域連携の取組に関することであった。児童館の存在は地域の

関係者・関係機関をつなぐプラットフォームとしての役割を担っているという主旨の事例

が多く回答として寄せられた。誰もが気軽に立ち寄れる場所であるからこそ、日々の関り

の中から顕在化した地域ニーズだけではなく、課題やニーズを抱えた本人も気づいていな

い、認識できていない潜在的な地域ニーズの掘り起こしの場となり得る可能性を十分に有

していると言える。②「地域ネットワークを構築する際、工夫されていること」では、ほ

とんどの回答において、地域の関係者との関係構築についての工夫や取組に関する事例で

あり、地域の関係者に児童館という存在や行っている活動を認識してもらう努力が見られ

る結果となった。また、児童館が地域ネットワークを構築する際のキーパーソンとして多

くの回答があったのが、児童館館長と地域で活動する民生委員・児童委員、主任児童委員

の存在であった。 

 全体を概観すると、児童館は自由に来館できる、あるいは放課後児童クラブで登録され

ている子どもたちが来ているという状況下で、ニーズキャッチの拠点として効果的に活動

している。しかし、「来館しない（できない）」子ども・保護者へのアプローチは困難で

あり、ニーズ把握・対応できるものにも現状においては、限界があることも把握された。 

 乳幼児に関しては保護者が来館しているため、そのニーズ把握・対応はある程度容易に

できる。小学生になると一人で来館することもあり、小学校との連携による対応が必要と

なり、実施されている。中学生・高校生世代については利用が小学生に比べると少ないた

め、その連携支援が少し困難な様相が見える。 

 連携支援を行っていくなかで、児童館の位置づけ、情報共有を可能にするような児童館

理解の促進剤としての児童館ガイドラインの周知・普及に期待するところである。 
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（２）ヒアリング調査のまとめ 

 地域ニーズを潜在化レベルと顕在化レベルに分けて、その対応状況とそれを実施可能と

する状況や条件について考察した。 

潜在化レベルの取組では、以下２つが共通して見られた。 

①自治体の子育て支援の重点施策と合致しており、施策動向や重点項目をふまえて地

域ニーズを把握している。 

②児童館が事業として取り組む意義や目的が明確である。 

顕在化レベルの取組では、以下の４点である。 

①児童館事業の業務分析を児童館ガイドラインに基づいて行っている。 

②児童館内・外の既存の社会資源を把握している。 

③すでに地域内でインフォーマルなネットワークが成熟している。あるいは、要保護

児童地域対策協議会のようなフォーマルなネットワークの構成員である。 

④食事提供・学習支援・出張型児童館等など、学童期以降の子どもを対象とした場合、

直接的な支援を提供するが、児童館事業として児童館職員が主体となって運営すること

を主目的としていない。 

 また、ヒアリング先に共通する地域ニーズに対応できる児童館の運営状況の特長につい

ては以下の６点が指摘された。 

①所管課が児童館の特性や機能を把握している。 

②児童館の来館者数が多く、事業プログラムが充実している。 

③既存の事業や仕組みを利用しない層にサービスを届けることに成功している 

④児童館に異業種を配置または協働できる人員配置をしている 

⑤基本は既にある社会資源をアレンジして実施している、または行政から活動資金の

補助を受けられる条件下で新規事業に取り組めている。 

⑥児童館の単独運営ではなく、公的関係機関あるいは地域住民の参画など協働体制で

行っている 

 地域ニーズに対応している児童館のネットワーク形成の特長については、以下の６点が

指摘された。 

①ネットワークを構築する目的や課題について、児童館職員だけでなく、児童館以外

の関係者・関係機関で共通認識が図れている。 

②児童館はもちろん関係機関が、児童館がネットワークの基幹的役割を担う強みと意

義を認識している。 

③児童館はフォーマルネットワークとインフォーマルネットワークの構成員の２つの

顔をケースバイケースで持ち合わせることができる。 

④マネジメント力を有したキーパーソンが存在している 

⑤ネットワーク内では、児童館における地域ニーズ発見（アウトリーチ）のアンテナ
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的役割を発揮している 

⑥ネットワーク内で児童館は代弁・仲介・社会資源開発機能を果たしている 

 児童館が地域ニーズに取り組んでいく際の課題について分析した。 

 人的な課題として、ソーシャルワークスキルとマネジメントスキルに着目し、児童館の

持っている児童福祉施設としての独自性と強みを生かせるような人材育成の必要性が挙げ

られた。今後は、ヒアリングによって明らかになった人材に共通する条件や状況を、さら

に整理し、地域ニーズを充足するために求められる児童館長、児童厚生員の研修内容の見

直しを進めていく必要がある。 

 物的・金銭的課題として、児童館の設備の限界や老朽化が進む現状のなかで、対応が難

しい対象者層がいることを指摘し、今後はアウトリーチ型の取組の必要性を挙げた。 

地域特性および体制・制度的課題として、キーパーソンのカリスマ性（個人の資質によ

るマネジメント力やネットワーク力の高さ）によって成熟した取組が見られるが、継続性

には課題が残る。また、単独の児童館が取り組むことの有効性と不効率性について指摘し、

組織的な取組の必要性を挙げた。組織的取組を進めるなかで、自館の活動について児童館

ガイドラインを標準の目安にしながら分析している傾向が見られたが、その一助として、

自己評価や第三者評価の活用も有効であることが指摘された。 

 

本調査研究では、量的・質的の両面から調査し、考察を行った。質問紙調査からは児童

館の社会的ニーズへの対応、加えて連携して支援する際のネットワーク構築についての現

状を把握することができ、またその実践課題を明らかにすることができた。ヒアリング調

査からは先駆的、組織的、継続的な取組を学び、他の児童館・自治体で援用することがで

きる好事例を収集することができた。 
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２．提言 

 

本調査研究によって、児童館を運営する中で児童館長・児童厚生員等がさまざまな社会

的ニーズを捉え、その対応に苦労しながらも課題解決に向けて取り組んでいる状況が把握

できた。近年、児童館の本来的機能が他の事業で代替できるかのような施策動向の中で、

児童館でなければできない役割を果たしていることも明らかにすることができた。現存す

る重要な社会資源である「児童館」を再活性化するためにも、地域のステイクホルダーと

の連携による、社会的ニーズへの対応に関して求められることを、調査研究結果を元に提

言する。 

 

（１）社会的（地域）ニーズの発見に関すること【児童館の理念と機能の観点から】 

児童館は、地域の子どもの健全育成を図る中核的な活動拠点として、遊びを通して子

どもの成長・発達を支える重要な役割を担っている。 

また、児童館の特性は、本人の意思による自由来館、０～18 歳までの幅広い年齢層の

子どもが利用でき、さらに乳幼児であれば保護者も同伴で来館している。児童館は誰でも

利用できるという、利用者にとって敷居の低い施設として認識されている。このことか

ら、児童厚生員が社会的（地域）ニーズの発見しやすい施設であるということを意識する

ことにより、発生予防や早期発見につながる。ヒアリング調査において、来館に対する心

理的敷居の低さを上手く活用し、虐待予防や発達支援の早期発見と早期対応の役割を担

い、既存の事業や仕組みを利用しない層にサービスを届けることに成功していた。 

さらに、乳幼児期からの利用体験や学齢期の自由来館利用による児童厚生員との関わ

り経験（信頼関係）が、とくに学校になじめない子どもや家庭内に居場所がないなどの事

情を持つ子どもにとって、心理的な居場所や SOS の声を上げる場（受け皿、拠り所）の原

体験となり、その後における、長期的・継続的な視点で対応することが可能となる。 

 

（２）ソーシャルワーク技術の習得に関すること【連携した支援の観点から】 

 児童館は地域の誰もが気軽に立ち寄れる場所であることから、プラットフォーム的な位

置づけと言える。子どもたちの中には学校や家では見られない（見せない）行動を児童館

で見せる場合もあるため、その様子をキャッチできる場としての児童館の役割は大きい。

同様に、保護者や地域住民、関係機関の職員等も、気軽に相談したり、情報を共有できる

場となっている。 

 その児童館で児童を支援している児童厚生員には、今後、新たに期待されている役割を

担うためにソーシャルワークの技術も必要になってくる。ソーシャルワークは担う職員が

一人で、あるいは児童館が単独で支援を行うということではない。児童や保護者に関わる

機関がつながり、ネットを張り巡らせて包み込んでいく連携した支援が求められる。その
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中で児童館が果たすべき役割を認識し対応する、あるいはネットワークを調整することが

期待されている。 

 また、ヒアリング調査した児童館の中にはすでに実践しているところもあるが、保健師、

栄養士、作業療法士、コミュニティソーシャルワーカーなどの専門職が児童館職員と連携

して、支援を行っている。多職種連携による児童・家庭の支援の中で、児童館が一翼を担

うことも考えられる。 

これから取り組む児童館においては、まずは児童厚生員をケース会議等（要保護児童対

策地域協議会等）に参加させることから始めることを提案したい。要保護児童対策地域協

議会等に参加することで、地域内にさまざまな関係機関（関係者）がある事を知り、それ

ぞれの機関が持っている専門領域が何であるかを知る機会となる。その上で、児童厚生員

が持っている子どもの情報を活用し、どのように関係機関と連携することで解決に結びつ

けていくのか、ケース会議等を重ねて学ぶことができる。また、お互いが顔見知りの関係

となり、地域内でのネットワーク作りに有効に機能することになる。児童館が子どもの課

題を発見できる現場であることを考えると、その重要性は非常に高い。 

 

（３）社会的な存在としての児童館【ソーシャルキャピタルの観点から】 

 児童館が社会的ニーズに対応する際に、地域住民の巻き込みをしながら解決あるいは発

生予防を行っている事例が調査から見られた。地域住民がニーズに気づき、個別的課題で

はなく、地域に共通する課題と認識することで、支援活動が活発化することがある。これ

により、地域ぐるみで子どもを、あるいは児童館を支える環境づくりにつなげることが可

能である。これは明らかに専門職が行う支援とは違う、地域に密着した児童館ならではの

支援活動の展開方法である。 

 地域住民が社会的ニーズに対して関心を持ち、行動することは、児童館を中心とした社

会関係資本（ソーシャルキャピタル）の構築につながる。児童館の理念にもつながる考え

である。ネットワークの点（人）と点がつながり、面へと広がり、最終的には立方体のよ

うなネットワークが構築され、重層的な連携による支援が展開される。児童館はプラット

フォームの役割を果たしながら、地域と共に、社会に向けて、ソーシャルアクションでき

る可能性がある。 

 

（４）児童館活動の支えとなる「児童館ガイドライン」に関すること【児童館の位置づけ

の観点から】 

 今回の調査結果からも児童館ガイドラインが行政内や児童館において十分に活用されて

いないことが把握された。しかし、児童館ガイドラインは児童館のあり方とその具体的な

方向性を示したものであり、各自治体が児童館をどのように活用して社会的ニーズにどう

対応するのかを明確にするためにも大いに活用していただきたい。例えば、行政内の各種
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計画「子ども・子育て支援事業計画」や「地域福祉推進計画」などに児童館を活用して展

開する施策に反映することも考えられる。ただし、子どもに関する施策は、福祉だけでは

なく教育、医療の分野などにも関係している。不登校などの社会的ニーズは分野を横断し

た支援が必要である。児童館が他分野・多分野での理解されることにより、活動が促進さ

れる。 

 また、調査結果から地域ニーズ把握のための課題として、「自治体や関係機関・団体等

との情報共有」や「児童館の地域社会での位置づけ」が挙げられていた。これらの課題が

解決できるためにも児童館ガイドラインの周知徹底を図ることが求められる。 

 一方、児童館においても、これまでの取り組みの成果を、いろいろな媒体や機会を通じ

て地域社会に発信し、児童館の存在や役割、児童館が持つ可能性など、自治体および地域

住民に児童館の活動を理解してもらうような取り組みをすることも必要である。 

 

（５）機能する児童館になるために【基盤整備の観点から】 

 まずは児童館の位置づけの明確化が重要である。その上で、必要なハード、ソフトが検

討されるべきとの認識を感じた。しかしながら、ヒアリング調査では予算確保に努力され

ているところが多く、事業や活動へと展開していく場合にはある程度のイニシャルコスト

が必要である。もちろんのこと、持続可能な支援体制のためのランニングコストも必要不

可欠である。 

 また、調査結果から児童館が地域ネットワークを構築する際のキーパーソンとして回答

が多かったものは、児童館館長と地域で活動する民生委員・児童委員、主任児童委員の存

在であった。児童館長については、ガイドラインを熟知し、ソーシャルワークの視点を持

った人物が求められる。あわせて、児童館の職員体制（館長や特定の職員のみが常勤職で

ありその他の職員がパートやアルバイト契約といった非常勤職員等）の充実が求められる。 

調査結果からも、職員体制の不十分さがネットワーク構築への足かせになっていたり、職

員一人ひとりの研修にまで手が回らないといった事例も見られた。このようなことから、

機能する児童館になるためには、これらの課題を解決することが必要である。 
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＊また、平成27年度・28年度・29年度の取組に関してご回答ください。

１．子育て支援系 ２．青少年育成系 ３．福祉民生系 ４．教育委員会

５．その他

１．自由来館のみの児童館 ２．放課後児童クラブを主体とする児童館

３．自由来館と放課後児童クラブが半々 ４．その他

１．中核的（基幹型）な児童館 ２．特になし

３．その他

１．館長 ２．館長以外

１．専任 ２．兼任

１．常勤 ２．非常勤 およそ週 日程度勤務

年目

１．なし ２．あり 職歴 年

１．保育士 ２．幼稚園教諭 ３．小学校教諭 ４．中学校教諭

５．高等学校教諭 ６．社会福祉士 ７．放課後児童支援員

８．児童厚生員 ９．その他

１．主任児童委員 ２．民生・児童委員 ３．ＰＴＡ ４．母親クラブ

５．保護司 ６．教育委員 ７．その他

 障がいや疾病・疾患の配慮が必要な子どもの支援

 生活困窮状態の子どもや親の支援

 虐待（ネグレクト含む）が疑われる子どもや家庭の支援

 外国籍など日本以外の文化をもつ子どもの支援

 ひとり親家庭の子どもの支援

 不登校の子どもの支援

 学習支援や学習環境を必要とする子どもの支援

 非行傾向の子どもの支援

 その他

具体的に

⑤ 児童館に勤務する直前の職業
具体的に

具体的に
地域で兼任する

社会的役職・役割
⑦

⑥
    育成財団が認定する資格
    （児童厚生２級・１指導員等）

具体的に

回答者について

例:いじめ、孤立した子ども・家庭など
2 3

1 2 3

1

⑦

児童福祉・教育に関する
国家資格、関係資格

〔いくつでも〇〕 具体的に

④  児童厚生員としての通年職歴

2 3

2 3

1 2 3

ニーズの内容

ニ
ー

ズ
が

　
　
　
あ
る

1 2 3

3

3

1

役職

氏名

問２．館長についてお尋ねします。

① 職務形態

〔職名〕をご記入ください

〔兼務先〕をご記入ください

⑧

⑨

1 2

1 2

1

①

②

③

④

⑤

⑥ 1 2 3

ニ
ー

ズ
の

有
無
は
確
認

し
て
い
な
い

ニ
ー

ズ
が

　
　
　
な
い

児童館による地域ニーズへの対応に関する調査

問１．貴児童館についてお尋ねします。

① 児童館名

② 児童館所轄部局

③

問３．貴館における地域ニーズの把握状況についてお答えください。〔各１つだけ〇〕

具体的に

児童館の活動

④

② 勤務形態

③ 児童館長としての通年の職歴

市町村での位置づけ

⑤

＊ここでいう地域ニーズとは「貴児童館が対象とする地域において、児童及びその家族が生活していく上での諸課題」ということを
   想定して以下の設問にご回答ください。

回答にあたって
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１．障がいや疾病・疾患の配慮が必要な子どもの支援 ２．生活困窮状態の子どもや親の支援

３．虐待（ネグレクト含む）が疑われる子どもや家庭の支援 ４．外国籍など日本以外の文化をもつ子どもの支援

５．ひとり親家庭の子どもの支援 ６．不登校の子どもの支援

７．学習支援や学習環境を必要とする子どもの支援 ８．非行傾向の子どもの支援

９．その他

１．ケース会議 ２．相談対応（電話） ３．相談対応（対面）

４．見守り ５．アウトリーチ（訪問活動） ６．行事・事業の実施

７．職員の技術／知識の習得 ８．その他

日常場面における口頭での聞き取り
※改まった時間は設定せず、日常的関わり（雑談、会話）の中で意識的にニーズを聞き取る形式

１．小学生 ２．中学生・高校生世代 ３．保護者

４．保育所・学校等の関係者 ５．福祉・保健・医療等の専門施設・機関の関係者

６．民生児童委員などの地域の子育て支援者 ７．その他

構造化された聞き取り
※ニーズ把握を目的として改めて時と質問内容を設定して聞き取る形式

１．小学生 ２．中学生・高校生世代 ３．保護者

４．保育所・学校等の関係者 ５．福祉・保健・医療等の専門施設・機関の関係者

６．民生児童委員などの地域の子育て支援者 ７．その他

質問紙によるアンケート

１．小学生 ２．中学生・高校生世代 ３．保護者

４．保育所・学校等の関係者 ５．福祉・保健・医療等の専門施設・機関の関係者

６．民生児童委員などの地域の子育て支援者 ７．その他

※本質問にかかわる資料がございましたら、質問紙返送時に資料を同封してください。

具体的に

具体的に

問６．問４で回答された地域ニーズのうち、①～③の各地域ニーズの把握方法について、実施対象者を
      ご回答ください。〔各いくつでも〇〕

問７．貴館において、地域ニーズへの有効な取り組みとなっている特徴的な活動や成功している
      活動、評価されている活動を具体的にご回答ください。〔自由記述〕

具体的に

具体的に

問４．各地域ニーズのうち、児童館において最も重点的に対応している支援について。〔１つだけ〇〕

具体的に

問５．問４で回答された地域ニーズに対する活動方法について。〔いくつでも〇〕

①

②

③

方法

対象

方法

対象

対象

方法
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１．児童館の地域社会での位置づけ ２．地域ニーズに対応する人員の加算

３．地域ニーズに対応できる直接的な支援技術 ４．自治体や関係機関・団体等との情報共有

５．児童館ガイドラインの充実 ６．予算の充実

７．要保護対策地域協議会など地域ネットワークへの参加 ８．地域ニーズに対応できる地域資源のコーディネート力

９．その他

 障がいや疾病・疾患の配慮を必要とする子どもの支援

 生活困窮状態の子どもや親の支援

 虐待（ネグレクト含む）が疑われる子どもや家庭の支援

 外国籍など日本以外の文化をもつ子どもの支援

 ひとり親家庭の子どもの支援

 不登校の子どもの支援

 学習支援や学習環境を必要とする子どもの支援

 非行傾向の子どもの支援

 その他

１．社会資源との情報共有、守秘義務 ２．当事者（子ども）の意見表明・理解

３．上司・職員の理解 ４．当事者（親・家族）の理解、意思

５．つなぐことのできる地域の社会資源・サービスがない ６．行政（担当者）の理解

７．職員の技術・知識 ８．職員の人数や勤務体制

９．その他

具体的に

問８．今後、児童館が地域ニーズに対応するために必要なことや必要なものは何だと考えますか。〔いくつでも〇〕

問９．以下の①～⑨の活動にあたり、関係者・関係機関との連携内容についてお答えください。〔各いくつでも〇〕

情
報
提
供
・
共
有

助
言
・
相
談

事
業
へ
の
協
働
参
画

物
資
・
場
所
の
提
供

情
報
提
供
・
共
有

助
言
・
相
談

事
業
へ
の
協
働
参
画

物
資
・
場
所
の
提
供

具体的に

③

④ 1 2 3 4 5

①

② 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

⑨

⑦

⑧ 1 2 3 4 5

⑤

⑥ 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2

1 2

9

6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 7 8 9

実
施
し
て
い
な
い

関係機関（公的機関・非営利
組織等）との連携内容

関係者（地域住民等）
との連携内容

連携の内容

6 7 8 9

6 7 8 9

3 4 5 6 7 8 9

8

3 4 5 6 7 8 9

6 7 9

問10．貴館において社会資源との連携上の課題は何ですか。〔いくつでも〇〕

具体的に

問11．貴館が地域ネットワークを構築する際、工夫されていることがありましたら、具体的にご記入ください。
      〔自由記述〕
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 主任児童委員

 民生・児童委員

 ＰＴＡ

 母親クラブ

 民間企業

 小学校

 中学校・高等学校

 大学・短大・専門学校

 子育て支援センター

 児童相談所

 家庭児童相談室

 福祉事務所／役場

 ＮＰＯ／ボランティア団体

 社会福祉協議会

 保護司

 町内会・自治会

 高齢者福祉施設・機関

 障害者福祉施設・機関

 警察署

 保健所・保健センター

 幼稚園・保育園・認定子ども園

 教育委員会・教育相談室

 その他(　　　　　　　　　　　　)

 該当の活動は実施していない

 子どもと地域住民の日常的つながり

 子どもが伝統行事を経験できる機会

 子育て世代の交流の場所や機会

 地域住民の子育て支援の取組

 地域住民間の交流

 児童館と幼稚園・保育所との連携

 児童館と学校との連携

 児童館所管課の児童館への理解

お忙しい中ご回答いただきまして、ありがとうございました。

1

障
が
い
や
疾
病
・
疾
患
の

配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど

も
の
支
援

生
活
困
窮
状
態
の
子
ど
も

や
親
の
支
援

虐
待
（

ネ
グ
レ
ク
ト
含

む
）

が
疑
わ
れ
る
子
ど
も

や
家
庭
の
支
援

外
国
籍
な
ど
日
本
以
外
の

文
化
を
も
つ
子
ど
も
の
支

援

F G H

1 1 1

A B C D E
ひ
と
り
親
家
庭
の
子
ど
も

の
支
援

不
登
校
の
子
ど
も
の
支
援

学
習
支
援
や
学
習
環
境
を

必
要
と
す
る
子
ど
も
の
支

援 非
行
傾
向
の
子
ど
も
の
支

援

7

5

6

4

5

3

4

2

3

2 2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6 6

77

11

12

10

11

10

8

99

11

10

11

8

11

8

9

10

11

8

9

10

8

9

10

11

15

16

14 14

15

13 13

14

12 12

13

12

13

14

15 15

12

13

14

15

12

13

14

12

22

17

18

17 17 17 17

18

16 16 16 16

17

16

17

18

16 16

17

22

19

20

21

22

23 23

24

23

22

21

20

19 19

20

21

22

23

24 24

19

20

21

22

23

21

22

23

22

1

7

6

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

17

18

19

20

23

24

2

13

14

18

19

20

21

13

14

15

20

21

23

24

15

16

17

18

19

23

15

20

24

21

18

19

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

22

24

18

19

20

21

22

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

24

問12．貴館において以下の（A）～（I）の活動の推進にあたり、連携に寄与している関係機関（者）の番号に○を
      　つけてください。〔縦方向に各いくつでも〇〕
      　なお、活動を実施していなく、連携先がない場合は「24.該当の活動は　実施していない」に〇をつけて
      　ください。

問13．貴館の地域の状況について。〔各１つだけ○〕

地域の状況

充
実

　
し
て
い
る

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

充
実
し
て

い
な
い

ニーズの内容

I
そ
の
他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

19

20

21

③ 1 2 3

④ 1 2 3

① 1 2 3

② 1 2 3

⑦ 1 2 3

⑧ 1 2 3

⑤ 1 2 3

⑥ 1 2 3

わ
か
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

　
　
　
縦
方
向
に
い
く
つ
で
も
〇

7

8

9

3

4

5

1

2

3

4

5

6
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質問紙調査結果（単純集計）

問１②　児童館所轄部局
　
件
　
　
　
　
　
数

子
育
て
支
援
系

青
少
年
育
成
系

福
祉
民
生
系

教
育
委
員
会

そ
の
他

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 1183 173 146 84 179 46
100.0 65.3 9.6 8.1 4.6 9.9 2.5

問１③　児童館の活動
　
件
　
　
　
　
　
数

自
由
来
館
の
み
の
児

童
館

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

を
主
体
と
す
る
児
童

館 自
由
来
館
と
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
が
半
々

そ
の
他

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 682 137 815 152 25
100.0 37.7 7.6 45.0 8.4 1.4

問１④　市町村での位置づけ
　
件
　
　
　
　
　
数

中
核
的
（

基
幹
型
）

な
児
童
館

特
に
な
し

そ
の
他

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 582 760 253 216
100.0 32.1 42.0 14.0 11.9

問１⑤　回答者の役職
　
件
　
　
　
　
　
数

館
長

館
長
以
外

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 1177 618 16
100.0 65.0 34.1 0.9

問２①　職務形態
　
件
　
　
　
　
　
数

専
任

兼
任

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 1165 607 39
100.0 64.3 33.5 2.2

問２②　勤務形態
　
件
　
　
　
　
　
数

常
勤

非
常
勤

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 1450 276 85
100.0 80.1 15.2 4.7
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問２②　勤務日数
問２②　勤務形態…非常勤

　
件
　
　
　
　
　
数

０
日

１
日

２
日

３
日

４
日

５
日
以
上

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 276 11 42 20 29 53 64 57
100.0 4.0 15.2 7.2 10.5 19.2 23.2 20.7

問２③　児童館長としての通年の職歴
　
件
　
　
　
　
　
数

１
年
目

２
年
目

３
年
目

４
年
目

５
年
目

６
年
目

７
年
目

８
年
目

９
年
目

１
０
年
目

１
１
年
目
以
上

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 337 325 239 186 131 81 62 52 50 62 204 82
100.0 18.6 17.9 13.2 10.3 7.2 4.5 3.4 2.9 2.8 3.4 11.3 4.5

問２④　児童厚生員としての経験有無
　
件
　
　
　
　
　
数

な
し

あ
り

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 993 719 99
100.0 54.8 39.7 5.5

問２④　児童厚生員としての通年職歴
問２④　児童厚生員としての経験有無…あり

　
件
　
　
　
　
　
数

１
～

５
年

６
～

１
０
年

１
１
～

１
５
年

１
６
～

２
０
年

２
１
～

２
５
年

２
６
～

３
０
年

３
１
年
以
上

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 719 160 132 90 74 80 76 100 7
100.0 22.3 18.4 12.5 10.3 11.1 10.6 13.9 1.0

問２⑥　児童福祉・教育に関する国家資格、関係資格
　
件
　
　
　
　
　
数

保
育
士

幼
稚
園
教
諭

小
学
校
教
諭

中
学
校
教
諭

高
等
学
校
教
諭

社
会
福
祉
士

放
課
後
児
童
支
援
員

児
童
厚
生
員

そ
の
他

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 615 528 286 365 298 42 165 306 182 484
100.0 34.0 29.2 15.8 20.2 16.5 2.3 9.1 16.9 10.0 26.7

　
実
　
数
　
合
　
計

16.4
11660
100.0

100.0

　
平
　
　
　
　
　
均

　
平
　
　
　
　
　
均

5.0

　
実
　
数
　
合
　
計

8678

　
平
　
　
　
　
　
均

　
実
　
数
　
合
　
計

3.2
709

100.0
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問２⑦　地域で兼任する社会的役職・役割
　
件
　
　
　
　
　
数

主
任
児
童
委
員

民
生
・
児
童
委
員

Ｐ
Ｔ
Ａ

母
親
ク
ラ
ブ

保
護
司

教
育
委
員

そ
の
他

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 13 25 20 31 7 8 447 1260
100.0 0.7 1.4 1.1 1.7 0.4 0.4 24.7 69.6

問３①　ニーズの把握状況／障がいや疾病・疾患の配慮が必要な子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

ニ
ー

ズ
の
有
無
は
確

認
し
て
い
な
い

ニ
ー

ズ
が
な
い

ニ
ー

ズ
が
あ
る

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 388 140 1248 35
100.0 21.4 7.7 68.9 1.9

問３②　ニーズの把握状況／生活困窮状態の子どもや親の支援
　
件
　
　
　
　
　
数

ニ
ー

ズ
の
有
無
は
確

認
し
て
い
な
い

ニ
ー

ズ
が
な
い

ニ
ー

ズ
が
あ
る

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 829 312 628 42
100.0 45.8 17.2 34.7 2.3

問３③　ニーズの把握状況／虐待（ネグレクト含む）が疑われる子どもや家庭の支援
　
件
　
　
　
　
　
数

ニ
ー

ズ
の
有
無
は
確

認
し
て
い
な
い

ニ
ー

ズ
が
な
い

ニ
ー

ズ
が
あ
る

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 657 269 843 42
100.0 36.3 14.9 46.5 2.3

問３④　ニーズの把握状況／外国籍など日本以外の文化をもつ子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

ニ
ー

ズ
の
有
無
は
確

認
し
て
い
な
い

ニ
ー

ズ
が
な
い

ニ
ー

ズ
が
あ
る

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 744 370 651 46
100.0 41.1 20.4 35.9 2.5

問３⑤　ニーズの把握状況／ひとり親家庭の子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

ニ
ー

ズ
の
有
無
は
確

認
し
て
い
な
い

ニ
ー

ズ
が
な
い

ニ
ー

ズ
が
あ
る

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 486 136 1155 34
100.0 26.8 7.5 63.8 1.9
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問３⑥　ニーズの把握状況／不登校の子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

ニ
ー

ズ
の
有
無
は
確

認
し
て
い
な
い

ニ
ー

ズ
が
な
い

ニ
ー

ズ
が
あ
る

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 721 366 679 45
100.0 39.8 20.2 37.5 2.5

問３⑦　ニーズの把握状況／学習支援や学習環境を必要とする子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

ニ
ー

ズ
の
有
無
は
確

認
し
て
い
な
い

ニ
ー

ズ
が
な
い

ニ
ー

ズ
が
あ
る

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 708 262 798 43
100.0 39.1 14.5 44.1 2.4

問３⑧　ニーズの把握状況／非行傾向の子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

ニ
ー

ズ
の
有
無
は
確

認
し
て
い
な
い

ニ
ー

ズ
が
な
い

ニ
ー

ズ
が
あ
る

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 872 388 504 47
100.0 48.2 21.4 27.8 2.6

問３⑨　ニーズの把握状況／その他
　
件
　
　
　
　
　
数

ニ
ー

ズ
の
有
無
は
確

認
し
て
い
な
い

ニ
ー

ズ
が
な
い

ニ
ー

ズ
が
あ
る

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 190 64 220 1337
100.0 10.5 3.5 12.1 73.8

問４　各地域ニーズのうち、児童館において最も重点的に対応している支援について
　
件
　
　
　
　
　
数

障
が
い
や
疾
病
・
疾
患

の
配
慮
が
必
要
な
子
ど

も
の
支
援

生
活
困
窮
状
態
の
子
ど

も
や
親
の
支
援

虐
待
（

ネ
グ
レ
ク
ト
含

む
）

が
疑
わ
れ
る
子
ど

も
や
家
庭
の
支
援

外
国
籍
な
ど
日
本
以
外

の
文
化
を
も
つ
子
ど
も

の
支
援

ひ
と
り
親
家
庭
の
子
ど

も
の
支
援

不
登
校
の
子
ど
も
の
支

援 学
習
支
援
や
学
習
環
境

を
必
要
と
す
る
子
ど
も

の
支
援

非
行
傾
向
の
子
ど
も
の

支
援

そ
の
他

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 580 48 227 24 241 47 131 26 370 117
100.0 32.0 2.7 12.5 1.3 13.3 2.6 7.2 1.4 20.4 6.5

問５　地域ニーズに対する活動方法について
問４　各地域ニーズのうち、児童館において最も重点的に対応している支援について…有効回答

　
件
　
　
　
　
　
数

ケ
ー

ス
会
議

相
談
対
応
（

電
話
）

相
談
対
応
（

対
面
）

見
守
り

ア
ウ
ト
リ
ー

チ
（

訪

問
活
動
）

行
事
・
事
業
の
実
施

職
員
の
技
術
／
知
識

の
習
得

そ
の
他

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1694 667 482 1021 1236 46 647 772 234 30
100.0 39.4 28.5 60.3 73.0 2.7 38.2 45.6 13.8 1.8
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問６　各地域ニーズの把握方法の実施対象者／日常場面における口頭での聞き取り
問４　各地域ニーズのうち、児童館において最も重点的に対応している支援について…有効回答

　
件
　
　
　
　
　
数

小
学
生

中
学
生
・
高
校
生
世

代 保
護
者

保
育
所
・
学
校
等
の

関
係
者

福
祉
・
保
健
・
医
療

等
の
専
門
施
設
・
機

関
の
関
係
者

民
生
児
童
委
員
な
ど

の
地
域
の
子
育
て
支

援
者

そ
の
他

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1694 1110 495 1192 662 402 472 46 158
100.0 65.5 29.2 70.4 39.1 23.7 27.9 2.7 9.3

問６　各地域ニーズの把握方法の実施対象者／構造化された聞き取り
問４　各地域ニーズのうち、児童館において最も重点的に対応している支援について…有効回答

　
件
　
　
　
　
　
数

小
学
生

中
学
生
・
高
校
生
世

代 保
護
者

保
育
所
・
学
校
等
の

関
係
者

福
祉
・
保
健
・
医
療

等
の
専
門
施
設
・
機

関
の
関
係
者

民
生
児
童
委
員
な
ど

の
地
域
の
子
育
て
支

援
者

そ
の
他

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1694 313 113 579 533 364 277 110 678
100.0 18.5 6.7 34.2 31.5 21.5 16.4 6.5 40.0

問６　各地域ニーズの把握方法の実施対象者／質問紙によるアンケート
問４　各地域ニーズのうち、児童館において最も重点的に対応している支援について…有効回答

　
件
　
　
　
　
　
数

小
学
生

中
学
生
・
高
校
生
世

代 保
護
者

保
育
所
・
学
校
等
の

関
係
者

福
祉
・
保
健
・
医
療

等
の
専
門
施
設
・
機

関
の
関
係
者

民
生
児
童
委
員
な
ど

の
地
域
の
子
育
て
支

援
者

そ
の
他

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1694 310 192 467 45 29 39 118 1032
100.0 18.3 11.3 27.6 2.7 1.7 2.3 7.0 60.9

問８　今後、児童館が地域ニーズに対応するために必要なことや
      必要なものは何だと考えますか

　
件
　
　
　
　
　
数

児
童
館
の
地
域
社
会

で
の
位
置
づ
け

地
域
ニ
ー

ズ
に
対
応

す
る
人
員
の
加
算

地
域
ニ
ー

ズ
に
対
応

で
き
る
直
接
的
な
支

援
技
術

自
治
体
や
関
係
機

関
・
団
体
等
と
の
情

報
共
有

児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
充
実

予
算
の
充
実

要
保
護
対
策
地
域
協

議
会
な
ど
地
域
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
へ
の
参
加

地
域
ニ
ー

ズ
に
対
応

で
き
る
地
域
資
源
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
力

そ
の
他

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 1170 847 876 1235 444 693 549 794 67 40
100.0 64.6 46.8 48.4 68.2 24.5 38.3 30.3 43.8 3.7 2.2

問９①　関係者・関係機関との連携内容／障がいや疾病・疾患の配慮を必要とする子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

関
係
者
と
の
情
報
提

供
・
共
有

関
係
者
と
の
助
言
・

相
談

関
係
者
と
の
事
業
へ

の
協
働
参
画

関
係
者
と
の
物
資
・

場
所
の
提
供

関
係
機
関
と
の
情
報

提
供
・
共
有

関
係
機
関
と
の
助

言
・
相
談

関
係
機
関
と
の
事
業

へ
の
協
働
参
画

関
係
機
関
と
の
物

資
・
場
所
の
提
供

実
施
し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 876 619 177 224 1248 820 189 235 253 94
100.0 48.4 34.2 9.8 12.4 68.9 45.3 10.4 13.0 14.0 5.2
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問９②　関係者・関係機関との連携内容／生活困窮状態の子どもや親の支援
　
件
　
　
　
　
　
数

関
係
者
と
の
情
報
提

供
・
共
有

関
係
者
と
の
助
言
・

相
談

関
係
者
と
の
事
業
へ

の
協
働
参
画

関
係
者
と
の
物
資
・

場
所
の
提
供

関
係
機
関
と
の
情
報

提
供
・
共
有

関
係
機
関
と
の
助

言
・
相
談

関
係
機
関
と
の
事
業

へ
の
協
働
参
画

関
係
機
関
と
の
物

資
・
場
所
の
提
供

実
施
し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 523 335 83 118 791 428 97 122 735 135
100.0 28.9 18.5 4.6 6.5 43.7 23.6 5.4 6.7 40.6 7.5

問９③　関係者・関係機関との連携内容／虐待（ネグレクト含む）が
        疑われる子どもや家庭の支援

　
件
　
　
　
　
　
数

関
係
者
と
の
情
報
提

供
・
共
有

関
係
者
と
の
助
言
・

相
談

関
係
者
と
の
事
業
へ

の
協
働
参
画

関
係
者
と
の
物
資
・

場
所
の
提
供

関
係
機
関
と
の
情
報

提
供
・
共
有

関
係
機
関
と
の
助

言
・
相
談

関
係
機
関
と
の
事
業

へ
の
協
働
参
画

関
係
機
関
と
の
物

資
・
場
所
の
提
供

実
施
し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 718 439 69 97 1123 649 106 126 444 113
100.0 39.6 24.2 3.8 5.4 62.0 35.8 5.9 7.0 24.5 6.2

問９④　関係者・関係機関との連携内容／外国籍など日本以外の文化をもつ子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

関
係
者
と
の
情
報
提

供
・
共
有

関
係
者
と
の
助
言
・

相
談

関
係
者
と
の
事
業
へ

の
協
働
参
画

関
係
者
と
の
物
資
・

場
所
の
提
供

関
係
機
関
と
の
情
報

提
供
・
共
有

関
係
機
関
と
の
助

言
・
相
談

関
係
機
関
と
の
事
業

へ
の
協
働
参
画

関
係
機
関
と
の
物

資
・
場
所
の
提
供

実
施
し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 465 284 69 105 576 321 48 78 906 160
100.0 25.7 15.7 3.8 5.8 31.8 17.7 2.7 4.3 50.0 8.8

問９⑤　関係者・関係機関との連携内容／ひとり親家庭の子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

関
係
者
と
の
情
報
提

供
・
共
有

関
係
者
と
の
助
言
・

相
談

関
係
者
と
の
事
業
へ

の
協
働
参
画

関
係
者
と
の
物
資
・

場
所
の
提
供

関
係
機
関
と
の
情
報

提
供
・
共
有

関
係
機
関
と
の
助

言
・
相
談

関
係
機
関
と
の
事
業

へ
の
協
働
参
画

関
係
機
関
と
の
物

資
・
場
所
の
提
供

実
施
し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 725 502 121 154 968 531 123 140 478 131
100.0 40.0 27.7 6.7 8.5 53.5 29.3 6.8 7.7 26.4 7.2

問９⑥　関係者・関係機関との連携内容／不登校の子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

関
係
者
と
の
情
報
提

供
・
共
有

関
係
者
と
の
助
言
・

相
談

関
係
者
と
の
事
業
へ

の
協
働
参
画

関
係
者
と
の
物
資
・

場
所
の
提
供

関
係
機
関
と
の
情
報

提
供
・
共
有

関
係
機
関
と
の
助

言
・
相
談

関
係
機
関
と
の
事
業

へ
の
協
働
参
画

関
係
機
関
と
の
物

資
・
場
所
の
提
供

実
施
し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 543 360 67 154 826 421 63 150 695 132
100.0 30.0 19.9 3.7 8.5 45.6 23.2 3.5 8.3 38.4 7.3

問９⑦　関係者・関係機関との連携内容／学習支援や学習環境を必要とする子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

関
係
者
と
の
情
報
提

供
・
共
有

関
係
者
と
の
助
言
・

相
談

関
係
者
と
の
事
業
へ

の
協
働
参
画

関
係
者
と
の
物
資
・

場
所
の
提
供

関
係
機
関
と
の
情
報

提
供
・
共
有

関
係
機
関
と
の
助

言
・
相
談

関
係
機
関
と
の
事
業

へ
の
協
働
参
画

関
係
機
関
と
の
物

資
・
場
所
の
提
供

実
施
し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 511 371 123 209 719 384 114 199 707 138
100.0 28.2 20.5 6.8 11.5 39.7 21.2 6.3 11.0 39.0 7.6
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問９⑧　関係者・関係機関との連携内容／非行傾向の子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

関
係
者
と
の
情
報
提

供
・
共
有

関
係
者
と
の
助
言
・
相

談 関
係
者
と
の
事
業
へ
の

協
働
参
画

関
係
者
と
の
物
資
・
場

所
の
提
供

関
係
機
関
と
の
情
報
提

供
・
共
有

関
係
機
関
と
の
助
言
・

相
談

関
係
機
関
と
の
事
業
へ

の
協
働
参
画

関
係
機
関
と
の
物
資
・

場
所
の
提
供

実
施
し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 472 311 52 107 722 367 56 95 833 148
100.0 26.1 17.2 2.9 5.9 39.9 20.3 3.1 5.2 46.0 8.2

問９⑨　関係者・関係機関との連携内容／その他
　
件
　
　
　
　
　
数

関
係
者
と
の
情
報
提

供
・
共
有

関
係
者
と
の
助
言
・
相

談 関
係
者
と
の
事
業
へ
の

協
働
参
画

関
係
者
と
の
物
資
・
場

所
の
提
供

関
係
機
関
と
の
情
報
提

供
・
共
有

関
係
機
関
と
の
助
言
・

相
談

関
係
機
関
と
の
事
業
へ

の
協
働
参
画

関
係
機
関
と
の
物
資
・

場
所
の
提
供

実
施
し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 50 38 18 15 68 48 18 14 113 1621
100.0 2.8 2.1 1.0 0.8 3.8 2.7 1.0 0.8 6.2 89.5

問１０　社会資源との連携上の課題
　
件
　
　
　
　
　
数

社
会
資
源
と
の
情
報
共

有
、

守
秘
義
務

当
事
者
（

子
ど
も
）

の

意
見
表
明
・
理
解

上
司
・
職
員
の
理
解

当
事
者
（

親
・
家
族
）

の
理
解
、

意
思

つ
な
ぐ
こ
と
の
で
き
る

地
域
の
社
会
資
源
・

サ
ー

ビ
ス
が
な
い

行
政
（

担
当
者
）

の
理

解 職
員
の
技
術
・
知
識

職
員
の
人
数
や
勤
務
体

制 そ
の
他

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 804 495 172 918 152 337 783 901 42 133
100.0 44.4 27.3 9.5 50.7 8.4 18.6 43.2 49.8 2.3 7.3

問１２　連携に寄与している関係機関／障がいや疾病・疾患の配慮を必要とする子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

主
任
児
童
委
員

民
生
・
児
童
委
員

Ｐ
Ｔ
Ａ

母
親
ク
ラ
ブ

民
間
企
業

小
学
校

中
学
校
・
高
等
学
校

大
学
・
短
大
・
専
門
学

校 子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

児
童
相
談
所

家
庭
児
童
相
談
室

福
祉
事
務
所
／
役
場

合　　計 1811 462 420 91 88 23 1123 361 34 546 247 199 420
100.0 25.5 23.2 5.0 4.9 1.3 62.0 19.9 1.9 30.1 13.6 11.0 23.2

Ｎ
Ｐ
Ｏ
／
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体

社
会
福
祉
協
議
会

保
護
司

町
内
会
・
自
治
会

高
齢
者
福
祉
施
設
・
機

関 障
害
者
福
祉
施
設
・
機

関 警
察
署

保
健
所
・
保
健
セ
ン

タ
ー

幼
稚
園
・
保
育
園
・
認

定
子
ど
も
園

教
育
委
員
会
・
教
育
相

談
室

そ
の
他

該
当
の
活
動
は
実
施
し

て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

115 223 26 116 23 265 36 564 661 279 111 192 194
6.4 12.3 1.4 6.4 1.3 14.6 2.0 31.1 36.5 15.4 6.1 10.6 10.7
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問１２　連携に寄与している関係機関／生活困窮状態の子どもや親の支援
　
件
　
　
　
　
　
数

主
任
児
童
委
員

民
生
・
児
童
委
員

Ｐ
Ｔ
Ａ

母
親
ク
ラ
ブ

民
間
企
業

小
学
校

中
学
校
・
高
等
学
校

大
学
・
短
大
・
専
門

学
校

子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー

児
童
相
談
所

家
庭
児
童
相
談
室

福
祉
事
務
所
／
役
場

合　　計 1811 436 469 42 39 13 577 251 19 339 186 178 356
100.0 24.1 25.9 2.3 2.2 0.7 31.9 13.9 1.0 18.7 10.3 9.8 19.7

Ｎ
Ｐ
Ｏ
／
ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
団
体

社
会
福
祉
協
議
会

保
護
司

町
内
会
・
自
治
会

高
齢
者
福
祉
施
設
・

機
関

障
害
者
福
祉
施
設
・

機
関

警
察
署

保
健
所
・
保
健
セ
ン

タ
ー

幼
稚
園
・
保
育
園
・

認
定
子
ど
も
園

教
育
委
員
会
・
教
育

相
談
室

そ
の
他

該
当
の
活
動
は
実
施

し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

73 190 31 109 14 13 33 192 275 118 46 539 297
4.0 10.5 1.7 6.0 0.8 0.7 1.8 10.6 15.2 6.5 2.5 29.8 16.4

問１２　連携に寄与している関係機関／虐待（ネグレクト含む）が疑われる子どもや家庭の支援
　
件
　
　
　
　
　
数

主
任
児
童
委
員

民
生
・
児
童
委
員

Ｐ
Ｔ
Ａ

母
親
ク
ラ
ブ

民
間
企
業

小
学
校

中
学
校
・
高
等
学
校

大
学
・
短
大
・
専
門

学
校

子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー

児
童
相
談
所

家
庭
児
童
相
談
室

福
祉
事
務
所
／
役
場

合　　計 1811 563 515 50 42 8 877 335 18 482 553 274 390
100.0 31.1 28.4 2.8 2.3 0.4 48.4 18.5 1.0 26.6 30.5 15.1 21.5

Ｎ
Ｐ
Ｏ
／
ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
団
体

社
会
福
祉
協
議
会

保
護
司

町
内
会
・
自
治
会

高
齢
者
福
祉
施
設
・

機
関

障
害
者
福
祉
施
設
・

機
関

警
察
署

保
健
所
・
保
健
セ
ン

タ
ー

幼
稚
園
・
保
育
園
・

認
定
子
ど
も
園

教
育
委
員
会
・
教
育

相
談
室

そ
の
他

該
当
の
活
動
は
実
施

し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

44 152 29 104 9 12 137 357 417 167 92 322 220
2.4 8.4 1.6 5.7 0.5 0.7 7.6 19.7 23.0 9.2 5.1 17.8 12.1

問１２　連携に寄与している関係機関／外国籍など日本以外の文化をもつ子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

主
任
児
童
委
員

民
生
・
児
童
委
員

Ｐ
Ｔ
Ａ

母
親
ク
ラ
ブ

民
間
企
業

小
学
校

中
学
校
・
高
等
学
校

大
学
・
短
大
・
専
門

学
校

子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー

児
童
相
談
所

家
庭
児
童
相
談
室

福
祉
事
務
所
／
役
場

合　　計 1811 233 224 40 30 7 434 174 14 173 72 71 159
100.0 12.9 12.4 2.2 1.7 0.4 24.0 9.6 0.8 9.6 4.0 3.9 8.8

Ｎ
Ｐ
Ｏ
／
ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
団
体

社
会
福
祉
協
議
会

保
護
司

町
内
会
・
自
治
会

高
齢
者
福
祉
施
設
・

機
関

障
害
者
福
祉
施
設
・

機
関

警
察
署

保
健
所
・
保
健
セ
ン

タ
ー

幼
稚
園
・
保
育
園
・

認
定
子
ど
も
園

教
育
委
員
会
・
教
育

相
談
室

そ
の
他

該
当
の
活
動
は
実
施

し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

41 85 9 67 4 2 19 115 173 91 43 696 463
2.3 4.7 0.5 3.7 0.2 0.1 1.0 6.4 9.6 5.0 2.4 38.4 25.6
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問１２　連携に寄与している関係機関／ひとり親家庭の子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

主
任
児
童
委
員

民
生
・
児
童
委
員

Ｐ
Ｔ
Ａ

母
親
ク
ラ
ブ

民
間
企
業

小
学
校

中
学
校
・
高
等
学
校

大
学
・
短
大
・
専
門

学
校

子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー

児
童
相
談
所

家
庭
児
童
相
談
室

福
祉
事
務
所
／
役
場

合　　計 1811 448 470 54 60 13 763 301 24 308 140 152 377
100.0 24.7 26.0 3.0 3.3 0.7 42.1 16.6 1.3 17.0 7.7 8.4 20.8

Ｎ
Ｐ
Ｏ
／
ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
団
体

社
会
福
祉
協
議
会

保
護
司

町
内
会
・
自
治
会

高
齢
者
福
祉
施
設
・

機
関

障
害
者
福
祉
施
設
・

機
関

警
察
署

保
健
所
・
保
健
セ
ン

タ
ー

幼
稚
園
・
保
育
園
・

認
定
子
ど
も
園

教
育
委
員
会
・
教
育

相
談
室

そ
の
他

該
当
の
活
動
は
実
施

し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

70 164 22 107 11 8 26 187 300 124 86 379 301
3.9 9.1 1.2 5.9 0.6 0.4 1.4 10.3 16.6 6.8 4.7 20.9 16.6

問１２　連携に寄与している関係機関／不登校の子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

主
任
児
童
委
員

民
生
・
児
童
委
員

Ｐ
Ｔ
Ａ

母
親
ク
ラ
ブ

民
間
企
業

小
学
校

中
学
校
・
高
等
学
校

大
学
・
短
大
・
専
門

学
校

子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー

児
童
相
談
所

家
庭
児
童
相
談
室

福
祉
事
務
所
／
役
場

合　　計 1811 313 277 52 18 8 714 455 18 176 126 107 157
100.0 17.3 15.3 2.9 1.0 0.4 39.4 25.1 1.0 9.7 7.0 5.9 8.7

Ｎ
Ｐ
Ｏ
／
ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
団
体

社
会
福
祉
協
議
会

保
護
司

町
内
会
・
自
治
会

高
齢
者
福
祉
施
設
・

機
関

障
害
者
福
祉
施
設
・

機
関

警
察
署

保
健
所
・
保
健
セ
ン

タ
ー

幼
稚
園
・
保
育
園
・

認
定
子
ど
も
園

教
育
委
員
会
・
教
育

相
談
室

そ
の
他

該
当
の
活
動
は
実
施

し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

43 78 23 74 8 5 30 72 100 228 40 565 314
2.4 4.3 1.3 4.1 0.4 0.3 1.7 4.0 5.5 12.6 2.2 31.2 17.3

問１２　連携に寄与している関係機関／学習支援や学習環境を必要とする子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

主
任
児
童
委
員

民
生
・
児
童
委
員

Ｐ
Ｔ
Ａ

母
親
ク
ラ
ブ

民
間
企
業

小
学
校

中
学
校
・
高
等
学
校

大
学
・
短
大
・
専
門

学
校

子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー

児
童
相
談
所

家
庭
児
童
相
談
室

福
祉
事
務
所
／
役
場

合　　計 1811 203 198 50 31 22 633 289 45 118 67 70 206
100.0 11.2 10.9 2.8 1.7 1.2 35.0 16.0 2.5 6.5 3.7 3.9 11.4

Ｎ
Ｐ
Ｏ
／
ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
団
体

社
会
福
祉
協
議
会

保
護
司

町
内
会
・
自
治
会

高
齢
者
福
祉
施
設
・

機
関

障
害
者
福
祉
施
設
・

機
関

警
察
署

保
健
所
・
保
健
セ
ン

タ
ー

幼
稚
園
・
保
育
園
・

認
定
子
ど
も
園

教
育
委
員
会
・
教
育

相
談
室

そ
の
他

該
当
の
活
動
は
実
施

し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

81 122 20 62 9 15 18 62 104 169 43 562 359
4.5 6.7 1.1 3.4 0.5 0.8 1.0 3.4 5.7 9.3 2.4 31.0 19.8
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問１２　連携に寄与している関係機関／非行傾向の子どもの支援
　
件
　
　
　
　
　
数

主
任
児
童
委
員

民
生
・
児
童
委
員

Ｐ
Ｔ
Ａ

母
親
ク
ラ
ブ

民
間
企
業

小
学
校

中
学
校
・
高
等
学
校

大
学
・
短
大
・
専
門

学
校

子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー

児
童
相
談
所

家
庭
児
童
相
談
室

福
祉
事
務
所
／
役
場

合　　計 1811 274 259 44 21 9 542 446 15 133 147 92 144
100.0 15.1 14.3 2.4 1.2 0.5 29.9 24.6 0.8 7.3 8.1 5.1 8.0

Ｎ
Ｐ
Ｏ
／
ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
団
体

社
会
福
祉
協
議
会

保
護
司

町
内
会
・
自
治
会

高
齢
者
福
祉
施
設
・

機
関

障
害
者
福
祉
施
設
・

機
関

警
察
署

保
健
所
・
保
健
セ
ン

タ
ー

幼
稚
園
・
保
育
園
・

認
定
子
ど
も
園

教
育
委
員
会
・
教
育

相
談
室

そ
の
他

該
当
の
活
動
は
実
施

し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

33 70 68 82 7 5 205 55 72 182 73 671 354
1.8 3.9 3.8 4.5 0.4 0.3 11.3 3.0 4.0 10.0 4.0 37.1 19.5

問１２　連携に寄与している関係機関／その他
　
件
　
　
　
　
　
数

主
任
児
童
委
員

民
生
・
児
童
委
員

Ｐ
Ｔ
Ａ

母
親
ク
ラ
ブ

民
間
企
業

小
学
校

中
学
校
・
高
等
学
校

大
学
・
短
大
・
専
門

学
校

子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー

児
童
相
談
所

家
庭
児
童
相
談
室

福
祉
事
務
所
／
役
場

合　　計 1811 121 108 56 72 22 92 67 54 78 19 20 44
100.0 6.7 6.0 3.1 4.0 1.2 5.1 3.7 3.0 4.3 1.0 1.1 2.4

Ｎ
Ｐ
Ｏ
／
ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
団
体

社
会
福
祉
協
議
会

保
護
司

町
内
会
・
自
治
会

高
齢
者
福
祉
施
設
・

機
関

障
害
者
福
祉
施
設
・

機
関

警
察
署

保
健
所
・
保
健
セ
ン

タ
ー

幼
稚
園
・
保
育
園
・

認
定
子
ど
も
園

教
育
委
員
会
・
教
育

相
談
室

そ
の
他

該
当
の
活
動
は
実
施

し
て
い
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

54 65 21 101 43 24 45 67 90 34 27 103 1447
3.0 3.6 1.2 5.6 2.4 1.3 2.5 3.7 5.0 1.9 1.5 5.7 79.9

問１３①　地域の状況／子どもと地域住民の日常的つながり
　
件
　
　
　
　
　
数

充
実
し
て
い
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い 充
実
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 958 645 98 58 52
100.0 52.9 35.6 5.4 3.2 2.9

問１３②　地域の状況／子どもが伝統行事を経験できる機会
　
件
　
　
　
　
　
数

充
実
し
て
い
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い 充
実
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 998 570 140 58 45
100.0 55.1 31.5 7.7 3.2 2.5
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問１３③　地域の状況／子育て世代の交流の場所や機会
　
件
　
　
　
　
　
数

充
実
し
て
い
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い 充
実
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 1319 355 64 38 35
100.0 72.8 19.6 3.5 2.1 1.9

問１３④　地域の状況／地域住民の子育て支援の取組
　
件
　
　
　
　
　
数

充
実
し
て
い
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い 充
実
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 946 639 76 104 46
100.0 52.2 35.3 4.2 5.7 2.5

問１３⑤　地域の状況／地域住民間の交流
　
件
　
　
　
　
　
数

充
実
し
て
い
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い 充
実
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 806 697 133 125 50
100.0 44.5 38.5 7.3 6.9 2.8

問１３⑥　地域の状況／児童館と幼稚園・保育所との連携
　
件
　
　
　
　
　
数

充
実
し
て
い
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い 充
実
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 939 610 215 12 35
100.0 51.8 33.7 11.9 0.7 1.9

問１３⑦　地域の状況／児童館と学校との連携
　
件
　
　
　
　
　
数

充
実
し
て
い
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い 充
実
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 1285 432 61 5 28
100.0 71.0 23.9 3.4 0.3 1.5

問１３⑧　地域の状況／児童館所管課の児童館への理解
　
件
　
　
　
　
　
数

充
実
し
て
い
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い 充
実
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
　
　
回
　
　
答

合　　計 1811 1216 437 66 43 49
100.0 67.1 24.1 3.6 2.4 2.7
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質問紙調査結果（クロス集計） 

 

(１)各児童館における地域ニーズの把握状況 

  

表１ 地域ニーズの把握状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ
ー

ズ
未
確
認

ニ
ー

ズ
が
な
い

ニ
ー

ズ
が
あ
る

N
A

合
計

N 388 140 1,248 35 1,811

% 21.4% 7.7% 68.9% 1.9% 100.0%

N 829 312 628 42 1,811

% 45.8% 17.2% 34.7% 2.3% 100.0%

N 657 269 843 42 1,811

% 36.3% 14.9% 46.5% 2.3% 100.0%

N 744 370 651 46 1,811

% 41.1% 20.4% 35.9% 2.5% 100.0%

N 486 136 1155 34 1,811

% 26.8% 7.5% 63.8% 1.9% 100.0%

N 721 366 679 45 1,811

% 39.8% 20.2% 37.5% 2.5% 100.0%

N 708 262 798 43 1,811

% 39.1% 14.5% 44.1% 2.4% 100.0%

N 872 388 504 47 1,811

% 48.2% 21.4% 27.8% 2.6% 100.0%

N 190 64 220 1,337 1,811

% 10.5% 3.5% 12.1% 73.8% 100.0%

不登校の子ども

学習支援

非行傾向の子ども

その他

障害等をもつ子ども

生活困窮家庭

虐待家庭

外国籍家庭

ひとり親家庭
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(２)各児童館において重点的に対応している地域ニーズへの支援状況 

 

表２ 重点的に対応している地域ニーズへの支援状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニーズの内容 N %

障害等をもつ子ども 580 32.0%

生活困窮家庭 48 2.7%

虐待家庭 227 12.5%

外国籍家庭 24 1.3%

ひとり親家庭 241 13.3%

不登校の子ども 47 2.6%

学習支援 131 7.2%

非行傾向の子ども 26 1.4%

その他 370 20.4%

NA 117 6.5%

合計 1,811 100.0%
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(３)児童館長の職務・勤務形態と地域ニーズの関係 

 

表３－１ 児童館長の職務・勤務形態と地域ニーズの関係（専任館長） 

 

 

常勤 非常勤 合計

N 182 37 219
% 83.1% 16.9% 100.0%
N 63 12 75
% 84.0% 16.0% 100.0%
N 758 92 850
% 89.2% 10.8% 100.0%
N 1,003 141 1,144
% 87.7% 12.3% 100.0%
N 419 75 494
% 84.8% 15.2% 100.0%
N 169 32 201
% 84.1% 15.9% 100.0%
N 414 33 447
% 92.6% 7.4% 100.0%
N 1,002 140 1,142
% 87.7% 12.3% 100.0%
N 327 63 390
% 83.8% 16.2% 100.0%
N 141 34 175
% 80.6% 19.4% 100.0%
N 531 44 575
% 92.3% 7.7% 100.0%
N 999 141 1,140
% 87.6% 12.4% 100.0%
N 372 64 436
% 85.3% 14.7% 100.0%
N 194 38 232
% 83.6% 16.4% 100.0%
N 429 39 468
% 91.7% 8.3% 100.0%
N 995 141 1,136
% 87.6% 12.4% 100.0%
N 240 47 287
% 83.6% 16.4% 100.0%
N 67 16 83
% 80.7% 19.3% 100.0%
N 696 77 773
% 90.0% 10.0% 100.0%
N 1,003 140 1,143
% 87.8% 12.2% 100.0%
N 353 58 411
% 85.9% 14.1% 100.0%
N 199 40 239
% 83.3% 16.7% 100.0%
N 446 43 489
% 91.2% 8.8% 100.0%
N 998 141 1,139
% 87.6% 12.4% 100.0%
N 362 57 419
% 86.4% 13.6% 100.0%
N 129 36 165
% 78.2% 21.8% 100.0%
N 510 46 556
% 91.7% 8.3% 100.0%
N 1,001 139 1,140
% 87.8% 12.2% 100.0%
N 443 65 508
% 87.2% 12.8% 100.0%
N 213 45 258
% 82.6% 17.4% 100.0%
N 343 30 373
% 92.0% 8.0% 100.0%
N 999 140 1,139
% 87.7% 12.3% 100.0%
N 95 16 111
% 85.6% 14.4% 100.0%
N 35 10 45
% 77.8% 22.2% 100.0%
N 140 17 157
% 89.2% 10.8% 100.0%
N 270 43 313
% 86.3% 13.7% 100.0%

非行傾向の子ども

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

その他

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

不登校の子ども

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

学習支援

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

外国籍家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

ひとり親家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

生活困窮家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

虐待家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

勤務形態

障害等をもつ子ども

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計
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表３－２ 児童館長の職務・勤務形態と地域ニーズの関係（兼任館長） 

 

 

 

 

常勤 非常勤 合計

N 94 30 124
% 75.8% 24.2% 100.0%
N 30 18 48
% 62.5% 37.5% 100.0%
N 283 74 357
% 79.3% 20.7% 100.0%
N 407 122 529
% 76.9% 23.1% 100.0%
N 207 61 268
% 77.2% 22.8% 100.0%
N 64 24 88
% 72.7% 27.3% 100.0%
N 132 37 169
% 78.1% 21.9% 100.0%
N 403 122 525
% 76.8% 23.2% 100.0%
N 154 50 204
% 75.5% 24.5% 100.0%
N 53 22 75
% 70.7% 29.3% 100.0%
N 197 50 247
% 79.8% 20.2% 100.0%
N 404 122 526
% 76.8% 23.2% 100.0%
N 188 60 248
% 75.8% 24.2% 100.0%
N 80 33 113
% 70.8% 29.2% 100.0%
N 136 30 166
% 81.9% 18.1% 100.0%
N 404 123 527
% 76.7% 23.3% 100.0%
N 120 29 149
% 80.5% 19.5% 100.0%
N 26 13 39
% 66.7% 33.3% 100.0%
N 262 82 344
% 76.2% 23.8% 100.0%
N 408 124 532
% 76.7% 23.3% 100.0%
N 200 50 250
% 80.0% 20.0% 100.0%
N 75 29 104
% 72.1% 27.9% 100.0%
N 128 43 171
% 74.9% 25.1% 100.0%
N 403 122 525
% 76.8% 23.2% 100.0%
N 178 51 229
% 77.7% 22.3% 100.0%
N 59 19 78
% 75.6% 24.4% 100.0%
N 167 52 219
% 76.3% 23.7% 100.0%
N 404 122 526
% 76.8% 23.2% 100.0%
N 232 66 298
% 77.9% 22.1% 100.0%
N 81 27 108
% 75.0% 25.0% 100.0%
N 89 29 118
% 75.4% 24.6% 100.0%
N 402 122 524
% 76.7% 23.3% 100.0%
N 41 13 54
% 75.9% 24.1% 100.0%
N 11 4 15
% 73.3% 26.7% 100.0%
N 44 9 53
% 83.0% 17.0% 100.0%
N 96 26 122
% 78.7% 21.3% 100.0%

非行傾向の子ども

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

その他

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

不登校の子ども

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

学習支援

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

外国籍家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

ひとり親家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

生活困窮家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

虐待家庭

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計

勤務形態

障害等をもつ子ども

ニーズ未確認

ニーズがない

ニーズがある

合　　　　　計
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(４)児童館長の職務・勤務形態と重点的地域ニーズの関係 

 

表４－１ 児童館長の職務・勤務形態と重点的地域ニーズの関係（専任館長） 

 

 

 

表４－２ 児童館長の職務・勤務形態と重点的地域ニーズの関係（兼任館長） 

 

 

 

 

常勤 非常勤 合計

N 349 44 393

% 88.8% 11.2% 100.0%

N 29 4 33

% 87.9% 12.1% 100.0%

N 146 10 156

% 93.6% 6.4% 100.0%

N 15 3 18

% 83.3% 16.7% 100.0%

N 136 18 154

% 88.3% 11.7% 100.0%

N 26 5 31

% 83.9% 16.1% 100.0%

N 72 9 81

% 88.9% 11.1% 100.0%

N 16 0 16

% 100.0% 0.0% 100.0%

N 178 38 216

% 82.4% 17.6% 100.0%

N 967 131 1,098

% 88.1% 11.9% 100.0%

ひとり親家庭

不登校の子ども

学習支援

非行傾向の子ども

その他

合計

勤務形態

障害等をもつ子ども

生活困窮家庭

虐待家庭

外国籍家庭

常勤 非常勤 合計

N 116 46 162

% 71.6% 28.4% 100.0%

N 10 3 13

% 76.9% 23.1% 100.0%

N 47 14 61

% 77.0% 23.0% 100.0%

N 6 0 6

% 100.0% 0.0% 100.0%

N 59 14 73

% 80.8% 19.2% 100.0%

N 5 8 13

% 38.5% 61.5% 100.0%

N 35 10 45

% 77.8% 22.2% 100.0%

N 8 0 8

% 100.0% 0.0% 100.0%

N 98 24 122

% 80.3% 19.7% 100.0%

N 384 119 503

% 76.3% 23.7% 100.0%

ひとり親家庭

不登校の子ども

学習支援

非行傾向の子ども

その他

合計

勤務形態

障害等をもつ子ども

生活困窮家庭

虐待家庭

外国籍家庭
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(５)各児童館における研修会の機会・費用と課題の関係 

 

表５－１ 研修会の機会・費用と課題の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非該当 該当 合計 非該当 該当 合計 非該当 該当 合計 非該当 該当 合計 非該当 該当 合計

N 131 983 1,114 954 160 1,114 1,056 58 1,114 1,061 53 1,114 1,058 56 1,114

% 11.8% 88.2% 100.0% 85.6% 14.4% 100.0% 94.8% 5.2% 100.0% 95.2% 4.8% 100.0% 95.0% 5.0% 100.0%

N 49 525 574 518 56 574 553 21 574 555 19 574 551 23 574

% 8.5% 91.5% 100.0% 90.2% 9.8% 100.0% 96.3% 3.7% 100.0% 96.7% 3.3% 100.0% 96.0% 4.0% 100.0%

N 180 1,508 1,688 1,472 216 1,688 1,609 79 1,688 1,616 72 1,688 1,609 79 1,688

% 10.7% 89.3% 100.0% 87.2% 12.8% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0% 95.7% 4.3% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0%

N 88 715 803 698 105 803 763 40 803 764 39 803 764 39 803

% 11.0% 89.0% 100.0% 86.9% 13.1% 100.0% 95.0% 5.0% 100.0% 95.1% 4.9% 100.0% 95.1% 4.9% 100.0%

N 92 793 885 774 111 885 846 39 885 852 33 885 845 40 885

% 10.4% 89.6% 100.0% 87.5% 12.5% 100.0% 95.6% 4.4% 100.0% 96.3% 3.7% 100.0% 95.5% 4.5% 100.0%

N 180 1,508 1,688 1,472 216 1,688 1,609 79 1,688 1,616 72 1,688 1,609 79 1,688

% 10.7% 89.3% 100.0% 87.2% 12.8% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0% 95.7% 4.3% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0%

N 82 762 844 731 113 844 807 37 844 804 40 844 806 38 844

% 9.7% 90.3% 100.0% 86.6% 13.4% 100.0% 95.6% 4.4% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0% 95.5% 4.5% 100.0%

N 98 746 844 741 103 844 802 42 844 812 32 844 803 41 844

% 11.6% 88.4% 100.0% 87.8% 12.2% 100.0% 95.0% 5.0% 100.0% 96.2% 3.8% 100.0% 95.1% 4.9% 100.0%

N 180 1,508 1,688 1,472 216 1,688 1,609 79 1,688 1,616 72 1,688 1,609 79 1,688

% 10.7% 89.3% 100.0% 87.2% 12.8% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0% 95.7% 4.3% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0%

N 113 1,066 1,179 1,018 161 1,179 1,128 51 1,179 1,132 47 1,179 1,124 55 1,179

% 9.6% 90.4% 100.0% 86.3% 13.7% 100.0% 95.7% 4.3% 100.0% 96.0% 4.0% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0%

N 67 442 509 454 55 509 481 28 509 484 25 509 485 24 509

% 13.2% 86.8% 100.0% 89.2% 10.8% 100.0% 94.5% 5.5% 100.0% 95.1% 4.9% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0%

N 180 1,508 1,688 1,472 216 1,688 1,609 79 1,688 1,616 72 1,688 1,609 79 1,688

% 10.7% 89.3% 100.0% 87.2% 12.8% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0% 95.7% 4.3% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0%

N 43 379 422 359 63 422 401 21 422 402 20 422 406 16 422

% 10.2% 89.8% 100.0% 85.1% 14.9% 100.0% 95.0% 5.0% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0% 96.2% 3.8% 100.0%

N 137 1,129 1,266 1,113 153 1,266 1,208 58 1,266 1,214 52 1,266 1,203 63 1,266

% 10.8% 89.2% 100.0% 87.9% 12.1% 100.0% 95.4% 4.6% 100.0% 95.9% 4.1% 100.0% 95.0% 5.0% 100.0%

N 180 1,508 1,688 1,472 216 1,688 1,609 79 1,688 1,616 72 1,688 1,609 79 1,688

% 10.7% 89.3% 100.0% 87.2% 12.8% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0% 95.7% 4.3% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0%

N 78 587 665 567 98 665 622 43 665 635 30 665 626 39 665

% 11.7% 88.3% 100.0% 85.3% 14.7% 100.0% 93.5% 6.5% 100.0% 95.5% 4.5% 100.0% 94.1% 5.9% 100.0%

N 102 921 1,023 905 118 1,023 987 36 1,023 981 42 1,023 983 40 1,023

% 10.0% 90.0% 100.0% 88.5% 11.5% 100.0% 96.5% 3.5% 100.0% 95.9% 4.1% 100.0% 96.1% 3.9% 100.0%

N 180 1,508 1,688 1,472 216 1,688 1,609 79 1,688 1,616 72 1,688 1,609 79 1,688

% 10.7% 89.3% 100.0% 87.2% 12.8% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0% 95.7% 4.3% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0%

N 41 487 528 448 80 528 498 30 528 505 23 528 508 20 528

% 7.8% 92.2% 100.0% 84.8% 15.2% 100.0% 94.3% 5.7% 100.0% 95.6% 4.4% 100.0% 96.2% 3.8% 100.0%

N 139 1,021 1,160 1,024 136 1,160 1,111 49 1,160 1,111 49 1,160 1,101 59 1,160

% 12.0% 88.0% 100.0% 88.3% 11.7% 100.0% 95.8% 4.2% 100.0% 95.8% 4.2% 100.0% 94.9% 5.1% 100.0%

N 180 1,508 1,688 1,472 216 1,688 1,609 79 1,688 1,616 72 1,688 1,609 79 1,688

% 10.7% 89.3% 100.0% 87.2% 12.8% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0% 95.7% 4.3% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0%

N 80 680 760 649 111 760 715 45 760 733 27 760 722 38 760

% 10.5% 89.5% 100.0% 85.4% 14.6% 100.0% 94.1% 5.9% 100.0% 96.4% 3.6% 100.0% 95.0% 5.0% 100.0%

N 100 828 928 823 105 928 894 34 928 883 45 928 887 41 928

% 10.8% 89.2% 100.0% 88.7% 11.3% 100.0% 96.3% 3.7% 100.0% 95.2% 4.8% 100.0% 95.6% 4.4% 100.0%

N 180 1,508 1,688 1,472 216 1,688 1,609 79 1,688 1,616 72 1,688 1,609 79 1,688

% 10.7% 89.3% 100.0% 87.2% 12.8% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0% 95.7% 4.3% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0%

N 9 54 63 52 11 63 59 4 63 60 3 63 58 5 63

% 14.3% 85.7% 100.0% 82.5% 17.5% 100.0% 93.7% 6.3% 100.0% 95.2% 4.8% 100.0% 92.1% 7.9% 100.0%

N 171 1,454 1,625 1,420 205 1,625 1,550 75 1,625 1,556 69 1,625 1,551 74 1,625

% 10.5% 89.5% 100.0% 87.4% 12.6% 100.0% 95.4% 4.6% 100.0% 95.8% 4.2% 100.0% 95.4% 4.6% 100.0%

N 180 1,508 1,688 1,472 216 1,688 1,609 79 1,688 1,616 72 1,688 1,609 79 1,688

% 10.7% 89.3% 100.0% 87.2% 12.8% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0% 95.7% 4.3% 100.0% 95.3% 4.7% 100.0%

その他

該当

非該当

合計

要保護対策地
域協議会など
地域ネットワー
クへの参加

該当

非該当

合計

地域ニーズに
対応できる地
域資源のコー
ディネート力

該当

非該当

合計

児童館ガイドラ
インの充実

該当

非該当

合計

予算の充実

該当

非該当

合計

地域ニーズに
対応できる直
接的な支援技

術

該当

非該当

合計

自治体や関係
機関・団体等
との情報共有

該当

非該当

合計

児童館の地域
社会での位置

づけ

該当

非該当

合計

地域ニーズに
対応する人員
の加算

該当

非該当

合計

予算から支出 一部個人負担 全額個人負担 その都度決める その他
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(６)各児童館における地域ニーズと児童館が気付いた虐待事案の関係 

 

表６－１ 地域ニーズと虐待事案の関係（障害等をもつ子ども、生活困窮家庭、虐待家

庭） 

 

 

表６－２ 地域ニーズと虐待事案の関係（外国籍家庭、ひとり親家庭、不登校の子ども） 

 

 

 

 

 

 

あり なし 合計

N 57 323 380
% 15.0% 85.0% 100.0%
N 15 123 138
% 10.9% 89.1% 100.0%
N 293 941 1,234
% 23.7% 76.3% 100.0%
N 365 1,387 1,752
% 20.8% 79.2% 100.0%

N 122 694 816
% 15.0% 85.0% 100.0%
N 35 276 311
% 11.3% 88.7% 100.0%
N 207 411 618
% 33.5% 66.5% 100.0%
N 364 1,381 1,745
% 20.9% 79.1% 100.0%
N 75 573 648
% 11.6% 88.4% 100.0%
N 20 247 267
% 7.5% 92.5% 100.0%
N 270 560 830
% 32.5% 67.5% 100.0%
N 365 1,380 1,745
% 20.9% 79.1% 100.0%

ニーズがある

合　　　　　計

ニーズがある

ニーズがない

ニーズ未確認

合　　　　　計

ニーズ未確認

合　　　　　計

ニーズがある

ニーズがない

ニーズ未確認

児童館が気付いた児童への虐待事案

障害等をもつ子ども

生活困窮家庭

虐待家庭

ニーズがない

あり なし 合計

N 136 598 734
% 18.5% 81.5% 100.0%
N 51 317 368
% 13.9% 86.1% 100.0%
N 176 464 640
% 27.5% 72.5% 100.0%
N 363 1,379 1,742
% 20.8% 79.2% 100.0%

N 72 404 476
% 15.1% 84.9% 100.0%
N 16 119 135
% 11.9% 88.1% 100.0%
N 276 867 1,143
% 24.1% 75.9% 100.0%
N 364 1,390 1,754
% 20.8% 79.2% 100.0%
N 109 602 711
% 15.3% 84.7% 100.0%
N 45 318 363
% 12.4% 87.6% 100.0%
N 207 462 669
% 30.9% 69.1% 100.0%
N 361 1,382 1,743
% 20.7% 79.3% 100.0%

ニーズがある

合　　　　　計

ニーズがある

ニーズがない

ニーズ未確認

合　　　　　計

ニーズがない

ニーズ未確認

合　　　　　計

ニーズがある

ニーズがない

ニーズ未確認

児童館が気付いた児童への虐待事案

外国籍家庭

ひとり親家庭

不登校の子ども
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表６－３ 地域ニーズと虐待事案の関係（学習支援、非行傾向の子ども、その他） 

 

 

(７)各児童館における重点的地域ニーズと児童館が気付いた虐待事案の関係 

 

表７ 重点的地域ニーズと虐待事案の関係 

 

 

 

 

あり なし 合計

N 115 579 694
% 16.6% 83.4% 100.0%
N 34 226 260
% 13.1% 86.9% 100.0%
N 212 579 791
% 26.8% 73.2% 100.0%
N 361 1,384 1,745
% 20.7% 79.3% 100.0%

N 147 713 860
% 17.1% 82.9% 100.0%
N 48 337 385
% 12.5% 87.5% 100.0%
N 165 330 495
% 33.3% 66.7% 100.0%
N 360 1,380 1,740
% 20.7% 79.3% 100.0%

N 31 156 187
% 16.6% 83.4% 100.0%
N 5 59 64
% 7.8% 92.2% 100.0%
N 63 152 215
% 29.3% 70.7% 100.0%
N 99 367 466
% 21.2% 78.8% 100.0%

ニーズがある

合　　　　　計

ニーズがある

ニーズがない

ニーズ未確認

合　　　　　計

ニーズがない

ニーズ未確認

合　　　　　計

ニーズがある

ニーズがない

ニーズ未確認

学習支援

非行傾向の子ども

その他

児童館が気付いた児童への虐待事案

あり なし 合計

N 100 474 574

% 17.4% 82.6% 100.0%

N 16 32 48

% 33.3% 66.7% 100.0%

N 97 125 222

% 43.7% 56.3% 100.0%

N 4 20 24

% 16.7% 83.3% 100.0%

N 48 191 239

% 20.1% 79.9% 100.0%

N 8 39 47

% 17.0% 83.0% 100.0%

N 21 110 131

% 16.0% 84.0% 100.0%

N 6 19 25

% 24.0% 76.0% 100.0%

N 55 309 364

% 15.1% 84.9% 100.0%

N 355 1,319 1,674

% 21.2% 78.8% 100.0%

ひとり親家庭

不登校の子ども

学習支援

非行傾向の子ども

その他

合計

児童館が気付いた児童への虐待事案

障害等をもつ子ども

生活困窮家庭

虐待家庭

外国籍家庭
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 (８)各児童館における関係者・関係機関との連携内容と児童館が気付いた虐待事案の関

係 

 

表８ 関係者・関係機関との連携内容と児童館が気付いた虐待事案の関係 

 

 

 

 

あり なし 合計

N 202 505 707
% 28.6% 71.4% 100.0%
N 154 814 968
% 15.9% 84.1% 100.0%
N 356 1,319 1,675
% 21.3% 78.7% 100.0%

N 142 289 431
% 32.9% 67.1% 100.0%
N 214 1,030 1,244
% 17.2% 82.8% 100.0%
N 356 1,319 1,675
% 21.3% 78.7% 100.0%

N 28 41 69
% 40.6% 59.4% 100.0%
N 328 1,278 1,606
% 20.4% 79.6% 100.0%
N 356 1,319 1,675
% 21.3% 78.7% 100.0%

N 34 63 97
% 35.1% 64.9% 100.0%
N 322 1,256 1,578
% 20.4% 79.6% 100.0%
N 356 1,319 1,675
% 21.3% 78.7% 100.0%

N 298 807 1105
% 27.0% 73.0% 100.0%
N 58 512 570
% 10.2% 89.8% 100.0%
N 356 1,319 1,675
% 21.3% 78.7% 100.0%

N 203 434 637
% 31.9% 68.1% 100.0%
N 153 885 1,038
% 14.7% 85.3% 100.0%
N 356 1,319 1,675
% 21.3% 78.7% 100.0%

N 45 57 102
% 44.1% 55.9% 100.0%
N 311 1,262 1,573
% 19.8% 80.2% 100.0%
N 356 1,319 1,675
% 21.3% 78.7% 100.0%

N 45 80 125
% 36.0% 64.0% 100.0%
N 311 1,239 1,550
% 20.1% 79.9% 100.0%
N 356 1,319 1,675
% 21.3% 78.7% 100.0%

N 34 407 441

% 7.7% 92.3% 100.0%
N 322 912 1,234
% 26.1% 73.9% 100.0%
N 356 1,319 1,675
% 21.3% 78.7% 100.0%

実施していない

該当

非該当

合計

該当

非該当

合計

関係機関との物資・場所の提供

該当

非該当

合計

関
係
機
関
と
の
連
携
内
容

関係機関との情報提供・共有

該当

非該当

合計

関係機関との助言・相談

該当

非該当

合計

関係機関との事業への協働参画

合計

関係者との事業への協働参画

該当

非該当

合計

関係者との物資・場所の提供

該当

非該当

合計

児童館が気付いた児童への虐待事案

関
係
者
と
の
連
携
内
容

関係者との情報提供・共有

該当

非該当

合計

関係者との助言・相談

該当

非該当
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(９)各児童館における社会資源との連携上の課題と児童館が気付いた虐待事案の関係 

 

表９ 社会資源との連携上の課題と児童館が気付いた虐待事案の関係 

 

 

 

 

 

あり なし 合計

N 170 623 793
% 21.4% 78.6% 100.0%
N 174 691 865
% 20.1% 79.9% 100.0%

N 344 1,314 1,658

% 20.7% 79.3% 100.0%
N 108 378 486
% 22.2% 77.8% 100.0%
N 236 936 1,172
% 20.1% 79.9% 100.0%

N 344 1,314 1,658

% 20.7% 79.3% 100.0%
N 35 135 170
% 20.6% 79.4% 100.0%
N 309 1,179 1,488
% 20.8% 79.2% 100.0%

N 344 1,314 1,658

% 20.7% 79.3% 100.0%

N 197 712 909
% 21.7% 78.3% 100.0%
N 147 602 749
% 19.6% 80.4% 100.0%

N 344 1,314 1,658

% 20.7% 79.3% 100.0%

N 29 121 150
% 19.3% 80.7% 100.0%
N 315 1,193 1,508
% 20.9% 79.1% 100.0%

N 344 1,314 1,658

% 20.7% 79.3% 100.0%

N 68 262 330
% 20.6% 79.4% 100.0%
N 276 1,052 1,328
% 20.8% 79.2% 100.0%

N 344 1,314 1,658

% 20.7% 79.3% 100.0%

N 180 587 767
% 23.5% 76.5% 100.0%
N 164 727 891
% 18.4% 81.6% 100.0%

N 344 1,314 1,658

% 20.7% 79.3% 100.0%

N 171 718 889
% 19.2% 80.8% 100.0%
N 173 596 769
% 22.5% 77.5% 100.0%

N 344 1,314 1,658

% 20.7% 79.3% 100.0%

N 18 23 41
% 43.9% 56.1% 100.0%
N 326 1,291 1,617
% 20.2% 79.8% 100.0%

N 344 1,314 1,658

% 20.7% 79.3% 100.0%

職員の人数や勤務体制

該当

非該当

合計

その他

該当

非該当

合計

行政（担当者）の理解

該当

非該当

合計

職員の技術・知識

該当

非該当

合計

当事者（親・家族）の理解、意思

該当

非該当

合計

つなぐことのできる地域の社会資源・サービスがない

該当

非該当

合計

当事者（子ども）の意見表明・理解

該当

非該当

合計

上司・職員の理解

該当

非該当

合計

児童館が気付いた児童への虐待事

社会資源との情報共有、守秘義務

該当

非該当

合計
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(10)各児童館の活動推進に係る連携先と児童館が気付いた虐待事案の関係 

 

表 10－１ 活動推進に係る連携先と児童館が気付いた虐待事案の関係 

（主任児童委員、民生・児童委員、PTA、母親クラブ） 

 

 

表 10－２ 活動推進に係る連携先と児童館が気付いた虐待事案の関係 

（民間企業、小学校、中学校・高等学校、大学・短大・専門学校） 

 

 

 

あり なし 合計

N 162 393 555
% 29.2% 70.8% 100.0%
N 188 827 1,015
% 18.5% 81.5% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 136 371 507
% 26.8% 73.2% 100.0%
N 214 849 1,063
% 20.1% 79.9% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 15 35 50
% 30.0% 70.0% 100.0%
N 335 1,185 1,520
% 22.0% 78.0% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 6 36 42
% 14.3% 85.7% 100.0%
N 344 1,184 1,528
% 22.5% 77.5% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

母親クラブ

該当

非該当

合計

民生・児童委員

該当

非該当

合計

ＰＴＡ

該当

非該当

合計

児童館が気付いた児童への虐待事案

主任児童委員

該当

非該当

合計

あり なし 合計

N 4 4 8
% 50.0% 50.0% 100.0%
N 346 1,216 1,562
% 22.2% 77.8% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 252 610 862
% 29.2% 70.8% 100.0%
N 98 610 708
% 13.8% 86.2% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 112 217 329
% 34.0% 66.0% 100.0%
N 238 1,003 1,241
% 19.2% 80.8% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 6 12 18
% 33.3% 66.7% 100.0%
N 344 1,208 1,552
% 22.2% 77.8% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

中学校・高等学校

該当

非該当

合計

大学・短大・専門学校

該当

非該当

合計

民間企業

該当

非該当

合計

小学校

該当

非該当

合計

児童館が気付いた児童への虐待事案
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表 10－３ 活動推進に係る連携先と児童館が気付いた虐待事案の関係 

（子育て支援センター、児童相談所、家庭児童相談室、福祉事務所/役場） 

 

 

 

表 10－４ 活動推進に係る連携先と児童館が気付いた虐待事案の関係 

（NPO/ボランティア団体、社会福祉協議会、保護司、町内会・自治会） 

 

 

 

 

あり なし 合計

N 153 321 474
% 32.3% 67.7% 100.0%
N 197 899 1,096
% 18.0% 82.0% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 185 359 544
% 34.0% 66.0% 100.0%
N 165 861 1,026
% 16.1% 83.9% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 73 196 269
% 27.1% 72.9% 100.0%
N 277 1,024 1,301
% 21.3% 78.7% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 89 297 386
% 23.1% 76.9% 100.0%
N 261 923 1,184
% 22.0% 78.0% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

福祉事務所／役場

該当

非該当

合計

児童相談所

該当

非該当

合計

家庭児童相談室

該当

非該当

合計

児童館が気付いた児童への虐待事案

子育て支援センター

該当

非該当

合計

あり なし 合計

N 15 28 43
% 34.9% 65.1% 100.0%
N 335 1,192 1,527
% 21.9% 78.1% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 52 98 150
% 34.7% 65.3% 100.0%
N 298 1,122 1,420
% 21.0% 79.0% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 11 16 27
% 40.7% 59.3% 100.0%
N 339 1,204 1,543
% 22.0% 78.0% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 30 72 102
% 29.4% 70.6% 100.0%
N 320 1,148 1,468
% 21.8% 78.2% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

保護司

該当

非該当

合計

町内会・自治会

該当

非該当

合計

ＮＰＯ／ボランティア団体

該当

非該当

合計

社会福祉協議会

該当

非該当

合計

児童館が気付いた児童への虐待事案
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表 10－５ 活動推進に係る連携先と児童館が気付いた虐待事案の関係 

（高齢者福祉施設・機関、障碍者福祉施設・機関、警察署、保健所・保健センター） 

 

 

 

表 10－６ 活動推進に係る連携先と児童館が気付いた虐待事案の関係 

（幼稚園・保育園・認定こども園、教育委員会・教育相談室、その他、活動は実施してい

ない） 

 

 

 

あり なし 合計

N 4 5 9
% 44.4% 55.6% 100.0%
N 346 1,215 1,561
% 22.2% 77.8% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 8 4 12
% 66.7% 33.3% 100.0%
N 342 1,216 1,558
% 22.0% 78.0% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 48 86 134
% 35.8% 64.2% 100.0%
N 302 1,134 1,436
% 21.0% 79.0% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

N 90 263 353
% 25.5% 74.5% 100.0%
N 260 957 1,217
% 21.4% 78.6% 100.0%

N 350 1,220 1,570

% 22.3% 77.7% 100.0%

保健所・保健センター

該当

非該当

合計

障害者福祉施設・機関

該当

非該当

合計

警察署

該当

非該当

合計

児童館が気付いた児童への虐待事案

高齢者福祉施設・機関

該当

非該当

合計

あり なし 合計

N 134 277 411
% 32.6% 67.4% 100.0%
N 216 943 1,159
% 18.6% 81.4% 100.0%
N 350 1,220 1,570
% 22.3% 77.7% 100.0%

N 44 120 164
% 26.8% 73.2% 100.0%
N 306 1,100 1,406
% 21.8% 78.2% 100.0%
N 350 1,220 1,570
% 22.3% 77.7% 100.0%

N 29 62 91
% 31.9% 68.1% 100.0%
N 321 1,158 1,479
% 21.7% 78.3% 100.0%
N 350 1,220 1,570
% 22.3% 77.7% 100.0%

N 29 291 320
% 9.1% 90.9% 100.0%
N 321 929 1,250
% 25.7% 74.3% 100.0%
N 350 1,220 1,570
% 22.3% 77.7% 100.0%

その他

該当

非該当

合計

該当の活動は実施していない

該当

非該当

合計

幼稚園・保育園・認定こども園

該当

非該当

合計

教育委員会・教育相談室

該当

非該当

合計

児童館が気付いた児童への虐待事案
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質問紙調査結果（自由記述の例） 

 

以下に、問７.「地域ニーズへの有効な取組となっている特徴的な活動や成功している

活動、評価されている活動」の自由記述の回答より抜粋した内容を列記する。回答施設が

特定されないように、一部を加工している。 

 

① 「障がいや疾病・疾患の配慮が必要な子どもの支援」の例 

〇発達障害児等の本人の特性を理解して得意な事にスポットを当て、こどもスタッフ活動

に繋げ、それが本人の自信や有用感につながり、周囲の認識にも変化が見られ、成長でき

る環境が整った。…他 1 件。 

〇特別支援学級児の保護者から、友人宅は遊びに行かせるのが心配だが、児童館なら子ど

もだけで行かせられると聞いた。そこでトラブルの回避や保護者との連携をし、居場所と

なるよう配慮をしている。 

〇発達課題のある親との相談で、保育園での孤立や、他の保護者の発達障害の無理解に悩

み、親から他の保護者に話せる場があれば…という声に、職員も親同士を繋ぐ必要を感じ、

親の会を立ちあげ、外部講師の講演や当事者の親の子育て講演会を開く。次第に、乳幼児

クラブへの参加の呼びかけ等、保護者同士の誘い合いが増えたことで、発達検査を受ける

親への後押しや学校との関わり方等、保護者自身の支えや啓発になった。 

…他同内容３件 

〇幼児親子で発達障害が疑われる子等を持つ親が、就園前の障害児通所施設に抵抗なく見

学する行事を企画することで、障害児施設への敷居も低くなり、園開放にも自主的に参加

する親が増えた。 

〇発達障害サポーター養成を実施。市民グループと共催で行い、当事者の保護者だけでな

く、広く地域住民を対象としている。当事者の青年や支援者をゲストに車座で交流する。

当事者の経験や保護者の子育ての苦労や喜びを、世代を超えて共有し、発達障害への基本

的理解を広めている。 

〇館長会を通して、来館する障害児等の情報を共有している。 

〇多動児の情報を小学校、役場と共有して対応の仕方を把握でき、来館時に配慮した。 

〇発達障害児者支援事業として、保幼の現任者で発達の気になる子どもの支援課題を、児

童館で行う療育を通じて検討する現任者スキルアップ研修の実施。合わせて、現任者を対

象としたスーパーバイザー研修も実施。 

〇保護者の了解を得て「情報シート」を活用して、当事者の日々の様子を記録し、関係機

関との連携に際し、有効な資料となっている。 
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② 「生活困窮状態の子どもや親の支援」の例 

〇子どもの貧困対策の一環で、地域のボランティア団体や学習支援団体、フードバンク、

近隣の農家等と連携して、生活保護家庭等の子どもたちと共に食事を共に作り、食す事業

を実施。大学教授と協働して年１回子どもの貧困について学ぶ「ネットワーク会議」を開

催し、地域で関心のある人々と共に事例や情報の交換している。 

〇地域と連携してこども食堂を実施。児童館で気になる子へ声をかけて参加を促す。支援

が必要と思われる子は情報共有をして地域で見守る体制をつくっている。…類似例１件 

〇ご飯作ってくれない保護者の子どもがおこづかいで参加でき、ご飯を自分自身で作れる

ようにする機会を実施。ランチタイムは孤食予防もあり、地域のボランティアと小中学生

ボランティアによる運営である。全ての事業で配慮を要する児童への援助をする。 

〇現在、民生・児童委員を主体に、児童館を会場に「（食事提供プログラム）実行委員会」

を立ち上げ、児童館、保育園、大学が実行委員として活動中。学習支援も大学のゼミ有志

で｢学習会｣を児童館で開催している。…類似例 1 件 

〇「おにぎりの日」月１回、米１合持参し一緒にごはんを炊き、みそ汁(館で提供)と、お

にぎりの昼食を５年位前より実施。もとは週末に昼食を食べない子への対策として始め、

場合により米を持参できなくても食べさせる子もいる。最近は、幼児から小・中高生、大

人までのにぎやかな昼食会になりつつある。…類似例３件 

 

③ 「虐待(ネグレクト含む)が疑われる子どもや家庭の支援」の例 

〇家庭教育相談室が仲介役となり、児童相談所や小学校等とのケース検討会議・支援会議

に児童館も出席できる。 

〇毎月の青少年健全育成地区委員会に出席。虐待の情報共有のため、要対協虐待防止分科

会に出席している。…類似例３例 

〇個別支援が必要な児童について、小学校で定期的に行なわれる支援会議に館長が出席。 

〇相談事業に長年取り組み、小児精神科医や専門機関(児童相談所、発達障害支援センター、

こころの健康センター等)と連携。…類似例１件 

〇母体のＮＰＯは、障害児者支援、子どもの貧困、ＤＶ、シングル支援、フードバンク等、

様々なニーズに対する支援を行っている。その中で児童館がオープンな場所への一歩とな

り、必要な支援につなげる窓口となっている。 

〇虐待が疑われる児童が唯一、社会的な場として児童館を活用している例。不登校となり、

平日は家に、土曜のみ外出する先が児童館。友達と遊び、時には職員に思いをぶつけるよ

うに話をする。学校関係者は保護者に拒否されるため、学校長、民生委員、主任児童委員

も児童館で話し合い、対面、聞きとりなどをした。 

〇「孤立した子ども」(発達障害児、児童養護施設の卒所児、虐待による要保護児童等)が

来館し、大勢の中で孤立する子もいる。その子が居場所となるために、行事や日常の活動

220



 

 

に職員と共に準備から本番までを経験し、普段は難しい自主表現の場を設けている。それ

を他児が見て認め、本人の自信につながっている。 

〇社協が委託運営のため、各部署や民生・児童委員等と連携しやすい環境にあり、気にな

る児童を察知したら最適な部署に報告して情報共有し、共に支援に当たることができる。

…類似例 1 件 

 

④ 「ひとり親家庭の支援」の例 

〇頂いた米等、行事で余ったものをひとり親家庭中心に配布。冷凍おむすびを常備し、食

に不安のある児童に提供。 

〇ひとり親家庭の支援しているサポーターとコンタクトを取り、情報交換。 

〇ひとり親家庭の子の学習支援が必要なケースで、学校、担任、保護者と連携して支援。 

 

⑤ 「不登校の子どもの支援」の例 

〇不登校児童やその保護者に向け、平日午前中の児童館開放を告知、スクールソーシャル

ワーカーの紹介での利用実積もある。また児童館行事のボランティアとして声をかけ、裏

方として参加し、他児童との交流があった。…類似例１件 

〇不登校の中学生への対応に、ボランティアや利用者として事業への参画活動を行う。民

生委員や主任児童委員も家庭に係わるが難しく、館が子どもたちの社会活動の場になる。

若者支援施設と連携し、施設職員が来館して就労支援の対応等、日常的に取り組んでいる。 

 

⑥ 「学習支援」の例 

〇職員が一人一人の児童を見守り、どの教科のどの部分の学習に問題があるかを見つけ話

し合い補っていく。…類似例 1 件 

〇中高校生を対象とした無償の学習支援で、大学生等のボランティアによる学習指導や進

路相談などを行う。…類似例３件 

〇小・中学生土曜学習支援事業で、教員 OB、教員志望の大学生が講師に、月２回土曜に好

きな教科の持ちこみ、用意したプリントの利用、自由学習等に個々に対応。 

 

⑦ 「非行傾向の子どもの支援」の例 

〇数年前、非行傾向の中学生が学校の時間に来館。子どもと雑談する一方で中学校へ連絡

し指示を頂く。 

 

⑧ 「外国籍など日本以外の文化をもつ子どもの支援」の例 

〇外国にルーツを持つ子どもに対し、館内の外国語表記や日常的な日本マナーを伝える。 
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⑨ 「子育て支援」の例 

〇市の家庭児童相談員と連携して情報を共有し、ケースになっている方の来館時に声を掛

ける見守りや児童館主催事業への参加を案内する等、多く来館してもらい対応できる機会

をつくる。また来館状況は後日家庭児童相談員へ報告、より多くの目で見守る体制づくり

を行っている。  …類似例４件 

〇生後半年の子をもつ母親(時に父親)を対象に、面接を行い、その間の母親の思いを聞き

出し、児童館利用や必要に応じて自治体のサービス等につなげる。 

〇民生・児童委員と共に、ご出産後の家庭訪問活動の実施。 

〇言葉・発育・しつけ等に不安を持つ親とその子どもを集めて、遊びや他の親子とのふれ

あいを通して、子どもの成長を促すと共に、子育ての意識の高揚を図ることを目的とした

事業。対象児は１歳半～３歳程度。児童館職員、子育て支援課職員、保健師、臨時指導者、

臨床心理士で指導にあたる。 …類似例２件 

〇保護者と、保育所、小・中学校の学力、進路支援担当教員と、館職員による「保護者会」

を組織し、月１回、学校や家庭での様子や子育てで困ったこと等、情報共有や対策につい

て話す。必要があれば児童相談所や本庁の関係機関と連携して対応する。 

 

⑩ 「中高生支援」の例 

〇「児童館・地域・併設施設の三者協同での中高生コーナーの運営」を開設、談話コーナ

ーを設置し、現在は中高生の居場所づくりとして特化。その際に｢人が変わっても居場所と

して続いていくように｣と三者で運営委員会を立ち上げて、中高生の意見もふまえながら課

題や問題を共有し運営をしている。 …類似例 1 件 

〇中高生支援を広げるため、「若者支援センター」と情報共有を行い、活動中。 

〇中高生世代への支援で、月２回｢ティーンズカフェ｣を実施。地域のボランティアや、助

産師が来て相談事業も実施。悩める中高生世代にとても有意義な時間となっている。 

〇館長が担当した「カフェ」開催。地域の中学生が参加し、定期テスト前に勉強できる場

所として利用されている。 

  

⑪ その他…「児童館の日常業務でのニーズ把握、相談援助」の例 

〇研究会としてソーシャルワーク技能習得や研修を実施。所管課として行政職員、民生・

児童委員も含めたスキルアップの研修受講制度あり。 
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以下に、問 11.「貴館が地域ネットワークを構築する際、工夫されていること」の自由

記述の回答より抜粋した内容を列記する。回答施設が特定されないように、一部を加工し

ている。 

 

① 児童館が中心となって構築する 

〇児童館がネットワークの｢核｣となり、定期的にカンファレンスの機会を設ける。 

〇毎年の児童館運営委員会と併せて、児童館地域における小地域ネットワーク連絡会を行

政主導の下、児童館で開催。地域の関係者間の顔つなぎを行い、子育て支援、児童健全育

成面での情報交換と共有をする。 

 

②児童館自体の取り組み、アウトリーチの大切さ等 

〇地域の方、保護者が来た際、こまめに声をかける。つながりをもつ、…類似例２件 

〇児童館は子どもに日々接しているので、現場で感じる青少年の現状をしっかり伝え、応

援者を増やす。（会議の際や、時には講演会や大学等でも）。…類似例 1 件 

〇社協委託の児童館であるため、地域福祉課と連携して、小・中学校や民生・児童委員、

各種団体や地域住民の協力を得ている。…類似例４件 

〇情報共有と具体的な活動の提案が大切。日頃から関係を築き、相互に協力できる体制作

りをしている。活動は関係を深める重要な要素となる。…類似例４件 

〇自治体が実施する連絡調整会議(年３回)や研修会に参加し、地域の関係機関と顔の見え

る関係づくりに心掛けている。…類似例２件 

 

② 館長の地域との関係 

〇館長が町会や学校等の行事や地域の各種団体の会議に積極的に参加し、顔と名前を覚え

てもらい、機会があれば児童館のＰＲをして気軽に利用してもらえるよう常に啓発・広報

をし続けている。…類似例２件 

〇館長が幼少期より地域住民で、住民や小学校、保育園の協力が得やすい強みがある。 

〇館長も昨年より地元の自治会長を務め、ますます地域との結びつきが強くなっている。 

 

④行政、他機関との連携 

〇行政、民児協と定期的に会議。学校(管理職、担任)と情報交換。…類似例２件 

〇区全体の児童館で足並をそろえて学校、地域との連携を深めている。…類似例２件 

〇｢児童館ができること｣を知ってもらい、子どもが家や学校とは違った姿を見せることが

あることを説明して、児童館が関わり、知り得る情報の共有を図っている。…類似例 1 件 

〇児童館中心の立ちあげよりは、地域にある既存のネットワークに繋げていくのでもよい。 

〇近隣の児童館、保育園、学校、放課後等デイと会議を実施。各施設で行った地域ニーズ
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に対する取り組みを事例報告として発表し、地域ネットワークを構築する基礎となってい

る。…類似例１件 

〇地域育成団体(子ども会育成会や地域健全環境・育成会等団体)や自治体関係部局、教育

機関、警察等との環境浄化活動及び児童健全育成活動との連携。…類似例 1 件 

〇貧困対策事業に関するネットワークは、児童館を運営するＮＰＯ法人、地域の大学の研

究室や学習支援団体が中心となり、活動報告や意見交換の場をつくっている。 

 

⑤学校との連携 

〇小学校のいじめ防止等対策委員会や、青少年委員、要対協、中央警察署協議会に参加。 

〇以前より保小中の地域連携が児童館も含めて密にとれている。月１回、地域の子ども園、

小・中学校、児童館、隣保館が情報共有の場を設定し、年に数回は各代表の先生方と共に

研修や地域行事に参加し、日常の連携につながる取り組みを行っている。 

〇小学校の学校運営協議会地域コーディネーターとして、学校のニーズに対応するために

地域の方とつなぎ、そこが発端となり児童館との連携も始まる。 
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【参考文献・資料】 

 

・植木信一（主任研究員）平成28年度子ども・子育て支援推進調査研究事業報告書「地域

の児童館が果たすべき機能及び役割に関する調査研究」一般財団法人児童健全育成推進

財団、2017 

・「平成 28 年度 葛飾区子ども・子育て支援事業計画 実施状況報告書」葛飾区役所子育

て支援部育成課 計画推進係 平成 29(2017)年 12 月 

・葛飾区(平成 25 年度)「子育て支援施設の整備方針」概要版 

・葛飾区「葛飾区政策・施策マーケティング調査 調査報告書」平成 27(2015)年 7 月調査、

平成 28(2016)年 7 月調査、平成 29(2017)年 7 月調査 

・葛飾区役所「かつしか わたしの便利帳」平成 27(2015)年度 10 月発行 

・「京都市児童館活動指針（第 3 次改訂版）」京都市、2015 年 6 月発行 

・公益社団法人京都市児童館学童連盟「あめのちくもりそして晴れ」2017年発行 

 

このほか、第２章では、各ヒアリング先（自治体、児童館等）からの資料を参考にした。 
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【研究会、ワーキンググループの開催概要】 

 

 
【研究会】 

 日 時 場 所 出席委員 

第１回 
平成 29 年 8 月 2 日（水） 

9:00～11:00 
日本薬学会ビル会議室 

大竹、友川、野澤、

藤高、前城、阿南 

第２回 
平成 29 年 9 月 22 日（金） 

16:30～18:30 

児童健全育成推進財団 

      会議室 

大竹、熊澤、友川、

野澤、藤高、前城、

阿南 

第３回 
平成 29 年 12 月 6 日（水） 

14:00～17:00 
日本薬学会ビル会議室 

大竹、友川、野澤、

藤高、前城、阿南 

第４回 
平成 30 年１月 12 日（金） 

17:00～19:00 

児童健全育成推進財団 

      会議室 

大竹、熊澤、友川、

野澤、藤高、阿南 

第５回 
平成 30 年２月 26 日（月） 

14:00～17:00 

児童健全育成推進財団 

      会議室 

大竹、熊澤、友川、

野澤、藤高、前城、

阿南 

 

【ワーキング】 

 日 時 場 所 出席委員 

第１回 
平成 29 年 8 月 18 日（金） 

13:30～15:30 

児童健全育成推進財団 

会議室 
野澤、藤高、阿南 

第２回 
平成 29 年 9 月 28 日（木） 

16:00～18:00 

児童健全育成推進財団 

会議室 
野澤、藤高、阿南 

第３回 
平成 29 年 12 月 22 日（金） 

14:00～16:00 

児童健全育成推進財団 

会議室 

野澤、藤高、熊澤、

阿南 

第４回 
平成 30 年 1 月 12 日（金） 

16:00～17:00 

児童健全育成推進財団 

会議室 

野澤、藤高、熊澤、

友川、阿南 

第５回 
平成 30 年 1 月 24 日（水） 

17:30～18:30 

児童健全育成推進財団 

会議室 
野澤、藤高、阿南 

第６回 
平成 30 年 3 月 7 日（水） 

11:00～17:00 

児童健全育成推進財団 

会議室 

友川、野澤、藤高、 

阿南 

第７回 
平成 30 年 3 月 19 日（月） 

10:30～17:30 

児童健全育成推進財団 

会議室 
大竹、阿南 
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【執筆者一覧】 

第１章 調査研究の目的と方法 事務局 

第２章 質問紙調査の結果 

 

１．調査の方法・内容と回収結果 事務局 

２．集計結果（単純集計） 阿南 健太郎 

３．集計結果（クロス集計） 野澤 義隆・藤高 直之 

４．集計結果（自由記述） 熊澤桂子 

５．分析・考察 野澤 義隆・藤高 直之 

第３章 自治体・児童館の実践に関するヒアリング調査の結果（好事例集） 

 

１．児童館へのヒアリングの方法・内容 事務局 

２．結果 

 

（１）北海道千歳市 野澤 義隆・阿南 健太郎 

（２）北海道中標津町 阿南 健太郎 

（３）東京都葛飾区 熊澤 桂子 

（４）東京都品川区 大竹 智・阿南 健太郎 

（５）京都市（京都市児童館学童連盟） 阿南 健太郎 

（６）兵庫県宝塚市・安倉児童館 熊澤 桂子・藤高 直之 

（７）香川県丸亀市・東小川児童センター 友川 礼・野澤 義隆 

（８）沖縄県豊見城市・真嘉部コミュニティセ

ンター 
藤高 直之・前城 充 

 ３．考察 友川 礼 

第４章 まとめと提言 大竹 智・前城 充 

参考文献等 事務局 

【成果の公表方法】 

 本研究の成果は、全国的な児童館活動を推進する見地から、一般財団法人児童健全

育成推進財団のホームページでの公開が妥当と考え掲載する。

（http://www.jidoukan.or.jp/project/research/old.html） 

また、調査に協力いただいた自治体・児童館に向けて、好事例集を作成・配付した。 

当財団は、社団法人全国児童館連合会を前身とし、児童厚生員等研修をはじめとし

て、児童館活動に関する総合的な支援事業をおこなっており、この研究成果は今後の

学術研究や自治体における施策の推進の参考として活用する。 
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